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序章 

 

はじめに 

 シャーマニズム（あるいは巫俗）が現代の日本で認められるとしたら、それはどこにあ

るだろうか。イタコやユタで知られる青森や沖縄という限定的な地域においてであろうか。 

 本研究は、津軽地方のカミサマと呼ばれる民間の巫者を中心的な事例として扱う。カミ

サマ1とは、ゴミソとも呼ばれる同地域の巫者であり、自身の霊的な能力を用いて託宣、祈

禱、口寄せ、日々の相談など、依頼者の依頼に対応する。しかし、本論で扱う事例はカミ

サマだけではなく、「スピリチュアル」な環境に身を投じる「現代」の巫者たちまでも射程

に入れている。それは、複数の事例を通して、同時代を生きる人々がどのように超越的次

元と関わっているのか、あるいは関わろうとしているのか、その多様で動的な在り方の一

端を明らかにできると考えているためである。 

カミサマとスピリチュアルセラピストを同一の舞台で論じることができるとしたら、そ

の適切な場はシャーマニズム研究ということになろう。「シャーマニズム」や「シャーマン」

の語の使用には多くの問題を伴うことは後に論じる。筆者もそれに自覚的である。しかし、

遠く離れたもののようにも見える 2 つの現象を、佐々木宏幹によるシャーマンの定義であ

る「超自然的存在（神、精霊、死霊など）と直接接触、交流し、この過程で予言、託宣、

卜占、治病行為などの役割をはたす」宗教的職能者2としてひとまず括り、比較を可能にす

るという点で、その概念は有効に働く。シャーマニズム概念に対しては、西洋学知の想像

に過ぎないとの批判も向けられているが3、「発見を助ける用語 heuristicterm」4として用い

て、それが有益な成果をもたらすのであるならば、破棄される必要はない。また、豊かな

シャーマニズムの研究の蓄積を批判的に検討することで、次に何をすべきかを学ぶことが

できる。本研究の基本的な視点は、シャーマニズム研究の成果を検討することで導き出さ

れたものである。その意味で、本研究はシャーマンやシャーマニズムといった概念を積極

的には用いないものの、シャーマニズム研究に連なるものであるといえる。そして、冒頭

の問いに答えるならば、「超自然的存在との交流」を行う宗教的職能者は、現代日本のいた

                                                  
1以下、本論を通して「カミサマ」という片仮名表記は巫者を意味する場合に用い、超自然

的な神格を指す場合には漢字表記で「神様」とする。 
2佐々木宏幹 1980:41. 
3 DuBois 2011:111. 
4 Walter and Fridman 2004:xxi. 
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るところに存在し、それぞれの「巫俗」を形成している。 

 本章では、本研究の射程と視座について論じるが、その前に本論全体の構成を記してお

きたい。 

 本論は 3 部構成で、その内容は以下のようになっている。 

第 1 部では、津軽のカミサマの現在の具体的な姿と輪郭を描くことを目的としている。

第 1 章では、5 名のカミサマのナラティヴから、カミサマの成巫と実践の内容と、そこにみ

られるカミサマの知識の操り方の特徴について見ていく。第 2 章では、一見するとカミサ

マのようでありながらも、カミサマとはみなされていない、あるいは自認していないとい

う、カミサマの境界的事例を扱う。カミサマの在り方は多様で、その存在を定義づけるこ

とは困難を極める。しかし、「（あの人は／わたしは、）カミサマではない」という言葉から

は、逆に、カミサマとしてどのような人物が想定されているのかを浮かび上がらせること

ができる。また、神秘的な体験を通して「カミサマになれ」という神仏からの「召命」を

受けていながらも、それを断って日常生活を継続させている事例の女性たちの生き方から、

超越的次元と折り合いをつけながら生活を営む人々の姿を描くことも目的としている。第 3

章では、カミサマにとって霊力を獲得するための重要な手段であった修行に焦点を当てる。

カミサマの中心的な修行場である岩木山北麓の赤倉の現状と、そこを拠点にしてきた金剛

寺という寺院の詳細、また同寺の弟子であるカミサマたちの語りを扱うことで、修行の後

景化とそれに伴うカミサマの変化について論じる。 

 第 2 部も津軽をフィールドとしたものであるが、第 1 部とは異なり、カミサマではなく、

カミサマの周囲でカミサマに関わる人々に焦点を当てる。第 4 章では、津軽に住む 2 名の

「一般の」女性が、生涯を通してカミサマとどのように関わってきたかを例示する。そこ

で示されるのは、個々人それぞれに、カミサマと接する際の固有の期待と受容のパターン

があるということである。第 5 章では、田舎館村 S 地区で、カミサマの託宣によって建て

られたオシラ堂（オシラサマのお堂）建立の経緯を事例とする。当初、お堂の建立は種々

の問題から不可能とされ、託宣は何年も無視されてきた。しかし、ある機会を得てお堂が

完成した現在、人々はその経緯をどう語るのか。託宣の受容と納得の構造について見てい

く。第 6 章では、津軽地方で行われている巫者を招いての集落の共同祭祀（春祈禱）を事

例とする。イタコの減少によりカミサマが春祈禱を担うようになり、その内容は大きく変

化した。しかし、それは巫者の側の変化だけではなく、依頼者側のニーズの変化にも由来

するものであることが明らかにされる。このように第 2 部では、カミサマと関わる依頼者



3 
 

や集落の側にも、それぞれ固有の論理があり、カミサマの語りや実践は常にそれとの交渉

関係のなかにあることを示す。従来のシャーマニズム研究で描かれることの少なかった、

カミサマと依頼者の双方向的な知識の交渉過程がここでの焦点となる。 

 第 3 部で扱う事例は津軽に留まらない。ここでは視野を拡大し、都心の「スピリチュア

ルセラピスト」も事例とする。対象は次のような順序で拡大していく。まず第 7 章では、

旅行産業や文化財行政を巻き込んで展開している「イタコ」とその口寄せの現状を論じる。

強固な師弟関係のなかで再生産されてきたイタコが劇的に減少している現在、従来であれ

ばイタコとは呼ばれなかった者（カミサマ）や、イタコを自称する者が、青森県外からの

口寄せ依頼者の需要を満たす形で活躍するようになってきている。「伝統的」な口寄せの作

法を身につけていない他地域からの依頼者と「イタコ」たちは、どのように口寄せという

場を成り立たせているのか。超地域的な変化に晒される巫者について報告する。第 8 章で

は、イタコのような巫者伝統が「消失した」茨城県北部の旧 S 村を事例とする。中心とな

るのは、旧 S 村出身で、スピリチュアルカウンセラーを自称する女性の語りである。彼女

の語りかから、旧 S 村の巫者の系譜をたどり、スピリチュアルカウンセラーを名乗る彼女

が地域の巫俗から何を受け継ぎ、またどのような面で断絶しているのかを論じる。第 9 章

は、前章の女性のように、「スピリチュアル」な環境に生きる現代の巫者たち（スピリチュ

アルセラピスト）について議論を深める。「寄せ集め宗教」等とも呼ばれる「現代人」の宗

教性を体現しているように見える彼／彼女たちは、ローカルな巫者たちとどのように異な

るのか、もしくはどのような点で類似しているのか。「後期近代」の自己像をめぐる議論も

視野に入れながら論じる。 

 以上が、本論の構成とその簡単な内容である。ここでは変化や動態への着目が一貫した

視点となっている。そして、そうした動態を捉えるための鍵となるのが「日常」、「知識」、

「交渉」という言葉である。なぜこれらの言葉が重要になるのか。次節以降でその理由を

論じていきたい。そのために、まず国内のシャーマニズム研究を批判的に振り返り、その

問題点から、本論が論ずるべき問いと視角を見出す。そして、議論に必要な論点を整理し、

本論が目指す視座と狙いを論じる。 

 

1. 本論の射程――シャーマニズム研究史から 

1-1. シャーマニズム概念の受容 

まず、シャーマニズム研究の興隆を担った主要な論者たちの議論から、シャーマニズム
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概念の受容の過程をみていきたい。 

岩井大慧が自身の研究を回顧して、1918（大正 7）年、卒業論文を書く段階で「シャマ

ン教」をやりたいと指導教官に相談したところ、「君それは卒論になるかね？」と言われた

というエピソードを紹介している5。これに示されるように研究領域として確立していたわ

けではなかったものの、その言葉自体は大正期から既に輸入されていた。 

1920 年代から、鳥居龍蔵や秋葉隆、白鳥庫吉らによって朝鮮や満洲の巫俗調査が行われ

るようになると、それに伴って「シャマン」の語も国内で知られるようになった。こうし

た受容の 初期段階において、日本の研究者が対象とした満州等の東北アジアでの調査の

成果について「シャマン」あるいは「シャマン教」の語を用いることは比較的問題なく受

け入れられたが6、日本国内の事例に対して「シャマン」などの語をあてることには慎重な

態度を示す研究者が多かった。 

 その代表となるのが柳田国男である。「巫女考」（1914）、「妹の力」（1940）は、日本のシ

ャーマニズム研究の前史として取り上げられることが多い業績であるが、彼が「シャマン」

「シャマニズム」という言葉を使用する機会はごく稀であった7。取り上げられたとしても、

あくまでの海外の事例の紹介にとどまり、自らの研究にその概念を取り入れなかったと言

ってよい。 

 このように国内でのシャーマニズム概念の受容が進まなかった理由として、巫者研究が

民俗学の主要な関心から遠ざかっていたことを指摘しておくべきだろう。その原因の一つ

に、柳田が「妹の力」を発表して以降、対象として巫者を重視することがなかったことが

あげられる。桜井徳太郎によれば、柳田は「巫女考」の単行本化の話を拒んでおり、その

理由を問いただすと「あれは民俗学じゃない」と語ったという8。桜井は、この返答に代表

されるように、常民の学である日本民俗学にとって、「異常民的生態をもつ巫女の研究は、

当然ながらその領域から除外され」9ていたと論じる。巫者研究の古典的な地位を占める『日

本巫女史』（1930）を記した中山太郎が、柳田を中心とした民俗学の「主流から切り捨てら

                                                  
5岩井 1949:51. 
6秋葉 1936、同 1949 他。 
7『定本柳田国男』に掲載されている論文を通しては、「シャマニズム」が 3 ヶ所、「シャマ

ン」が 3 ヶ所、「シャマン道」が 1 ヶ所で言及されているのみである（「大白神考」に収録

されている「ネフスキイ氏書簡」のなかでシャマンの語が複数回登場するが、柳田が執筆

したものではないため除外してある）。 
8桜井徳太郎 1977b:186. 
9桜井徳太郎 1977b:150. 
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れた」10存在であった事も、対象としての巫女の周縁性を物語る。 

 事態が大きく変わったのは、1970 年代である。佐藤憲昭は、日本におけるシャーマニズ

ム研究が急増したのは昭和 40 年代（1965-74）であることを示しているが11、それにはミ

ルチャ・エリアーデの著作 Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase が何

よりも影響を及ぼしていたと考えられる12。フランス語版の発表が 1951 年、英語訳が 1964

年、続いて堀一郎による翻訳『シャーマニズム――古代的エクスタシー技術』が 1974 年に

出版されている。それに先立ち、堀は 1971 年に『日本のシャーマニズム』を上梓している。

堀によって、日本の「ミコ」はシャーマニズム概念と結びつけられ、研究対象として再発

見されたと言ってよい。 

堀のシャーマニズム論を簡単にたどってみたい。まず、シャーマニズムに対する高い評

価がある。堀は、シャーマンが単なる古代的、博物館的な存在ではないことを強調し、シ

ャーマニズムを「人類のもつ 古の文化であり、そして歴史をこえてそれぞれの民族、そ

の社会構造、風土、歴史的環境などに応じて種々の分化や習合をとげてきた も長い生命

力をほこる文化所産」13であるとする。さらに、「人類の心性の根底によこたわりつつ、現

代のわれわれの精神構造の歴史的形成の担い手としての役割を保持してきたもの」14である

とも記している。佐藤も指摘しているように、こうして「シャーマニズムが人類にとって、

根本的かつ普遍的な文化であると認識された」15ことが、昭和 40 年代後半におけるシャー

マニズム研究の興隆の一因であるといえる。 

さらに堀の議論で特徴的なのは、日本の巫女を真正シャーマンと擬制シャーマンの 2 つ

に分けていることである。真正シャーマンとは「個人的かつ突発的な神霊による召命入巫」

16を経験した者である。彼らの経験するイニシエーション的巫病は、「単なるエクスタシー

的経験をふくむだけでなく、複雑な教理的、教育的な実修とひとしい神秘体験をともなう

もの」として、その「優秀」さが論じられている17。他方で、擬制シャーマンとは、「神や

霊による召命、そのあらわれとしての巫病（精神違和その他）的イニシエーションの体験

                                                  
10礫川 2007:25. 
11佐藤憲昭 1989. 
12エリアーデの影響は日本だけではない。エリアーデの大著は、戦後、シャーマニズム研究

の世界規模での「爆発的」増加を招いた（フルトクランツ 2008）。 
13堀 1971:31-32. 
14堀 1971:32. 
15佐藤憲昭 1989:23. 
16堀 1971:25. 
17堀 1971:43. 
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をせずに、ある種の訓練または技術習得によって巫業をおこなうもの」18を指し、単に儀礼

の執行を司るものである。具体的な事例としては、前者にアイヌのツスやユタ、後者に神

社ミコや神楽ミコがあげられている。柳田国男は「巫女考」で神社ミコと口寄せミコとい

う 2 種類の巫女の存在について論じているが、堀もこれを一部引き継ぎながら巫女論をエ

リアーデのシャーマニズム論へと接続させたと言える。 

しかし、エリアーデのシャーマニズム論を受容する上では、大きな障害があった。それ

は、エリアーデが脱魂型のシャーマンを自身のシャーマニズム論の中核に据え、憑霊型を

「第二次現象」であるとしたことである。エリアーデは次のように論じる。 

 

シャーマニズムはいやおうなしに「憑霊」（possession）現象に関連付けられている。

何人かの著者たちは「憑霊」のなかにシャーマニズムの構成要素を見ようとする傾向

さえ示している。従って、彼らはエクスタシー（上昇、下降<descensus>、水平の旅）

を、第二次現象と見做している。しかし、私には、このような仮説を受け入れること

は困難である。たしかに「憑霊」現象は古代的で普遍的現象ではあるが、「憑霊」体験

がどのみちエクスタシー体験に先立つと結論する何らの理由を見出すことが出来ぬか

らである19。 

 

このような立場から、エリアーデは「 も危険の少ない定義」として「シャーマニズムと

はエクスタシー技術」20であるとする。このことは、日本の研究者にとって大きな壁となっ

ていた。なぜなら、日本のシャーマンとして取り上げられたイタコやユタは、霊魂の「天

空への上昇」といった、エリアーデが提示した脱魂的性格を有している場合が非常に少な

く、むしろ憑霊の範疇に分類されるものであったためである。エリアーデ的観点からすれ

ば、日本には「厳密な意味での」シャーマンはほぼ存在していないことになる。 

1958 年、エリアーデは第 9 回国際宗教学宗教史学会議の際に来日。宮城県石巻のイタコ

を調査し、「東北のイタコは憑依型であって、シャマンではない」と語ったという21。この

衝撃は大きく、当時、青森県の巫者たちをシャマニズムの枠組みで論じていた楠正弘など

はこの発言を伝え聞いた際に、「私の研究は間違っているのだろうか。間違っておれば、研

                                                  
18堀 1971:43. 
19エリアーデ 2004a =1968:34. 
20エリアーデ 2004a =1968:42. 
21楠 2009:310. 
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究者としての道を放棄せねばならない」22と自問自答し、それが「学問的な痛み」として長

らく自らを苦しめたと回想している。 

また、脱魂か憑霊かという問題以外にも、当時国内の事例に対してシャマンの語が用い

られることが忌避されたのには、日本文化の起源論をめぐる立場上の問題があった。シベ

リアに由来する「シャマン」の語を用いて、イタコなどの事例がそれに連なる、もしくは

同一のものとすることは、日本文化の「北方起源論」に与するものと考えられていた23。し

かし、堀などは基本的に「南方起源論」の立場にあったため、日本の巫者を「シャマン」

と名指すとするとそこには一種の矛盾が伴うこととなる。そこで、堀は当初用いていた「シ
．

ャマ
．．

ニズム」という表記を、後に「シャーマ
．．．．

ニズム」と改めている。楠によれば、これは

堀が北方起源論と結びつけられる「シャマニズム」という表記を避け、エリアーデ的な新

たな総合的概念として「シャーマニズム」概念を示そうとしたためであるという24。本論が

「シャマニズム」ではなく、「シャーマニズム」という表記を用いるのも、堀と同じくその

言葉がエリアーデを介して普遍的、総合的なものとされた分析のための「概念」であるこ

とを強調するためである25。 

脱魂の問題に話を戻すと、シャーマニズム概念の受容にあたって、エリアーデの脱魂中

心のシャーマニズム論の相対化、乃至は克服は も重要な課題であった。その課題の解決

のためにとられた具体的な方策を、桜井徳太郎の『日本のシャマニズム』下巻に収録され

ている論文「シャーマニック・トランスの構造」26を例にみてみたい。そこでは、シャーマ

ニズムをめぐる諸説が扱われ、まずエリアーデの「エクスタシィ＝脱魂」説と「ポゼッシ

ョン＝憑霊」説が比較される。そして、エリアーデの脱魂中心説は R.ファースや I.M.ルイ

スなどを参照しながら相対化される。ルイスによれば、エリアーデは、「読者を本来のシベ

リアのトゥングース族の資料に戻す意図をもって、シャーマンなるものを、霊感を受けた

                                                  
22楠 2009:310. 
23シャーマニズム論と文化起源論については、大林 1986、及び川村 2005 を参照の事。 
24楠 1982:653. また、堀のエリアーデ受容については佐藤慎太郎 2013 に詳しい。 
25また、シャーマニズムという表記の一般的な普及を鑑みれば、デュルケムがトーテムやタ

ブーの語を使用するときに記した次のような言葉が思い起こされる。「今日ではこの語をこ

のように用いることは普遍的に受け入れられているので、慣用に反抗するのは、過度の修

辞癖であることを免れないであろう」（デュルケム 1975a=1912:180）。また、「タブーの語

は、トーテムの語と同様、ひろく流通しているから、体系的にこれを禁ずるのは潔癖の度

が過ぎるというものであろう。また、それが示す不便宜は、その意味と範囲を注意して明

確にさえすれば、軽減されるであろう」（デュルケム 1975b=1912:119）という記述は、シ

ャーマニズムの語を使用する際の一つの手引きとなるだろう。 
26桜井徳太郎 1977a:407-431. 
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祭司―エクスタシー的忘我状態の中で、精神乃至魂が神秘的飛翔によって天にまで昇って

行く祭司―として提示」27した。ルイス自身のフィールドであるアフリカにおけるシャーマ

ニズムの重要性が認められてこなかったことの「責任の一半は、シャーマニズムという現

象について、エリアーデが展開した紛らわしいとらえ方に帰せしめることができる」28とエ

リアーデを批判している。桜井は、こうしたエリアーデの脱魂中心のシャーマニズム論批

判を通して、憑霊型にもシャーマンとしての真正性を与えようと試みている。 

佐々木宏幹もまた、桜井と同じようにルイスやファースの議論を通して脱魂説を相対化

する。そして佐々木においては 終的に、「脱魂も憑霊もトランス状態の説明の仕方であり、

いずれも霊的存在の移動方向の指示である」29と示され、脱魂対憑霊という対立的な図式は

解消される。 

こうして、脱魂と憑霊の両者はともに「トランス」の発露の形の差であることが指摘さ

れ、エリアーデの主張するシャーマン＝脱魂説の克服が試みられた30。桜井は次のように記

す。 

 

日本列島に展開する巫俗がシャマニズムであるかどうか。あるいは民間巫女のイタ

コ・イチコ・ミコ・ユタ、カンカリャなどがシャーマンであるかどうかは、いうまで

もなくシャーマニック・トランスの経験をもつのかどうかを確かめることである。そ

のためには丹念に巫女たちの成巫過程を、また巫儀執行の際にトランス現象を起こす

かどうかをトレースする以外にない31。 

 

また佐々木宏幹も次のように論じている。 

 

 トランスの検討がなぜシャーマニズム研究において重要かというと、シャーマンの神

霊・精霊との接触・交通はトランスにおいて行われるからであり、逆にいえばシャー

マンの脱魂＝他界旅行とか憑霊は、トランスの内容解釈に外ならないからである32。 

                                                  
27ルイス 1983:153. 
28ルイス 1983:153. 
29佐々木宏幹 1983:170. 
30本論でも、佐々木の用法に倣い、エクスタシーやポゼッション、種々の神秘体験等を包括

する語としてトランスを用いる。 
31桜井徳太郎 1977a:424. 
32佐々木宏幹 1996＝1989:257. 
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一方で、エリアーデにより近い立場から議論を行っていた堀は、「エクスタシーやトランス」

として並列して表記することが多く、佐々木宏幹のように、トランスをエクスタシーを包

括する概念としては用いていない。堀はウェーバーの概念を援用して「呪術的カリスマ」

としてシャーマンを論じ、シャーマンをカリスマたらしめる「まったく特殊な資性」を「首

尾一貫した神秘体験」にみている33。「真正シャーマン」と「擬制シャーマン」の差も、「巫

病」とそれに伴う「神秘体験」に求められており、堀のシャーマニズム理解の核が「神秘

体験」にあったことがわかる。使用している言葉は異なるが、堀においても佐々木、桜井

においても、個人の変性意識状態やその体験がシャーマンを定義づける根本的な要素とさ

れた34。 

日本におけるシャーマニズム概念の受容は、こうしてエリアーデ的観点との対立と対話

の中で展開し、トランスをその存在の核としたシャーマン理解が広く国内に浸透していく

こととなる。 

 

1-2. シャーマニズム概念の受容の進展 

 こうして 1970 年代以降、シャーマニズム概念の本格的な受容がはかられていった。年代

ごとにその受容の進展をみていくと、まず 1970 年代には、堀、桜井らによって、導入され

たシャーマニズム概念を慎重に検討しながらも、国内の各地の事例が発見・調査されてい

った。桜井徳太郎は、70 年代に『沖縄のシャマニズム』（1973）、『日本のシャマニズム』

上（1974）、『日本のシャマニズム』下（1977）、『霊魂観の系譜』（1977）という大著を続

けて発表している。また、桜井徳太郎を編者として、日本やアジアの事例研究をまとめた

『シャーマニズムの世界』（1978）も発表された。同書にみられるアジアの事例との比較の

試みは、その後のシャーマニズムをめぐるシンポジウムや論文集の雛形となったといえる。

世界的に日本の修験や巫俗を知らしめるに至ったカーメン・ブラッカーの『あずさ弓』（1979

＝1975）も 70 年代の成果である。これらの業績によって、シャーマニズム研究の地盤が整

                                                  
33堀 1982=1970:378. 
34しかし、フィールド調査を通して、国内の巫者の代表格であるユタやイタコの「巫儀」に

おいて、シャーマニズムの主要な条件とされる「トランス」が見られないことが多いこと

が確認されたことにより、さらなる考察が必要になった。目に見えるトランスを求めて、

研究者たちは巫者の巫儀のみならず成巫過程により注目するようになったといえる。詳し

くは、村上晶 2010 で論じた。 
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えられた35。 

80年代に入ると、シャーマニズム概念の定着が見られる。80年代に続けて出版された佐々

木宏幹の諸著作36によって、その概念は広く浸透したといえる。Atkinson によれば、国際

的にも 80 年代はシャーマニズム研究の分野で学際的な多くの成果が生み出され、「ルネッ

サンス期」とも呼びうる状態を呈していたというが37、日本もその例外ではない。シャーマ

ニズムに関する大規模な国際シンポジウムが開かれ（関西外国語大学国際文化研究所（編）

『シャーマニズムとは何か』1983、加藤九祚（編）『日本のシャマニズムとその周辺』1984）、

また、佐々木雄司（1986）や津川武一（1989）のような精神医学からのアプローチもみら

れるようになった。シャーマニズムの社会的側面を強調し、革新的な議論を行ったルイス

の『エクスタシーの人類学』（1985＝1971）も翻訳されている。日本の巫者を、シャーマニ

ズム研究の国際的な枠組みの中で捉えることが一般化したといえる。 

1990 年代に入ってもそうした傾向は引き継がれた。1990 年と 1995 年には、桜井徳太郎

監修、木曜会（宮田登、小松和彦、宮本袈裟雄、真野俊和、鈴木正崇）編による、『民俗宗

教――第 3 集王権とシャマニズム』、及び『民俗宗教――第 5 集シャーマニズムの世界』と

いう特集号が出版されている。1991 年から 92 年にかけては、慶應義塾大学地域研究セン

ターの共同プロジェクト「環東シナ海のシャーマニズムに関する比較研究」が宮家準を中

心として実施され、その成果である国際シンポジウムを収録した『東アジアのシャーマニ

ズムと民俗』（宮家準・鈴木正崇編）が 1994 年に出版された。こうして 90 年代を通して、

シャーマニズムをめぐる充実した成果が多数生まれたが、これらの研究の焦点は各地の事

例の収集や比較にあり、その基本的な視座は、桜井や佐々木の議論や分類を引き継いだも

のであった。そのため、人類学や民俗学を中心とした他の研究者たちによる、新たな理論

展開の試みはほとんどなされなかったといえる38。 

                                                  
35本文中で触れた以外の 70 年代の成果としては次のようなものがある。人類学では、古野

清人の業績が『シャーマニズムの研究』（1974）としてまとめらた。地域研究としては、山

下欣一『奄美のシャーマニズム』（1977）が代表的なものとしてあげられる。その他、雑誌

等に発表された論文は枚挙にいとまがないが、国内でのフィールドワークに基づいた佐々

木宏幹「釜石のシャーマン」（1974）、楠正弘「日本的シャマニズムの展開」（1975）、佐藤

憲昭「カミサン的職能者のイニシエーションをめぐる若干の覚え書」（1977）等の成果が発

表されている。 
36佐々木宏幹『シャーマニズム』（1980）、『憑霊とシャーマン』（1983）、『シャーマニズム

の人類学』（1984）。 
37 Atkinson 1992. 
38この指摘は、決してその研究成果を軽視するものではない。本文で取り上げた書籍を含め、

70 年代から 90 年代に収集された国内外各地の事例やその研究は、目覚ましい成果をもたら
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一方で、歴史学や文学を専門とする一部の論者や作家にとってシャーマニズムの語は、

日本史の一貫性と固有性を描くための概念として受け入れられた。山上伊豆母『巫女の歴

史――日本宗教の母体』（1972）や、小島信一『日本のシャーマン』（1989）、真継伸彦『「救

い」の構造――日本人の魂のありかを求めて』（1991）等がこうした立場を明確に示してい

る。卑弥呼、あるいは記紀の神々から民衆宗教の教祖に至る日本のシャーマンの系譜を描

くこの通史的な視点は、柳田、堀、桜井にも少なからず共有されていたものである。佐々

木伸一は、そうした視点に潜む政治性に研究者が無頓着であることを鋭く批判する。いわ

く、シャーマニズムは日本国家の独自性を主張するための一つのツールとなっており、「そ

のためこの研究には、日本という近代国家の歴史的正統性という政治言説的なバイアスが

自動的にかかり、現在のそれが過去からの連続性をもつという単純なモデルを構築するこ

とになる」39。重要な批判ではあるが、ここではシャーマニズム概念が歴史を切り取る便利

なツールとして学界に浸透していったことだけを確認しておきたい。こうした立場は現在

に至るまでシャーマニズム研究の一つのヴァリエーションとして定着している。 

 

1-3. シャーマニズム概念の使用をめぐって 

シャーマニズム概念が人口に膾炙するにつれて、その使用に対する慎重な態度も生まれ

てきた。川村邦光は、論文「東北地方のシャマニズム文化複合――憑依と脱魂の構図」40等

で、東北の巫者をシャーマニズム研究の文脈で論じ、また『ヒミコの系譜と祭祀―日本シ

ャーマニズムの古代』（2005）において、シャーマニズム概念を鍵に日本の歴史を読み解い

ているが、『巫女の民俗学』（1991）と『憑霊の視座』（1997）では、シャーマニズム・シャ

                                                                                                                                                  
した。以下に本文中で取り上げることが出来なかった地域研究の代表的な成果を書籍に絞

ってあげておく。地域に密着した調査では、敢えてシャーマニズム概念を用いる必要がな

いこともあり、直接的に「シャーマニズム研究」を名乗っているわけではないが、シャー

マニズム研究・巫者研究に欠くことのできない蓄積である。発行年順に、宮城栄唱『沖縄

のノロの研究』（1979）、北見俊夫編『南西諸島における民間巫者の機能的類型と民俗変容

の調査研究』（1983）、萩原龍夫『巫女と仏教史』（1983）、高松敬吉『下北半島の民間信仰』

（1983）、烏兎沼宏之『霊をよぶ人たち』（1985）、藤田庄一『拝み屋さん』（1990）、神田

より子『神子の家の女たち』（1992）、長谷部八朗『祈禱儀礼の世界』（1993）、江田絹子『津

軽のおがさまたち』（1997）、川島秀一『ザシキワラシの見えるとき』（1999）等があげられ

る。それ以外にも著作、論文、民俗調査報告等において多数の成果が発表されている。報

告書類のなかで大きなものとして、文化庁文化財保護部編（5 巻からは文化庁文化財部）に

よる『巫女の習俗』1 巻（1985）から 6 巻（2007）がある。東北各地の巫者たちは、文化

財保護法に則り記録すべき無形の民俗文化財として選定され、同シリーズが刊行された。 
39佐々木伸一 2006:466. 
40川村 1986. 
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ーマンという言葉を用いることはなく、オガミサマやカミサマといったローカルな呼称の

みを使用している。 

シャーマニズム及びシャーマンの語から他の表現やローカルタームへ切り替える動きは

池上良正にもみられる。池上はカミサマとユタを扱った『民間巫者信仰の研究』において

その理由を次のように記している。 

 

  本書の対象である民間巫者信仰をシャーマニズムの概念によって包摂するさいには、

上述した無批判な実体化の危険性を考慮しなければならない。すなわち、多岐にわた

る事象の総体を「シャーマニズム」という論争の多い概念で包括することによって、

あたかもそれが完結した本質的実体であるかのような印象を与え、無用な概念論争に

巻き込まれると同時に、研究全体を静態的に固着させてしまう危険性である。／それ

故、本書では「シャーマン」「シャーマニズム」の概念による一般化は避け、より限定

的な「民間巫者」の語で統一したい41。 

 

シャーマンの語の使用を避け、「民間巫者」の語を用いる池上は、民間巫者を＜「霊威的次

元」の自律的主導性の内に生きる宗教者＞として捉える視点を提示している。 

では、池上の指摘する、シャーマニズム概念を使用することで生じる実体化の危険性と

は具体的にどのようなものだろうか。再度、桜井徳太郎や佐々木宏幹らの議論に戻ってみ

たい。桜井と佐々木、また、堀の議論に見られたのはトランスや神秘体験をシャーマンの

根本的な性質と捉える立場であった。その立場からすると、たとえばトランスの様相を呈

することがないユタの日々の巫儀は、「手をぬくかサボっている」と評される。一方、「敬

虔にして真剣なシャーマンによる正しいトランス出現の状況」として、ユタの成巫過程に

みられる巫病（カミダーリィ）の状態などがあげられる42。堀の「真正」「擬制」の分類も、

神秘体験の有無に基づくもので、神秘体験をもつものが真のシャーマンであるとの価値的

な含意がある。堀の視点を受け継いだブラッカーは『あずさ弓』において、巫儀の 中に

「真正」なエクスタシー状態をみせることのないイタコを、シャーマンのカテゴリーから

除外する。彼女はイタコをして、「少なくとも」「日本の北部にごく 近まで残っていた真

                                                  
41池上 1999:21-22. 
42桜井徳太郎 1977a:428. 
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正シャーマン的儀礼と行為の外郭がみられるように思う」43とする。極端にいってしまえば、

真のトランスを見せない現在のイタコは、上述の論者にとって「真正シャーマン」の残滓

にすぎない。 

こうしたトランス中心的な視座がシャーマニズム概念の実体化に伴う問題として指摘で

きるが、それをさらに細かくみていくと 2 つの点に分けて考えることができる。それは、（1）

「真のトランス」「真のシャーマン」という語の使用に代表される本質論的な原型探求志向、

（2）トランスの真偽に固執することによって生じる現実的な交渉過程の軽視である。この

2 点をさらに掘り下げることで、それらへの批判を通して導出される本論の立場を示してい

く。 

 

1-4. 「原型」の探求から同時代性へ 

（1）については、上述の論者たちにみられるように、真のトランスを呈するのがシャー

マンの「本来の姿」であるとされてきた。そして、それとの比較の中で現在のシャーマン

たちは、変化を被ってしまった事例、乃至はその退化した姿であると見なされる。桜井は、

著作の中で「本来の」という言葉を多用している。たとえば、「古代人の宗教や社会・思想

に大きな影響を与えたシャマニズムを、本来のあるがままの姿にかえして、正当な評価を

与えねばならない」44とする。こうした表現には、「日本のシャマニズムから「外来宗教と

しての仏教的なもの」を排除することによって、純粋に日本的なシャマン、シャマニズム

の原型が索出できると信じていた」45と楠が論じるところの民俗学的バイアスも認められる。

この視点からは、現在を生きるシャーマンは、過去にあったとされる真のシャーマンの姿

を見極めるためののぞき穴に過ぎないことになる。ここで抜け落ちてしまうのは、常に変

化に晒されているシャーマンたちの動的な在り方である。 

そこで本論では、3 つのフィールドを通して現代の巫者の多様な側面を明らかにする。3

つのフィールドとは、本論の構成として紹介したように、まず、現在でもその姿を変化さ

せながら巫者たちが活発に活動し再生産されている津軽地方、次に「伝統的」巫者の存在

が消え去った茨城県北部、 後に「スピリチュアル」などの言葉を好んで用いる「超地域」

「超伝統」的な都市の巫者たちである。巫者をめぐる状況は違えど、これらはまさに「い

                                                  
43ブラッカー 1979＝1975:157. 
44桜井徳太郎 1974:4-5. 
45楠 2009:32. 
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ま・ここ」の現象としてある。そうした事例を対象とすることで、巫者の「本来の姿」を

追い求めた過去志向の従来の巫者研究とは袂を分かち、同時代性を基盤とした研究を行う。

それは、現代のわれわれと「地続きの」46現象ないしは存在として、巫俗や巫者を捉えるこ

とを可能にするものである。特に、第 3 部（第 9 章）では、「後期近代」の宗教性をめぐる

種々の議論を参照するが、これはシャーマニズム研究の蓄積を現代宗教論へと接続する試

みであり、同時代性への着目によってはじめて可能になるものである。原型探求的な視点

を放棄することで、シャーマニズム研究はその閉鎖性を脱し、他の研究成果と対話から、

有益な成果をあげることができると考える。 

 

1-5. トランスの真偽性から、当事者の次元へ 

（2）として指摘したのは、一部の研究において、真のトランスと虚偽のトランスを見極

めることが重視され、当該社会や当事者たちの文脈が軽視されるという点であった。日本

の種々の宗教的職能者（行者や巫女、民衆宗教の教祖）が真のシャーマンと呼びうるのか

という問いは、それまで周縁的な対象でしかなかった日本の巫女を、国際的なシャーマニ

ズム研究に接続させ、その研究的価値を上昇させる意味では大きな貢献を果たした。しか

し、その問いを突き詰めることはシャーマン及びシャーマニズムという概念の実体化につ

ながり、その個人が巫者として受け入れられているというフィールドの現実を軽視するこ

とになりかねない47。そこで、池上は「研究全体を静態的に固着させてしまう危険性」を避

けるための対処として、シャーマンよりも限定的な「民間巫者」という用語の使用を提唱

したことを確認した。池上の示す民間巫者という語の使用は、単なる言葉の置き換えでは

なく、「霊威的次元」に導かれながら生きる民間巫者たちの生をイーミックなレベルで捉え

るという視点の転換をも含む試みである。本研究は、広くシャーマニズム研究の成果に連

なるものであるが、具体的な対象を指す際には「巫者」という語を用いる。それは、池上

がその語に込めたイーミックなレベルへの着目という含意を反映してのことである。池上

の視座については次節で再度検討するとして、ここでは先に、トランスの真偽を核とした

実体的シャーマニズム論から距離を取った際に、どのような議論が可能なのか考えてみた

い。 

ある宗教的職能者がシャーマンか否か、あるいはそのトランスが真か偽かという研究者

                                                  
46関根 2010. 
47この指摘は、シャーマンやトランスをめぐる類型論にもあてはまるだろう。 
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側の問いは、当事者たちの間で動いている論理とは別の次元にあるものである。床呂郁哉

はこうした点を考える上で重要な指摘をしている。フィリピンの、ある島のシャーマンが

行うカタカタという施術を伴う憑依霊の語りを事例として、床呂は次のように論じる。 

 

カタカタの多種多様なレトリックの修辞論的機能は、レトリックのもたらす新たなイ

メージ図式による「腑に落ちる」、「身にしむ」理解の獲得という認知機能ならびに、

そのアナログ的「非命題的」ないし、イメージのもたらす強い情緒喚起力にある。こ

うしたレトリックはその「説明が真か偽か」という真偽性の基準で用いられるのでは

なく、むしろそれが「腑に落ちる」ようなものかどうか、それが人々の心の琴線に触

れる巧みなレトリックであるかどうかといった基準でその適切さが測られる48。 

 

つまり、床呂は託宣の言葉が「真偽」ではなく「適切・不適切」「成功・失敗」といった基

準で判定されるべきものであるとする。こうした視点は、適切・不適切や成功・失敗とい

った判断はどういった文脈でなされ、どのように妥当性を得ているのかという、その具体

的な過程の解明を求めるものである。それは、トランスやシャーマンの正統性の真偽では

なく、シャーマンを中心とした実践が人々によっていかに生きられているかという次元を

重視するものと置き換えることが可能だろう。本論が採用するのは、まさしくこうした次

元での議論である。 

現在、シャーマニズム研究は国際シンポジウムや共同研究が盛んに行われていた 1970 年

代から 90 年代にあったような勢いを失っており、国内の巫者的職能者を対象とした研究の

数は大幅に減少している。その一因には、本章で論じたようなシャーマニズム概念の固定

化、またその有効性への疑念の高まりがあると考えられるが、さらに深刻なものとしては、

シャーマンや巫者の数が減っているというフィールド側の事情がある。事実、イタコの数

は年々少なくなり、津軽地方では 2015 年現在、死者の口寄せのみを行う 1 名を数えるだけ

である。また、第 3 章でみるように、かつてカミサマの修行場として栄えた岩木山北麓の

行場の衰退も明らかである。しかし、「巫者の減少」というのは、ある意味では正しく、あ

る意味では誤っている。それは、一部の研究者が「本来の姿」に近いと考えるであろう「真

のトランス」を呈する巫者の数は明らかに減っているが、現代社会のなかで変化に晒され

た、新しい形の巫者は止むことなく誕生しているためである。巫者「本来の姿」を模索す

                                                  
48床呂 2002:104. 
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る立場を放棄し、巫俗の動的な側面に目を向けるわれわれには、現代社会のニーズに対応

した新しい巫者たちの姿もまた、研究対象として扱う価値のある存在となる。そのため、

シャーマン・巫者の数が減少しているために、シャーマニズム研究、巫者研究が成り立た

ないとの指摘は、本論の視座にとって深刻なものとはなり得ない。 

 

2. 本論の視座 

2-1. 池上良正による民間巫者研究との比較から 

 本論で中心的事例として扱う津軽のカミサマは、シャーマニズム研究が流行していた際

にも、中心的な対象として取り上げられることが少なかった存在である。青森の巫者とい

えば、イタコがその代表であり、イタコのように明確な修行の形態や巫儀の作法をもたな

いカミサマは軽視されてきたといってよい49。そのなかでも、カミサマについて集中的な調

査を行い、その歴史を含めて詳細にかつ体系的に論じたのが、池上良正である。その成果

は、『津軽のカミサマ』（1987）、『民俗宗教と救い』（1992）、『民間巫者信仰の研究』（1999）

等にまとめられている。本研究は、池上とフィールドを同じくするのみならず、宗教学と

いうディシプリンも共有している。しかし、その成果を踏まえた上で、本研究は池上の立

場とは異なる視角をもつものとして位置づけられる。 

 先にも引用したように、池上は津軽のカミサマを「霊威的次元」の自律的主導性の内に

生きる民間巫者として、その宗教性に着目する。そして、そこでは「宗教学的立場」が貫

かれている。池上のいう「宗教学的立場」とは、「オットーがヌミノーゼと呼んだ、あるい

はヌミノーゼとしか呼びようのなかった力や意味の次元を積極的に視野に収めつつ、その

次元に触発され、その次元に関わりながら生きる人々の生存の在り方を究明する学の立場」

50である。それは、様々な批判があることを承知しながら、敢えて「宗教現象の固有性」51に

こだわる立場の表明でもある。そのため、池上は、一定の社会的裁可や規範の影響下にあ

                                                  
49無論、研究が皆無であるわけではない。石津照璽を中心として 1951 年から 1953 年に行

われた東北大学宗教学教室による調査報告（石津 1969, 1970）のほか、江田絹子（1967, 1970, 
1997）、篠宮はる子（1967）、桜井徳太郎（1974）、楠正弘（1975, 1974 等）、川村邦光（1991, 
1997）らによる民俗学及び宗教学的研究がある。楠は 1967 年の九学会連合による下北調査

に参加し、オシラサマの習俗やイタコについての詳細な報告を行い（楠 1986）、その後津軽

に着目、カミサマたちの修行場である赤倉についても報告を行っている。その他には、佐々

木雄司（1967）、津川武一（1989）、藤田康文（1992, 1994, 1995）による精神医学の立場

からの研究がある。これらの成果については本論中で適宜参照していく。 
50池上 1999:34. 
51池上 1999:33. 
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りながらも、「「霊威的次元」の自律主導性の内に回帰しつつ、自らの生きうる世界を組み

直そうとする」52民間巫者たちの創造性に焦点をあわせる。 

池上は自身の「考察の方向」を、「「霊威的次元」の力や意味に触発された人々の生の様

態にまず視点を定め、そこから個々の文化的・社会的・制度的な拘束性との対決・葛藤・

融合・妥協といった位相へと、可能な限り射程を開いていく」53ものであるとしている。つ

まり、「霊威的次元」に触発される個人の生が第一義としてあり、その個々人の生と関わる

形で文化的・社会的・制度的なものがもたらす影響が論じられる。決して後者が軽視され

ているわけではないが、あくまでも視点は個人と「霊威的次元」との関係性を中心とした

ものとなる。 

 結論からいえば、本論が池上の視座と異なるのは、この「考察の方向」においてである。

前節で床呂の議論を参照しながら見出したのは、トランスを「真偽」という基準ではなく、

ローカルな文脈における「適不適」という基準から検討する立場であった。それはつまり、

巫者の言動がどのように受け入れられるのかという受け手の側も射程に入れた議論の必要

性を意味する。さらに具体的に言えば、「適切」「不適切」という判断が下される場である

巫者と周囲（依頼者や他の宗教者、あるいは後述する「象徴」や「共同体」）との相互交渉

の過程への着目である。巫者が「霊威的次元」の自律的主導性の内に生きる存在であった

としても、日々の依頼場面（巫儀）においては、否応なしに依頼者たちの日常性に巻き込

まれていく上、本論第 2 部で詳しく見ていくように、人々の日常的な認識や感覚にとって

「腑に落ちる」ものでなければ、巫者の託宣は受け入れられない。そのため、巫者の託宣

や実践は日常の認識や実践と断絶したものではありえない。「霊威的次元」との関わりを重

視する池上の議論が、巫者の超越性を中心としてそこから巫者の日常的な実践をまなざす

ものであるとするならば、本論の視点は、巫者を含めた人やモノの日常的な交渉過程を何

よりも重視し、その交渉過程から巫者の超越性がその場面場面で生まれ、支えられていく

過程を捉えようとするものである。 

 日常性と超越性についてさらに議論を深めるために、憑依を日常性との関係で論じる石

井美保の議論を参照してみたい。巫者を語る上で、その憑依の体験は巫者の職能を支える

重要な要素であり、本論がトランス中心主義的な立場と距離をとるとしても無視すること

はできない問題となるためである。 

                                                  
52池上 1999:100. 
53池上 1999:30-31. 
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石井は憑依を、変態する人間存在の一つの極として見ることを提唱する。「憑依とは、世

界との接触を通して変身を遂げつつ、世界の新たな様相を顕現させる人間実存のひとつの

在り方」であり、「この点において、憑依はまぎれもなく他の日常的な生成‐変態と連続し

た地平にある」54という。しかし石井は、従来のエージェンシー概念にみられるように、「憑

依や託宣によって生み出される個人の意図を超えた力や、多元的な現実構成の意味と可能

性までをも、あくまで既存の社会内部における個人の選択や戦略に従属するものとして矮

小化する」55ことには批判的である。石井は、憑依といった現象に、「人間の意志の限界や

自己同一性の危うさ、現実世界の不確かさとそのめくるめくような位相の転換」56を見る。 

石井が憑依などの現象を通した個人の身体の変態に意義を見出すのに対して、本論はそ

うした変態が瞬間的に垣間見せる「現実世界の不確かさ」を、巫者を含む人々がいかに飼

いならすのか、そしてその経験の記憶や語りとともにいかに日常生活を存続させていくの

かという点に比重を置く。確かに憑依や託宣という現象は、個人の選択や戦略に従属する

ことを拒む形で否応なしに主体や日常世界の「外から」個人に降りかかることがある。巫

者の成巫過程の文脈では、そうした契機は召命体験として語られてきた。また、その体験

によりそれまでの主体のあり方が大きく揺るがされることも確かであるように思われる。

しかし、巫者であり続けるためには、その体験やそれについての語りを再現可能なものと

して熟練させる必要がある。その段階においては、巫者の言葉や実践が日常世界の「外」（霊

威的、超越的次元）に根拠を持つものであるということは、本人の一方的な主張だけでは

成り立たない。それが適切で成功したものであるということが、他者に認められる必要が

ある57。石井の指摘が、日常性の外から降りかかり人間の主体性を揺るがせる憑依という「契

機」に着目するものであるとしたら、本論の視点は日常生活内部でのそうした現象の再現・

創造と、その信憑性の維持のされ方に重きを置くものである58。 

                                                  
54石井 2007:259. 
55石井 2007:260. 
56石井 2007:261. 
57ホミ・バーバは、宗教体験と日常性を、「陶酔」と「交渉」、「アウラ」と「アゴラ」とい

う言葉で言い換え、その間にこそ「人間の居場所」があるとする。そこで用いられる「内

側に存する外部」（内なる外部）という表現は本論にとって示唆的である（バーバ 2011= 
1996）。本論が明らかにしようとしているのは、日常生活の「内側」で超越的次元という日

常の「外部」についての想像が生みだされ、現実となる具体的な過程であり、それは「内

なる外部」の解明であるということもできる。 
58本論では巫者を日常的交渉のなかで捉えながらも、それを通して、超越的次元と人々の関

わり方を具体的に解明することを目的としている。理論的にはシュッツやバーガー＆ルッ
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2-2. 日常（性）を論じるとは 

では、日常を論じることはどういうことなのか。「日常生活の社会学」の創始者59とされ

るアルフレッド・シュッツと、ピーター・バーガー＆トーマス・ルックマンの議論がその

具体的な在り方を示してくれている。両者の議論から本論が学ぶのは、日常世界を論じる

ことが現実について論じることであり、その鍵となるのが、知識の問題であるという点で

ある。 

シュッツは、日常生活の世界 World of everyday life と生活世界 Life-world という言葉を

用いているが、両者が指し示すものは同じであるといってよい60。シュッツによれば、日常

生活の世界（生活世界）とは、「われわれ一人ひとりがそこに生み込まれる自然的、社会的

な周囲世界であり、われわれがその存在を自明視している世界」61であるとされる。また、

それは「われわれの誕生のはるか以前から存在し、秩序立った世界として他者や先人たち

によって経験され解釈されてきた間主観的な世界を意味する」62ものであるともされる。つ

まりわれわれの日常生活の世界は、現前する他者との関係のみで成り立っているのはない。

われわれは自身の経験の意味と解釈を導き出す際の参照枠となる、先人たちの経験と解釈

の積み重ねとの間にも、間主観的な関係を取り結び、その総体が日常生活の世界を成す。

そして、日常の経験の意味と解釈を導き出す際の参照枠は、「利用可能な知識のストック」

と呼ばれている。そこには、私以前の先人たちの経験がすべて沈澱しており、私は「いつ

いかなる時もそれとの関係の中で行為し、またそれを通して生活世界を解釈し経験する」63。

知識のストックと個人の体験との関係については、次のように論じられている。 

 

或る主観は、自らの実際の知識のストックのなかにある利用可能な類型の下で、実際

の諸体験を再認し特定し、選択するが、その際には主観の個人史の所産でありその沈

                                                                                                                                                  
クマンといった社会学的な枠組みを参照しているが、超越的次元についてのリアリティを

めぐる議論であるという意味で、池上のいう「宗教学的立場」の範疇に入るものであると

考えている。 
59佐藤嘉一 2007:76. 
60アルフレッド・シュッツ著『現象学的社会学』の編者であるヘルムート・ワーグナーは、

巻末の用語集のなかで「生活世界または日常生活の世界」としている（シュッツ 1980= 
1970:370）。 
61シュッツ 1996=1970:194. 
62Schuetz 1945:533. 
63リチャード・M・ゼイナー「編者序」（シュッツ 1996=1970:21）。 
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殿物であるところの習慣が働く64。 

 

つまり、個人は日常世界での経験を解釈するために、知識のストックを参照するが、膨大

な知識のストックのどこに目を向けるかという点については、個人のそれまでの経験に即

した癖のようなもの（習慣）がある。習慣の外にあって、普段意識が向けられることのな

い（手もとにはない）知識のストックの他の部分は、ある新奇な体験に出会った際に、そ

れを解釈するという必要に迫られて活性化することもある65。こうして、知識のストックは、

個人の経験と解釈の蓄積と混ざり合う。 

 この点を「知識社会学」として展開したのがバーガー＆ルックマンであった。知識社会

学とは従来、イデオロギーや観念の分析を課題としていたが、彼らは、「社会において重要

な役割を果たしているのは、理論的な思考や＜観念＞、あるいは世界観だけではない」と

し、「＜観念＞よりも常識的な＜知識＞こそが知識社会学にとっての中心的な焦点にならな

ければならない」66と論じる。つまり、彼らの目的は、常識的知識、すなわち日常生活にお

ける行為を導く知識の社会学的分析にある。 

 では、彼らのいう日常生活とはどのようなものか。 

われわれは、現実が多元的であることを知っている。自分が現在意識を向けている現実

の外にも世界が広がっていることを知っているし、夢という異なる次元の現実があること

も知っている。しかし、この多元的な現実の中で、 も重々しく、切迫した、強烈な形で

現われてくるものがある。それが、日常生活の現実である。「日常生活は一貫性をもった世

界として人々によって解釈され、かつまたそうしたものとして彼らにとって主観的意味の

ある一つの現実としてあらわれる」67。それは至高の現実とも名付けられている。知識は、

日常生活での行為を導き、また主観的意味を与え、日常生活を現実のものとする。しかし、

日常的な知識が社会的現実を構成するだけではなく、社会的現実もまた日常的知識を構成

する。彼らの議論の核心はこの弁証法的な視点にあるといってよい68。 

                                                  
64シュッツ 1996=1970:61. 訳語は知識集積となっているが、ここでは知識のストックとし

た。 
65シュッツ 1996=1970:126. ちなみに、知識のストックへの配意を向けるその在り方をシ

ュッツはレリヴァンスと呼び、動機的レリヴァンス、解釈的レリヴァンス、トピック的レ

リヴァンスの 3 種を指摘している。 
66バーガー・ルックマン 2003=1966:24-25. 
67バーガー・ルックマン 2003=1966:29. 
68山口 2003:319. 
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ここで興味深いのが、バーガー＆ルックマンが、芸術と宗教という「限定された意味の

領域の専門的な創造者」について扱っていることである。彼らによれば、宗教的意味領域

への移行は＜跳躍＞とも呼ばれてきたが、「日常生活の現実は、たとえそうした＜跳躍＞が

あったにせよ、なおかつその至高の地位を保持しつづける」という69。日常生活の至高の地

位は、＜跳躍＞という非日常的経験を日常生活の現実のなかへ＜翻訳＞しなおすことによ

って保たれる。これは特別なことではなく、われわれが普段夢という現実に対して行って

いる作業と同じである。こうした指摘は、先に石井美保の議論との比較から論じた本論の

立場と重なるものである。 

 さて、バーガー＆ルックマンによれば日常生活は、記号（言葉等）や象徴を介しての他

者との相互作用から成る。そして、彼らもシュッツと同じように、そうした相互作用は利

用可能な知識の社会的ストックに共同参加することによって可能になるとする。彼らは、

知識の社会的ストックの配分にも目を向け、知識の不均衡な配分と制度化を結びつけて論

じる。たとえば、医者には「一般の人」が知りえない医学の知識が配分されており、その

ことによって彼／彼女は医者として制度的にその地位に君臨し続けることになる。この知

識の配分論については、次節で批判的に検討する。 

 こうしたシュッツ、バーガー＆ルックマンの議論を基礎として、本論もまた、知識が日

常世界（生活世界）を現実として構成し、またそれを維持するものであるとの立場に立つ。

そして、その知識は、知識の社会的ストックに共同参加する他者との関係の中で間主観的

に構成されるものであり、その過程を通して現実が支えられる。言葉を換えれば、他者と

の間の知識の相互交渉を経ることなしに、社会的現実は現実たりえない。 

この点を念頭に置けば、本論で巫者をめぐる知識の交渉過程を見ていくことは、巫者の

超越的次元についての語りや実践が、日常生活のなかで現実となる過程を論じることであ

るといえる。巫者の語りや実践をめぐって、巫者自身とその周囲の人々によってどのよう

な知識のストックが動員されているのか、そして巫者と依頼者等の諸関係の中でどのよう

な知識のやりとりが行われているのかに焦点を合わせることによって、本論は巫者をめぐ

る現実の構成を明らかにしていくものと位置づけられる。 

 

2-3. 知識人類学の試み 

 バーガー＆ルックマン以降の知識をめぐる研究で参考とすべきは、知識人類学の試みで

                                                  
69バーガー・ルックマン 2003=1966:38. 
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ある。知識の問題を焦点化し、「知識人類学」を名乗っている成果は数えるほどしかないも

のの70、渡邊欣雄と川田牧人による知識人類学の議論は、巫者を論じる上で不可欠な民俗知

識の在り方について重要な示唆を与える。 

まず、『民俗知識論の課題――沖縄の知識人類学』を記した渡邊は、民俗知識を話者の知

識と定義した上で、4 つの特徴を指摘している。第 1 に、民俗知識にはある種の「成層性」

があり、均質・平板な一様性を帯びていない。第 2 に、民俗知識には、「慣習的知識」、「体

系的知識」、「象徴的知識」等、正当化や主観化の面で異なる性質をもつものがある。第 3

に、コミュニティ内部には、知識をめぐる闘争や葛藤が存在している。第 4 に、民俗知識

は個人のうちで変化しうる71。以上である。これらはまとめて、民俗知識の「不均衡・可塑

性・可変性」として指摘される。 

渡邊の議論は、浜本満がコスモロジー研究や世界観研究に向けた疑問（批判）と照らし

合わせると、その重要性がよくわかる。浜本は、ある知識体系をもってそれを「○○人の

知識」あるいは「文化」、「世界観」などと呼び、「それをあくまでもその集団の成員全員が

ひとしく、あるいは平均的に持っているものだと主張するとき、人類学は文字通り、人間

についての歪んだ博物学となり、一つの集団を均質で硬直したものに描いているという批

判をまさに甘んじて受けるべきものとなる」72と指摘する。コスモロジーや世界観として抽

出された体系立った知識を所有している個人など、フィールドにはどこにもいない。する

とそれは誰の知識なのか、という問いに陥ってしまう73。世界観やコスモロジーの探求は、

巫者研究を数多く輩出してきた民俗学とも無縁ではない。むしろ、他界観や霊魂観の探求

を盛んに行ってきたのは民俗学であるといえよう。その探求が無意味であるというのでは

ない。その成果は、ある社会や文化の大まかな見取り図を提供するものとして参照に値す

る。しかし、渡邊の指摘した民俗知識の不均衡・可塑性・可変性という特徴に注目するこ

                                                  
70小池誠によると、国内では 1930 年に馬淵東一が「知識人類学」という言葉を使っている

が、それ以降特に知識人類学という分野の確立はなされないままであるという（小池誠 
1990）。国外については、1982 年に Crick が「知識人類学」と題した文献レビューを発表

している。そのなかで、Crick は知識人類学の試みは稀であったと記しているが、『社会学

年報』学派と、マルクス主義の流れを汲む研究のなかには、知識人類学と呼ぶに値する成

果を認めている（Crick 1982）。近年では”Anthropology of Knowledge”と題して Emma 
Cohen が、知識や知ることについての認知科学的・脳科学的探求に対して人類学的知見が

果たしうる貢献について論じているが、その目的意識は本論の関心とは異なる（Cohen 
2010）。 
71渡邊 1990:13-14. 
72浜本 2001:42. 
73浜本 2001:43. 
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とは、変化に富んだフィールドの現実を捉えるためにより有益な視点であると言える。 

 その後「知識人類学」の立場から、より意識的に日常知を焦点化したのが川田牧人であ

る。『祈りと祀りの日常知』で川田は、渡邊が指摘する知識の不均衡・可塑性・可変性とい

った特徴を前提としているが、共同体の成員のなかに存在する知識の不均衡とその格差を

記述する知識の社会的配分論では不十分であるとする。それは、配分論では「知識の総体

からどれだけ各自に分散されるかという一方の動きしか捉えられない」74ためである。そこ

で川田が提唱するのが、知識の配分論から運用論への展開である。「知識は人間の頭にある

のではなく、人と人、人とその周囲の世界との相互作用の中にある」75。運用論は、配分論

とは異なり、そうした相互作用の中で常に発生的でもある知識の動的な側面を捉えるため

の視座である。 

本論も知識の動態の解明という点で、知識の運用論と目的を同じくし、その基本的視座

を共有している。しかし、その狙いに反して、「運用」という表現は、何らかのまとまった

いくつかの「知識」が既にあり、それらが主体によって操作される様子を示すかのような

印象も与える。川田も指摘しているように、知識は人やモノとの相互作用の中で「発生的」

でさえある。運用という言葉では、この発生的な性格を取り逃がしてしまう可能性がある

ために、本論では、運用ではなく「交渉」という表現を用いることにする。「人と人、人と

その周囲の世界」との相互交渉によって、知識が生まれ、現実となっていく、そうした過

程に着目する。 

 

2-4. 主体・共同体・象徴の弁証法的関係性 

 では、「人と人、人とその周囲の世界」の相互交渉という表現には具体的にどのような関

係性が含まれ得るのか。本節の 後にこの点について確認する。 

 図 1-1 は、O. Riis&L. Woodhead が宗教的感情を生じさせる弁証法的作用として図示し

たものである。 

                                                  
74川田 2003:7. 
75川田 2003:8. 
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【図 1-1】76 

 

バーガー＆ルックマンは、現実の社会的構成を論じるにあたって、主体と社会との間に外

化、客観化、内在化から成る不断の弁証法的な関係性を見出した。しかし、Riis&Woodhead

は、主体と社会のみでは不十分であるとし、それに「文化、モノ、記憶、場所、象徴」と

いった次元を付け加える。それらは図 1-1 での「象徴」という項にまとめられている。本論

が Riis&Woodhead と共有したいのは、主体と共同体の 2 項間ではなく、象徴という項を付

け加え、それらの相互関係を焦点化するという点である。本章では知識を様々な交渉過程

から見ていくと繰り返し論じてきたが、この「様々な」という表現の内実として、この図

にみられる主体、共同体、象徴の 3 項を前提とした相互関係を念頭に置く。このことで、

知識の「交渉」についてのより厚みのある記述が可能になると考える。 

「象徴」とそれを取り巻く関係について、Riis&Woodhead の議論を簡単にまとめておき

たい。象徴には、祭壇などの物質的なモノや、手を合わせるといった象徴的な行為、また

本論で「神的発想群」と名指すような地域に内在している神仏についての断片的な知識等

                                                  
76Riis & Woodhead 2010:118. 
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が含まれる。そして象徴をめぐる関係性については、主体との関係で、主観化と客観化、

共同体との関係で、神聖化と内在化 insignation77が指摘されている。主体は主観化の作用

によって、既存の象徴を自らの意味世界に取り込む。主観化の対となる客観化とは、手を

合わせるといった象徴的行為を主体が行うことを指す他、個人的が特定のモノや場所に特

別な意味を見出し、ある平凡なモノを象徴として造りだすような事態も含む。一方、共同

体は象徴を認可するなどして、それを権威づける（神聖化）。逆に象徴は、国旗等のように

共同体に内在化することによって、共同体のなかで特定の意味と役割を担う。 

しかし、3 項間の諸関係のバランスは、常に不安定なものである。一例として、共同体に

キリスト教教会を、象徴として十字架を、主体として一信徒を当てはめてみたい。十字架

は、教会に公的に神聖化され、一つの教会の中で理念的には安定した位置（意味）を与え

られている。諸関係が安定しているとは、3 項がバランスよく支え合っている状態である。

しかし、ある信徒が十字架の持つ意味を極度に主観化したらどうなるか。たとえば、信徒

がある十字架を身に着けて外出したところ、間一髪で事故を防ぐことができた。それ以来、

数々の「ご利益」を生み出すものとして、その十字架そのものに共同体の与える以上の独

自の意味を見出し、個人的に信仰し始めたとする。すると、主体と象徴の関係は、共同体

の存在を無視した「フェティシズム」に陥る。逆に、十字架が個人に対して何の感情も喚

起しなかった場合（主観化の失敗）78、その信徒にとっては、共同体が十字架に与えている

意味（神聖化）は理解不可能なものであり、その象徴は「キッチュ」なもの（まがいもの）

や迷信に過ぎなくなる。 

 このように、3 項の関係性は時に偏ったり、断絶したりするが、Riis&Woodhead は 3 項

の間の弁証法的な関係、または絶え間ないフィードバックのなかで、宗教的感情が生まれ、

支えられるという。本論の言葉で言えば、そうした関係性のなかで、超越的次元が現実と

して支持されるということができるだろう。 

 本論の構成に照らし合わせると、カミサマ個人について扱う第 1 部は、カミサマという

主体を中心として、共同体との関係、象徴との関係をみていくものである。第 2 部では、

                                                  
77 Insignation の訳語は未だ定まっていないため、ここでは仮に「（共同体への）内在化」

としておく。 
78Riis&Woodhead は、こうした事態に「過度の客観化」という言葉を使っているが（Riis & 
Woodhead 2010:136）、主観化の失敗と捉えたほうが的確であるように思われる。このよう

に、Riis&Woodhead の提示した 3 項間の諸関係については、さらに議論を深めるべき余地

が残っている。 
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特に第 5 章を中心に、集落共同体を中心として主体（カミサマ）と象徴（オシラサマとそ

れをめぐる発想群）との関係を論じるものとなる。第 3 部では、特に第 9 章で 3 項間のバ

ランス全体について触れられることになる。 

 

2-5. 知識の日常的交渉過程から巫者を捉える 

本節でのこれまでの議論を振り返りたい。本論では、従来多くのシャーマニズム研究や

巫者研究で想定されていたように、超越的次元が常に日常世界の外部からやってくるもの

とはみなさない。むしろ、日常的な交渉の中で超越性についての想像が生まれ、支えられ

るその具体的な過程を解明しようとするものである。池上と石井の議論との対話から、ま

ずこの基本的立場が導き出された。次に、日常性に着目するにあたって、シュッツとバー

ガー＆ルックマンの議論を振り返り、日常生活の現実の構成を明らかにするためには日常

的知識についての探求が不可欠であることを確認した。そして、知識を焦点化するために

は、どのような視点が有効か、知識人類学の成果を参照しながら検討した。特に知識の配

分論から運用論へという川田の主張は、渡邊によって指摘された民俗知識の多様で動的な

側面を損なうことなく日常知を捉える有益な視点であると考えられる。その視点を引き継

ぎつつも、本論では双方向的な関係性をより強調するために、運用ではなく交渉という言

葉で知識の動態を捉えることを試みる。また、主体・共同体・象徴の 3 項間の交渉が、知

識の交渉を論じる上での基礎的な枠組みとなることも論じた。これらを踏まえた上で、本

論では実際に巫者や依頼者たちによって、どのような知識が、どういった交渉関係の中で、

どのように操られているのかを具体的に論じていく。 

繰り返し論じているように、こうした知識の交渉への着目は、巫者たちのもつ動的な側

面を論じるための視座である。しかしなぜ、動的な側面を論じることが重要になるのか。 

それは、本論で描き出そうとするのが、トランスという奇異な意識状態を呈する、稀有

な宗教者としての巫者ではなく、常に周囲の人々や環境との関係の中で揺れ動きながらも、

自らに与えられた、もしくは自らが選んだ職能者としての役割を全うしようとする人々の

姿であるためである。彼らは巫者である前に、日常生活者であり、たとえ巫者となった後

でも家族や友人の死、続く不幸、些細な人間関係に戸惑い、苦しむ存在であることには変

わりがない。そしてその経験から、また新たな語りと実践が生み出されていく。そのため、

彼らが織りなす「巫俗」は静態的なものではありえない。知識の交渉を核として日常性か

ら巫者を論じることは、巫俗やシャーマニズムと呼ばれてきたものが、こうした個々人の
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生の積み重ねであることを看過しないための視点であるともいえる。その動的な在り方は

いかに生み出されているのか、そしてそれが現状どのような形を呈しているか、本論を通

して明らかになるだろう。 

 

3. 方法論について 

後に方法論について記しておきたい。本論では、個人のナラティヴや、集落の人々の

会話、個人の手記等、現代の巫俗について入手することができたあらゆる事例を資料とし

て、現代の巫者たちに接近していく。そこで敢えて全体を貫く方法論を指摘するとしたら、

それはひとまずナラティヴ・アプローチとして括ることができる79。 

キャサリン・リースマンによれば、ナラティヴ分析の手法は 4 つに分けられる。テーマ

分析、構造分析、対話／パフォーマンス分析、ヴィジュアル分析である。本論が主に行う

のは、テーマ分析として位置づけられる。テーマ的ナラティヴ分析は、あるテーマに即し

て、「語られていること」、つまりは言葉によって示されている出来事や認識に注目する。

そのため、語り手のプロットは保持しながらも、テーマに関係のない話や、相槌、インタ

ビュー場面における調査者の発言などはカットされることが多い。インタビューでの調査

者とインフォーマントの発話をすべて書き起こして提示するものではないため、ナラティ

ヴの再現度が低くなるという欠点があり、その点についての批判もある。しかし、ナラテ

ィヴを要約して提示することで、インタビュー場面の細部に留まるのではなく、個人のナ

ラティヴの中で描き出される生活世界をさらに大きな社会構造に接続し、よりマクロな議

論ができるという利点を有している80。本論もまた、事例となる個々人のナラティヴを要約

して提示するが、それはこうした利点を踏まえてのことである。 

また、特に第 9 章では、テーマ分析に加えて構造分析の視点も取り入れている。構造分

析は、いかにして一つの説明が完全で、一貫性のある、理解可能なものに仕立て上げられ

るのかという点を、ナラティヴ内部の構造に注目して分析するものである81。各章の事例に

                                                  
79ナラティヴの定義については、統一的なものがあるわけではないが、本論では、リースマ

ンに倣い、聴き手を意識した上で、語り手によって意味あるものとして組織されたプロッ

トをもった語りとしてナラティヴを定義しておく（リースマン 2014=2007:7）。 
80リースマン 2014=2007:143. これに関して、ナラティヴの信頼性についてのリースマン

の別の箇所での記述も引用しておきたい。「ナラティヴの＜信頼性＞の根拠は、伝統的な対

応基準を用いることによっては評価することはできない。解釈作業の妥当性に対する標準

的なアプローチは存在せず、処方箋や公式もない」（Riessman 2001:706）。 
81リースマン 2014=2007:156. 
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即して、これらの分析視座を適宜採用していくこととなる。 
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第 1 部 カミサマの姿 
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第 1 章 巫者の存立を支える地域の宗教的資源 

 

はじめに 

 第 1 部は、カミサマ個人による語りを中心として構成されている。事例を通してカミサ

マとはどういった存在なのか、その語りや実践の特徴、輪郭、そして現代における変化に

ついてそれぞれの章で検討していく。 

 まず本章では、地域の宗教的資源との関わりからカミサマの語りや実践を構成する諸要

素、及びその構成の在り方の特徴を明らかにする。その際、特に注目するのが地域の宗教

的資源の一つとしての社寺の存在である。社寺の存在を焦点化することは、その社寺がど

ういった性格を持つもので、制度的、組織的にカミサマをどう取り込んでいるのかという

点を問うものと思われるかもしれない。しかし、本章の関心はカミサマたちにとって
．．．．．．．．．．

社寺

の存在がどのような役割を果たしているのかという点にある。事例を一瞥するだけでも、

カミサマたちにとって宗派や教義の違いはとりわけ大きな意味をもっていないことがわか

る。では、社寺はどういった点で、どのようにしてカミサマの存立にかかわっているのか、

この点を明らかにすることは、カミサマの知識の在り方について論じることにつながる。

そのため本章では、カミサマと関わる社寺や教団の性質の解明ではなく、社寺についての

語りを一つの事例として、カミサマの知識の運用の仕方とその正当性を支える権威の源泉

について検討することが目的となる。 

事例となるのは 5 名のカミサマである82。まず、事例 1-1 から 1-3 は、特定の社寺と固定

的な関係を取り結んでおらず、複数の社寺を渡り歩いている事例である。そのうち、事例

1-1 の M は、カミサマの修行場として知られてきた岩木山北麓の赤倉に現在でも堂社を構

え活動の拠点としている数少ないカミサマである。地域集落での祈禱を長年担っているな

ど、同世代のカミサマの一つの典型を示していると思われる。事例 1-2 の N は、修行の体

験をもたないという点で、M とは異なる成巫過程を歩んだカミサマである。しかし、地域

での知名度は M に劣らない。事例 1-3 の E は、M と N よりも若く、男性であることもあ

り、前の 2 事例との表面上の差は大きいように思われる。しかし、修行を重視し、M の堂

                                                  
82津軽のカミサマについての報告は、2012 年から 2015 年に行った調査をもとにしている。

はじめの 2 年は、3 日から 2 週間という短期の滞在を繰り返し、2014 年は 5 月から 8 月に

かけて津軽に滞在し、集中的な調査を行った。その間、津軽地方を中心に 35 名のカミサマ

について情報を得た。3 名がここ数年で既に亡くなっていたのに加えて、所在不明や、イン

タビューの拒否などで、6 名については具体的な情報を得ることができなかった。 
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社に出入りするなど、成巫過程は異なれど、その実践の内容は M に接近している。カミサ

マの在り方は多様であり、その典型例を導き出すことは容易ではない。そこで、それぞれ

異なる特徴をもつこの 3 名を事例とすることで、カミサマの多様性と類似性が明らかにな

ると思われる。 

この 3 名に続いて取り上げる事例 1-4 の I.T と 1-5 の I.M は、前半の事例とは異なり特定

の神社に所属しているカミサマである。それぞれ、石神神社と赤倉山神社に所属している。

両神社は、彼らのようなカミサマを多く抱えているが、中でもこの 2 名は、それぞれの神

社で中心的な役割を果たしているカミサマである。前の 3 つの事例との比較から、カミサ

マという存在の幅の広さが示されるとともに、その知識の在り方が、所属の有無でどう異

なるのか、もしくは異なっていないのかという点について考察していく。 

 

1. イタコとカミサマ 

 津軽地方の巫者を論じるにあたって、イタコの存在について触れないわけにはいかない

だろう。なぜ本論は津軽の巫者としてイタコではなくカミサマを扱うのか。それは、津軽

地方にイタコの活動がみられなくなり83、同地域の巫俗はカミサマによって担われるように

なっているためである。カミサマの輪郭、及び定義については次章で論じるが、本論に入

る前に、イタコとカミサマの差異について簡単に論じておきたい。 

 イタコとカミサマの差異については長年議論がなされてきており、当初の研究では、そ

の決定的な差異として死者の口寄せを行うか否かという点が指摘されてきた84。すなわち、

「口寄せをするのがイタコであり、行わないのがゴミソなどのカミサマである」85。しかし、

現代ではカミサマも口寄せを行う場合が少なくない。またイタコの減少に伴い、村々での

祈禱や託宣といった口寄せ以外のイタコの職分86についてもカミサマによって補完される

ケースが多くなっている。そのため職能面でいえばイタコとカミサマの差異はほとんどな

くなっているといってよい。そうした状況の現在にあっても、イタコとカミサマはやはり

異なる存在であると地域では考えられている。では、両者はどこが異なるのか。 

                                                  
83正確には、津軽在住のイタコは 2015 年現在で 1 名確認することができる。しかし彼女は、

死者の口寄せを行うのみで、従来イタコが行ってきた多様な巫儀の作法を身に着けていな

い。 
84桜井徳太郎 1974:206、楠 1979:12、高松 1993:34 等。これらの議論については、村上晶

2013 で考察を加えた。 
85桜井徳太郎 1974:206. 
86イタコの「商売」の内容については、高松 1993:45 に詳しい。 
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イタコは師匠となる先輩イタコのもとで祭文・経文を習得し、成巫儀礼を経ることによ

って一人前と認められる。その過程は、桜井徳太郎によって以下のようにまとめられてい

る87。 

(1) 幼少にして失明した盲女が、将来の生活設計を考慮して巫業に就くよう勧奨される。 

(2) 少女期もしくは結婚前に師匠のイタコのもとへ弟子入りし、下宿または通いの形で教

授をうける。 

(3) 2、3 年の修業期間をへたのち、師のはからいで入巫のテストを試み、合格すると＜オ

ダイジノユルシ＞をうける。 

(4) その後の 1、2 年間お礼奉公をしたのち独立して一本立ちする。それをミアガリとい

う。 

(5) ミアガリに際しては、師匠の株（依頼者や担当地域などの縄張り：引用者注）を譲り

うけることもある。 

 

このように、イタコになるということは、いわばイタコの伝承世界へと参入しその担い

手になることである。 

一方、カミサマはこうしたイタコの伝承とは異なる世界を生きる存在である。カミサマ

となる動機としては、病気や繰り返される不幸といった個人的な悩みであることが多く、

その治癒や悩みの解決を求めて神仏に祈るようになる。加護を求めて他のカミサマのもと

を渡り歩き、付き従って修行をしているうちに、もしくは特定の師を持たずに独自に修行

を積み重ねるうちに、神仏の意志を伝える力が宿り、カミサマとして周囲に認められてい

く。もしくは、はやくから超越的存在とつながる才をもっていた者が、その力をコントロ

ールすべく修行に励み、そうした修行が結実して一人前のカミサマになるといった場合も

ある。確固たる師弟関係の中で巫儀が受け継がれてきたイタコの世界に対して、カミサマ

の成巫過程や巫儀はかなりの程度の「自由」を許容するものである。カミサマという語が

指す対象がイタコに比べて広範なこともあり、イタコの減少が決定的になっている反面で、

カミサマについては現在でも活発な活動がみられる。次節以降で示されるのは、その具体

的な姿である。 

 

                                                  
87桜井徳太郎 1974:114-115. 
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2. 社寺を渡り歩くカミサマ――事例と考察 

2-1. <事例 1-1>M（1922 年生、女性、田舎館村）88 

M は住まいを構える田舎館村を中心にした地域や、津軽地方の霊場等でよく名の通った

カミサマである。1922 年、西目屋村で生まれる。夏の間は、カミサマたちの堂社が立ち並

ぶ一大修行場として知られる岩木山北麓の赤倉に籠って修行をし、訪ねてくる依頼者の相

談にのる。M のお堂（写真 1-1）はカミサマであった彼女の義母が開いたものであり、義母

の死後は、M の姉（カミサマ）が一時管理していたが、その後は S 家に嫁入りしたＭのも

のとなった。 

M は 10 歳までに両親を亡くした。そのため、幼いながらに家事一切を担わなければなら

ず、大変な苦労をした。12 歳の時、畑でいつものように農作業をしていたところ、小さな
．．．

石を拾う
．．．．

。近くに住む女性がその石を指して神様ではないかと言ったこともあり、大事に

家の引き出しにしまっておいた。19 歳の時にめまいや頭痛に襲われ、病院に行くが異常は

ないと言われる。病院では良くならないことから姉に誘われて湯治に出かけ、そこで 1 人

のカミサマに出会う。そのカミサマに拝んでもらったところ、「以前に石を拾っている。そ

れは赤倉様である」と言われる。それが 12 歳のときに拾った石を指していることに気づい

た M はそれ以来赤倉様を拝むようになった。 

 拝みの道に進み始めた M が同年に向かったのは、カミサマたちの修行場として知られて

いた青森市入内の石神神社89であった。修行の 後に M は自分に本当に力が宿ったのかど

うかを知りたくなった。そこで、M と同村の生まれで当時出征していた 1 人の男性につい

て、彼が無事に帰ってくるかどうか神に尋ねたところ、必ず帰ってくるとのお告げを得た。

そのお告げ通り、程なくその男性が村に帰ってきたことから、M は自身の力を確信した。

M にはここでの修行を通して「力をもらった」との感謝の念があるため、これ以降約 60 年

にわたって欠かすことなく石神神社の大祭に参列している。また、M のお堂の大祭では石

神神社の宮司が祭祀を行い、その後 M が託宣を下すという次第になっている。 

 石神神社での修行を終えた 19歳のMは、その後すぐに高山稲荷神社90（現つがる市牛潟）

                                                  
88以下、M の語りについては筆者の聞き取り調査を基本としているが、言葉の問題から理解

が困難な部分もあったため、田舎館村誌（田舎館村（編）2000）に掲載されている M の詳

細なライフヒストリーも参照した。 
89本章 3-1 にて詳しく扱う。 
90奥津軽の霊場として名高い。津軽では「 も位の高いお稲荷様」としてよく語られる。祀

り手のいなくなった稲荷の像や社の奉納先としても利用されることが多い。第 4 章にて節

を設けて論じる。 
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へ赴き、1 週間の修行91を行った。そこでは函館から修行に来ていた人と一緒になり、その

人物から「修行をすると、目の前に映画のように絵が見えてくる」と教えられたという。M

はその後神仏のヴィジョンをさまざまな機会にみるようになるが、この「函館の人」がヴ

ィジョンのモデルを提供した。 

 夏の間、赤倉の堂に籠っているといっても必要があれば活発に山麓の宗教施設をめぐる。

弘前市種市の赤倉山神社92もそうしためぐりの対象である。赤倉様を授かった M が、同じ

く赤倉様を祀る赤倉山神社で手を合わせるようになるのは自然なことであった。長雨で

人々が苦しんでいたある年、M は精進潔斎をして赤倉山神社の社殿で手を合わせ、「一心、

一心」と拝んだ。精進潔斎を行ったのは、赤倉山神社には肉食等を一切禁じる厳しい精進

の規定があり、ここで願いを届けるためにはその作法に則る必要があるためである。祈願

を終え社殿の外に出た途端、空が晴れ渡ったという。 

 花嫁人形の奉納で知られる西の高野山弘法寺93（つがる市木造）も M が訪れる場所の一

つである。M には若くして亡くなった子供があり、この子供の供養のために、彼女自身が

弘法寺に花嫁人形を納めている。その関係で、同寺への定期的な参拝を行う他、M を頼っ

てくる相談者にも弘法寺での人形供養を勧めることがある。 

 津軽三十三観音霊場94をめぐるのは毎年恒例の行事となっている。信者の他、近所に住む

人に声をかけて、バスを借りて巡礼する。毎年団体客を引き連れてくるために、寺院の側

も M のことはよく知っている。 

上記のほかにも平川市の猿賀神社95内、池上神社（薬師様）奉賛者一覧に M の名が見受

けられるなど、彼女の口から直接語られなくとも、彼女が関わりをもつ神社、寺、霊場は

他にも多数存在していることがうかがえる。 

 

＜考察＞ 

M の実践は、赤倉を中心とした日常の祈りのルーティンに依頼者との関係や霊的な導き

                                                  
91高山稲荷神社では、熱心な信者や修行を求める者に宿を提供し、境内で修行をさせていた。

同神社の教勢の拡大とカミサマの関係については、第 4 章 1-2 で論じる。 
92本章 3-2 にて詳しく扱う。 
93高野山真言宗の祈禱寺院。西の高野山の山号をもつこともあり、花嫁人形の奉納、水子供

養、天蓋幡奉納などの供養実践が数多く行われている。西の高野山と川倉賽の河原地蔵尊

における花嫁人形奉納の実践については、櫻井義秀 2010 に詳しい。 
94藩政時代初期に成立したとみられている。現在では、車で 3 日程度にわけて回る方法がよ

く取られている。 
95大同 2 年創建とされる旧県社。辰年、巳年生まれの守護神とされる。 
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によって各社寺への参拝が追加されるという形で、津軽地方に広くその裾野を広げている。

M が重視する社寺それぞれには、M がそこで経験した神秘的なエピソードが付随する。そ

して、特に成巫の過程において「力をもらった」という神社が成巫後の実践においても重

要な位置を占めていることがわかる。特に赤倉、石神神社、高山稲荷においては、修行の

過程での神仏に関わる神秘的な経験のエピソードが豊富である。つまりそれらの社寺は、M

の神仏に関わる経験を喚起する「場」を提供している。 

既成教団が管理している以上、理念的にはそうした場を支配しているのは教団の教えで

あるが、M の実践を見る限りでも実際にはそうではないことがわかる。教団の知識は M に

は体系立った知識としては共有されておらず、たとえば赤倉山神社の潔斎の作法のように、

実践を通した知識、あるいは規範として分有されている程度にとどまっている。長雨を止

めるために赤倉山神社で祈願を行うというのは、赤倉大神として同神社に祀られる太田永

助の生前の奇跡譚に天候や水に関するものがあることからの M 独自の連想であったと考え

られる。ここでは、教団側の知識や実践が部分的に借用され、M の目的のもとに再編成さ

れることによって固有の実践が生じていく様子を見て取ることができる。 

 

2-2. <事例 1-2>N（1935 年生、女性、弘前市） 

 弘前市内の老舗仏具店には、神棚に入れるための神像を購入しにくる客や、神社への奉

納のための絵馬を求めに来る客がいる。神像で も一般的なのは恵比須・大黒や神明様（天

照大神）の像だが、それ以外にも龍神や山の神などの神像を新規に購入していく者がいる。

こうした特殊な神像を新規で求める人物の背後には多くの場合、カミサマ等の宗教的職能

者の指示があると仏具店の店主たちは語る。そして、これらの仏具店で具体的なカミサマ

の名を尋ねると、まず出てくるのが N の名である。N は依頼者に対して神像の購入や絵馬

の奉納を指示することが多く、仏具店にとっても馴染みのあるカミサマである。 

 N は自身の生涯を以下のように語る。 

母親が言うには、2、3 歳の頃から不思議なことをいう子であったという。自身の記憶と

しては、5、6 歳の頃から、寝ているあいだに心が天へいっているという経験を繰り返して

いた。天では神様や仏様がさまざまなことを語ってくれた。 

学生時代のある日、道に座り込んでいた見知らぬ老婆に突然、「あなたは久渡寺96のほう

                                                  
96弘前市坂元の真言宗智山派寺院。津軽三十三観音の第一札所。オシラサマの祈禱で知られ

る。 
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に行く」という予言めいた言葉をかけられる。その言葉の通り、久渡寺の近くの集落に住

む遠戚にあたる男性との縁談が進み、学校を卒業して 1 ヶ月たたないうちに現在の家に嫁

ぐこととなった。 

嫁に来たあとも眠っている間に天に昇るという体験が続く。天から降りてくる時間は決

まって朝の 3 時で、その時は鳥になって、海や学校や神社を見下ろしながら降りてきた。

結婚して 35 年がたった 53 歳のとき、「普通の人は修行をして何かを求める」のであるが、

「あなたは 35 年間寝て修行をしたので、修行はいりません」「一人でできるので、やりな

さい」と「上
うえ

から命令」される。その日を境に、カミサマとしての生活がはじまる。今の

地位は、「自然になった」という。それからますます「上から寝て教える（教えられる）」

ことが多くなった。「寝てて修行をしなさい」「書いてやりなさい」という上からの指示に

従って、N は寝ているあいだに聞かされたことを、いつでも起きてメモした。 

カミサマになってからは午前 3 時までの短い睡眠の間に、前日に来た依頼者の相談に対

する回答が降りてきた。彼女の左肩に、たとえば薬師大神と薬師如来（神と仏の両方であ

るという）が座って、マイクで話しかけるように語ってくる。これまでに書いたメモは、

B5 のノート 1,000 冊にのぼるという97。 

N が依頼を受けたときに踏む一般的な手順は次の通りである。まず依頼者は電話か対面

で事前に相談事を N に話す。それを聞いた N は、依頼者が次に訪問するまでの間に「上」

と対話をし、その内容を単語や短い文章でノートに記す。これを見て、後日訪問した依頼

者にその内容を説明する。N と「上」（神仏）との交流は、はっきりとした「会話」の様相

を呈しており、その点で特徴的なものであるために次でその一例をあげる。 

県内に住むある女性が、長い間孫の熱がさがらないことを心配して N のもとに相談しに

きた。その依頼者のためにＮが神仏と交わした会話を、メモをもとに N 自身が再現してい

る98。 

 

N「（孫の名前）の熱が下がりません。住所は○○」 

神仏「そりゃ、あたって99頭おかしいじゃ」 

                                                  
97実際にノートの全てが保管されているわけではない。1,000 という数は、それだけ多くの

ことを書かされたということを示す表現であると思われる。 
98以下、発言の書き起こしにあたっては、（ ）で筆者による補足、[ ]で難解な方言の訳語

を挿入する。 
99脳卒中などの症状に見舞われることを意味する方言。 
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N「へば[では]、その熱っていうのは、行けばいいか？」 

神仏「そうだ。おどかしてるんだ[驚かしているんだ]」 

N「どこサ行けばいいんだか。（孫の名前）サ、よくなるにはどうしたらいいか、語れ」 

神仏「西サ、行け」（N の自宅から西といえば、高山稲荷神社か川倉賽の河原地蔵尊100

になるという。） 

神仏「とにかくさ、こねぇと、おらたちさ、何も食べ物食べるもんもないねじゃ、ま

いねじゃ[よくないのだ]。来てみれば、なんぼ水・・・」 

N「水ケ？ 龍神か？ 龍神がそんな風にさせてるんだべか？」 

神仏「だべな。なんも持ってねえだ。ひもじいべな」 

（水という言葉から原因が龍神、蛇関係にあることをつきとめたことで、神仏に代わ

って蛇が出てくる。） 

蛇「見ろ。熱させてもおれんとこ来ねえっきゃ。そうさせてるんだね。はやいところ、

川倉の供養して、龍神で祈禱してくれば、ぱっとするべね。拝んでればさ、わかっ

ちゅうんだ[わかってるんだ]」 

 

その後、N は蛇にその由縁について問い、50 年前に頭を殴られて殺された蛇であること、

殺したのは熱に苦しむ依頼者の孫からみて祖父の弟にあたる人物であること等を明らかに

した。依頼者は、N の指示に従いこの情報をもとに川倉賽の河原地蔵尊で僧侶に依頼し、

境内にある龍神様のお堂で祈禱を行ったという。 

初に N と対話している神仏が何であるかは N 自身にとっても明らかではないが、龍神

様に連なる神仏で、観音様等であるという。不幸の原因は、このように先祖の行為に求め

られるものと、本人の行いに求められるものがあるが、N が明るみに出す原因としては、

明らかに龍神に関わるものが多い。この龍神を中心とした災因論が、社寺へと人々を向か

わせる指示につながる。上記の事例にあるように、N が依頼者に指示する場所としては、

賽の河原地蔵尊（それも本堂ではなく、本堂から下ったところにある龍王神の社）と、水

天宮（龍神）を祀る清水舎を有する猿賀神社の 2 ヶ所が主である。こうした場所で、僧や

神主に頼んで正式に祈禱をしてもらうことで、不幸の原因に対処することができるという。 

                                                  
100五所川原市金木町にある霊場。かつては大祭の際にイタコが多く集まった。恐山と並ん

で語られることも多い。手拭いやワラジを奉納し、死者を供養する。花嫁人形供養、水子

供養も多数行われている。霊場の管理は講中で行い、儀礼は猿賀山般若寺（中泊町）（天台

宗）の僧が担う。 
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N は、全て神の指示であるというが、蛇を殺してしまったなどの当事者の因縁を祓う必

要がある場合は猿賀神社に、先祖に関わる因縁が出ている場合は賽の河原地蔵尊での供養

が指示される傾向がある。先祖を導き「よりよいところ」に連れていくのは龍神の役割で

あるという。そのため、数ある寺院のなかでも境内で龍神を祀る賽の河原地蔵尊は、先祖

の供養という面でも大きな効果をもたらす場所として考えられている。賽の河原地蔵尊に

供養にいく客には、N が作成したオリジナルの手拭いが奉納用に渡される（写真 1-2）。手

拭いには、N 直筆の不動明王真言、光明真言、舎利礼文が印刷されている。 

 N は活発な活動と謙虚な人柄で賽の河原地蔵尊の住職や講中の人々、また猿賀神社の神

職たちにもよく知られ、関係も良好である。しかし、どこの教団組織にも所属していない

上、教師免許などを受けたこともない。免許がないのは、「1 人でできるから何も要りませ

ん。35 年修行してきたからいい」と「上から」言われたためである。経などを使用する必

要があれば「上から」どれを覚えるべきか指示がある。それを畑仕事の 中にぶつぶつと

繰り返していけば、自然と自分のものになるという。 

 毎年正月には、久渡寺、川倉賽の河原地蔵尊、小栗山神社（弘前市小栗山）、岩木山神社、

愛宕山（橋雲寺：弘前市愛宕）、大日様（大圓寺：大鰐町）、八幡様（弘前八幡宮：弘前市

八幡町）に参詣する。これらの社寺はいずれも津軽で名の知れた場所であり、Ｎの生活圏

を中心としたものとなっている。それ以外にも、「上からの」指示や依頼に応じて、猿賀神

社や地区の神社、津軽三十三観音などをまわり、1 年で納める酒は 200 本にもなる。 

 

＜考察＞ 

N の語りには、事例 1-1 の M に顕著にみられるような成巫以前の霊場での修行や社寺め

ぐりの経験は登場しない。事例 1-1 では、修行の過程で神秘的な体験を得た場所がその後の

実践の中でも重視されていることがわかるが、「夢の中」で修行をしたという N においては、

成巫過程における経験ではなく、龍神を中心とした独自の神仏理解に基づいて重用される

社寺が選択されている。N は、神仏の世界に自分の存在（住所）を「登録」する必要があ

ると何度も強調するが、その「登録」を行うことできるのは寺と神社の宗教者であると語

る。 

彼女が頻繁に通う（ないしは依頼者を通わせる）場所には、猿賀神社と川倉賽の河原地

蔵尊がある。猿賀神社は祭神が蛇を連れていることから龍神との関係が深いことで知られ

ており、また賽の河地蔵尊で供養を行うという選択はこの地方では多くの人に親しまれて



39 
 

いる慣習である。ただし、賽の河原で龍神を強調するのはそれほど一般的ではないことか

ら、そこには、供養と龍神を組み合わせる彼女に固有の発想が認められるが、猿賀神社で

の龍神の祈禱と賽の河原での供養という指示は、N の依頼者にとっても普段から親しんで

いる実践であり、突飛なものではない。何より、それらの場所は霊場として名の通った場

所であり、そのためその「霊威」は事前に保証されていると言ってよい。N いわく、神仏

により直接的に自分の住所を「登録」するためには、霊威の高い場所の方が望まれる。つ

まり、N の依頼者に与えている指示が地域社会の社寺に対する理解や評価と歩調を合わせ

ていることがわかる。 

N の依頼の対応の仕方は、他のカミサマと比べても特徴的なものである。多くのカミサ

マは、依頼者が来れば祭壇の前で祈り、その場で神仏に判断を求める。しかし、N は、事

前に依頼事について神仏に相談し、その言葉はすべてノートに記されているために、依頼

者の前で祭壇に手を合わせる必要はない。そのため、祭壇のある部屋ではなく、居間で依

頼者の応対をする。こうした作法を含め、神仏に関わるあらゆることについて「上から教

えられた」とする N の実践は、かなり独自性が際立っている。かつ、多くのカミサマがも

つ「免許」や修行の経験もない。しかし、彼女がカミサマであることは、自他ともに認め

るところである。 

N の独自性と N の「カミサマらしさ」について考えるとき、N の指示する実践が既存の

地域の供養実践や社寺への評価の枠を超え出ていないことは、重要な意味を持つと考えら

れる。つまり、カミサマによって重視する神仏が異なり、またそれらとの交流の作法も多

様であるが、カミサマがカミサマであると周囲から判断されるためには、押さえておくべ

きいくつかの要素がある。そして、地域に既にある実践や共有されている社寺についての

評価・知識に基づいて、その語りが組み立てられていることは、そうした要素の一つとな

っているといえる。 

そして近年では、身体的な行の経験をもたない N のようなタイプのカミサマが多くみら

れるようになっている。行の後景化という問題は、現代を生きるカミサマの存立を考える

上で欠くことのできない論点になっているため、第 3 章にて詳しく扱う。 

 

2-3. <事例 1-3>E（1950 年生、男性、青森市） 

 数少ない男のカミサマである E は、赤倉の堂社や石神神社でよく「歩く」（社寺や霊場を

めぐって修行をする）人としてその存在を知られている。 
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 E の場合、母（1926 年生）もまたカミサマであった。現在 E が住む土地は母の生家があ

った場所であるが、母はこの土地が八甲田の龍神様が降りてきた場所であるとして社を建

てた。母は体が弱かったこともあり、若い頃から熱心に神仏に手を合わせていた。そして、

次第にその力が評判になり信者が集まるようになった。 

 E が 11、2 歳の頃、母が大きな心臓の手術をすることになる。彼はその成功を祈って近

所のお宮に手を合わせにいった。母の病気の平癒を願って、手を合わせて必死に拝んでい

たら、手がポッポと熱くなっていった。家に帰ると、母がその手で自分の体をなでるよう

に言う。言われたとおりにすると、母の体調は落ち着いた。それがはじめて神様を体験し

た機会であったという。中学に入るころ（13、4 歳）には、母の信者たちと油川の四国八十

八か所101などをまわった。15 歳のとき、悲しみやつらさを感じた際に、頭に火がうかんだ。

当時、自分が知っていた大師宝号を 10 回ほど唱えると、体がどんどん熱くなっていき、火

と熱という点からお不動様が自分の力になってきたことがはっきりとわかった。 

 母は手術の後、知人の紹介によって、弘前市百沢にある奥富士出雲神社102より補権少講

義の免許と、出張所開設の許可を得ている。そのつながりで、E も 19 歳から 4、5 年ほど

同神社に通った。25、6 歳の時に母と同じ免許を授かる。免許がないとお客をとることがで

きないためであるという。神社では宮司の身の回りの世話や雪かきなどの雑務をこなして

いた。現在行っているお祓いの作法などは、母のやり方を見て学んだものであり神社で学

んだものではないという。 

 1994 年に母が亡くなってから E のカミサマとしての歩みが本格的に始まる。活発に全国

の霊場をめぐり、東北三十六不動、日本三大不動をまわったが、お不動様だけでは物足り

なくなり、伊勢神宮、高野山、伏見稲荷、豊川稲荷、出雲大社、出羽三山、四国八十八ヶ

所等をまわった。自宅では、数は減ってしまったものの母の信者たちと母の祭壇を受け継

いでの活動が始まる。天照大神の縁日としている毎月 16 日に信者が集まる他、信者のなか

で中心となる 4、5 人と一緒にほぼ毎月、津軽を中心とした霊場をめぐる。正月は岩木山神

社、3 月は川倉賽の河原地蔵尊、4 月は種市の赤倉山神社、5 月は石神神社、6 月は赤倉口

からの登山、7 月は嶽の龍神様、8 月は優婆寺（むつ市）と恐山を訪れる。その他にも、個

人的に霊場を訪れることが多く、特に岩木山には頻繁に通い、その際には赤倉にある M（事

例 1-1）の田舎館堂に宿泊する。 

                                                  
101青森市油川にある行程約 8 キロメートルの写し霊場。 
102岩木山神社の境内摂社。 



41 
 

 E は、祈願や供養のために川倉賽の河原地蔵尊（以下、川倉と表記）に布でできた天蓋幡

を奉納103させることが多い。こうした幡の奉納は、川倉や西の高野山などでよく見られる

（写真 1-4、5）。E はその目的をホトケ（死者）の位を上げて、罪のあるホトケも観音様、

如来様のもとにゆくことができるようにするためであるという。その結果、生きている家

族も守られる。この天蓋幡がホトケに対しては も効果のあるものであると語る。ただ、

それ以上に重要なのが稲荷様への信仰だとされる。それは日本は神道の国であり、仏教が

伝わる前は稲荷様がホトケを守ってきたという E の宗教史理解によるものである。Ｅは、

母が死者の供養の際にもお経をあげずに、依頼者に対して稲荷様を拝みにいくようにアド

バイスする様子を昔からみていた。母の生前はそれを不思議に思っていたが、稲荷神社の

近くに墓があるのを見て、稲荷様が死者を守るという在り方が、「本当の大昔からの先祖の

在り方である」という考えに至ったという。ただし、稲荷神社であればどこでもいいとい

うわけではなく、自分と関係のあるところで正式に祈願してもらわければならない。さも

なくば、稲荷様は悪い事もつかさどる神であるために、よくないことがおこる。祈願の前

の日には肉とネギ類を食べない。塩に一味を混ぜたもので身を清める。それらの作法を満

たしてはじめて稲荷様へ祈願が届きホトケの位が上がる。 

 E が拝んでいる神は、天照大神様、大志羅十六善の神、八大の龍神様、赤倉様、お岩木様、

木花咲耶姫様、二十三夜様、山の神様、八幡様、その他計 41 柱の神々である。ご神体があ

るのはそのうちの一部であるが、ほとんどのご神体は石の形で授かっている
．．．．．．．．．．

。 

 

＜考察＞ 

 E の参拝する霊場は津軽の枠を出て、全国へと展開している。しかし、その実践と神仏理

解には津軽の信仰実践に関わる民俗知識が色濃く反映されている。特に顕著な「位上げ」

と石の形での神様の授かりという 2 点についてみていきたい。Ｅが重視するのはホトケの

「位上げ」であるが、この地で「位上げ」という表現はオシラサマについて語る文脈でよ

く使われる。現在でもオシラサマ信仰の中心地として強い求心力を有している久渡寺は明

治 40 年代から戦略的にオシラサマ信仰を組織していった104。その過程で、僧による熱心な

布教の成果もあり、久渡寺で祈禱を受けることによってオシラサマの位が上がるという考

                                                  
103長さ 2 メートルほどの細長い布製の無地の旗。天幡（旗）とも呼ばれる。色はさまざま

で、死者供養のために寺に納める実践が津軽では西の高野山や川倉を中心に見られる。 
104楠 1984:397.現在のオシラサマ信仰と久渡寺、及び地域習俗との関係については、山田 
2008、同 2011 に詳しい。 



42 
 

えが定着していった。オシラサマの白い衣には祈禱の度に印が押され、印が多いほうがオ

シラサマの位は高いということになる（写真 1-6）。オシラサマの首にかけられるメダル（勲

章）の数や形状で、その位の高さを誇示する方法も浸透している。また、この地では今で

も盛んに百万遍の数珠回しが行われているが、その数珠についても、毎年寺（弘前市の愛

宕山橋雲寺や黒石市の愛宕山地蔵院）に持っていき焼印を押してもらうことで位が上がる

とされる（写真 1-7）。オシラサマや数珠の位上げという実践の存在は、それらの習俗に親

しんでいる人々にとってホトケや神の「位をあげる」という発想がいかに身近なものであ

るかを示す。こうした背景が、E のホトケの位上げという主張に説得力を与えている。 

またＥが家で祀るご神体のほとんどが石である。これらの石の形で神仏を授かっている

と語るが、すでに事例 1-1 の傍点部でもあったように、こうした石を授かるという発想も津

軽では頻繁に耳にするものである。カミサマなどの宗教的職能者のみならず個人に神様が

石などの形で「サンズク」（授かる）ことは多々あり、神棚にそうした石が入れられている

光景も数多く見られる。筆者の採取した事例で、弘前市 O 地区の 60 代の女性は次のように

語る。彼女の家には「カミ信仰の人」であった義父が「授かった」として方々で拾ってき

た 34 個の石が神棚に祀られていた。孫の病気を機にカミサマに相談にいったところ、これ

らの石の神様が十分に祀られていないことが不幸の原因であると指摘される。そのため、

カミサマの指示に従って、これらの石それぞれに赤飯をあげ、カミサマに祈禱してもらっ

てから石神神社に納めてもらった。こうした石について、早川孝太郎は「北津軽の民俗」

のなかで次のように記している。 

 

たとえばその婦人が浜へ出て（中略）たまたまひとつのある貌をそなえた石を発見し

て拾うと、やがてそれが巫女になる第一階梯で、また全階ともなる。その石には形貌

の上にある特徴があったわけであるが、これは当人の主観から出ているので、客観的

にどんな形とは説明しにくい。（中略）その石にはエベスとか犬・狐・猿などの貌が現

われている。当人にそう見えるのである。それで石に遭遇すると同時に、ただもので

ないとする自覚がある。石を手にした次の瞬間から、精神上にも異常な波動があった

わけだ105。 

 

ここで早川は、石を拾うのは巫女になる人物であると限定しているが、巫女だけではない

                                                  
105早川 2000=1931:346. 
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ことは O 地区の事例からもわかる。 

このように津軽に広くみられる神仏を授かるという発想を木村敏明は「授かり神」信仰

として類型化することを提唱している106。そしてこの「授かり神」の代表格がオシラサマ

である。大湯卓二は、津軽地方で大正から昭和期を通して新造のオシラサマが急増してい

ることを報告しているが、その理由の一つとして、この地にある「授かり神」という信仰

土壌が「授かるオシラサマ」という観念に転換した可能性を指摘している107。これまでに

41 もの神仏を授かり、それがほとんど石の姿であるという E の語りを成立させている背景

にはこうした、神を石の形で授かるという発想がある。 

木村や大湯は「授かり神」というその文脈を「信仰」や「信仰土壌」、「観念」等と呼ん

でいるが、ここでは地域の信仰実践に慣れ親しんでいる人が接近可能な「神的なものにつ

いての発想」（神的発想群）108の一つとして考えてみたい。先に触れた「位上げ」もこうし

た神的発想群に加えることができる。ここで敢えて「信仰」や「観念」といった言葉を用

いずに「発想」とするのは、民俗知識がもつ不均衡・可塑性・可変性といった性格109を強

調するためである。「授かり神」や「位上げ」はそれぞれのカミサマの語りの中で、柔軟に

使用され応用されている一つの要素にすぎない。神的発想群はカミサマが自身の体験を説

明するために、また体験を水路づけるために利用可能な素材として存在している。しかし、

内容と所在は不特定で、無数のヴァリエーションを包含しながら、普段は地域のさまざま

な主体に断片的に保持されている。これは、知識の社会的ストック110として呼ぶことも可

能である。「信仰」や「観念」と呼ぶには、その姿がはっきりとしないそれらの発想群は、

さまざまな出来事（多くの場合は不幸な出来事）をきっかけに表面化し、形を得ることが

あるが、カミサマの語りと実践は、そうした発想が具体的な形を成す も顕著な事例であ

るといえよう。 

E の事例は、そうしたローカルな背景をもった神的発想群が、その実践と経験を支えてい

                                                  
106木村 2005. 
107大湯 2008. 
108序章で論じた主体・共同体・象徴の 3 項関係でいれば、神的発想群は「象徴」の一部と

いうことになる。 
109渡邊 1990:17 
110知識の社会的ストックは、バーガー＆ルックマンの言葉であるが、川田牧人はこれをさ

らに進めて、個別の行為の際に参照される社会的記憶の共有ストックを指して、知識のレ

ファレンシャル・ストックと呼んでいる（川田 2003）。その性質は、「共同体の成員に完全

に共有された知識の総体とは言えないが、また個々人の知識を羅列したものではなく、両

者のあいだに位置づけられる」（川田 2003:165）とされる。 
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ることをよく示している。E は死者供養のために、西の高野山で天蓋幡を奉納するよう依頼

者に指示をするが、こうした実践はホトケの「位上げ」という発想に具体的な形を与える

行為であると言える。そして、その発想の具体化は西の高野山という寺院を介して達成さ

れる。事例 1-1 では、M というカミサマの独自の実践を喚起する場としての社寺の役割を

指摘したが、ここでは、ローカルな神的発想群を具体化する場として社寺の存在を位置づ

けることができる。 

 

2-4. 小括 

もう一度、E の天蓋幡奉納の実践についての言及を整理すると次のようになる。 

 

先祖の供養が不十分であると生者の不幸の原因となる。先祖供養のためには、ホトケの

位上げが必要であり、それは供養で有名な西の高野山に天蓋幡を奉納することで達成され

る。また、その先祖を導くのは稲荷である。 

 

この短い言及は、次のような諸要素の絡み合いとみなすことができる。すなわち、先祖の

供養不足が不幸を招くという各地で広くみられる「一般的」な災因論に加えて、地域の神

的発想群に根付いたもの（ホトケの位上げ）111、社寺についてのローカルな知識・評価（供

養で知られる西の高野山）、地域での供養実践（天蓋幡の奉納）、E に固有の神仏観（先祖を

導く稲荷）、それらが結び付けられて天蓋幡の奉納という実践が形作られている。そのこと

は同時に、E のこの実践が、彼にとって利用可能な知識を基礎に成り立っていること、つま

り彼のこれまでの経験や、地域に既にある発想群を資源として、そこから編み出されたも

のであることを意味する。 

 しかし、こうした構成が彼の独善に陥らないのはなぜか。つまり、彼固有の構成が彼に

とっても、依頼者や信者にとっても妥当なものとして受け入れられるのはなぜか。 

 E の語りや実践が妥当なものとして受け入れられる理由としては、その構成要素である発

想群が、受け手（依頼者や信者）にも共有されていることがまず主要な条件として考えら

れる。この点については、既に事例 1-2 で考察したように、地域で評価が定まっている社寺

                                                  
111位上げの発想は、津軽地方のみならず広く仏教的文脈の中で共有されているともいえる

が、津軽地方の人々にとっては、オシラサマや百万遍の数珠の実践を介して、特に身近な

発想となっているために、ここでは地域の神的発想群に根付くものとした。 
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にその実践が結び付けられていることも重要な役割を果たす。事例 1-3 の E のように、独

自の神仏解釈がその語りに紛れていても、また事例 1-2 の N のように、その託宣の下り方

が他のカミサマに見られる作法と異なっていたとしても、そうした語りや実践が、地域の

社寺や既に受け入れられている発想群に投錨点をもつ限りにおいて、それらの差異はカミ

サマの「個性」として受け入れられることになる。ただし、たとえば○○寺で実践を行え

ばカミサマというように、何か決定的な 1 点があるわけではない。先にも触れたように神

的発想群は人々に断片的に保持されているために、そのいくつかに錨を降ろす事によって、

つまり複数の根拠を重ねていくことによって、カミサマはカミサマと認められると考えら

れる。カミサマとは何か、という質問に地域の人々も、また研究者でさえも一言では答え

ることができない所以はこうした根拠の複数性にあるといえる。 

さらに、彼の語りや実践の構成が依頼者との対面状況でなされることにも注目する必要

があるだろう。対面状況における語りと実践の構成は、いわば即興的ともいうべき性格を

持つ。即興的であるというのは、それがその場しのぎの出鱈目であるということを意味し

ない。演劇においても音楽においても、即興を成り立たせるためには主題やコード進行な

ど、それなりの型が必要とされる。また、観客の側もその型をある程度共有し、即興に耳

を傾ける構えを有していなければ、それは無秩序な騒音に過ぎない。カミサマの場合、依

頼者に求められる構えとしては、社寺への評価や神的発想群を分有していることが求めら

れる。対面状況において、カミサマと依頼者の間ではお互いの神仏理解のすり合わせが行

われ、互いに納得可能なイディオム112が形成されていく。加えて、依頼者がカミサマの語

りを認めることにより、カミサマは独自の神仏理解や実践に対しての確信を増すことがで

きる113。カミサマの才とは、依頼者の構えと期待を汲み取りながら、自身の経験と知識を

即興的に構成することにあるといえるだろう。序論の議論に従えばこうした過程によって、

超越的次元が現実として間主観的に担保されていくといえる。こうした構成の間主観的な

                                                  
112松田素二は、その地域の生活世界でオプションとして許容されている慣習的な「説得と

納得の言説」をイディオムと名付けている。そうしたイディオムは有限ではあるが、自在

に消滅し、変化しうる性質もち、「生活の便宜」によって操られるものであるという（松田 
2009:164-166）。以下、本論でイディオムの語を用いる際には、こうした松田による議論を

前提とする。 
113しかし、常に幸福な共同作業がなされるわけではないことを補足として付け加えておく

必要がある。対面状況で、依頼者はカミサマの言葉に納得したフリをしてその場をやり過

ごすことがある。その場合、納得いかなかった点は、「陰口」として周囲に語られる。しか

しながら、それが陰口に留まっている事によって、対面状況におけるカミサマと依頼者に

よる知識の相互交渉という共同作業は、表面的ではあるが、一応達成される。 
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性格については、第 2 部にてさらに考察を深める。 

 

3. 教団に所属するカミサマ――事例と考察 

さて、ここまでで見てきたのは、地域の宗教的資源の一部として社寺の存在がその存立

に大きな役割を果たしていながらも、社寺を管轄する既成教団からの直接的影響は比較的

薄いような事例であった。本人たちも、カミサマとしてのキャリアをどこか特定の教団に

帰属させようとはせず、「すべては神様に教えられた」等の言葉を好んで用いる。一方で、

教団に所属し、その強い影響のもとで能力を磨き、活動しているカミサマたちもいる。本

章の残りの部分では、特定教団との関係の中でカミサマとしての自己を規定しているよう

なカミサマたちの事例を扱っていく。 

特定教団からの影響が比較的薄いカミサマと、本節で扱うような、その影響が濃厚なカ

ミサマ、どちらがカミサマとしての多数派を成すのかという数量的な判断は困難である。

しかし、従来の巫者研究においては、既成教団の影響が直接的に論じられるのが稀であっ

たこともあり、前者、すなわち教団との希薄な関係性のなかで独自の世界を展開するカミ

サマのほうが対象として好んで扱われてきた傾向がある。 

 たとえば、巫者の教団への所属、あるいは資格の取得について、岩手県のオガミサマを

事例として川村邦光は次のように記している。 

 

免状は、師匠が所属している教団に照会して取得することが多い。教師免状は、たん

に金銭を収奪されるものにすぎず、ことさら教師の等級が上昇しても「商売」には実

質的にさほど影響はない。教師免状がなくても、近隣の評判によって実際には「商売」

が可能なのである114。 

 

また、津軽のカミサマについては、池上が次のように記している。 

 

制度上何らかの教団や宗教法人に属している者も少なくないが、授与された教師資格

や認定証は一般に「免許」と呼ばれ、単なる道具であるという意識がきわめて強い。（中

略）教団側も、過度の干渉はかえって傘下の教師の離反を招くという事情を理解して

                                                  
114川村 2006:55. 
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いるため、巫者の言動の内容が、制度的所属教団によって影響を蒙ることは少ない115。 

 

こうした指摘は、前節までで扱ったような事例には適切なものである。しかし、他方で、

教団への所属が「名目的」以上の役割を果たしている事例もあり、その数は決して少なく

ない。教団との影響関係の濃淡があろうと、彼／彼女らが「カミサマ」と呼称されている

限り、それはカミサマの一つの在り方として、具体的に検討する必要がある。そこで、以

下ではカミサマの教団への「所属」が実際にどのような形態をとっているのか詳しくみて

いく。 

事例とするのは、修行場の提供などによりカミサマとかかわりの深い石神神社と赤倉山

神社（種市）に所属している 2 人のカミサマである。彼らが所属する神社は、前節までで

扱った事例の中でもその名がよく出てきていたように、カミサマたちの修行場として地域

でもよく知られている。2 人の語りに併せて、それぞれの神社の概要についても紹介してい

く。 

 

3-1. <事例 1-4>I.T（1945 年生、女性、五所川原市） 

 青森市入内の石神神社は、石神様と呼ばれる奇石を祀る（写真 1-8）。江戸時代中期より

信者や行者が参籠していたが、明治期には神社の形態が未整備であるとして信仰を禁止さ

れたという。しかし、詣でるものは絶えず、1905 年に三上東満という人物等によって再興

された116。その後、昭和 10 年代には何名かの行者と地域との間でこの地の管理をめぐって

の争いもあったが117、現在は宗教法人上主教と集落との共同管理となっている。共同管理

とはいえ、石神神社の祭祀と実質的な運営はほとんど上主教が担っている。上主教は、代々

Ｎ家が宮司を担っており、現在に至るまで歴代の宮司は御嶽教で修行を行い、資格を得て

いる。同様にカミサマとなる人物には、N 家が仲介をして御嶽教の教師資格を取得させて

きたが、20 数年前から上主教の名で独自に免許を出すようになった。その内容は「教師に

任命し神事祈禱禁厭神占施行免許候事」というものである。上主教の宗教法人登記は 1952

年になされていたが118、長年 N 家側もほとんどその名を用いることはなく、単に石神神社

とされてきた。改めてその名が掲げられるようになったのは、独自に免許を出すようにな

                                                  
115池上 1999:103. 
116青森市史編纂室（編） 1972:286. 
117池上 1999:233、東奥日報（1936 年 11 月 15 日、同 18 日）。 
118青森県総務部文書課 1999. 
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った 20年ほど前からである。しかし、現在でも上主教の呼び名はほとんど定着しておらず、

あくまで石神神社の名で通っているため、以下でも石神神社と記すことにする。 

石神神社は現宮司で 4 代目になるが、現在神社の精神的支柱となっているのは、現宮司

の母の Y（1943 年生）である。Y は N 家に嫁いだ後、霊的な能力を開花させ、良く当たる

カミサマとして評判になる。石神神社の信者の中には、神社の力のみならず、彼女の霊力

に導かれたという人々が数多く存在している。山や滝場（写真 1-9）を備え、修行場として

よく知られていた石神神社は、多くの行者が集まる場である。現在では、修行者の数は大

きく減少したが、Y は修行を希望する者に宿泊場所を提供し、修行の方法を教授、時に厳し

い言葉で彼らを導いている。ここで紹介する I.T も Y に導かれてカミサマとなった人物で

ある。 

I.T はカミサマになって 5、6 年（2014 年インタビュー当時）と、石神神社の中では も

「若い」カミサマであるが、評判を集めており、石神神社の大祭には多くの信者を連れて

やってくる。大祭の後の余興では司会を務める等、歌や踊りが達者で、快活な人柄で知ら

れる。美容院を営んできたが、近年はカミサマとしての仕事のほうが忙しく、美容院の規

模は縮小している。 

 神様を拝むようになったきっかけは「生霊に憑かれたこと」であるという。以前は神様

に手を合わせるなんて「何をバカなこと」と思っていた。彼女の姉は体が弱く、よく「神

様をかけていた（社寺をめぐっていて祈願していた）」が、彼女自身は「そんなことで良く

なるなら病院なんていらない」と考えていた。しかし、10 年ほど前、突然の体調不良に見

舞われる。嘔吐やめまいに悩まされるが、病院に行っても原因がわからなかった。その頃、

習っていた日本舞踊の奉納のために石神神社を訪れる。その際に、石神神社の宮司の母、

先述の Y に生霊が憑いていると指摘される。それは同じ踊りの仲間であり、親しい友人で

もある、ある人物の妬みを原因としたものであった。その時は「先生（Y）が一生懸命拝ん

でくれて助かった」。それから個人的にも石神神社を訪れるようになり、Y とともに自らも

神前で手を合わせるようになる。そのうちに Y から、カミサマにならないかとの打診を受

ける。「そんな大それたこと自分にはできない」と断り続けていたが、次第に夜になると「ホ

トケサマ」（死霊）が彼女に「寄ってくる」ようになった。知人の親などの故人が、I.T の

もとにきて苦しみを訴え、それは彼女自身の苦しみとして感じられた。朝起きたら般若心

経を唱えるなどしていたが、あまりに寄ってくるので、近所に住むカミサマのもとに相談

に行く。ちなみに彼女がカミサマのところへ相談にいったのは、これが 初で 後であっ
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たという。そのカミサマに、カミサマとしての役割を引き受ければホトケは寄ってこなく

なるといわれ、その旨すぐに電話で Y に伝え、修行に入ることが決まった。 

 修行は 1 ヶ月のうちに 10 日間ほど、生霊などによる罪障が現れた場合はもっと長く、Y

の自宅に宿泊しながら、石神神社を拠点にして山を駆け、滝行を行い、祝詞を教わった。

修行を重ね、約 1 年で上主教から教師免許を受けることになる。遅くて 7 年、早い人でも 3

年はかかると言われたが、自分は 1 年で免状をもらうことができた。今からおよそ 7 年前

のことである。口コミで依頼者が集まり始め、いまでは信者たちを集めて自宅で春祈禱を

行なったり、津軽の霊場を回るバスツアーを行ったりするほどになっている。 

 依頼を受けて拝む際の作法は祝詞を中心としたものであるが、多くのカミサマと同じよ

うに、まず自分が祀る神々の名を呼ぶ。天照大御神様、石神大神様、月読命の大神様、天

岩戸の大神様、淡島の大神様、美鈴大滝様の大日大聖不動明王様、龍神大神様、国常立の

大神様、祓戸の大神様、24 番観音様、赤倉大神様、七福神様、恵比須大黒様、八百万の神々

様と唱えた後に、屋内で祀っている神々である、天照大御神様、オシラ十六善の白神様、

大日大聖不動明王様の名を唱える。そして、禊の祓い、天地一切清浄の祓い、六根清浄が

続き、「平成○年○月○日、この度（依頼者名）が足を運んでまいりまして、何々とおかし

なことがありまして、それに対しまして、いろいろ教え賜りますように。その他見えたも

のがございましたら、教え賜りますように」と述べる。太鼓を叩きながらこれらを行うが、

「神様が入ってくる」と太鼓が早くなって、口調がかわり、神々が彼女の口を借りて話し

出す。そのため、依頼者が直接に神と話をする形になる。こうした作法は彼女の先生であ

る Y と共通するものである。 

 祭壇のご神体は天照大神（石神神社の祭神）とオシラサマである。オシラサマは祀り手

がいなくなって石神神社に奉納されていたものが、Y の託宣で I.T のもとに行きたがってい

るとされたため、自宅に迎えた。その機会にオシラサマの衣の着せ方等も Y から伝授され、

今では信者のオシラサマの衣替えも引き受けている。 

 人の不幸の原因となるのは、生霊（人の妬み）やホトケ・水子の障りであったりするが、

後者の場合は西の高野山弘法寺で供養をお願いすることが多い。自分でも祓うことができ

るが、祓いきることができない強力な死者については西の高野山に行くようアドバイスを

する。水子が障っている場合は、西の高野山で水子の成長にあわせてかんざしなどを奉納

させる。四国巡礼などを熱心に行っていた姉の友達の影響で、I.T はお大師様にも力をもら

ったというが、修行を通して得た天照大神のお力が基本であるという。いわく、「アマテラ
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スサマにご利益もらえば、お不動さんなり、なんなり、みんな力貸すものなの。みんなそ

れぞれの役割があって、ホトケサマであれば弘法大師さま。稲荷とかそういう恐ろしいも

のであれば大日大聖不動明王さま、夫婦のものであればシラガミサマとかさ」。 

 I.T の Y に対する尊敬と感謝の念は計り知れないものがある。彼女は自身の修行期間を振

り返って、「これもぜーんぶ先生（Y）のおかげかなって。よくぞ私をカミサマに導いてく

れましたってことだでば。あのころは大変だったけど」と語る。I.T のカミサマへの歩みは、

Y の指導によって生霊の苦しみから救われる過程として捉えられている。 

 

3-2. <事例 1-5>I.M（1963 年生、男性、八戸市） 

 八戸市に生まれ育った男性のカミサマであるが、信仰実践は赤倉山神社と岩木山を中心

としている。弘前市種市の赤倉山神社は、太田永助を赤倉大神として祀る神社である。永

助は嘉永 4（1831）年、種市に生まれた119。幼いころから強い霊力を有しており数々の奇

跡をおこした後、31 歳（32 歳とも）の時に、空を飛んで岩木山へと消えていった。永助が

山へと消えた後も、万病に効く神水が湧き出るなどの奇跡がおこった。永助の兄である松

五郎は、永助を赤倉大神として祀り、現在でも永助の子孫たちによって神社が守られてい

る。永助は「生き神」であり、現在も生き続けて神社を訪れる人々に託宣を下すとされる。

また、この世が混乱に陥る時に、再び舞い戻って赤倉大神を信仰する人々を救済するとい

う予言も残している。 

この神社で特徴的なのは、極めて厳しい潔斎の戒律を持つことである。神社を守る者た

ちは、肉類の他、ネギや玉ねぎなどの臭いの強い野菜を一切口にしない。一般の人でも拝

殿に入る場合には、同日に肉類を口にしていないことが条件となる。祈禱や「お護符」（半

紙を用いて神意を尋ねる占い）を希望する場合は、卵や乳製品等も一切禁じられる。参拝

の 7 日前から潔斎をはじめることが望ましいとされている。その他、ダウンジャケット等

の羽毛を使った製品や革製品を身に着けての参拝はできない。喪中、お産後、お宮参り後、

生理中、寺・墓参り後もそれぞれ特定の期間をおかないと、神前に向かうことができない

との規定もある。 

 弘前市種市にある社殿は、太田永助の生家に隣接して建てられたものである。少し離れ

た場所には、聖水が湧き出るとされる井戸があり、それを祀る形でそこにも社殿と行場が

                                                  
119神社の詳細は、河北新報（1982 年 2 月 17 日）、陸奥新報（1985 年 7 月 7 日）及び関係

者（後述の T）への聞き取り調査より。 
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設けられている（1981 年に完成）。聖水が湧き出たのは、永助が 期に赤倉へと飛び立って

いった場所であり、干ばつの際にそれを救うようにして水が出てきたという。この霊場で

水垢離を取るなどの修行が可能になっている。また、赤倉にも社を設けており、この地で

の修行を希望する人々の窓口的な役割を果たしている。 

 事例となる I.M は赤倉山神社に集まるカミサマたちのなかでも、特に修行や潔斎に熱心で、

信者も多い。I.M のカミサマへの歩みは次のようなものである。 

小さい頃から（霊などが）見えたりしていたが、小学校低学年のときに、自分以外には

見えていないということに気づき、そうしたことは口にしないようになった。25 歳のとき、

就職先で後に兄弟子となる人に出会う。その頃、全身がただれた子供の姿を何度も見るよ

うになっており、それを兄弟子になる人に話したところ、ある男性のカミサマを紹介され

る。後に I.M が師匠と呼ぶようになる人物である。そのカミサマ（師匠）に、その子供は

生まれてこなかった自分の兄弟であると教えられる。兄弟の霊を成仏させるために、師匠

の指示の下、般若心経を毎日神棚に向かって唱えた。1 年後、自分が子供の頃、全身やけど

によって負っていたアザが消えていることに気づき、その子供が成仏してアザを持ってい

ってくれたことがわかった。自分が実際に子供の頃から霊などを見ることができたので、

そういうことを言う人（カミサマや宗教者）のことをあまり信じていなかったが、師匠が

拝み方などを教えてくれて、神様に毎日向き合うことの重要性を知った。この師匠という

のは、赤倉山神社で修行を行ってカミサマとなった人物で、I.M は 25、6 歳の頃から彼に

連れられて赤倉山神社に顔を出すようになる。しかし、当初は信者の 1 人にすぎなかった。 

 師匠の指示通り毎日神様に手を合わせているうちに、自然と神様からのメッセージが下

りてくるようになった。抽象的で難解なそのメッセージが下るたびに、I.M は師匠のもとに

相談しに行っていたが、2001 年に師匠が亡くなったため、自分の力で探求する必要に迫ら

れる。転機となったのは 2008 年頃である。I.M が自宅の祭壇で手を合わせていたところ、

神様を拝む日には肉を食べてはだめだとの託宣が下った。「だめだ」といわれただけではわ

からないので、その言葉を試してみたくなり、肉を口にした。1 回目に肉を食べた際には、

次の日に腹痛をおこし、2 回目はすぐに腹痛に見舞われた。3 回目にこれで 後だと思って

試したところ、腹痛で動けなくなった。また、神様に酒もだめだといわれた。すると日に

日に酒に弱くなっていき、酔って記憶を失ったり、粗相を繰り返すようになったことから、

一切酒を口にすることはなくなった。こうしたことの繰り返しを通して、神様の言うこと

には従わなければならないことを実感し、赤倉山神社に個人的に出向いて、水垢離や山駆
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けを始めるようになる。こうして修行の道へと入った I.M がカミサマとなるさらなる契機

が、その 1 年後に生じる。2009 年の大祭の際、I.M は、山で修行をしてから社殿へと向か

ったが、持っていた手拭いから良い香りがするので気になっていた。すると、大祭時の雑

談で、赤倉山神社を切り盛りする T（女性、太田永助から数えて 4 代目にあたる子孫）が「赤

倉様は良い香りを出す」と言う。I.M が手拭いをもってきて、「この香りですか？」と聞い

たところ、赤倉様の香りが社殿全体に満ち、I.M と T は非常に驚いたという。それが赤倉

様から力をもらった証であり、そこから I.M のカミサマとしての歩みが始まる。またこの

事件を機に、T との交流も深くなり、神からのメッセージで理解ができないことがあると、

T に相談するようになった。現在では、I.M のもとに深刻な病気などの重い悩みを抱える依

頼者がきた場合には、I.M と T の両者でそれぞれ神様にお伺いをして答えを出すようにし

ている。 

 彼は居酒屋を営んでいるが、その店を中心に口コミで人が集まり始め、現在熱心な信者

は 30 名ほどになる。赤倉山神社の大祭にはバスを借りて参加する。依頼者の祈禱や祓いは

必ず赤倉山神社で行ってもらうため、依頼者が多い時には、毎週 1 度は八戸から車でやっ

てくる。その際は、依頼者とともに岩木山で水垢離をとり、赤倉山神社でお祓いをしても

らう。自分でお祓いをしない理由は、「まだ神様から許可をもらっていないから」である。

以前自分の店で祓ってみたところ、その余韻が残って店に客がこなくなってしまった。自

宅の祭壇で神様にうかがったところ、神社でやってもらえとの指示があり、それに従うよ

うになった。日々の実践として、I.M は毎日家で水垢離をする他、肉類、酒は普段から一切

口にせず、神社を訪れる前日は絶食する。「お力をお借りする」ためにはこうした潔斎が必

須であるとし、信者たちにも義務付けている。 

 I.M は赤倉山神社の方針に全面的に従っており、赤倉山神社参拝の際に守るべき潔斎の作

法をまとめた資料を自ら作成し信者に渡している。また、赤倉様である太田永助は、人助

けでお金をとってはならないとし、神社を守る者たちも主たる収入は畑や会社・役所勤め

から得ている。赤倉山神社で修行をするカミサマたちのなかには、他の教団からの教師免

許を取得し、カミサマとしての商売で生計を立てている者が多いが、I.M は、永助の言葉に

従って、カミサマとしては収入を得ていない。この点は、I.M が神社の人々に好意的に受け

入れられている理由の一つである。また、赤倉山神社の T が語るには、赤倉山神社の大麻

は赤倉様におうかがいして許可が出た人にしか授けないが、I.M は赤倉様から直接お力をい

ただいているので、I.M の依頼であれば、大麻を出すことができるという。T は自身の「お
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護符」の方法120ではなかなか直接的にはお知らせがこないが、I.M の場合は、直接神様から

メッセージが入るところが素晴らしい、と語る。 

 

3-3. 考察 

 事例 1-4 の I.T の場合は、供養のために西の高野山での祈禱を勧めるが、それ以外の社寺

との関わりは、レジャーも兼ねてバスで霊場めぐりをする程度であるという。事例 1-5、I.M

の場合はより限定的で、彼が関係しているのは赤倉山神社のみである。彼の場合はむしろ、

「悪いものをもらってくる」危険性があるとして、赤倉山神社以外の社寺には好んでは出

向かない。 

両者の来歴と実践を通して見えてくるカミサマと教団との関係については、2 つの解釈の

余地があるように思われる。まず、経験や信仰心を指標とした理解である。修行を通して

その神社の祭神（天照様、赤倉大神様）から「お力をもらった」という経験は成巫過程の

クライマックスである。「お力をもらう」という修行の過程の神秘的な経験によって、天照

大神、赤倉大神に対する信仰心が生まれ、それゆえに以降彼らは、「信者」としてその神社

に所属していると見ることが可能である。この視点に立てば、神社の祭神に対する信仰心

が彼／彼女の所属を決定づけているということになる。確かにこうした側面も完全には排

除できないが、事例 1-4 と事例 1-5 の両者の語りでよりはっきり表れてくるのは、神社側の

人物との親密な関係が果たす役割の重要性である。 

事例 1-1、M の場合を振り返ると、彼女も I.T と同様に石神神社との関わりが深く、石神

神社で「力をもらった」という経験が成巫の重要な契機となっていた。しかし、M はその

後もさまざまな社寺を渡り歩き、石神神社との関係は継続しながらも、信者として所属す

るという形をとることはなかった。これを、I.T と比較してみれば、教団に所属するという

ことは、教団側のキーパーソンとの社会関係の問題として捉えることが可能であることが

わかる。事例 1-4 の場合、I.T がカミサマとなる過程は、その動機や内容において、石神神

社の Y（先生）に依存していることは明らかである。また、事例 1-5 の I.M は師匠の死に

よって自力での探求をせざるを得なくなったが、赤倉山神社での行が I.M の実践を方向づ

け、また T との対話によって解釈面での参照枠を獲得した。言葉を換えれば、T の言葉を

                                                  
120依頼者の悩み事を念じ込めた薬の包み紙のような紙を三角に折って祭壇の前に置き祈禱

をする。それを指ではじくことにより「色」が現れるとされ、その色味を読み解くことで

神意を汲む。「色」を見ることができるのは、T をはじめとする神社の人間であるが、一部

のカミサマは見ることができるという。お告げがこないこともある。 
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通して学ばれた赤倉山神社の規範を内在化することによって、I.M はカミサマになることが

できたといえる。事例 1-4 の I.T と事例 1-5 の I.M が、神仏との関係で何か判断に迷うこと

があった際には、Y や T が直接的にその答えを与えてくれる。こうした「先生」たちによ

る直接的な肯定によって彼らの実践は支えられているのである。そして、「先生」たちの背

後には既成教団がある。もちろん、Y や T の言葉がそのまま教団としての理念を体現して

いるわけではない。しかし、Y や T が教団の人間であるということは、その言葉を権威づ

ける上で重要な役割を果たしている。たとえば、T は些細なことでも何らかの判断を要する

時には、「お護符」を用いて赤倉様の託宣を待つ。そのため、I.M や他の信者たちにとって

T の判断はそのまま赤倉様（＝赤倉山神社）の意思として受け取られる。Y も石神神社の祭

神（天照大神）を憑依させることで、その意思を伝えることができると考えられている。

血縁に担保された教団内部の不動の地位により、Y や T はそれぞれの神社の祭神と直接的

につながることができる、独占的な回路を有する存在であるとみなされている。こうした

構造の中で、I.T や I.M といった存在は、それぞれ Y と T という「先生」たちに力を認め

られ、その権威に連なる形で教団に所属し、カミサマとしての安定した地位を獲得してい

る。 

 このように本節で見てきたカミサマの在り方は、教団の理念を媒介する「先生」たちの

言動を軸にすることによって支えられているのに対して、本章前半で例示したカミサマた

ちは、地域の神的発想、社寺についてのローカルな知識・評価、地域での供養実践等とい

ったものを総動員させて、固有の神仏観を生み出し、支え、カミサマとしての生を成り立

たせている。本章の前半では、神的発想群等ローカルな複数の根拠がカミサマの語りと実

践の妥当性を支えるものとして重層的に作用している様子をみたが、本節の事例の場合は、

そうした要素を包含しながらも、 終的には、教団の「先生」の権威がカミサマの在り方

を支えていた。このことは、カミサマの権威の源泉が単一ではないことを示す。 

さらに、ここでの事例は、カミサマの教団への所属という問題に新たな視角をもたらす

ものであると思われる。事例を通して見えてきたのは、カミサマの教団への所属の内実は、

教団側のキーパーソンとの社会関係の問題へと集約できるということである。カミサマが

教団に所属することの背景にあるのは、教団の教義や祭神への共感・信仰、または制度に

参与することへの種々の利点といったものではなく、「先生」の力や人柄への共鳴である。

一部の社寺では、免許を発行し、年毎に決まった金額を納めさせることで制度上はカミサ

マを一応は取り込んでいるが、カミサマを実際に教団に結び付けているのは「先生」の言
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動であり、制度的拘束は無いに等しい。「先生」との関係に軋轢が生じれば、カミサマをそ

の教団に留めるものは何もなくなる。そのため、カミサマが自分の信者を連れて教団を去

るようなことも頻繁におこる。カミサマと教団との関係は流動的である場合が多いが、そ

れは教団が制度的にその存在を完全には絡めとらない（とれない）という微妙な位置でカ

ミサマと関係をもっているからである。そこには単に「所属」という言葉で片付けられな

い距離感がある。教団とは、実際にはその内部で個々人の多様な神仏理解や思惑が入り乱

れているが、建前としては教義を中心として信仰を共にする集団であるということになっ

ている。即興的な柔軟さをもつカミサマの語りや実践は、こうした教団の建前や理想を脅

かす も危険な因子の一つである。しかし、カミサマの存在は教勢の維持と拡大には欠か

せない。カミサマと関わる教団は、このジレンマと向き合わなければならない。そのジレ

ンマを解決するのが両者の適切な距離であり、本節の事例で垣間見えたのは、巫者的感性

をもつ教団側の人物を、カミサマの世界と関わる際の緩衝材とすることで、その適切な距

離を保つ教団の姿であった。 

 

4. 結論 

以上、5 名のカミサマについてその来歴と実践をまとめ、考察を加えてきた。まず、宗教

的資源121の一つとしての社寺の役割に注目してそれぞれを振り返ると、まず、事例 1-1 に

おいては、神的な事柄にかかわる連想の起点として、事例 1-2 では実践の正当性を支える根

拠として、事例 1-3 では、地域の神的発想群に具体的な形を与える場として、それぞれ社寺

の役割を見て取ることができた。また事例 1-4 と 1-5 では、カミサマの教団への所属は、信

仰や教義、乃至は制度の問題ではなく、あくまで教団側の鍵となる人物との社会関係の問

題として捉えられることを論じた。社寺の存在は、カミサマと人々が共有する知識や想像122

の一つの重要な結節点となっている。 

そして、社寺の存在についてその役割を考察することは、自ずと地域の神的発想群や実

践群について論じることにつながっていった。これは、それらの要素の不可分な関わり合

いを示すものである。 

                                                  
121ここでの「宗教的」という言葉は、神仏に関わるというその特徴を指すものに過ぎず、

決して「宗教」の還元不可能性や特権性を前提としているわけではない。 
122浜本満は「想像」の語に、目に見えないビルの裏側といったものを補う現実構成的な想

像力から、呪術や妖術として語られるオカルト的想像力に至るまで、あらゆる想像を含め

ている（浜本 2007）。本論でもその使用法を引き継ぐ。 
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各々のカミサマの固有性がカミサマの一つのヴァリエーションとして回収されるのは、

彼／彼女の実践が地域で納得可能な神的発想群や、霊威を広く認められた地域の宗教的資

源への関わりを核としているためであり、その限りにおいてその個人は「霊能者」や「拝

み屋」「占い師」ではなく、津軽の「カミサマ」なのである。津軽の社寺についての言及、

及びそこでの実践は、神的発想群と相まって、ともすれば無限に拡散していくカミサマた

ちの自由な神仏理解にある程度の方向性を与える。依頼者にとってもカミサマの発言が妥

当なものとして受け取られるためには、こうした方向性から大きく外れないことが必要で

ある。カミサマはその意味で、日常的な社寺の評価や神仏についての発想から大きく逸脱

することが許されていない。にもかかわらず、カミサマの語りと実践が多様性を帯びてい

るのは、知識の即興的な構成という面でカミサマの個性が反映される余地があるためであ

る。また、そこで生み出された即興的な実践の一部が、地域の神的発想群に組み込まれ、

新たな常識として広まっていく可能性も考慮に入れなければならないだろう。いずれにせ

よ、地域の人々の日々の生活のなかで、淘汰、調整、受容されることによってカミサマと

いう存在とその言葉・実践は、はじめて成り立つものであるといえる。 
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第 2 章 カミサマの周辺で――カミサマにならなかった人々 

 

はじめに 

 第 1 章ではカミサマの語りと実践の特徴として、それを構成する要素の地域性や、構成

の在り方の即興的性格を指摘した。本章では、カミサマの輪郭をより明確にするために、

カミサマの「ような」人々、すなわちカミサマの境界的事例を扱う。たとえば、事例とな

る人物について、その個人を知る人に「○○さんはカミサマですか？」と尋ねれば、「あの

人はカミサマとはちょっと違う」といったゆるやかな否定や、「カミサマといえば、まあカ

ミサマ」といった消極的な肯定が返ってくる。本人が自身について語る際も同様に、カミ

サマであることを否定したり、肯定するとしても消極的な言葉を選ぶ。しかし、そうした

人物たちも、カミサマと同じように神仏を授かり、自宅に立派な祭壇を構えるなど、表面

上はカミサマたちと相違がないようにも見える。それでも彼女たちがカミサマを自認せず、

また周囲からもそうとは考えられていないのはなぜか、以下ではカミサマの境界的事例と

なる 3 名を取り上げることで、カミサマという存在についての理解を深める。 

 まず、これまでの研究で示されてきたカミサマの定義について確認しておく。楠正弘は、

ゴミソ123の定義として以下のように記している。 

 

ゴミソとは、一種の祈禱師のことで、依頼者の依頼をうけて、瞬間的に凝心して、神

仏の心意を聞いたり、判断して、これを依頼者に伝える者と認められている者124 

 

また、江田絹子は、「ゴミソ（ 近はゴミソをカミサマと呼ぶ）とは、ひとくちにいうなら

ば、招福除災を願う人々のたのみで、祈禱・卜占を行うのを業としている人たちというこ

とになるであろう」125としている。これらの定義は、カミサマ（ゴミソ）の職能に特化し

たものであるといえる。一方、池上はカミサマ系巫者の「暫定的定義」として、「病気、家

庭の悩みなど、肉体的・精神的な苦悩をきっかけに信仰の道に入り、神霊や祖霊との対話

や独自の「修行」などを続けるうちに、苦悩を克服するとともに特殊な霊能力を授かった

                                                  
123ゴミソとカミサマはほぼ同義であるが、ゴミソという表現には侮蔑的な含意が伴う場合

があるので、本論ではカミサマという言葉を用いる。 
124楠 1975:147. 
125江田 1967:128. 
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と周囲の社会からみなされた宗教者」126との見方を示している。こちらは成巫過程により

焦点をあてた定義となっている。これらの定義は、確かにカミサマの主要な特徴を言い表

しているものの、それは広く各地の巫者にも当てはまるものであり、「拝み屋」や「霊能者」

と呼ばれる職能者と「カミサマ」の差異はどこにあるのかが詳らかではない。そこで、本

章ではカミサマの境界的事例の検討を通して、カミサマをカミサマたらしめるいくつかの

条件について考察してみたい。 

 巫者の境界的事例については、すでにいくつかの報告がある。桜井徳太郎は、沖縄のユ

タについて、「ユタマンチャー」と呼ばれる人々の存在を指摘している。それは、「オーソ

ドックスなユタでないものが、あたかもユタであるかのごとく偽装してユタ的行為を行う」、

「ユタを偽装した疑似シャーマン」127であるという。ユタマンチャーと名指される人の中

には、ユタ志願者やユタ崩れ（霊力の鈍ったユタ）のみならず、ユタに頻繁に通うことで

ユタに関する知識を豊富に持つようになった客や、批判的であれ肯定的であれユタに異常

な関心を寄せる人物等が含まれている。いずれにせよネガティブなレッテルである。しか

し、その基準に明確なものがあるわけではなく、ある人にとっては完全なユタであっても、

他の人にとってはその域に達しないユタマンチャーとして判定される場合もある。 

また、桜井はイタコの場合も、「乞食イタコ」と呼ばれる「擬装シャーマン」がおり、彼

らが「世間公認のイタコ」から疎外されていることを報告している128。乞食イタコと呼ば

れる人物は、たとえばイタコの修業を途中で挫折していたり、イタコの組合のオキテにそ

むく等の経験によって、「公認」から外れたものである。桜井は彼らを評して、「これらの

疎外者が、イタコを擬装することによってイタコの社会の統制を紊し、それがまた同時に

イタコとカミサマの混同化をすすめる一つの契機をつくっていることも否めないのである」

129と記している。こうした表現には、巫者の境界的存在に対して下される地域のネガティ

ブな評価以上に、桜井自身による価値判断が付随している。乞食イタコたちは、公認イタ

コからは「乞食」として露骨に卑下されていたというが、そうした乞食イタコのもとにも

巫儀を求めて客が訪れていたことは、客の側からみたイタコの評価という問題を考える上

でも興味深い。また、巫俗には境界的存在が常に付きまとっていることもわかる。 

上述の箇所で、桜井は残念ながら事例の紹介にとどまり、詳しい分析には踏み込んでは

                                                  
126池上 1999:59. 
127桜井徳太郎 1973:11-12. 
128桜井徳太郎 1974:251. 
129桜井徳太郎 1974:251. 
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いないが、こうした巫者の境界的事例の社会的側面に目を向けている研究として、Margery 

Wolf の論考が参考になる。 

 Wolf は、”The woman who didn’t become a shaman”130にて、そのタイトル通り、台湾

においてタンキーにならなかった（なれなかった）女性（陳氏）について論じている。台

北の小さな村に住む陳氏は、ある日「気が触れた」ような異常な行動を起こすようになり、

そのうちに憑依の踊りや神だけが知りうる事実の暴露など、タンキーのような言動をする

ようになる。彼女の存在は噂になり、村人が集まりはじめる等、彼女はタンキーとして認

められていくようにも思われた。しかし、 終的に彼女はコミュニティ内で「crazy」な人

物と判断され、タンキーとなることはなかった。そこで、Wolf は次の問いを立てる。彼女

が人々の前で行った実践は、他の研究にみられるタンキーの実践と比べてみても不適切な

ものではなかった。にもかかわらず、彼女がタンキーとみなされなかったのはなぜか。 

 Wolf の分析では、彼女のタンキーへの道を阻んだ主たる要因は 2 つある。一つは、彼女

の村内での社会的地位に由来するもの、そしてもう一つはジェンダーに由来するものであ

る。彼女は一家で村に移り住んでから約 10 年の新参者であった。それはすなわち、村人に

とって彼女は、ルーツ（家系）がはっきりしない部外者であることを意味する。村におい

て共同体の正式メンバーになるための正統性があらゆる面で低かった彼女は、村民として

も憑依経験者としても例外的な存在であることを克服できなかった131。また、タンキーは

その多くの場合男性であるため、性別においても陳氏の存在はタンキーとして境界的であ

った。 

 本章も Wolf の論考に倣い、事例となる女性たちがなぜカミサマにならなかったのかとい

う点について考察していく132。そして、「カミサマではない」という否定の表現から逆照射

されるカミサマの輪郭について考える。 

 

1. <事例 2-1>K.H（1932 年生、女性、つがる市） 

 K.H は毎年行われる久渡寺のオシラサマの大祭133に集落の女性たちを引き連れてやって

くる。住職による祈禱が始まると、住職の後ろで他のカミサマと一緒に錫杖を振りながら

                                                  
130Wolf 1990. 
131Wolf 1990:428. 
132ただし、桜井の報告する事例と Wolf の事例では「シャーマン崩れ」が非常にネガティブ

なレッテルであったのに対して、事例の女性たちにはそうしたネガティブな評価が（全く

とはいわないものの）伴わない。むしろ信仰熱心な人物として尊敬されている面もある。 
133毎年 5 月 15 日、16 日に行われる。 
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経を唱える。その姿や振る舞いは一見するとカミサマと変わらないものであったが、彼女

と一緒に久渡寺にやってきた集落の女性に「K.H さんはカミサマですか？」と尋ねると、「カ

ミサマとはちょっと違う」との返事があった。本人もまた、カミサマであることを否定し

ている。しかし、自宅の一室には大きな祭壇が構えられているなど、カミサマたちにみら

れる特徴を共有している。 

 彼女が神様を熱心に拝むようになったのは、35、6 歳の頃である。当時給食センターに勤

務していた彼女は、家に帰るたびに体のだるさを感じるようになる。病院にいっても原因

は不明であった。その頃、家の庭に小さな池を造設したが、ある日そこに蛇が泳いでいる

のを発見する。その時の様子は以下のように語られる。 

 

人頼んで池こひらえたっきゃ。池、そしたら蛇だべな、泳いであったのよ。な、不思

議だでば。それこんだ、行ってびっくりして、それ殺さねで、網ッコもって掬って、

ナイロンの袋サ入れて、神様のとこ（自宅の斜め向かいの神社）サに池あったはんで[池

があったので]、そこ入れてきたのよ、な。若えときだな。して、一時したらまた泳い

であったずや。したとこで、カミサマの占いでねば、あい[あれ]だと思って、今度カミ

サマのとこいったきゃ。したら、ここサ龍神様のお堂立ててけれって、したとこで、

建てねば悪してまいねだもさ[悪いことがあってはいけないので]、建てたっきゃ、した

らいなくなってしまったっずや。不思議ばりあっただね。 

 

ことの顛末は次の通りである。蛇は一度近所の神社の池に逃がしたにも関わらず、また戻

ってきた。そのことを不思議に思った K.H は、同じ村に住んでいたカミサマのところに相

談に出かけた。すると、カミサマから龍神様を授かっているから祠を建てて龍神様を祀る

ようにという指示を受ける。身体の異常はつまりその予兆であったのである。すぐに池の

脇に祠を設け（写真 2-1）、その中に仏具店で買い求めた龍神の木彫りのご神体を入れ、今

日にいたるまで毎日欠かさず手を合わせるようになった。この時、オシラサマも授かって

いることもカミサマに教えられた K.H は、今度は久渡寺へ向かう。久渡寺の仲介でオシラ

サマを造ってもらい、こちらも祀るようになった。久渡寺へ何度か行き来を繰り返すうち

に、当時の住職に、修行してカミサマになるようにと誘いを受けるようになる。彼女は、

久渡寺の住職のもとで「オシラ経」などを暗唱。1976 年には同寺の紹介で、尾張高野山宗

から権律師の資格も取得している。 
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 しかし、彼女はカミサマではない。その岐路はどこにあったのか。彼女の言葉によると

次のようになる。 

 

  前の和尚（先代の久渡寺の住職）が、オラにロ、カミサマなれってな。来いへ[きなさ

い]って。そこに行って拝んで拝んで、カミサマの占いするご利益もらってくるばって。

オラ勤めあったべ。したとこで、なんにも教えねもんだね。して今度は、青森に八卦

おくとこあったんでねな、そこサ行って聞けばいいってした人あって、若えとき、勤

めとるか、神様とるかって八卦おいたもんだね。したっきゃ、その八卦が、神様は拝

んでいけばいいし、勤めをな、捨てるなって。 

 

要するに、「勤めをとるか、神様をとるか」の選択に迫られた彼女は、八卦のアドバイスで、

勤めをとったのである。カミサマになるために修行に出るとなると勤めに支障が出るよう

になる。そこで、彼女はカミサマとしてではなく、勤めをしながらも神様を拝むという道

を選んだ。「カミサマやっても、な、立派なんねば、人こねえし。神様はこの通り拝むべし、

勤めはやめるなっていったはんで、その通りやって、いま幸せ」と彼女は別の機会にも語

っている。 

 カミサマへの道を歩まなかった彼女の主な実践は、朝夕の神仏への拝みと時折の霊場め

ぐり、また祭壇の中央に祀っているオシラサマを連れてのオシラサマアソバセ（久渡寺の

大祭）等である。定年後は、近所に住んでいたカミサマのＫ先生を支える形で、村の人を

つれて津軽三十三観音などをまわるようになった。権律師の資格を取得したのは、人を連

れて歩くためには免許がなければいけないとの理由からだという。カミサマでないにして

も、彼女の存在は集落の信仰実践の要であると言える。特に彼女がオシラサマを熱心に祀

っていることもあり、集落でオシラサマを有している家の女性は、その扱い方等、彼女に

アドバイスを求める。また、久渡寺の大祭の際にはオシラサマのありがたさを語る彼女の

言葉に、同行した集落の人々は耳を傾ける。 

 彼女が自らの人生や現状について語る際、その結論は大抵「神仏への感謝」という非常

にシンプルな言葉へと行き着く。 

 

いままで生きてきたばって、人生いろいろあって生きてきたばって、別にそんなに苦

労もねくてあったし、子供も満足に成長したし、苦も悪
あく

もなく。旦那はいい人やった



62 
 

し。（中略）幸せに暮らして、必ず、今日はどうもありがとうの感謝、毎日神様サむか

って、明日もどうかお願いしますって。 

 

自分の人生には大きな苦労がなかったと語る彼女であるが、無論つらい経験は幾度となく

してきた。彼女の家には、カエルの置物が多数飾ってあるが、これは出稼ぎで頻繁に家を

空ける夫が無事「カエル」との願いを込めてであった。しかし、彼女の夫は 20 年前に、出

稼ぎ先の富山県で脳梗塞で急死している。「出稼ぎしても無事カエルってしたばって、やっ

ぱり帰らないでの。脳梗塞。これんだ、仕方ないっきゃの。うん。そうすんだね。それ辺

りは、まだ 62 だった。泣いたなあ。うん。オヤジは 65 だった。まだ若いっきゃの。かわ

いそうで泣いた」。加えて、夫の遺体を運搬するには高額の費用がかかることになったが、

「（骨ではなく）生で皆さまに見てもらって、成仏させたい」との思いから遺体の空輸を行

うことを決断した。言葉もわからない富山県で彼女は狼狽するばかりであったが、岡山で

暮らす息子が駆けつけてすべて手配をしてくれた。こうした窮地にあっても、息子に支え

られて 低限の念願を叶えることができたことは、「ありがたいこと」であると感謝の言葉

が付される。ここからは、神仏への感謝という言葉と実感が、強く K.H の人生を支えてい

ることがわかる。 

 

＜考察＞ 

カミサマとその境界的存在との比較で想定されるのは、カミサマにならない人は、「信仰

心」やそれを引き出す体験がカミサマよりも浅いために宗教的職能者として結実すること

がないのだ、という仮説である。しかし、K.H の夫の死のエピソードにみられるように、

仮に神仏との関わり方に深浅があるとしたら、K.H のそれは決して「浅い」ものではない。

少なくとも、夫の遠方での死という不幸を、幸運へと読み替えるだけの力をもっている。

そのため、宗教的経験の深浅はひとまず考慮に入れずに考察を進めたい。 

K.H の事例に特徴的なのは、「勤めをとるか、神様をとるか」との判断に迷いながらも、

結局は勤めをとったことである。神様を拝むことはやめていないので、正確には両方をと

ったことになるが、神仏の道に専従することはしなかった。こうした選択は他の多くの巫

者的職能者が通る道でもあり、次で扱う事例にも見られるが、ここで注目すべきは、K.H

がこの判断を下す際に八卦のところへ行ったということである。 

まず、庭の池で蛇を 2 度発見した時のことについて考えてみたい。この時彼女は「カミ
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サマの占いでなければ、あれだと思って」、村のカミサマのところに相談にいっている。

Favret-Saada は、フランス郊外の呪術について論じた書籍で、1 回きりの不幸は正常の範

疇であるが、不幸の反復は異常として感知され、人々を呪術的な解決策へと向かわせる契

機となることを指摘しているが134、K.H の事例を考える際もこの点は示唆的である。多く

の土地でそうであるように、津軽においても蛇の存在は特別である。それは龍神の化身で

あり、その異常な出現が何かを訴えるものとして考えられることはよくある。しかし、単

に一度蛇が出ただけでは、それは正常の範疇であり、蛇が出た以上の何事でもない。K.H

にとって蛇の出現が異常と感じられたのは、それが医者でも原因がわからない身体の異常

を経験している中での出来事であったためである。原因不明の心身の異常は、神様を授か

る際によく生じるものとして知られている。しかし、K.H においては体のダルさというだ

けでは、単なる「不思議」にとどまっていた。そこに蛇が登場したのである。心身の異常

と蛇の出現は、それぞれ個別では別段意味をなさないが、両者が結びつくことによって、

それぞれに潜在している神的な発想が動き出すことになる。それに加えて、離れたところ

に逃がしたはずの蛇が戻ってきたとなれば、これは完全に「異常」であり、その理由が必

要とされる。そして、その理由を解き明かすために、そうした発想群に も親和性の高い

カミサマが選ばれた。 

では、「勤めか、神様か」を迫られた際はどうだったか。こうした問題に答えを与える

も適切な主体としてカミサマが選択されてもおかしくない。むしろ、その道の専門家とし

てカミサマ以外の選択肢はないようにさえ思われる。しかし、K.H はこのとき、同じ村の

カミサマではなく、わざわざ遠く（青森）の八卦に行っている。カミサマとは、その人生

において「勤めか、神様か」という選択をすでに経験しており、その際に「神様」を選ん

だ人物である。そうした人物に同じ相談をもちかければ、当然「神様」を選べとの回答が

下る可能性が高いことが予測される。一方、八卦であれば、筮竹を使用したその占いは、

カミサマに比べてより「客観的」な性格をもつ。K.H がこの重要な局面で、八卦のもとを

訪ねたのは「人の勧めだった」と言うが、八卦を選ぶことによって半ば意図的にカミサマ

への道を狭めたとも見ることができる。選択を迫られていた当時、彼女は心身の面でも収

入面でも比較的安定した生活を送っていた。給食センターをやめ、カミサマになるための

修行に入るという、いわば新しいキャリアを築くための動機はこうした安定した状況の中

では浮上しにくかったと考えられる。 
                                                  
134Favret-Saada 1980. 
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もう 1 点、K.H の事例で注目したいのが、彼女が自分はカミサマでないというとき、そ

の根拠は、占い、すなわち自身の力を使っての「商売」135をしないことに求められている

ということである。商売をするためには、修行を通して占いをするためのご利益を授かる

必要があると彼女は考えている。それは勤めをとったために、彼女が進むことがなかった

道である。彼女の言葉からは、「商売」をするかしないかという点がカミサマ一つの指標と

なっていることがわかる。 

 

2. <事例 2-2>Y.K（1937 年生、女性、弘前市） 

Y.K も、事例 2-1 の K.H と同様に、カミサマになることを断った経験をもつ。霊力を用

いての「商売」をしておらず、周囲も彼女のことをカミサマとしては考えていない。第 1

章 3-1 で論じた石神神社に 50 年以上通っており、彼女の信仰実践は同神社を中心に展開し

ている。石神神社の大祭では、台所を取り仕切り、他の信者をまとめる役割も果たしてい

る。 

Y.K は、姉（故人）が石神神社で修行をしたカミサマであった。23、4 歳の頃、姉に連れ

られて初めて石神神社に行く。Y.K 自身も、神仏が話しかけてくるなど不思議な夢を以前か

らみていたために、石神神社への参拝を欠かさないようになった。尾太鉱山（中津軽郡西

目屋村、夫ともそこで出会う）で働いたり、居酒屋を営んだりと、活発に働き、人と関わ

ることを好む彼女は、神社でも他の信者との交流を楽しんでいる。石神神社では、行者た

ちが泊まり込みで山を駆けたり滝に打たれたりしていたが、彼女は時たま山をめぐる程度

で、特に修行をしていたわけではない。しかし、神社近くで竜のような形をした木を拾っ

たことにより龍神様を授かり、また居酒屋の客から女性性器の形をした奇石を譲り受けた

ことにより淡島様を授かる等、カミサマに典型的にみられる「授かり」の経験を繰り返し

ている。さらに直接的には、シンメイサマ（神明様＝天照大神）が夢に出てきて、カミサ

マになるように彼女に催促をしてきたという経験をもつ。彼女はこれに対して、「私はカミ

サマ、好きじゃないっていうとおかしいけど、やりたくないからやらないで」いたという。

それは、「私はお姉さんがやってきてるの見てるから。大変だってわかるから。カミサマに

はならない」という彼女の意志に基づくものであった。しかし、神様からの催促を断るの

は容易いことではなく、その代償は心身の異常として彼女に現れた。 

 
                                                  
135イタコが自分の巫儀を指して使う言葉であり、カミサマたちも用いている。 
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（カミサマをやれと）2 回も 3 回も言われた。言うこときかないから、草取ってて、し

ゃがんで草とって立ったら足痺れて、21 日入院したり、いろんなことあったよ。神様

にむったど[すごく]叱られてた。で、こんど姉が修行してるとき、パチンコさ行くなっ

て、私夢みたっきゃ。シャッター、パッっと閉まったのよ。それでも私、言うこと聞

かねえで、パチンコさ行って、腹病めてきたの。腹病めてきて、なんぼやっても治ん

ねえで、うちの姉が生きてたから、健生病院あるでしょ、1 時半に健生病院に車のっけ

て、健生病院のなかサ、私おぶって、して、病院サ行って、痛み止めと、吐き気の止

まる注射しても、全然止まらねえで、朝 5 時なったら、私がひらめいたの。こいだけ

さ、姉が、姉のことおばあちゃんって（呼んでいたのだけれども）、シラガミサマ（オ

シラサマ）もってたから、こいだけ私なおんねえって、おばあちゃん（＝姉）よんで

けれって、おばあちゃんがシラガミサマ連れて来て、ごめんくださいってして、シラ

ガミサマ私に抱かせたら、その腹ぴたっとなおったの。嘘でね、ほっんとの話、これ。

ぴたっと治ったの。だから神様にいっつも叱られてあったの、私。いっつも叱られて

る人。 

（中略） 

でから、なんで神様こうして私のこと殺さねえで、生けらかしてるかなって思えば、

私が欲とこないから。行けばみんなとこう、話ッコして、みんなバ、こう笑わせて、

そこが神様いいんだべなって思ってる。うん。 

 

ここには、彼女が神様の命令に背いた結果、度々「叱られて」きたということの具体的な

内容と、それにもかかわらず神様が彼女のことを「生かしている」ことについての彼女な

りの理解が示されている。つまり、彼女は結局カミサマになりたくないという自分の意志

を貫いた。しかし、それでも神様に許してもらえているのは、自分は欲のない明るい性格

で周囲を和ませることができ、そのことが神様を喜ばせているためである、と考えられて

いる。50 歳を過ぎたころ、彼女は夢でシンメイサマよりきれいな服をもらう。このことは、

神様が Y.K のこれまでの歩みを認めたものとして受け取られている。 

しかし、Y.K は常に神様の要求を拒否しているわけではない。彼女がカミサマにならかっ

たことと関連して注目すべきは、息子についてのエピソードである。彼女の息子（故人）

は、石神神社で修行をして、その仲介で御嶽教から資格を取得（1994 年）。太夫様（神職の

こと）として、自宅で依頼を受けて祈禱等をしていた。Y.K が息子を修行に出したのは、夢
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にシンメイサマが現れ、「誰かあんたの子供、わたしの白足袋履かないか」と告げたためで

ある。白足袋とは神職の履物を指すという。つまり、「わたしの白足袋履かないか」という

言葉は、天照大神に仕える者になれという託宣であった。石神神社の祭神は天照大神であ

る。自分が進まなかった修行の道を、息子が代わりに歩んでくれたことになった。 

 Y.K が現在の家に引っ越してきたのは、およそ 18 年前である。その前は、弘前市内の新

興の住宅地に暮らしていた。夫と息子を亡くした現在は、1 人で暮らしている。村の人々の

との関係は良好であるが、地域の信仰行事とは一定の距離を保っている。春先にカミサマ

（かつてはイタコ）を村に招いて 1 年の吉凶を占う春祈禱には、数回参加して以来、お金

のみを出すようになっている。いわく、「合わねぇっきゃ。村の人だば仲いいけど、神様の

ことってばちょっとね、いろいろあるっきゃ」。なかでも、春祈禱を担うカミサマが「津軽

弁丸出し」であることを彼女は非難する。こうした非難は、彼女が尊敬する石神神社の現

宮司の母である Y（カミサマ。詳細は第 1 章 3-1）の作法が基準として行われており、「マ

マさん（Y）と違うから、わたしたちには合わない」と語られる。ここからは、彼女の実践

や神仏についての理解の基盤は、集落にはなく、あくまで石神神社にあることがわかる。 

 

＜考察＞ 

 Y.K の語りをいくつかのポイントに整理してまとめてみたい。まず、事例 2-1 の K.H と

比較すると、Y.K にカミサマになることを迫った神様の力は強力で、身体の異常という形で

彼女が要求に従わないことを咎めている。それにもかかわらず、Y.K はカミサマになること

はなかった。K.H のように「勤めか、神様か」との選択を迫られたわけではないが、結果

的に Y.K も神様ではなく勤めを優先したのである。 

 Y.K がカミサマにならなかった背景について、もう少し考察を進めたい。Y.K の諸実践は

若い頃から一貫して石神神社を中心としたものである。Y.K は、弘前市に隣接する西目屋村

の生まれであるが、仕事の都合に合わせて生涯で何度も引っ越しを経験している。そして、

引っ越し先のどの集落でも、そこでの信仰行事に深く関わることはなかった。その背景に

は、石神神社の信者であるために彼女の側から関わりを控えていたことがある。しかし、

この点を裏返してみれば、彼女が石神神社を熱心に信仰するのは、転居によってどこの土

地にも根付くことがでなかった信仰の基盤を石神神社に求めていたためとも見ることがで

きる。 

石神神社との関係が深くかつ長くなるにつれて、神社内での彼女の地位は安定したもの
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となる。現在は、神社の 古参の 1 人として、神社側からの信頼も厚い。彼女は神社の教

師資格を取得していないこともあり、祭祀には一切関わらないが、神社の台所に立てばそ

の意見は絶対的である。彼女は石神神社について、「この高神
たかがみ

に私みたいなもんでも足運ば

せていただいて、使っていただけてありがたいとおもっています」と語る。カミサマにな

らずとも、彼女は石神神社の裏方として神様に十分な奉仕をしているのである。 

もし、彼女が神の命を受け入れカミサマとなるべく一修行者となっていたとしたら、彼

女は神社に集う他の修行者たちとの比較に晒されることになる。そこでは、修行への取り

組み方やそれによって得られた霊力という、彼女の担当してきた「裏方」とは異なる基準

で、神社内での彼女の地位が新たに裁定される。裏方として十分に神様に仕えているのに

も関わらず、敢えて修行者に転身して、自らの貢献度を測りなおす必要があるだろうか。

こうして神社内で安定した地位が確保されていることは、彼女がカミサマになる必要性を

低下させていると考えることがでる。また同時に、カミサマにならずとも、自分の日ごろ

の行いによって神様に許してもらえていると彼女が確信するところの根拠になっていると

いえる。 

 

3. <事例 2-3>S.E（1963 年生、女性、弘前市） 

 S.E がカミサマであるのか否か、その判断は難しい。事例 2-1 と事例 2-2 で見てきたよう

に、自身の能力を用いて「商売」を行うことを基準とすれば、S.E は専業ではないものの、

自身の霊力を用いての商売を行っているために、カミサマである。しかし、彼女が拝む部

屋には四国八十八ヶ所の掛け軸が 1 本あるのみで、カミサマに特徴的な豪華な祭壇はない。

普通の神棚でさえ設置されていない。また、どこかの社寺や霊場で修行をした経験ももた

ない。彼女を知る人たちに聞けば、「カミサマといえば、カミサマ」といった程度の反応で

ある。なによりも、彼女自身がカミサマであることを否定している。 

 S.E は弘前市内で家族と共に理容室を営んでいる。店の経営がうまくいくよう、昔から生

まれ育った集落（弘前市 I 地区）の社寺や祠に手を合わせていたが、2005 年頃から、夢で

神仏にさまざまなことを「教えられる」ようになる。彼女は、神仏の命により、自分の経

験や独自の経の解釈を原稿用紙に書いて保管している。以下ではインタビューの書き起こ

しに加え、それら手書きの資料も参照しながら彼女の歩みと実践の内容をみていく。 

 初に来た指示は、生家のある集落で祀られている「 上様」からであった。それは、5

月 1 日におまえが来てお経を入れろ（唱えろ）、というものであった。その理由は、5 月 2
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日に集落でイタコを呼んで祈禱をおこなったが、そのイタコのお経が「何もとどいてはい

ない」ためだと 上様は彼女に伝えた。なぜ彼女にそのような指示が下ったのか、彼女は

次のように記している。 

 

なぜ、私にそんなことが出きるのかと思ったら、三年前（2005 年）に 上様へ行った

時、心臓に、金の光のヤがむねにささったのです。とても、心臓がいたみはじめて、

病院へ向かわなければいけないと思い、心で「今、 上様に、参拝するのに、なぜこ

んなことに」と、心でつぶやいたら、いたみがとれました。それからです。不思議な

ことばかりおきました136。 

 

矢が胸に刺さったというこの体験以降、様々な命が神仏から下るようになり、彼女はでき

る範囲でそれに従い神仏に手を合わせた。一番多いのは、どこそこの神社や寺に行って拝

めというもので、それに従い津軽三十三観音をはじめとする有名社寺をめぐった。その多

くは、「来てくれ」という形で、神仏から懇願されたものとして語られる。しかし、常に実

現可能な要求が来るわけではない。ある日、夢で熊本県の釈迦院に来てくれと言われた。

あまりに遠いので、店を営む彼女には不可能な要求であり、実現することができなかった。

その点については次のように語られる（＊は筆者）。 

 

＊「行けない場合ってどうするんですか？」 

S.E「行けませんって、心の中で言う。」 

＊「それで許してもらえる？」137 

S.E「許すも許さないも、行けないものは行けないっきゃ。お金はなきゃいけないし。

別に四国歩いた人ではないし。商売やっちゅうはんで。」 

 

このように、彼女の信仰実践に関しては、あくまでも床屋としての商売が優先され、それ

                                                  
136S.E が 2007 年 7 月 1 日に記した「日本の奥の院とは」と題された文書よりの引用。 
137筆者がここで「許す」という言葉を用いたのは、先の事例やユタの成巫過程に顕著にみ

られるように、神仏からの召命は時に心身の不調や家族の不幸などの形で拒否する者に制

裁を加えるものとして語られることがあるためである（谷川 2000）。そうしたイメージが

こうした言葉の使用につながった。事例 2-3 においても、神仏の言葉を拒否することで「叱

られてきた」という語りがあったが、S.E にはこうした「制裁」の発想がないことが確認で

きる。 
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を妨害するような要求はあっさりはねのけられる。そもそも彼女が神仏を熱心に拝み始め

たのは、家族で理容室を開いてからのことであり、その目的は店の繁盛と子供たちの安全

にあった。店の繁盛を願うための拝みが、店の営業を妨害するようでは本末転倒である。

しかし、このことは彼女の神仏の世界へのコミットメントが弱いということを意味しない。

彼女は夢のなかで神仏に教えられたことを、自分なりに解釈、発展させ、原稿用紙やスケ

ッチブックに書き付けている。その書き込み方は念入りで、いかに多くの時間と熱意がこ

の行為に割かれているかをうかがわせる（写真 2-2）。 

一方で、S.E の言葉にある「四国歩いた人ではない」という表現は、自分が修行をしてい

ないということを意味している。夢の中で直接神仏から言葉を授けられたり、あの世の様

子を見せられたりしたという彼女であるが、霊場などでの修行の経験はない。そのため、

カミサマの多くが所持しているような教団の教師資格ももっていない。彼女はこの点を少

なからず気にしており、次のように語っている。 

 

夢とかはたまに見るけども、普通の人とちがうからあんま言わないようにはしてるけ

ども。いや、これだけはわかってくれる人もわからない人もあるから。うん。でもカ

ミサマでばないし。イタコさんはホトケとか。あっちは免許もってるんだ。だから、

どうやって免許もらうだか？ でも、川倉サ行っても、中尊寺サ行っても、免許なけ

ればだめですか？ っていえば、大丈夫ですっていうず。 

 

また、他の機会にも、 

 

私の場合は（他のカミサマとの交流）ない。だってあの、そっちのほうにいく人はや

っぱ修行とかあって、免許ってあるみたいなのさ。 

 

と語っている。 

 免許や修行の経験がないことは、彼女にある種の後ろめたさを与えているようでもある。

彼女が「カミサマではない」として、積極的にカミサマを名乗らない一因をここに見て取

ることができる。しかし、他のカミサマと違うということは、同時に彼女の自尊心の源と

なっている。彼女は、自分はカミサマやイタコとは違うと語るが、その背後には、カミサ

マ、イタコに対する次のような批判がある。 
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  ちょっと今のカミサマ、イタコたちはだらしないと思う。ほんとに授かっちゅうのか

って、私はいいたい。ただ修行して免許もらって、それだけでやるんだば、だめだね。 
 

夢についても、「普通の人とちがうからあんま言わないようにはしてる」と表向きは消極的

な面を見せながらも、その内容と自身が行っている実践については圧倒的な自信をもって

いる。たとえば、彼女は多くの不幸の原因を水子に求めるが、彼女が拝むことによって、

直接的にあの世の水子やそれを助ける先祖に経を届けることができるという。 

 

やっぱり供養してるようにみえても届かない人あるじゃ。拝んでても、お坊さんでも

全部届くわけでないの。これだけは。何かが授かって。私の場合は光が入ったから。

光入って、そのあたりが多分あの世に見えるんだべな。 

 

こうした水子の実践には、川倉賽の河原地蔵尊での供養が も効果的であるとされる。第 1

章で論じたように、こうした点はこの地域で広く共有されている社寺について知識を踏ま

えたものである。しかし、彼女の語りは、他のカミサマたちにはあまり見られないような

広がりを見せる。たとえば以下のような発言である。 

 

不思議なことでさ、信長とか、秀吉とか、家康とか（夢に）出てきたりするんだけど、

そういうのは笑われるよって言われたの。だけ、でも実際くるはんで、困っちゃって

るの。で、昭和天皇あるべ、あの昭和天皇が使いを遣わせて、許してくれないかって

きて、何のことかさっぱりわからない。だから不思議だなって。 

 

第 1 章で確認したように、カミサマが地域でその評価が共有されている有名社寺等にその

実践を結びつけることは、カミサマの発言や実践の妥当性を支える根拠となっていた。S.E

は不幸の原因としての水子という発想や、その対処としての川倉での供養という面で、地

域性に根付いているが、信長や昭和天皇といった存在は、それを大きく超え出る。そうし

た彼女の語りの超地域的性格も、その自覚のレベルと他称のレベルの両面において、彼女

がカミサマであると断言できない一つの原因であるといえる。 
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＜考察＞ 

 しかし、彼女は全く独自の神仏理解を展開しているわけではない。上記の発言で、「そう

いうのは笑われるよって言われたの」とある通り、他者の「常識」とのすり合わせがある

程度図られている。彼女の語りが、「普通の人とちがうからあんま言わないようにはしてる」

などと、時に消極的なポーズをとるのは、独自の神仏理解が相手にどの程度通用するもの

なのか常に見極めながら彼女が語りを構成していることを示す。 

 彼女の信仰的背景について触れれば、彼女の両親はあるカミサマのもとに熱心に通って

いたことがある。毎日拝んでいる掛け軸も、そのカミサマ（先生）から購入したものであ

る。彼女はそれが誰であるかを明かさなかったが、すでに故人となったある著名なカミサ

マを調査している際に、偶然彼女の両親の話が出てきたことから、その詳細が詳らかにな

った。S.E の両親は、信者としてそのカミサマを支えていたが、ある機を境に交流が途絶え

る。長い間音信不通にしていたのにも関わらず、ある日突然やってきて、娘に免許を出し

てくれ（弟子にしてくれ）と言ってきたことで、そのカミサマは立腹したという。S.E は他

のカミサマの交流はないと語るが、地域で影響力のあるカミサマの不興をかったことによ

り、交流することができなかった、もしくは、自らあきらめたというのが実際のようであ

る。カミサマたちはカミサマ同士のつながりをあまりもたないが、それでも同じ呼称を授

かっているだけのことはあり、ゆるやかな傾向性を共有している。S.E は地域で名の知られ

たカミサマに拒まれたことにより、カミサマたちの世界に上手く参入することができなか

った。それは彼女のカミサマとしての自己形成を困難なものとしたが、彼女はイタコやカ

ミサマ一般を批判することにより、自分は従来のカミサマとは違うのだという在り方で自

己を規定することに成功しているといえる。 

 また、彼女の語りがもつ超地域的、超伝統的性格は、巫者の教祖化という新たな論点を

予感させる138。しかし、彼女においては先に指摘した通り、周囲の「常識」とのすり合わ

せが常に意識されている。そのことによって、彼女はカミサマの「ような」人として、地

域の信仰習俗の一部として（一応は）認められ、またそれを自認している。民衆宗教研究

の文脈では、中山みきや出口なお等、巫者的性格を強く有する民衆宗教の諸教祖の言葉に、

民俗信仰の次元から、普遍性を帯びた思想への展開をみることがある139。そうした視点か

らすれば、彼女のような存在は、民俗信仰のレベルに「留まっている」ともいえる。 

                                                  
138桜井徳太郎は、ユタの教祖化の事例（生天光）を報告している（桜井徳太郎 1977a）。 
139村上重良 1958. 



72 
 

ちなみに、彼女は 2 年前に「あたった」ために全身に麻痺が残り、いまはリハビリに励

んでいる。そのため、現在はそれまで行っていた諸々の実践は行っていない。 

 

4. おわりに 

本章のようなカミサマの境界的事例から共通して見えてくるのは、神意に導かれながら

も、日常生活者としての道を捨てなかった人々の姿である。カミサマになれとの呼びかけ

に応えなかった過去を肯定的に解釈し、受け入れるその在り方は、超越的存在と人間との

関わり方を考える上で、非常に重要な側面を提示しているように思われる。神の声を聞い

た者がみな巫者や神秘家になれるわけではない。おそらく、多くの「神の声」は、こうし

て日常生活のなかに取り込まれ、人生の全てに対して感謝の念を湧き起こさせる源泉（事

例 2-1）となったり、今の自分の生活を肯定する根拠（事例 2-2）となったりする。ここに

は、超常的な経験と折り合いをつけ、日々を継続していく人々の日常世界の柔軟さをかい

ま見ることができる。 

また、境界的な地位にある彼女たちの語りや生活からは、カミサマの輪郭を描くための

いくつかの条件を抽出するこができる。たとえば、「自分は○○でないからカミサマではな

い」等の否定の形で表明されるのは、彼女たちが想定する「カミサマ」のあるべき姿であ

る。まず、事例 2-1 と 2-2 では、商売をしているか否かという点が一つの指標として本人た

ちによって語られていた。また、彼女たちの語りでは、商売をしないことは、修行の道に

入らなかったことを意味していた。一方、商売をしていながらも、カミサマとしては境界

的な存在に留まっている事例 2-3 においては、免状を有していない点が本人のカミサマとし

ての自覚を曖昧なものとしていた。さらに、事例 2-3 で触れた祭壇の有無という問題も注目

に値する。精神医学の立場から長年巫俗を研究してきた佐々木雄司が、カミサマとイタコ

の差異として提示しているのが祭壇の存在である。いわく、「一般に、イタコに比し、（ゴ

ミソが：引用者註）自宅に構える祭壇は華美であり、病人の出張治療や特定の場所の禊な

どを除けば、依頼者がゴミソ宅を訪れるのが普通」140であるという。つまり、客を迎え、

巫儀を行う場として祭壇は重要な意味をもっており、その有無はカミサマをめぐる も可

視的な指標として考慮に入れる必要がある。これらの要素を抜き出すと、以下の表として

示すことができる。 

 
                                                  
140佐々木雄司 1967:445. 
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 祭壇 商売 行 免状 

事例 2-1 ○ × 久渡寺の住職より経を教わる。 ○ 

事例 2-2 ○ × 石神神社への定期的な参拝は有り。 × 

事例 2-3 × ○ 全国の霊場巡り。夢の中。 × 

 

 比較のために、第 1 章で扱った 5 つの事例も同じ形で表にまとめると次のようになる。 

 

 祭壇 商売 行 免状 

事例 1-1 ○ ○ 複数の霊場にて。 ○ 

事例 1-2 ○ ○ 夢の中での修行のみ。 × 

事例 1-3 ○ ○ 全国の霊場巡り。 ○ 

事例 1-4 ○ ○ 先生の指導の下、石神神社にて。 ○ 

事例 1-5 ○ △※1 日常的に水垢離や断食。 ×※2 

※1 赤倉山神社の方針に従い、謝礼は受け取らない。しかし、彼の霊力を頼って助言

を求める人は後を絶たず、信者集団も形成している。彼が他者の為に行う実践が多いこ

と、そして本人の経営する居酒屋の客として依頼者が訪れることもあり、金銭的な流れ

が無いわけではないため、ここでは△とした。 

※2 彼の所属する赤倉山神社が免状の発行をおこなっていないため。 

 

まず商売について考えてみたい。そもそも依頼を受けての託宣や口寄せを「商売」と称

するのは、イタコの語彙として知られてきた。イタコが修行をして一人前になるというこ

とは、商売ができるようになるということであり、その条件は修行を通して祭文や作法を

記憶、習得し、成巫儀礼によって神を降ろす能力を証明することであった。極端に言えば、

イタコの修行とは金銭を受け取るに足る巫儀の技を身につけることを目的とした過程であ

った。その意味で、「修行」というよりは「修業」と呼ぶほうが適切である。また、特に明

治期以降その存在が「迷信」や「風俗紊乱」の語で取り締まりの対象となる可能性が高か

ったイタコのような民間の宗教者が、客を相手に金を取るという行為は「詐欺」などのレ

ッテルがはられやすいものであった。そこで、教団からの免状をもつことで、その行為を

教団の権威と接続し、正統性を獲得することが重要な意味を持っていた。イタコは、教団
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からの免状をオダイジやユルシと呼び、常に携帯していた。免状は商売の許可証でもあっ

た。 

カミサマの場合も、「人を見るには免許が必要」とよく言われ、商売するには免状をもつ

べきというゆるやかな規範が受け継がれている。事例 2-3 で S.E が自分は免状をもたない

にも関わらず商売をしているということをしきりに気にしているのは、そうした規範意識

の表れとして考えられる。しかし、イタコとは異なり、個人的な探究としての側面が強い

カミサマの修行にはゴールがない。その終わりを告げる成巫儀礼もない。そのため、どの

段階で商売が可能になるのかが判然としない。多くのカミサマが語るのは、その能力の噂

を聞きつけて人が相談を持ちかけるようになり、それが次第に広まることでカミサマとし

ての自覚が目覚めていくという段階的な過程である。そして依頼者が礼として金を置いて

いくことが続けば、それが商売となる。カミサマの側から具体的な金額を提示することは

少ないが、通常の相談事であれば、相場は 3,000 円から 5,000 円程度である。その過程で、

免状の取得が目指されるのは、カミサマとしての商売を生業としていくカミサマ個人の自

覚の表れであるといえる。そのため、商売と免状の有無は多くの場合で対応する。本章で

扱った境界的な事例においては、両方とも○である事例がない。そのため、両方を兼ね備

えていることがカミサマであるための条件と結論付けたくもなるが、事例 1-2、1-5 を見れ

ば、免状がなくてもカミサマである場合がある。そこで、少なくとも商売の有無が条件と

しては重要であり、免状はそれに付随するものであるといえる。ちなみに、事例 2-1 の K.H

が免状を取得したのは、商売のためではなく、社寺の巡礼を引率するためには免状が必要

であるという周囲のアドバイスを受けてのことであった。 

イタコに比べて成巫の契機が曖昧なカミサマにとって、商売のもつ意味は大きいように

思われる。金銭が支払われるということは、カミサマの言葉や実践が、依頼者が普段の生

活で知り得る、乃至は成し遂げ得る以上のものを提供するという前提で成り立つものであ

る。つまり商売は、カミサマと依頼者間の知識の不均衡141を前提として成り立つと同時に、

その知識の不均衡を貨幣によって象徴し、可視化する。そのことが、個人のカミサマとし

ての自覚に与える影響は大きい。 

 次に祭壇について考えてみたい。第 1 部で扱うすべての事例の中で、祭壇を有していな

いのは、本章の事例 2-3 だけである。先の佐々木雄司からの引用でも示したように、祭壇を

                                                  
141小田 1987. 知識の不均衡配分とカミサマの権威の関係については、第 4 章でさらに議論

を深める。 
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持つということは、カミサマの基本を成すといえるが、ここでは、事例 2-3 が祭壇を有して

いないということから出発して、カミサマの祭壇がもつ意味について考えてみたい。 

 事例 2-3 は、本章の他の事例と同様に、カミサマとして境界的な存在ではあるが、その理

由は他の 2 名とは異なるように思われる。先の議論を参照すれば、事例 2-1 と事例 2-2 は商

売をしていないからカミサマではない。カミサマと混同されるのは、彼女たちが神仏を熱

心に拝み、神仏との対話を行うなど、他の人より神仏に熱心に向き合い、神仏に関する知

識を豊富にもっているためである。しかし、事例 2-3 は商売をしているのにもかかわらず、

自称他称の両方において、カミサマとは積極的にみなされない。＜考察＞において、その

原因の一つとして、彼女の語りの超地域的、超伝統的な性格を指摘したが、彼女が祭壇を

もたないこともこの点と関連していると考えられる。 

第 1 章と第 2 章で扱った事例のうち、許可を得て撮影することができた祭壇の写真を以

下に並べてみる。また、先取りになるが、次章で扱う赤倉山金剛寺に所属する 3 名のカミ

サマ（事例 3-1 から 3-3）についても、比較のためにその祭壇の写真を掲載する。 

 

 

事例 1-1 事例 1-2 事例 1-3 

 

 

事例 2-1 事例 2-2  



76 
 

 

 

 

事例 3-1 事例 3-2 事例 3-3 

 

祭壇の中央には神鏡が配されることが多いが、自らが重視する神仏を置く場合もある。事

例 2-1 の場合はオシラサマ、事例 3-2 の場合はカミサマであった父から引き継いだ山の神の

像、事例 3-3 では、カミサマであった義母から引き継いだ弘法大師の掛け軸が中央を占める。

その周囲には、個人がその生涯を通じて様々な縁から「授かった」神仏の像や石や木など

の自然物が祀られている。内容はさまざまであるが、太鼓、御幣、燭台といったものはほ

ぼ共通してみられる。 

 何よりも目を引くのはその規模である。多くの場合、一部屋の壁一面が階段状の祭壇と

なっている。事例 2-1、2-2 にあるように、カミサマでなくとも祭壇をもつ場合があるため

に、祭壇を有していることは直接的にカミサマであるということを意味しない。しかし、

祭壇をもつこと、そしてそこに授かってきた多数の神仏を祀ることは、その個人の「拝み」

がいかに熱心なものであるかを目に見る形で提示する。同時に家の中にこれだけの祭壇を

設置することが許容されるということは、そうした「神信仰」の生活に対する家族の一定

の理解も物語る。多くの場合カミサマは自らの祭壇の前で依頼者を迎え、祭壇を通して神

仏に問いかけ、また祈願する。祭壇は、巫儀の拠点となっている。そのため、事例 2-3 が祭

壇をもたないという事は、その超地域的な語りに加えて彼女が地域のカミサマ像から逸れ

る特徴の一つとなっている。 

以上をまとめると、事例 2-1、2-2 は商売をしていないという点でカミサマではなく、事

例 2-3 は、商売をしているが、地域性から外れる志向を（部分的に）有する点で保留付きの

「カミサマ」となっているということができる。 

 ここで、 後に残されたのが修行の問題である。上記の表では仮に「行」として各人の
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経験を簡単に記した。行をめぐっては一概に「有」「無」で表記することが困難である。ま

た、近年、カミサマたちの間では、行に対する態度やその内容が変化していることから、

次章で新たな事例を加え、より詳細に検討していく。 
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第 3 章 カミサマと行――赤倉山金剛寺を事例として 

 

はじめに 

 赤倉という地名がこれまでカミサマたちの語りの中で幾度となく出てきた。カミサマの

行場として知られている岩木山北麓のこの地は、カミサマを語る上では欠かせないもので

ある。しかし、近年は行場としての衰退が目に見えて明らかで、ここで修行をするという

カミサマや行者も減っている。かつての賑わいを失い、無人になった行者小屋が並ぶ赤倉

の光景は、カミサマという存在にとっての「行」の役割の変化を予感させる。本章では、

前章にて触れることができなかった修行の問題について、カミサマの主要な行場であった

赤倉という場所を中心として考えていく。その際に事例とするのは、赤倉山の山号をもち、

開山以来、赤倉霊場とカミサマたちと深い関係をもちながら活動を展開してきた平川市の

金剛寺である。カミサマにとっての行、赤倉の歴史と神、金剛寺の来歴と活動をそれぞれ

確認した上で、金剛寺に集うカミサマたちの具体的な語りを参照し考察を加えることによ

って、赤倉を離れたカミサマたちにとって赤倉が、そして修行がいかなる意味をもってい

るのかという点について考えていく。 

  

1. カミサマと行 

 前章の事例 2-3 の S.E は、自分はカミサマとは違うと語るとき、次のような言葉でそれ

を表現している。「そっちのほうにいく人はやっぱ修行
．．

とかあって、免許ってあるみたいな

のさ」。ただ、違う機会では自らの修行について「わたしはただ般若心経。本買ってきたん

だって。それで独学だべな。それで夢の中で修行
．．

させるっての。岩木山サもいってるよ。

噴火 2 回してるんだよな。それを止めないとって飛んでるんだ、自分が。不思議だったの」

と語る。つまり、同じ修行の語が用いられているが、カミサマになるための「修行」と、

自らが夢でさせられた「修行」が異なるものとして語られている。こうした「修行」の語

の用い方は、S.E に固有なものではない。事例 2-2 の Y.K も、自分がカミサマになっていた

かもしれない可能性について語り、「おばあちゃん（姉）の後とってたかもわかんね。私は

おばあちゃんの修行
．．

がつらいなっていってるの見てきてるから（しなかった）」と語る。Y.K

はそれでも、自分は他の人より石神神社の祭神に仕えることによって、修行をしているた

めに、日常のちょっとした妬みや嫉みに対して屈しない力があると自負する。たとえば、「そ

れでも私はそれだけ修行
．．

してるから、別にたいしたことないけど、やっぱりしゃべってる
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言葉でわかるっきゃ。生きてる妬みが一番怖いんだよ」と語られる。こうした「修行」の

語の多義的な用い方は、第 1 章の N（事例 1-2）でより明らかである。彼女は、「普通の人

は修行
．．

をして何かを求める」が、「あなたは 35 年間寝て（夢の中で）修行
．．

をしたので、修

行はいりません」と神仏に言われたことをカミサマとなった契機として語る。ここでは、「普

通の人」が（カミサマになるために）する修行と、S.N が夢の中でしてきた修行が対比的に

語られながらも、代替可能であるとされている。 

このようにカミサマとその周辺の人々が「修行」という語を多義的に用いている点につ

いて、参考となる指標として佐藤憲昭が提唱した「身体的修行」と「学習的修行」の区分

がある142。佐藤によれば岩手県 K 市の巫者（カミサン的職能者）の修行には、苦悩・苦痛

の軽減や除去を求めての修行と、職業自覚をもって商売に必要な技を身につける修行とい

う 2 つの局面があるという。前者で際立つのが身体的行為による「行」の局面で、現世利

益を追求する「無師独自」の修行である（「身体的修行」）。後者は、師匠を獲得しながら、

あるいは先輩行者の影響を受けながら職能者としての常識（祝詞・経文・儀礼の仕方等）

を学習する修行である（「学習的修行」）。この分類によれば、職業自覚の有無が 2 つの修行

の重要な分岐点となる。たとえば、僧から経を習ったりしているにも関わらず、自分がカ

ミサマではないと語る事例 2-1 の K.H のような場合、こうした指標は有効である。つまり、

彼女は職業自覚をもっての修行を行っていないこと理由に、「カミサマではない」との自己

評価を下しているといえる。しかし、夢で（のみ）修行をしたと語る事例 1-2 のような事例

はどのように位置づければよいのであろうか。前章でカミサマの諸特徴を表でまとめた際、

修行の有無を他の項目のように○×で示すことができなかったのは、身体的修行とも学習

的修行ともとれないこうした「修行」の経験を語るカミサマの存在があるためである。以

下では、こうした修行の多様化をもたらした要因と、修行の在り方の変化がカミサマに与

える影響についても考察する。 

 事例へと入る前に、まず山での修行、そしてカミサマにとっての修行がどのようなもの

として論じられてきたかまとめておきたい。 

 

1-1. 霊場赤倉とそこでの修行 

 岸本英夫によれば、「行とは、行いを通して心を鍛える営みである」143。そうした行に山

                                                  
142佐藤憲昭 1981:122 
143岸本 1975:7. 
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という場所が果たす役割については、次のように記されている。「自然現象の中で、修行の

手段として著しく活用されているものの一つは、山岳である。その幽邃な環境が、定住し

てこもるに好適であるのみならず、ことに、あるくということを基調とした修行にとって、

山岳は極めて貴重な行場ともなる」144。そして、山岳修行は一定の行場に籠もることを中

心とする「こもり」型の修行と、聖地霊場等を参拝巡歴することを基調とする「もうで」

型の修行に大別できる145という。 

 カミサマや行者の堂社が立ち並ぶ岩木山北麓の赤倉は、津軽地方における「こもり」型

の修行の中心地であった。 

赤倉は赤倉山とも呼ばれるが、山ではなく岩木山の北麓の赤倉沢を中心とした台地を指

す。この地に向かうためには、まず弘前市大森にある大石神社の脇の小路を登っていく。

すると赤倉の代表的なカミサマであった工藤むら（1887－1965）の赤倉山神社に突き当た

る。そこから東側に入ると金剛寺の赤倉霊場があり、大石川を渡り 10分ほど山道を登ると、

カミサマたちのお堂や宿泊施設が立ち並ぶエリアにたどり着く（写真 3-1）。ここを中心と

して 1985 年の時点では、修行を目的として建てられた 24 軒の堂社があったとされる146。

その後 2006 年の調査では、常駐型 1、2 社、週末管理型が 5、6 社、無管理状態が 7、8 社

であったことが報告されている147。 

赤倉の歴史を遡れば、この地は鬼神や大人
おおひと

が住む場所として、古くは『岩木山百沢寺光

明院縁起』（1701 年）や菅江真澄「外浜奇勝」（1796 年頃）に登場する。その他、赤倉の歴

史に関しては、楠や池上の論考148に詳しいが、両者が指摘するのは、岩木山神社のある南

麓は岩木山の「表」の信仰であるのに対して、修行小屋が乱立する北麓の赤倉は岩木山の

「裏」の信仰世界であるという点である149。津軽藩は岩木山の南麓（百沢）の百沢寺（後

に神仏分離により岩木山神社に）を支配することによって、岩木山を藩主家鎮守のために

動員した150。百沢には 4 代藩主信政を祀る高照霊社（現在の高照神社）も創建されている。

つまり、南麓は津軽家（藩）という公的な存在と結びついた岩木山の「表」の信仰を担う

こととなる。現在では、登山や観光も岩木山の南口を中心として展開している。池上の言

                                                  
144岸本 1975:178. 
145岸本 1975:175. 
146池上 1999:170. 
147櫻井義秀 2010:141. 
148楠 1979、池上 1984, 1999. 
149池上 1984:3. 
150池上 1999:145. 
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葉を借りれば、こうした「表」の信仰は、公的、体制的、集団的、一義的、男性的（切断・

整序的）性格を有していた。これに反して、赤倉という場では「裏」の信仰、すなわち私

的、非（反）体制的、個人的、両義的、女性的（融合・包括的）特徴をもった行者や巫者、

「民俗宗教」の世界が展開した。 

菅江真澄は「外浜奇勝」において赤倉について記して、「遠きむかしには、この山の麓よ

りいはきねにのほりまうつるに、まつ、このあかくらがたけを越へしかと、いとさかしく、

身をあやまつことをりをりなれば、とどめて、今は百澤をふもととぞせりけるとなん」151と

している。ここにあるように、岩木山に登る際にはかつては赤倉の側から入ったが、危険

な箇所が多いとの理由から、菅江の時代にはすでに南麓（百沢）方面からの登山道が主要

なルートとなっていた。つまりこの時には、すでに赤倉は登山口としても「裏」であった

ことがわかる。楠と池上の視点からは、南麓の百沢が藩の庇護のもとに発展していく裏で、

赤倉はその影として、表の顔からこぼれ落ちた裏の信仰の受け皿となっていったことがわ

かる。 

そうした赤倉は、古くから行者たちの修行場であったと考えらえているが、この地に現

在でも見られるような行者や巫者の堂社が建ち始めたのはいつ頃からか、その明確な時期

はわかっていない。郷土史家の太田文雄は、第 1 章で扱った種市の赤倉山神社が 1882 年に

赤倉に「永助堂」を建立したとしていることから、それを 初の堂社の建立の年としてい

る152。また、池上によれば、現存する堂社のなかで年代をさかのぼることができない簡素

な小屋をのぞくと、木造建築物の体裁を整えた本格的な行堂は大正末期のものが も古い

という153。その後、昭和 30 年代は営林署が希望者に対して国有地の貸し付けを自由に許可

したこともあり、赤倉での新堂社の設立が急増した154。赤倉がカミサマたちの修行場とし

て本格的に定着、流行していくのはこの頃からだといえる。ただし、昭和 40 年頃から、営

林署が新規に土地を貸さなくなったために、それ以降の堂社の建立は難しくなった155。 

では、ここでの修行はカミサマたちにとってどのような意味をもっていたのだろうか。

赤倉という場所が修行者たちに果たす心理的役割を論じた大橋英寿は、山全体が一種の壮

大な“箱庭”を形づくっていることを指摘している。堂社が多く建ち並ぶ赤倉沢から出発して

                                                  
151菅江 1934:410. 
152太田 1994:96. 
153池上 1999:170. 
154池上 1984:8-9. 
155太田 1994:68. 
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巌鬼山（岩木山の 3 つの峯のうちの一つ）の山頂に至るまでには「鬼の土俵」「不動の社」

「不動の滝」「銚子の口」「八十八ヶ所」「姥石」「磐戸口」等と名付けられた場所があり、

それぞれの場は修行者たちに霊的な体験を喚起させてきた。大橋が「箱庭」とするのは、

こうして山全体に配置されている数々の行場を指してのことである。カミサマたちは雪解

けを待って山に入り、夏の間堂に籠っての神仏に手を合わせ、山の中を歩き修行を行った。

津軽の厳しい冬の寒さと雪のなか、1 年を通して堂社に籠る修行者もいた。 

続けて大橋は、山に籠ることの意味について、「それまでの慣れ親しんだ環境や人間関係

のなかでの日常的な活動を中断して、異質の世界にはいることである」と論じる。しかし、

赤倉に籠ることは「一切の社会関係からの隔離」ではなく、「むしろ堂主や先達など、特定

の堂社の内のごく限られた人間との狭く深いかかわりへの適応であり、そこを支配する規

範や規律、そして共有されている超自然的コスモロジーの吸収であり同化過程である」156と

いう。そうした同化の一例として、大橋は赤倉のあるお堂（A 堂）で修行をしている女性た

ちの、修行の過程での神秘的な体験の内容が一定のカテゴリーに分類できることをあげて

いる。すなわち、夢、涙、胸、幻、声（音）、雲、鷹の 7 つである。こうした点は「津軽の

赤倉沢の行には、少なくとも A 堂で行をする者の間には、体験の内容そのもの、あるいは

体験の表現の仕方に共通の枠組みが存在することを示唆」157するものである。これらをま

とめて、大橋は赤倉という場の特徴を次のように論じる。つまり、赤倉とは「変性意識を

「異常な体験」としてではなく、行の効果による「貴重な神秘体験」として意味づける枠

組みとしてのコスモロジーが存在する」場であり、さらに「そのコスモロジーを直接的に

支え合う人間関係がもてる」158場である。 

 この点は、集団的修行について論じた松本皓一の指摘とも重なってくる。松本によれば、

「修行の本領は、恣意的な個人の自由を否定して、自らが選択した行為体系の枠組みへ自

己を積極的に規制させていくこと」159にあり、そうした既定の枠を用意しているのが、僧

堂や修道院などの修行の場であるという。松本が集団的修行のメリットとしてあげるのは

次の 3 点である。第 1 に、宗教修行にふさわしい雰囲気と設備が整備された修行場をもつ

こと。第 2 に、修行者同士が宗教的価値実現を目指し、相互に牽引し合う切磋琢磨のダイ

ナミックス（人間関係の力学的緊張）が働くこと。 後に、印可証明や免牘の交付といっ

                                                  
156大橋 1998:346. 
157大橋 1998:342. 
158大橋 1998:348. 
159松本 1981:8. 
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た制度的承認を与えられることである。こうした社会的評価・制度的承認が、「修行者個人

に主観的な充足感を与えると共に、修行における要求水準を更に高める刺戟剤として作用

する」という。赤倉においても、集団的修行のこの 3 点は適用可能である。 後の免状等

については、制度的に自前の免状を発行するシステムを備えている堂社は少ないが、御嶽

教や真言宗国分寺派等の教師資格を師匠となるカミサマが斡旋する場合が多い。 

一方で、赤倉で修行する者の「孤独」も指摘されている。池上は、カミサマたちが好ん

で用いる「一心」の語に着目し、「一心なる祈りは、その本質において「孤独」である。祈

る者はまさに「単独者」として神に対峙するからである」と論じている160。実際、修行を

行うカミサマ同士の横のつながりは希薄である。長年赤倉に籠って修行を行ってきたカミ

サマの T.I（1929 年生、女性）は、他のカミサマの社に行くときは、その敷地の湧き水をこ

っそり失敬しにいくときだけだったと冗談めかして語った。集団を形成していたとしても、

神に一心に祈るという局面ではカミサマは単独者であるといえる。しかし、単独者として

神と対峙する作法、乃至はそうした在り方そのものを教えるのは赤倉という空間である。

他のお堂から漏れ聞こえる経や祝詞も赤倉という場に固有な雰囲気を作りだし、その場を

共有することによって自らが何をすべきかが学ばれていく。そして、新参者は実践に参加

することを通して赤倉という場の一部となっていく161。「場所の霊性」162は土地そのものの

力もさることながら、こうした環境によって生成されたことだろう。赤倉という地の修行

場としての在り方を支えていたのは、その地を共有する者たちの目には見えない共同性で

あったといえる。その意味で、赤倉は松本のいう集団的修行の諸特徴を、間接的な形では

あるが、兼ね備えていた。 

 

1-2. 赤倉様とは 

赤倉に関わる修行者は、必ずといっていいほど赤倉様（赤倉大権現、赤倉大神様等呼び

名は多様であるため、ここでは単純に赤倉様としておく）を祀っている。その姿は、右手

                                                  
160池上 1984:33. 
161ジーン・レイヴとエティエンヌ・ウエンガーは、一方向的な知の伝授という従来の「学

習」観を否定し、学習を実践共同体への参加度合いの増加と見、その契機となる参加を「正

統的周辺参加」と名付けた。実践共同体への参与を深めるにつれ、かつての新参者はその

共同体の一部となり、共同体を再生産するサイクルの一翼を担うとともに生産的な役割も

担うこととなる（十全参加への移行）。同書では、メキシコの霊媒の業の習得過程が一つの

事例として取り上げられているが、それに類するものとして、赤倉での修行者の在り方を

正統的周辺参加の一形態と捉えることができる（レイヴ・ウエンガー 1993=1991）。 
162池上 1999. 
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に錫杖印、左手に曼字の旗をもつ男性として描かれることが多い（写真 3-2）。赤倉様は、

先の『岩木山百沢寺光明院縁起』やこの地に奥の院をもつ宝泉院（曹洞宗）の縁起に登場

する。その姿や由来については、それを祀る各々の主体よって解釈の差があるが、宝泉院

の縁起に登場する坂上田村麻呂に関わる伝承が も広く知られている。それによれば、大

同 2（807）年、賊徒討伐に向かったものの、赤倉の地にこもり抵抗する賊たちによって苦

戦を強いられていた田村麻呂の軍勢の前に鬼神が現れ、賊徒を消し去った。これによって、

この鬼神は赤倉山大権現として祀られるようになる。ここに登場する鬼神には、この地に

住んでいたという「大人」の伝承が重なって見えてくる。ちなみに金剛寺の現住職もこの

解釈をとっている。 

一方で、赤倉に 初期にお堂を建立した種市の赤倉山神社とそこに関わりのある人々に

とっては、赤倉様とは赤倉山神社の始祖である太田永助を指す。太田永助については、第 1

章 3-1 にてすでに論じた。 

宝泉院と赤倉山神社の由来は互いに異なっているが、石像などに見られる赤倉様の勇ま

しい姿は似通っている。津軽で神像の制作を長年担ってきた仏師の小堀氏は、赤倉様の彫

物も数多く依頼され制作しているが、その基本的な形状は山の神と同じであるという。同

じ造形の神像に山の神の場合は右手に斧を持たせ、赤倉様の場合には左手に卍の旗を持た

せる（写真 3-3）。こうした造形からも赤倉様と山の神が類似する存在であると考えられて

いることがわかる。 

しかし、実際に赤倉のお堂で赤倉様を祀る人々は、その由来についてあまり関心がない

ようにもみえる。赤倉様とはどのような神様であるかと尋ねても、困ったような笑みを返

されることのほうが多い。田村麻呂を助けた鬼神であるか、それとも種市の生き神様であ

るかというよりは、赤倉での暮らしのなかでしばしば生じる、超常的な体験をもたらす存

在を指す語として赤倉様の名称は用いられている。それは、鬼神でもあり、生き神でもあ

り、山の神でもあるというのが実際の感覚であり、赤倉様は赤倉に暮らした人々にとって

は非常に身近な存在である。赤倉様は、赤倉という修行場を象徴するとともに、その名に

は赤倉という「場所の霊性」と、ここで修行をしてきた他のカミサマや行者たちの歴史が

刻まれている。 
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1-3. 赤倉の盛衰 

 昭和 40 年代、赤倉で行われた「赤倉山大祭」の様子が東奥日報で報じられているが163、

そこには、大祭が赤倉の 25 の寺社全山をあげて開催されたこと、3 日間開催され、1 日目

に宝泉寺の三重塔での供養、2 日目に本章の事例となる金剛寺の火性三昧、3 日目に 10 数

人のイタコによる「イタコ大会」が開催されたこと、そして泊りがけで大祭に臨む信者た

ちで赤倉がにぎわったこと等が記されている。この「イタコ大会」ではイタコたちに祭文

の朗唱を競わせ、金剛寺の開山である蒔田照正氏が優れたイタコを表彰した。つがる市森

田町のイタコ、川村ヨツ氏（1905-？）の所持していたイタコ大会の賞状には以下のように

記されている164。 

 

    感謝状  川村ヨツ殿 

  あなたは此の度赤倉山霊場一代堂に於いてイタコ大会に参加し、その成績優秀であり

ましたので記念品を添えて感謝の意を表します。 

 

昭和四十六年八月三十日 

 真言宗国分寺派 赤倉山金剛寺 

僧正 蒔田照正 

 

しかしながら、繰り返し述べているように現在では赤倉の賑わいは過去のものとなって

いる。大祭も今ではそれぞれの堂社がばらばらに行い、かつてのような大規模なものはな

くなった。2014 年の夏に赤倉のお堂に滞在していたのは、田舎館堂の S（事例 1-1）のみ

である。池上は近代以降から昭和 60 年代までの赤倉信仰の展開を次の 4 つの時期に区分し

ている165が、現在は、 後の第 4 期がさらに進行した状況であるといえる。 

                                                  
163金剛寺に残されている記事の切り抜きには以下のように記されている。 
 「善男善女で大にぎわい／赤倉山大祭／岩木山中腹の赤倉山大祭は、二十八日の前夜祭

に始まり、三十日のイタコ大会で三日間の幕を閉じたが、期間中は泊りがけの善男善女で

大にぎわいだった。／同赤倉山は三重塔で知られる赤倉山大本殿をはじめ、修験道金剛寺、

菊の道など二十五の社寺があり、この期間は全山あげての例大祭となる。行事も大本殿の

万灯供養、除難供養、金剛寺の火性三昧、イタコ大会をはじめそれぞれに特色あるものを

行っている（後略）」。同記事は、周囲の記事から判断して昭和 40 年代のものと推察される

が、明確な日付は不明である。 
164森田小学校歴史クラブ 1978:50. 
165池上 1999:182-183. 
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第 1 期（～大正 10 年頃）、赤倉は近世以降の伝統を保持し、男性行者の隠遁の場であ

った。 

第 2 期（～昭和 20 年頃）、カミサマ系巫者が中心となって、いくつかの行小屋が整備

され多くの信者たちが足を運ぶようになる。 

第 3 期（～昭和 40 年頃）、終戦を契機にカミサマたちが競って堂社を構え、カミサマ

業の「専門店街」の様相を呈する。 

第 4 期（昭和 40 年代以降）、既存の堂社が教理的にも制度的にも洗練される一方、創

設者の時代が過ぎ、世俗化や継承の問題に直面する。 

 

こうした現状は赤倉の「衰退」とも呼べるものであるが、歴史的に辿ってみると、第 3 期

でのカミサマの赤倉進出という一種の「ブーム」が徐々に落ち着いていく過程であるとも

捉えることができる。そのブームの直接的な原因の一つは、営林署が国有地の貸与を容認

していたことにあった。昭和 40 年代、営林署は赤倉での新規の土地の貸し付けを取りやめ

たが、これがなければ、あるいは新しいカミサマの進出により、赤倉の活性化が起こって

いたかもしれない。そのため、赤倉の衰退をもって、津軽地方のカミサマ全体の減少やカ

ミサマに関わる習俗の衰退を結論付けることはできない。 

現在の赤倉の衰退の原因は、昭和 30 年代に乱立したお堂をどう維持するかという継承の

問題と深く結びついている。修行や天賦の才による霊力によって依頼者を集めているカミ

サマたちの場合、その地位を世襲で引き継ぐことは困難であると地域では考えられている。

高い能力をもつカミサマの子供であっても、その力を受け継いでいるとは限らないためで

ある。加えて、師弟の結びつきも弱いために後継者ができにくく、お堂の運営が一代のみ

で終わってしまうことが多い。そのため、カミサマの死後に堂社が放棄されるという事態

も生じる。また、赤倉のカミサマや信徒の高齢化により山道を歩く者が減ると、行場が荒

れて立ち入りが困難になり、ますます人の足が遠のくという負の連鎖も生じる。かつては

行場の代表格であった不動の滝が、砂防ダムの建設によってほとんどその姿をとどめなく

なったことは、行場の衰退を象徴する一つの出来事であるといえる。 

霊的探求のために、この地を訪れる人物がいなくなったわけではない166。しかし、現在、

活発に活動している比較的若い世代のカミサマのほとんどは、山に籠ることはなく、里を

                                                  
166事例 1-5 の I.M などは、赤倉での水垢離を欠かさない。 
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中心とした活動をしている。では、里を拠点としているカミサマたちにとって、赤倉様へ

の信仰や赤倉で行われてきた行はもはや何の意味ももたないのであろうか。金剛寺に集う

カミサマたちを事例に考えていきたい。 

 

2. 金剛寺の歴史と行事 

2-1. 金剛寺の概要 

 金剛寺は、先代の住職である蒔田照正氏（1920-1992）によって開かれた真言宗寺院であ

る。檀家を持たないいわゆる「祈禱寺」であり、祈禱や供養を依頼する人々によって支え

られている。「信者」として固定されるようなものではなく、悩み事があればその都度相談

にくるという人も多い。そのため信者数は明確には把握されていないが、寺院の規模を推

測するために参考になる数字をいくつかあげておきたい。2014 年 2 月 25 日に開催された

星祭にはおよそ 300 名が訪れている。寺の活動に深くかかわる信徒が集まる旧 10 月 21 日

の四国八十八ヶ所お砂踏には、毎年 150 名程度の参加がある。また、毎月 20 日に特に熱心

な信徒が集い「弘法会」が開催されるが、このメンバーとなり毎月の弘法会での祈禱・供

養を依頼している人数は 2013 年度の場合 33 名であった167。 

信徒の関わりが流動的であるために寺院としての規模は小さいが、その分その裾野は広

い。日々の実践としては、毎朝 10 時から始まる護摩祈禱があり、その際には供養や祈願、

悩みの解決を望む人々が集まる。あらかじめ電話で住職夫人に悩みを相談してから訪れる

場合もある。祈禱の後には訪れた人全員に昼食が振る舞われる。この機会を通して寺とか

かわりを持つようになる信徒が多い。現在寺の活動に関わる人のほとんどが、金剛寺にお

いて何らかの救いを得たという個人的な経験から寺を支えるようになっている。 

 

2-2. 開山蒔田照正氏 

 金剛寺を開いた蒔田照正氏は 1920 年、五所川原市にある大善院（真言宗国分寺派）の八

男として生まれた。 

大善院は、その起こりを元禄 13（1700）年としている。1953 年に石津照璽らが行った

巫者に関する調査報告には、イタコとカミサマを修行させ、資格を与えている寺院として

その名があがっている。当時大善院では信徒（弟子）のなかに、「教導の部」と「準教導の

部」という区分があり、前者にはゴミソ、後者にはイタコが所属していた。石津の調査時

                                                  
167弘法会の会員は年 12,000 円を納めることになっている。 
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の人数は、ゴミソ 27 名、イタコ 8 名であった。資格授与のための行としては、21 日間の

おこもりがあり、期間中は酒、四足、二足、および魚類が禁じられ、心経、観音経、不動

経、錫杖教、真言、九字が伝授された。これが終わると「式」を行い、大善院名義の免許

状を出していたという168。津軽の巫俗の一翼を担う重要な寺院であったといえるが、代が

替わった現在では巫者との関係は皆無となっている。一方で、たとえば金剛寺にはイタコ

の死後に納められたイラタカ数珠があるが、そのなかの一つは大善院で修行をし、免許を

取得したイタコ H.S の数珠である。おそらく、イタコとの関わりが切れてしまった大善院

に代わって、イタコやカミサマとの交流を続けていた金剛寺のほうが奉納先として選ばれ

たのであろう。 

さて、照生氏の人生に戻ると、彼は戦時中に戦地に赴いたものの、結核を患ったことか

ら除隊を余儀なくされる。その後、僧侶として身を立てるべく醍醐寺伝法学院で学んだ。

1943 年に同寺にて金胎両部伝法灌頂を修めている。その背景には、自らが戦地を去った後

に、所属していた隊の隊員が全滅したことへの償いと供養の念があったという169。また、

結核の治癒を求めての探求という面もあった。ちなみに、共に戦地を去ったなかにはねぷ

た絵師の長谷川達温氏がおり、後に照正氏は彼に弟子入りし、ねぷた絵を書きながら寺院

を支えることとなる。照正氏の息子である現住職の範好氏（1948 年生）もねぷた絵師とし

ての顔をもち、照正氏と同様に経済的に苦しい時期には絵を描くことでも寺の運営を支え

た。 

醍醐寺を去り津軽の地に帰ってきたものの、戦中戦後の混乱で身を寄せる場を失ってい

た照正氏は、生家からもたされた金剛鈴一つで托鉢に回ったという。現在でも開山の苦労

を偲んで、この鈴をもって冬場に托鉢に回る「寒行」が行われている。その後、1950 年に

現本堂がある地区のはずれの明堂院の住職となる。周囲を地区住民の墓で囲まれた明堂院

は、寺院というよりは村人たちによって管理されてきた小さなお堂という印象である。金

剛寺が本堂を別に持つようになった現在では、地区による管理を受けている。当時ひどく

さびれていた明堂院での生活の厳しさは、現住職によっても繰り返し語られている。特に

苦しいときには墓の草むしりをするなどをして僅かな金銭や寄進を受け生活苦を凌いだ。

こうした日々の活動や行を通した彼の必死の探求は周囲の人々を惹きつけ、照正氏の交友

関係は地域住民から地元の名士にいたるまで驚くほど広いものになっていったという。そ

                                                  
168石津 1970:8. 
169金剛寺副住職への聞き取り調査による。 
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のなかに、照正氏を「先生」と慕ってくる女性たちの姿があり、彼女たちは照正氏の助け

も借りながらカミサマとして身を立てていくようになる。この人脈が、金剛寺の基礎をな

した。 

明堂院で僧として生活していたある日、照正氏の夢のなかに龍に乗った白髪の老人が現

れ、赤倉にお堂を建てるようお告げを受ける。この夢によって赤倉の地に強く惹かれるよ

うになった照正氏は、『弘法大師御霊験記』を通して赤倉の地が弘法大師巡錫の地であった

ことを知る。『弘法大師御霊験記』には次のようある。弘法大師は弘仁 11（820）年に赤倉

を訪れ、「三世十方の諸仏若し此地に密教（真言宗）広まりなば此処に我足跡を印し給え」

と呪文を唱え岩を踏んだ。するとその岩にわらじの跡がくっきりとついた170。弘法大師ゆ

かりの地であるというこの縁に励まされて1960年、赤倉に大師一代堂を建立する。その後、

1964 年には、真言宗国分寺派より「赤倉山修験道根本道場」の許可を受ける。以降、同寺

は現在でも国分寺派に所属しているが、照正氏から現住職、現副住職にいたるまで醍醐山

伝法学院で修法を修めており醍醐寺との関係が深い。続く 1965 年に大師堂を建立。赤倉の

霊場が修行場として充実していく。先述のように、昭和 30 年代（1955-1964）は赤倉での

堂社の建立が相次いだ時期である。照正氏の赤倉進出は、この意味で時流に乗っていたと

いうことができ、その拡大は赤倉の繁栄期を支えた。 

カミサマたちのお堂が隣接しているため、赤倉の地に霊場を設けることによって必然的

に金剛寺とカミサマとの関係は深まることとなった。照正氏のもとで免許を授かったカミ

サマのお堂も近くにあり171、また大師堂には同じく照正氏のもとで修行をした 1 人のカミ

サマが籠ることになり、霊場の実質的な管理者となっていた霊場は照正氏とその弟子たち

の修行場として金剛寺に集うカミサマたちに力を与えた。 

 その後、再度夢で明堂院近くのある場所を掘るように指示され、その地を掘ると「龍神

様」の像が出てきた。1980 年にそこに新たな堂を建てる。現在ではこちらが本堂として活

動の拠点となっているが、本堂の建立直後に用いられていた表白文には、「（略）冬期間に

雪に閉ざされる為五十四年茲に卯年一代様文殊菩薩を本尊とし拝殿
．．

を建立／五十五年五月

五日落慶シ、今此の拝殿内ニテ本日の参列者一同身体健全家内安全道中安全心願成就（後

略）」（傍点筆者）とあり、現本堂が「拝殿」として位置づけられている点が興味深い。赤

                                                  
170金箱 1940:291. 引用部分は現代仮名遣いに改めてある。なお、金箱がこの古事をどこか

ら引用したかは不明。 
171十腰内堂の米谷サヨ氏など（森田小学校歴史クラブ 1981）。 
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倉を遥拝する場としての「拝殿」であったと考えられる。現在でも、同寺では弘法大師宝

号等の称名に続いて「南無赤倉山大権現」と唱え、 後に二拍手することが作法となって

いる。こうした作法からも、赤倉の神を遥拝する場としての性格が現本堂に備わっていた

（いる）ことがうかがえる。岩木山北麓の赤倉道場に対して、市街地に近い場所にある本

堂は里の拠点であるということができるが、照正氏の時代には赤倉の霊場が占める位置は

現在よりも大きいものであったといえる。照正氏の宗教人生は山と里の 2 つの拠点をもち

ながら展開していった。 

 現在本堂は、本尊である文殊菩薩172像を中央にして、その左手に赤倉大権現、不動明王、

オシラサマが祀られている（写真 3-5）。本尊右には阿弥陀如来、不動明王があり、本尊の

前には薬師如来と不動明王がある。本尊の脇には地中から出てきたという龍神様が配され

ている。護摩壇の左側には弘法大師像、右には位牌堂がある。本尊の周囲には、それ以外

にも神明様や七福神など様々な神仏の像が祀られており、こうした様子は「この辺（津軽

地方）は神仏習合だから」という現住職の言葉を反映するものである。 

 

2-3. 金剛寺の行事・儀礼 

 金剛寺の年中行事としては次のようなものがある。 
 

2 月 25 日 卯年生れ文殊菩薩／五穀豊就大菩薩／開運厄除星祭 初祭典 

6 月第 3 日曜日 赤倉山霊場山開会 柴灯大護摩供執行 

旧 9 月 23 日 山納 

旧 10 月 21 日 大師講 四国八十八ヶ所お砂踏 

 

2 月の星祭には、本堂での豆まきと住職の筆による凧が当たる抽選会などが開かれ大いに賑

わう。6 月の大祭は赤倉霊場の山開きのための祭であり、かつては霊場内の宿泊施設に準備

段階から何日も泊まって行っていたが、現在では車での移動が容易になったこともあり赤

倉に宿泊することは無くなった。この山開きの際に金剛寺が行う火性三昧は照正氏の時代

から現在に至るまで金剛寺を象徴する行事である。以下で詳細をみていきたい。 

                                                  
172本尊が文殊菩薩であることのはっきりとした由来は詳らかではない。現住職は、照正氏

の生家である大善院が不動明王を本尊としており、照正氏の兄が開いた寺、照法寺は聖観

音菩薩を本尊とすることから、それらとの差異化のためではないかとしている。 
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 火性に「生」ではなく「性」の字をあてるのは、津軽修験に特徴的な点であるといわれ

る。また、一般的に火渡りのことをさす火生三昧に対して、津軽では道場の浄めから柴灯

護摩、火渡りにいたるまでの一連の儀礼を含めて火性三昧の語が用いられることが多い。

写真家の内藤正敏が津軽の火性三昧の歴史とその象徴性について論じているので、ここで

はそれを繰り返すことはせず、金剛寺を中心に現在行われている火性三昧の具体的な様子

について報告する。 
 火性三昧は金剛寺独自のものではない。現在火性三昧を定期的に行っている寺院は金剛

寺をはじめ、弘法寺（つがる市木造）、地蔵院（黒石市山形町）、蓮正院（北津軽郡板柳）

がある。2014 年には、覚応院（弘前市湯口）で、本尊の御開帳に合わせて 28 年ぶりに行

われた。かつてはこれらに加えて国上寺（平川市碇ヶ関）、加福不動尊（弘前市茂森）、小

笠原不動（平川市広船）等でも行われていたが、現在では寺院の規模の縮小や後継者問題

等から執り行われていない。しかし、これらの寺院も火性三昧を行う行者を輩出すること

によって、火性三昧の担い手となっている。金剛寺の副住職が「火性三昧一座」と呼んで

いるように、内部の連帯は強い。なかでも金剛寺で行われる火性三昧はその規模が大きく、

金剛寺と個人的なつながりをもつ他県の僧侶の参加もみられる。 

金剛寺では、照正氏の時代から火性三昧をおこなっているが、そもそもは照正氏の生家

である大善院がこれを行っていた。大善院では、現住職より 2 代前の住職（明治 10 年代生）

の頃より行っていたという173。現在津軽の各寺院で行われている火性三昧の次第は以下の

とおりである。内藤による記述をもとに若干の省略、また一部加筆して記す174。 
 
 ①洒水：道場の東、南、西、北、中央、柴灯護摩炉、釜、鍬の修法所を浄める。一般的

な仏教作法。 
②大幣：大きな御幣（焚天）によって道場を祓う（順序は洒水と同じ）。 
③大刀：日本刀を抜いて、酒水、大幣と同じ順序で九字を切って道場をまわる。 
④柴灯護摩：当山派の柴灯護摩と同様の作法で行われる。 
⑤明松：両側に火のついた松明の一本を口にくわえ、さらにもう一本を手に持ち道場内

を跳ね回り、衣の下に通して身体を焼くような所作をする。「明松」とは「松明」のこ

と（写真 3-6）。 

                                                  
173大善院住職からの聞き取り調査より。 
174内藤 2007:319-320. 
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⑥鉄鍬：真赤に熱した鉄鍬の刃を持ち、道場内を駆ける（写真 3-7）。 

⑦熱釜：釜のなかで煮え立つ湯を笹で慣らしてから釜に入り結跏趺坐する（写真 3-8）。

後に釜をかかげて熱湯をかぶる（写真 3-9）。 

③火渡り：山伏が渡った後、一般信徒が草鞋を履いて渡る。 
 

2013 年 6 月 16 日の金剛寺の山開きで行われた火性三昧は以下のようなものであった。 

 山開きは冬の間深い雪に閉ざされていた霊場に再び人が集まる 初の機会である。金剛

寺関係者と信徒は数日前から霊場を清掃し、この日に備える。前日の段階で松明や釜、柴

灯護摩炉が準備され、当日は 11 時からの法要開始にあわせて朝からぞくぞくと人が集まっ

てくる。一代堂の横にある 2 階建ての休憩所では、1 階のキッチンで女性信徒たちが参拝者

に振る舞うおむすびや漬物の準備をし、2 階では各寺院から集まった山伏（僧侶）たちが、

火性三昧の配役を決める。どの行も危険を伴うものではあるが、特に熱釜や鉄鍬の行は熟

練した技が求められるために、おのずと担い手が絞られる。それらに比べて明松は危険で

はあるが比較的行いやすい行であり、経験の浅い行者はここに割り当てられる。その他の

役割はその場で話し合って決められ、巻紙にしたためられる。配役が決まったところで、

行者たちは霊場の脇を流れる大石川で禊を行い、装束に着替える。 

 時を同じくして、霊場内の別の箇所にある小さな小屋では、カミサマたちが集まって、

こちらも装束への着替えを行う。彼女たちは火性三昧の間、道場のなかに入り、「四方を守

る」役割を与えられている。彼女たちは法衣を纏い、手には錫杖をもつ。この時道場内に

入った女性は 4 名で、うち 3 名はカミサマとして照正氏ないしは現住職が仲介して真言宗

国分寺派より僧籍（免許）を授かっている。もう 1 名は熱心な女性信者でありカミサマで

はない。彼女のような例は稀であり、道場内で四方に立つのはもっぱらカミサマである。 

 11 時になると法螺の音が響き、法要がはじまる。まず、赤倉霊場内の金剛寺の各お堂の

前で般若心経を唱えて回る。このときカミサマたちは、山伏の行列の後ろにつき、共にお

勤めを行う。霊場内を一巡してから道場内に入り、先述の次第で火性三昧が執り行われる。

その間、カミサマたちは東西南北それぞれの角に立ち、共に経を唱え、錫杖を振る（写真

3-7）。 後の火渡りでは、カミサマたちは行者の後に続いて火を渡り、渡り終えた行場のな

かで錫杖を振り、火渡りを終えた参拝者からの希望があれば錫杖で体をさする。すべての

次第が完了して火の消された護摩壇の脇で、その煙で客を祓うカミサマの姿も見られた（写

真 3-12）。 
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2-4. 火性三昧の意義 

 この荒々しい火性三昧の行は、津軽の歴史ある真言宗寺院もさることながら、金剛寺の

ように行者によって開かれた、もしくは中興された寺院で積極的に取り入れられてきた。

たとえば、一時照正氏のもとで修行をしていた男性行者によって開かれた加福不動でも火

性三昧が行われていた。また、その起こりは承応 3（1654）年とされる黒石市の地蔵院で

も火性三昧を行っているが、この寺は一時住職が不在となっていたのを二代前の住職が新

たに入って引き継いだものであり、火性三昧を取り入れたのもこの先々代の住職であると

いわれている。行で結ばれた「火性三昧一座」の結束は強く、宗派は真言宗内でもそれぞ

れ国分寺派、醍醐派、智山派、高野山真言宗と異なりながらも、津軽修験の担い手という

自負を胸に、その行法を伝えている。寺格や寺の歴史性よりも、行の熟練度が要求される

火性三昧の世界では行者によって開かれた新しい寺も、他の寺院と同等の、場合によって

はそれ以上の発言力を発揮することができる。「津軽修験」は、行者が開いた寺に対しても

他寺院と同等に交渉する場を用意する。また、新しい寺であっても「霊験のあるお寺」と

して地域に根付くための重要な契機となる。 

その火性三昧を行う道場内にカミサマたちが入るという光景は、金剛寺のみならず、西

の高野山弘法寺にもみられるものである。道場内に女性がいることについて他の僧侶から

の批判が無いわけではないが、金剛寺では、照正氏が寺院を開く際にカミサマたちが尽力

してくれたことに感謝するため、また霊的にも道場内を守護してもらうという意を込めて、

彼女たちを四隅に立たせるようになった。こうした光景は、カミサマとともに歩んできた

金剛寺の歴史を確認するものであるといえる。また、そうしたカミサマたちが信者を祭り

に呼び込むことによって祭りは賑わいを増す。カミサマたちにとっても僧侶に認められて

いるという自らの権威を示すことができる。それは名誉欲の充足というよりも、彼女たち

の霊威を裏付けるという意味で宗教的に重要な機能であるといえる。 
 

3. 金剛寺に集うカミサマたち 

 このように、開山から現在に至るまでこの寺院を支えてきた重要な存在がカミサマたち

である。先述の通り照正氏の生家である大善院では、以前からカミサマやイタコに対して

免許を発行していた。そのため、照正氏にとってカミサマといった巫者たちと関わりなが

ら寺院を運営していくことは身近な手段であったことだろう。金剛寺を開く際に照正氏を
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助けた幅広い人脈のなかで、カミサマたちが果たした役割は決して小さくない。 

まだ現在の本堂が完成していなかった時代、神がかり状態で三十六童子の名を唱える女

性の声が明堂院に響き渡っていたこともあったという。照正氏は、そうした女性たちに修

行をさせ、国分寺派からの免許を持たせた。男性の弟子のなかには僧侶として身を立て、

新たに寺院を開いた人もいるが、女性たちの多くはカミサマとして活躍するようになり、

祓いや祈禱のために金剛寺を自分たちの客に紹介した。一時的に金剛寺の世話になったも

のの、さまざまな事情で金剛寺を去った者もおり、照正氏の弟子の数が一体何名に及ぶの

かは不明であるが、広くは下北・むつ市に至るまで、多くのカミサマが照正氏のもとに集

っていた。1980 年代の大祭の様子を写した写真には袴を着て輪袈裟を身に着けたカミサマ

たちが 10 名ほど映っている（写真 3-13）。照正氏の弟子であったカミサマたちの多くは既

に故人であるものの、現在 4 名が存命であり、うち比較的年の若い 1 名は現住職へと代が

変わった現在でも金剛寺を支えている。それが次節で紹介する工藤さん（仮名）である。

以下の節では、この工藤さんをはじめとして現在金剛寺の活動に積極的に参加している 3

名のカミサマを事例とする。金剛寺との関わりを中心としながらみていくことで、カミサ

マとしての彼女たちの歩みがどのような知識の交渉過程を経てきたかを追い、また、彼女

たちに共通してみられる特徴をまとめる。 

 

3-1. <事例 3-1>工藤さん（仮名）（1941 年生、女性、弘前市） 

 金剛寺の行事で見かける工藤さんが先代（照正氏）の弟子であるということは彼女の服

装から判別することができる。現住職のもとで資格を得たカミサマたちは黒い法衣に身を

包んでいるのに対して、彼女のように照正氏のもとで修行をしたカミサマたちは紫の袴姿

である。 

 工藤さんは、「自分の歩いてきた人生というのは、神様に手を合わせねばだめな人生」で

あったと語る。20 代に入るとすぐに結婚、22 歳の時に長女を授かる。その直後から原因不

明の体調不良、起きることができないほどのだるさに悩まされるようになる。病院に運ば

れて入院を余儀なくされ、検査を繰り返すが原因は不明のままであった。見かねた母親が

照正氏のところに行くようにと薦める。はじめて明堂院にやってきた工藤さんをみて照正

氏は、彼女にバチをもたせ、太鼓をたたきながら拝むように指示した。お経も何も知らな

い工藤さんは、「何を拝むの？」と戸惑いながらも太鼓の前に座って、とりあえず拝んでみ

たという。それが始まりであった。それから毎日のように自宅から隣の町にある明堂院ま
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で通い詰めて、照正氏の指導を仰ぐようになる。明堂院を訪ねると卵料理を出してくれた

ことが思い出に残っているという。 

しばらくして、何かがのってくる感覚を覚えるようになり、寝る前から深夜にいたるま

で口から言葉が勝手に出るようになった。夫は工藤さんが「おかしくなった」と心配し、

照正氏に相談しにいくと、照正氏は「今に治るからそっとしておけばよいよ」と声をかけ

た。その後も数日間そうした状況が続いたが、直に治まった。工藤さん本人は何を口にし

たか記憶していないが、この機会に「すべてを出した」のではないかと振り返っている。

これを契機にして次第に「見えてくるように」なり、体調も良くなった。それからだんだ

んと人を「見る」ようになっていったが、会社勤めを機に、カミサマとして人を見ること

をやめようと考えていた。すると、急に夫の体調が悪くなった。拝むことをやめさせない

ために、神様が夫（の体調）が悪くしたのだと考えた彼女は、40 代から再び神仏に手を合

わせるようになった。自分が病気で倒れる前は、神様の存在について考えたこともないほ

どに、そうした世界とは無関係の生活を送っていたが、まさか自分が神様に手を合わせる

ようになるとは、いまでも不思議でならないという。 

 照正氏のもとでは体系だった修行175を行ったわけではないが、とにかく毎日通って経な

どを身につけた。照正氏から命じられた「修行」として も記憶に残っているのは、赤倉

霊場でのお百度参りであったという。赤倉の金剛寺の敷地内にある大師堂から、行場の中

心の不動明王像まで、必死でお百度を踏んだ。その他、赤倉の不動の滝に打たれたりした

こともあるが、身体的に負担のかかる行はそれほど多くはなかったという。しかし、工藤

さんは金剛寺での修行以外でも、岩木山登拝を繰り返し神仏に手を合わせていた。 

 1970 年、彼女は照正氏の勧めで国分寺派より教師資格を授かる。これを証明する書類は、

「免状」ないし「免許」として認識されている。国分寺派では、資格の取得は所属する寺

院の住職の裁量にゆだねられていることが多く、本山での修行の必要がない。そのため、「免

許」は、工藤さんの寺への貢献度と能力に対する照正氏の個人的評価の産物であるともい

える。 

 

＜工藤さんの依頼場面＞ 

                                                  
175たとえば、先述の大善院では、修行を通して修めるべき過程と身に着けるべき作法が決

まっていたが、照正氏は個々人の状態に即して、必要な経を学ばせたり、行を指示したり

していた。 
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 工藤さんのカミサマとしての主な活動は、自宅における依頼者の対応である。たとえば

ある依頼者は、夫の兄の不慮の事故死が気がかりで、友人に強く勧められて工藤さんのも

とを訪ねた。すると、まだ魂が事故現場に残っている状態であるために迎えに来てほしい

と工藤さんの口から故人が語った。それを聞いた依頼者は、家族をつれて実際に現場に行

き、「家に帰ろう」と声をかけた。事故現場から家に戻って車を降りると、トントントンと

足音が自分の先を行き自宅の 2 階に上がっていくのが聞こえた。その足音によって、故人

の念願が叶い自宅に魂が帰ってきたことを確信したこの依頼者は、以降工藤さんを慕い、

周囲の人にも工藤さんの評判を広めている。 

この依頼者の例にみられるように、工藤さんが依頼者に対応する際の中心となるのは死

者の口寄せである。死者に関する問題のみならず、日常的な悩みについてもホトケを降ろ

して、ホトケの口から語ってもらう。その理由は次のように語られる。「わたし一番いいの

はさ、ホトケさんおろすのが一番いいんだって。なぜかってすればさ、みーんなのこと教

えてくれるの。見てもらいたいってせばその人だけだばって、ホトケさんってばさ、あれ

わたしはすごいと思う、気をつけねばだめだとか、事故サ見えてるとか、そういうのはや

っぱり神様でも教えられるけども、ホトケさまってさ、家族を守ってると思うよ」。 

工藤さんの祭壇には、弘法大師像と不動明王像が祀られているが、「ご神体」はなくても

さまざまな神仏を拝んでいる。それは、工藤さんがホトケを降ろす際に唱える神名の数々

を通して知ることができる。具体的な依頼の様子は次のようなものである。 

依頼の内容を聞いた工藤さんは、ろうそくに火を灯し、線香を 1 本供える。印を結んだ

後、太鼓をたたきながら般若心経、弘法大師和讃を唱え、その後は以下のように続く。「高

祖弘法大師様、南無大日大聖不動明王、岩木の大神様、虚空蔵菩薩様、愛宕一代の大神様176、

赤倉大神様、三不動の大神様、津軽三十三観世音菩薩様、七福神の大神様177、猿賀の大神

様、金剛寺に鎮まります大神様、産土の大神様、地蔵菩薩様、天照大御神様、出羽三山に

鎮まります大神様、八幡大神様、高野山に鎮まります高祖弘法大師様、成田に鎮まります

不動の大神様、八百万の神々様。一心の願いかけてのたのみなれば、なにとぞ（依頼者名）

（年齢）様のことなれば、また（故人の名）のホトケを呼び寄せてお教えください。一心

願いて奉ります」。続いて、舎利礼文、南無大師遍照金剛（七遍）を唱え、数珠をこすり合

                                                  
176津軽では、自分の干支の守り神仏を祀る特定の社寺を指して一代様という。普賢菩薩を

本尊とする岩木町の愛宕山橋雲寺（愛宕神社）は辰と巳の一代様（守り本尊）であり、巳

年生まれの工藤さんの守り神となる。 
177津軽七福神霊場のこと。詳細は次節。 
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わせながら祈ると、息が荒くなり、死者の言葉が発せられる。死者の現在の状況、相談ご

とに対しての一通りの回答があった後は、依頼者が質問をしたり、語りかけたりして会話

をする。次第に工藤さんの憑依の状態は解けていき工藤さん自らによるアドバイスが語ら

れるようになる。その切り替わりは、それまで祭壇を向いていた工藤さんが依頼者の方に

向きをなおすことからわかる。 後は、再度祭壇に向かい「南無大師遍照金剛」と繰り返

し小さくつぶやきながら数珠をならす。工藤さんが二拍手すると張りつめた空気がさっと

緩み、一連の過程が終了する。 

 こうした工藤さんの依頼場面での作法を一瞥すると、弘法大師信仰がその中核であるか

のような印象を受ける。しかし、大師宝号を度々口にするのは、たまたまお世話になった

照正氏の寺が真言宗であったためにすぎないという。依頼に応えるためには、お経を唱え

て、自分を無くして、無になる必要があるという。繰り返される「南無大師遍照金剛」の

響きや、長年の照正氏のもとでの学びによって身体化された経のリズムは、意識を変容さ

せるための機能を果たしていると考えられる。工藤さんはこうした作法を「全然勉強して

いない」、「自然に任せて」行っていると語るが、照正氏のもとで学んだ一連の仏教（真言

宗）的所作が基礎となっているのは確かである。また、数珠をならし、「一心」という掛け

声とともに口寄せをする作法は、イタコの作法も彷彿とさせる。「全部の神様はほとんど拝

んでいる」という彼女の言葉通り、あらゆる神仏に手を合わせ感謝をささげる日々をおく

る彼女にとっては、弘法大師に限らずいままで何らかの縁があった他の「大神様」たちも

重要な存在である。唱える順序には、その重要度が反映されている。弘法大師と不動明王

は自分が「この 2 つで修行をしたから」と、 初に唱える。本来なら、天照大神様はもっ

と先に拝まなければならないと思うが、岩木様のほうが先に口をついて出てくるという。

彼女にとって天照大神様よりも、何度も登拝を繰り返した岩木山の方が身近で重要な存在

であることをうかがわせる発言である。仮にこうした順序が誤っていたとしたら、それは

神様が直接教えてくれるという。 

 

＜金剛寺との関わり＞ 

 工藤さんは金剛寺で毎月 20 日に開催される弘法会に 50 年間ほとんど欠かさず参加して

いる。弘法会では、参加者全員で経を唱え、住職が護摩を焚いての法要を行い、その後皆

で歓談する。参加者は皆熱心な信徒であるために、顔見知りで仲も良い。工藤さん以外に

は、事例 3-3 として扱う今さん（仮名）というカミサマも常連であり、2 人で話し込んでい
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る様子も度々見受けられる。たとえばある日の弘法会では、以下のような会話がなされて

いた。 

工藤さんが友人たちと津軽三十三観音をめぐったときに、1 人の友人の白衣に上下逆さま

に印を押してしまった。いつも気を付けているだけになぜそんなことが起こったのか不思

議に思いながらも、車で次の札所に向かおうとしたところ、ひどい頭痛に襲われ、その日

の行程を切り上げて帰宅せざるを得なかった。この話をきいたもう 1 人のカミサマである

今さんは、それは知らせであり、それ以上その日に巡礼を続けていたらきっと事故などの

不幸が生じていたに違いないと工藤さんに語り、工藤さんもそれに納得した。 

弘法会での会話は日常的な雑談がほとんどで、始終こうしたトピックが持ち上がるわけ

ではないが、こうした一種「不思議な」話題が共有され意味づけされ、またその意味づけ

が受け入れられる空間であることは重要だろう。金剛寺という空間は、僧侶による教化の

空間であると同時に、かつての赤倉がそうであったように、カミサマたちの神的な発想を

涵養する場所であるといえる。 

 そのほかの金剛寺の行事でも、紫の袴を身に着け、輪袈裟をつけ、手には錫杖をもった

工藤さんの姿をみかけることができる。赤倉霊場での大祭へは、照正氏のところに通い始

めてまもなく参加するようになった。当時は多くの弟子がいて、工藤さんが知らない人も

たくさんいた。大祭の時につける袈裟は、「この袈裟に恥じない生き方をしなさい」という

言葉とともに照正氏からもらったものだという。1 月の第 3 日曜日の寒修行にも照正氏の時

代から変わらず参加していている。 

また、工藤さんの依頼者に祈禱や供養が必要であると判断された場合、彼女は必ず金剛

寺を紹介し、また金剛寺の側でも、カミサマの判断が必要であるような人が訪ねてきた際

に、工藤さんを紹介する場合がある。こうした金剛寺とカミサマ間の依頼者の融通は以下

で紹介するすべてのカミサマに共通するものである。 

 工藤さんの家は曹洞宗寺院の檀家であるため檀那寺との関係はあるが、カミサマとして

の信仰活動の中心はあくまでも金剛寺であり、それ以外は個人的に行う巡礼や地域の祭祀

などに関わる程度で、他の組織宗教との結びつきはない。工藤さんのカミサマとしてのキ

ャリアは、照正氏と彼の開いた金剛寺との関係性を軸として展開していったといえる。そ

の一方で、巫儀の形態は独自なものであり、彼女の日常実践は必ずしも寺院の枠に収まり

きるものではない。 
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3-2. <事例 3-2>福士さん（仮名）（1945 年生、女性、弘前市） 

 福士さんの場合、彼女の義母もまた地域でよく知られたカミサマであった。照正氏に従

った 初期の弟子であったという。さらに、義母の実の娘、つまり福士さんの義理の姉も

カミサマであり、照正氏のもとで修行をした人物である。義理の姉は 2001 年に亡くなった

が、いまでも金剛寺に集まる人々の間で語り継がれている有名なカミサマである。福士さ

んがカミサマになるまでの道のりは、こうした環境的要因も大きな役割を果たしている。 

 福士さんの生家は弘前市内の曹洞宗寺院であった。幼いころから見えないものが見える

体質であったという。たとえば、ある日僧侶をしていたおじが福士さんの力を試そうと、

枕の下にお金をいれたからいくらあるか当ててみるように言った。すると夢に枕の下にあ

る小銭の金額が浮かび上がり、それをおじに告げると見事正解していた。おじは驚き感心

し、3 回同じことをさせたが、3 回とも当てることができたという。 

こうして「霊感の強い」子として子供時代をおくっていたが、15、6 歳のとき 1 度その力

がおさまり、「そういった世界」とは縁が切れたように思われた。ところが 18 歳のときに

転機が生じる。その時彼女は、弘前を離れて東京都目黒区で仕事をしていたが、何者かが

「ここを出ろ」と彼女に「教える」夢をみる。その夢を見たせいで、職場の人にも何も言

わないまま憑かれたように明け方に家を出ていってしまった。親族や友人を巻き込んだ大

騒動になり、知り合いが探し回った結果、1 度しか行ったことのない北千住の従妹の家にい

るところを発見される。福士さんはこれを「モノにさかされた」（自分の意思とは無関係に

行動させられること）と語っている。当時はまだ神仏や霊といった世界について無知であ

ったために、こうした悪いモノの言葉に従ってしまうようなことをしてしまったのだとい

う。 

19 歳で福士の家に嫁に来た時は、義母がカミサマであることを知り、「ここさ来るように

なってるんだべな」と感じた。義母が一生懸命拝んでいる姿をみていろいろと学んだが、

実は 初のころは「ひとりで何をしゃべっているんだろう」と可笑しくも思っていた。そ

れが、だんだんと自分の方に「入って」くるようになり、福士さんも同じ道を歩むことに

なる。明確なきっかけとなったのは、22、3 年前の突然の眩暈である。頭がぐるぐるまわる

ようなひどいもので、立っていられなくなった。心配した義母が福士さんの背中をたたい

ているうちに「のって」くるという感覚を身につけた。福士さんは義母と義母が祀るホト

ケサマを守ることが自分の使命であると感じ、義母が 2006 年に 95 歳で亡くなるまで面倒

を見た。福士さんが客をとるようになったのは義母が亡くなる 10 年ほど前で、驚くほどす
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んなり「入った」という。 

「自然に（カミサマに）なった」というのは福士さんが何度も強調することであり、そ

こには自身が身体的な行を行っていないことを若干ではあるが卑下するニュアンスも含ま

れている。彼女の修行はとにかく義母の拝みを見ることであった。彼女は修行によって力

を身につけたカミサマのことを純粋に驚嘆を持って語り、自分のように自然になった人は

力が弱いと語る。しかし、その分長く続けることができるという利点もあるという。この

力の弱さを補ってくれるのが金剛寺の存在であるが、その点については後述するとして、

まずは福士さんの依頼場面についてみていきたい。 

 

＜福士さんの依頼場面＞ 

 依頼者が訪れると、しばらく日常的な会話や今日の依頼の内容などを話した上で、ノー

トに自分の氏名と住所、年齢を書くよう指示する。福士さんは、ろうそくに火をつけ、机

の上にそのノートを置き、祭壇に向かい拝む準備をはじめる。ぐっと目を閉じ、うつむき

ながら依頼者が書いた文字に数珠をもった右手をしばらくかざすと、突然錫杖を高く振り

上げて鳴らす。錫杖を置いて二拍手し、手を合わせて口のなかで小さく神仏の名を唱える。

次第に呼吸が荒くなり、汗が滴る。数珠に持ち替えたところで、般若心経を唱え、その後、

「南無釈迦牟尼仏」と 2 回唱えると、すーっと息をはきだし、しばらくの沈黙が続く。1 分

弱の沈黙を破って、福士さんが依頼者の相談事への回答を語りだす。筆者が観察した事例

では、穏やかな彼女の普段の印象とは異なり、相談事に対して一言目ではっきりと「それ

は難しい」と断言した姿が印象的であった。その後は、時折深く呼吸をしながら、相談者

との会話の形で福士さんの判断が下される。話がだいたい区切りになると、福士さんは依

頼者に背を向けるように指示する。そして、「南無釈迦牟尼仏」と 1 度唱え、手で肩や背中

をさすったり押したりしながら、判断の続き、および体に関する注意を行う。 後に、「南

無釈迦牟尼仏」を唱えながら錫杖で肩や背中、全身をさすり依頼は終了する。 

こうした作法には義母の姿を見て学んだことが生かされている。たとえば、 後に体を

さわるのは義母のやり方を倣っている。しかしこうした方法は、自分の体に依頼者の苦し

みが入ってきてしまうために、義母は晩年はやらなくなっていた。また、祭壇も義母のも

のを受け継いでいる。弘法大師の掛け軸と金剛寺の照正氏が記した「赤倉大権現」の掛け

軸が中央を占めているが、福士さんはあくまで「南無釈迦牟尼仏」を繰り返す。これは、

彼女の生家が曹洞宗寺院だったことに由来するという。義母の拝みと自らの人生史で得ら
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れた知識が絡み合って福士さんの作法が成り立っている。 

福士さんが唱える神仏の名には、そうした混淆がよくあらわれている。彼女は依頼場面

の冒頭、周囲には聞き取れないほどの小さな声で神仏の名を唱える。大きく口に出さない

のは、依頼を受けはじめた頃、神様の名前を唱えることを恥ずかしいと思い、心のなかで

言うようにしていたらそれに慣れてしまったためであるという。 初に拝むのは、①氏神

様、②鬼神様（隣町の鬼神社）、③加茂神社の大神様（隣町）、④地蔵様（自分の町）、⑤庚

申様（自分の町）である。その後、⑥H 寺（生家）の神様、⑦岩木神社の大神様、⑧金剛

寺の大神様、⑨赤倉大神様、⑩お不動様、⑪三十三観音様、⑫七番の観音様、⑬七福神様、

⑭四国八十八か所を拝む。 

 初に拝む①から⑤は、現在福士さんが住む地区を中心とした神仏であり、いまの福士

さんにとっては身近で重要なものではあるが、同地区に嫁に来た後の生活環境が反映され

ている。それと比較すると、明確な区別があるわけではないが、自らの生家の神様からは

じまる⑤以降は、福士さんのより私的な人生史が反映されている。義母の紹介で通うよう

になった金剛寺（⑧）ではあるが、先代の照正氏の弟子であった義母とは異なり、福士さ

んは現住職と夫人との個人的な関係を独自に深めていく。その金剛寺で祀られているのが

⑨と⑩である。⑪の津軽三十三観音は、津軽の人々に もよく知られている巡礼地である

が、福士さんも家族とよくめぐった縁で拝まれている。また、そのなかでも七番の観音様

（鯵ヶ沢町の北浮田弘誓閣）（⑫）は敢えて再度唱えるほど重要である。それは、福士さん

の体験に基づく。福士さんはここで、キラキラと光るものが自分の手のひらに降りてくる

のを見て、それを受け止めた。このことによって、ご利益と力を授かったという。⑬の七

福神は金剛寺の現住職が中心となって 1990 年代から始めた七福神霊場の試みで、津軽の真

言宗の 7 ヶ寺に七福神のそれぞれを祀り巡礼地としたものである（金剛寺は布袋尊）。その

ためこれも金剛寺に関連する神仏であるといえる。⑭の四国八十八ヶ所は、夫が家族の代

表として行ってくれたため自分もそのご利益にあずかれるようにと拝むようにしている。 

 このように多くの神仏の名を羅列するのは先述の工藤さんにも見られたものであり、カ

ミサマがよく行うやり方であると同時に、イタコの祭文にも共通する部分がある。地域で

広く浸透している作法に、カミサマ個人の人生が反映されて個々人の巫儀の作法が成立し

ている。福士さんの場合、そのなかでも金剛寺に大きな比重があることがわかる。では、

実際に金剛寺と福士さんはどのような関係にあるのか。 
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＜金剛寺との関係＞ 

福士さんはその控えめな性格から、金剛寺の行事に表立って参加することはあまりない。

しかし、金剛寺を依頼者に紹介するという点では、 も金剛寺に貢献しているカミサマの 1

人である。 

彼女は、カミサマには「修行をしてなった人」と「自然な成り行きでなった人」という 2

つのタイプがあると語る。そして自分は後者であるために、力が弱く、悪いモノを祓った

り供養したりする力をもっていないという。そのために、自分の能力では処理しきれない

依頼者がやってきたときは金剛寺に依頼するようにしている。以下に福士さんが実際に依

頼者を金剛寺に紹介した事例をいくつか紹介したい。 

 

①福士さんの腕をつかんで投げ飛ばし、暴れまわる 10 代の女性が来たことがあった。福

士さんは狐様に憑かれたと判断した。体力的にも霊的にもとても手におえないと判断した

福士さんは彼女をなだめて金剛寺へ連れて行った。金剛寺で祈禱を受けて彼女の異常は治

まった。 

 

②ある 40 代の女性は、ダム湖での自殺を思いとどまり福士さんのもとにやってきたが、

福士さんの家で憑かれたようにのたうち回った。福士さんの紹介で金剛寺で祈禱してもら

い、住職と住職夫人から二度とダム湖へは行くなときつく言われた。しかし、「呼ばれてい

る気がする」と再度ダム湖へ行ってしまう。無事帰ってきたものの狂乱状態で手におえず、

病院へ行かせた。 

 

③若い男女が数人で福士さんのもとに相談に来た。心霊スポットに遊びに行った帰りに、

車の後部座席に誰かが乗っているような気がしたが、そのまま帰ってきてしまったという。

福士さんはすぐ金剛寺で「お祓い」してもらうように言った。彼らは言われた通りにし、

福士さんの「もうそんなとこへは行くな」という忠告に、「絶対行きません」と約束して帰

っていったという。 

 

福士さんへの依頼で一番多いのは結婚についての相談で、次は進路についてである。こう

した人生相談的な話題がほとんどであるが、ときに①や②のような非常に危険な状況に立

ち会うこともある。このように「苦しいのがくる」と（つまり、依頼者の苦しみが重く、
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福士さんにも大きな負担になる場合は）、福士さんはすぐ金剛寺を紹介する。福士さんの仕

事は（原因を）「あらわす」ことであり、それ以上（祈禱や供養）は、金剛寺の仕事である

という。カミサマと寺院が築く円満な相補関係の好例であるといえよう。しかし、その関

係性は決して単純なものではなく、義母の影響、信仰熱心な夫の存在、自分の生家との関

係、そして福士さん自身のカミサマとしての自負と修行をしてこなかったという負い目と

いう、福士さんのカミサマとしての人生を形作るそれらすべて要素のなかに金剛寺の存在

がうまくかみ合ったことにより生じたものである。 

 

3-3. <事例 3-3>今さん（仮名）（1950 年生、女性、五所川原市） 

 毎月 20 日の金剛寺の弘法会に必ずといっていいほど参加しているのが、事例 3-1 の工藤

さんと、本節で扱う今さんである。五所川原市に住む今さんは、遠方にもかかわらず金剛

寺の行事には準備段階から毎回参加しており、金剛寺の主要メンバーの一人であると同時

に、多くの信徒をもつカミサマとしても知られている。 

 今さんの場合は、彼女が跡を継ぐために養女となった家の養父（遠戚にあたる）がカミ

サマであった。これは義母の影響を受けながらカミサマとなった福士さんの場合と似てい

るが、福士さんが引き継いだのは祭壇と一部の作法のみであるのに対して、今さんの場合

は、赤倉近くにあるお堂と一部の祭礼（旧 6 月 15 日の山の神様の命日、8 月 1 日の朔日山、

旧 10 月 12 日の山の神様の祭り）、および信者を引き継いでいる。 

今さんの養父はかつて病に苦しみ、病院に見放され、山を歩いて修行をするようになっ

た人物である。修行のなかで、病の原因は以前生きたまま皮を剥いで殺した牛の祟りであ

ると神様に教えられる。神様の指示で歩かされ、赤倉から少し離れた山のなかに行き着き、

ここに 30 日以上籠っていた。後に彼はこの地にお堂を建てることになる。夜は恐ろしかっ

たが、自分の背負った罪を償うため、そこで修行をし続けたという。山で拝んでいたのは

赤倉大神様をはじめとする山の神様で、そうした神様たちから力をもらった。死者の口寄

せや生者の口寄せ、「命つなぎ」（寿命をのばす祈禱）等、なんでもこなす養父のもとには

依頼者が集まり、その一部が信者となり養父の活動を支えていた。 

カミサマとしての道に進む前の今さんは「普通の」暮らしをする女性であったいう。た

だ、今思えば高校生の頃、先生に怒られる夢を見れば、必ず翌日にそれがおこるという予

知夢のような経験は度々あった。なぜこんなに当たるのかと少しは不思議に思ったが気に

はしなかった。1972 年に結婚、1975 年に娘が生まれる。その後 3、4 年すると蛇が自分の
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首の辺りを何度も何度もまわるという不思議な夢を繰り返し見るようになる。養父にこの

夢の話をすると、その蛇は位の高い蛇なので、無理に拝む必要はないが拝めばよいことが

あるといわれる。それならば拝んでみようと思い、「お姿」（石像）を買って手を合わせる

ようになった。しばらくして、3歳になった娘が家の2階から落ちるという事故が起きるが、

娘は奇跡的に無事であった。娘が事故の後に「龍神様に助けられた」と言ったことに驚い

て、やはり神様は拝まなければならないと思うようになった。 

 今さんの結婚後の生活は決して楽なものではなかった。養父の後妻（以下継母）が彼女

につらく当たったためである。養父とは一緒に住んでいたわけではないが、ほぼ毎日行き

来があったため、繰り返されるいじめは深刻であった。金を盗んだと濡れ衣を着せられた

り、食べろといって渡されたものが腐っていたりと、嫌がらせは過酷を極めた。そうした

状況下で苦労している今さんをみかねて、友人が近くの町のカミサマのところへ行くよう

に薦めた。そのカミサマは今さんを見ると、「お前は神様に呼ばれてここにきた」。「いまは

畳の上で修行させられている。それをありがたく思え」と言った。しかし継母の行いに深

く傷ついていた今さんは、この言葉を真に受けることはできなかった。 

ある日、もう家を出ていこうと心に決めて泣きながら眠りについたところ、明け方、「ナ

がこの神様拝まねばまいね[あなたがこの神様を拝まなければいけない]」ときれいな男の人

の声がした。この体験の後、山のなかを一晩中歩き回る夢を見るようになる。起きるとひ

どい疲労感で、実際に歩いたも同然であった。再度友人に紹介されたカミサマのところへ

行ってこれを相談すると、それは夢のなかで修行をさせられているのだと告げられる。そ

の頃から、「スッと神様が入ってくる」という感覚を度々覚えるようなり、そのたびごとに

神様は「心を真っ白にしないと、何も教えられない」と今さんに説く。これは継母を憎む

気持ちを戒めるものであったが、今さんはどうしてもその気持ちを捨てることができなか

った。しかし、継母を憎いと思うたびに体のどこかが悪くなる。そして、自分の感情を反

省し神様に謝ると、すっとその痛みは引いていく。そうした体験を繰り返しているうちに、

心の在り方は体調と直結しているのだと確信するようになり、今さんは心を改めていく。

すると、少しずつではあるが継母のおかげでいろんなことを勉強させてもらっていると考

えられるようになっていった。そのほかにも今さんは様々な局面で神様と出会い、言葉や

力、ご神体（石など）を授かるようになる。紙幅の関係で省略するが、そうした経験をす

るたびに、今さんは先のカミサマにその意味を尋ねるなどして、神仏についての知識と理

解を深めていく。 
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 養父は今さんの変化に気づいていたようだが、継母が今さんがカミサマになることを快

く思わなかったこともあり、養父から直接教えを乞うことはなかった。継母が 1978 年に亡

くなった後、養父に拝む作法について聞いてみたこともあったが、「自分は拝み方を人に聞

いたことはない」と断られ、自力での探求の重要性を知る。それでも、困りごとや不思議

なことがあればいつも世話になっているカミサマのもとなどに聞きにいった。 

今さんが依頼を本格的に受けるようになったのは2000年に養父が亡くなってからである。

それ以前にも、養父の信者から頼まれれば少しは依頼を受けていたが、表立ってはやって

いなかった。今さんがカミサマとなることを決意したのは、養父の死に際して信者たちを

見捨てるわけにはいかなかったこと、また、彼らからも「拝んでくれ」との要望があった

ことが直接的な理由である。 

 

＜今さんの依頼場面＞ 

今さんの祭壇の中央には養父が拝んでいた山の神様が祀られている。家を建て替えたた

めに、祭壇は養父の時代のものとは異なるが、祭神を引き継ぐことで実質的に祭壇を引き

継いでいる。養父は神様から教えてもらった石神三十三体大神様を祀っていたが、これも

今さんは引き継いでいる。そのため、今さんが授かる神様は全部石の神様であるという。

現在でも、養父が夢枕に立ち、危険があれば知らせてくれる。 

今さんの巫儀の作法はシンプルである。まず氏名と生まれ年を尋ね、祭壇前の燭台にろ

うそくを立て火をつける。二拍手して、神仏の名を唱え、「一心、一心」と唱えた後、再度

二拍手する。太鼓をたたきながら般若心経を唱え、終わると息を整え、ろうそくの火をじ

っと眺めて、語り始める。後は普通の会話の形で、依頼者の質問に答えていく。 後は、

二拍手の後、依頼者の健康と安全を神仏に祈願し、太鼓を打ち鳴らして終了する。唱える

神仏の名は、お岩木様、白神様、龍神様、氏神様、山姫様、石神三十三体大神様（このな

かに白神様、赤倉様、淡島様等が入っているがすべては把握していないという）、吉田マン

ジロウ様（人の障りをあらわす神様、詳細は不明）、お不動様、弘法大師様、観音様である。 

今さんが養父から引き継いだという石神三十三体大神様について、彼女はその詳しい内

容についての知識を有していないが、津軽でカミサマたちが「石神様」と言えば、石神神

社のことを指していると考えて間違いない。今さんは、石神神社の存在については聞いた

ことはあるというが、訪れたことはなく、そこが修行場であるということの知識を有して

いない。このことは、彼女が石神神社をめぐる行の世界とは異なる経路でカミサマとなり、
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活動していることを意味する。これまで見てきたように、彼女は、山を駆け、滝に打たれ

ることによって己と神と向き合うような典型的なカミサマの修行を行うことはなかった。

その代わり、彼女にとっては過酷な世俗の生活と夢のなかが修行の場であった。養父や先

輩カミサマからのアドバイスはあったものの、そうした「修行」は赤倉や石神神社という

修行場が培ってきた行の伝統（修行の型や作法）の恩恵を受けることのない、個人的な行

であったといえる。行場にもいかず、養父からの直接的な教えも受けることがなかった今

さんは、宗教者として自立するための知識と作法をどこで習得したのか。そこで登場する

のが金剛寺である。 

 

＜金剛寺との関係＞ 

今さんがはじめて金剛寺にきたのは、結婚して間もない頃で、母の紹介による。母はお

じとともによく通っていたという。照正氏が存命中に何度か金剛寺に顔を出したことがあ

るものの、今さんが現在のように金剛寺に熱心に通うようになるのは養父の死後である。

きっかけは、「免許をもっていないと何を言われるかわからないから、金剛寺にお願いしよ

う」というおじの言葉であった。はじめは免許が必要であるとは思っていなかったが、お

じの強い勧めによって金剛寺を訪れ、現住職のもとで学び始める。2001 年 9 月から翌年 4

月まで毎日金剛寺に通い、午前中は依頼者のための祈禱で住職とともに拝み、昼食をはさ

んで、同じ時期に修行をしていたもう 1 人の女性と、住職の指示に従って本堂で経を学ん

だ。2002 年 1 月には、国分寺派より権律師の位を授かる。今さんはこの「免許」について、

「普通はもらえないもの」であるにもかかわらず、住職の特別な計らいでもらうことがで

きた、と喜びをもって語る。免許は住職との絆の証であり、常に今さんを支えてくれる住

職と住職夫人の温かさに、彼女は多大な恩を感じているという。また、なにより金剛寺に

来ることによって「力をもらう」ことができるとする。 

工藤さんや福士さんの場合と同様に、今さんが依頼者に行うのは（原因を明るみに）「出

す」ことだけだと自分の役割を位置づけている。「お祓い」は一切行わない。それは「和尚

さんの仕事」だからである。特に、人柄の憎しみ（人や霊の恨み）がかかっている場合は、

すぐに金剛寺で祈禱を受けるように依頼者に伝える。 

先にも述べたが、個人の才によってその力と評判を得るカミサマたちの世界では、通常

その身分が世襲されることは少ないとされている（実際には多くの事例があるが、広く地

域の人々にはそう認識されている）。今さんも「カミサマは二代続くことはない」と周囲か
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らよく言われたという。しかし、今さんの場合は福士さんの場合と同様に、霊的な素質を

もった人物が偶然にもカミサマの家に入ることとなり、日々の生活のなかでカミサマとし

ての才能を開花させた。しかし、霊場などでの「こもり」の経験を持たず、身体的行の経

験の浅いこうしたカミサマたちはその人生を通して、カミサマとしての学びの機会を僅か

しかもたない。そうした彼女たちを宗教的な力や知識の面で、また依頼者の紹介といった

面で支えているのは、祈禱や供養を担当する金剛寺の存在であるといえる。 

 

4. 小括 

ここまでで金剛寺と深い関係をもつ 3 名のカミサマの人生史と依頼場面の様子、金剛寺

との関係について報告した。事例から指摘できる点を以下にまとめたい。 

・現在金剛寺に集うカミサマたちのほとんどが、身体的行の経験をわずかしかもたない。

赤倉のお堂で籠って修行をしてきたカミサマたちとはこの点で大きく異なる。福士さんが

行の不足を理由として自分の「力が弱い」と語っていたように、このことは彼女たちが自

らの役割を（不幸の原因を）「あらわす」ないしは「出す」ことに限定させる要因になって

いると思われる。そしてそれを補う形で金剛寺が祈禱、供養を担っている。これは、特に

現住職の弟子に強くみられる傾向である。 

・金剛寺という場は、カミサマが「力をもらう」場であるのと同時に、他の信徒たちとの

交流を促進する場である。信者たちにとっては、カミサマの評判を口コミとして耳にする

場であり、カミサマたちにとっては、カミサマとしての語り方、考え方を取得、強化して

いく場である。かつてこうした場の代表的存在であったのは霊場赤倉であった。赤倉から

人が去った現在、カミサマをめぐる知識の活発な交渉を促進する場として金剛寺の存在は

重要であろう。 

・事例でみてきたカミサマたちの祭神には、個々人の人生史が反映されており、その作法

もまた彼女たちが生きてきた環境から学ばれたものであった。こうした作法に金剛寺が干

渉することは全くない。金剛寺の存在は彼女たちの信仰の歩みに多大な影響を及ぼしてい

るが、カミサマたちの実践とは、金剛寺との関係を含む彼女たちの人生経験で得られた知

識の総合である。金剛寺が彼女たちの信仰生活のすべてではない。金剛寺とカミサマたち

の関係は、一部で非常に濃厚でありながら、金剛寺の側が踏み込んではならない一線があ

る。開山からカミサマとのつながりをもち続けてきた金剛寺には、こうした関係性を維持

する姿勢が自然と培われている。 
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5. おわりに 

 大阪、奈良、京都にまたがる生駒山は行者や拝み屋たちによる多くの施設・行場がひし

めく霊場であるが、ここを調査してきたアンヌ・ブッシィは民間宗教の職能者たちが山か

ら姿を消していっていることに気づく。これを受けて彼女は「神々は山を去っていくのか」

との問いを発した。赤倉に対してもまた同じ問いを立てることができるだろう。 

 神々は山を去っていくのか、これに対するアンヌ・ブッシィの答えは否である。彼女は

以下のように記している。 

 

  山を去ることで彼らは、山を都市に導入し、その中心に山の見立てとなる境界空間を

創出した。彼らの神殿はすべて、そこに他界・異次元が投影され、そこで生駒山が思

い起こされ、さらには生駒山を指し示し、そこへと眼差し足を向けさせる。俗世界に

散逸した多くの霊威地点である178。 

 

行者や巫者たちは生駒の神々とともに里に下ったのであり、都市では彼らの存在が山の

神々を媒介するものとなり、人々と山とをつなぐ。赤倉の場合はどうであるか。明らかに

赤倉はかつての勢いを失い、カミサマたちは山を去って行った。しかし、カミサマたちが

完全に山を忘れ去ったかというと、そうではない。少なくとも金剛寺に集うカミサマたち

が拝む諸々の神仏のなかには必ず赤倉様の名前がある。先にみたように、赤倉様の名には

赤倉の霊威と、そこで修行をしてきた行者たちの歴史が刻まれている。山を去っても赤倉

様への信仰を通してカミサマは山とつながり続けている。そして、その回路を提供するの

が赤倉に拠点をもつ金剛寺であるといえる。照正氏は里に拝殿を築くことによって、ブッ

シィが指摘するように都市に山を導入したのである。 

 しかし、「山」が「里」に下ることにより、当然ながらカミサマのあり方には大きな変化

がもたらされた。その も顕著な例が修行の変化である。里を中心とすることで、カミサ

マにとって山は自らを鍛錬する身体的修行の場でも、何かを学ぶ学習的修行の場でもなく

なった。言葉を換えれば、金剛寺に集うカミサマたちにとって、山の力とは寺（僧）を介

して充填されるものとなり、自ら獲得するものではなくなった。修行の舞台が山ではなく

夢や日常生活のなかへと移行しているのは、そうした変化の表れであると考えられる。 
                                                  
178ブッシィ 2000:119. 
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夢や日常生活が修行であるという言葉は、山で激しい修行を積んできたカミサマたちに

比すれば、修行の経験の浅さを告白するようなものにも思われる。しかし、彼女たちがカ

ミサマとして認められていることには変わりはない。現在、依頼者が彼女たちのようなカ

ミサマを評価する主な基準は、荒々しい修行などの過去の経験ではなく、自身の苦悩に対

して「いま、ここ」で何を言ってくれるかである。そこで「当たっている」ということが、

彼女たちの「霊感」を証明する。若い依頼者たちの支持を集めている福士さんのもとには、

結婚と進路の相談が も多く寄せられるが、そこで求められているのは、修行によって獲

得された祓いや祈禱の「霊力」ではなく、困りごとに適切なアドバイスをくれる直観的な

「霊感」であるといえる。身体的修行も学習的修行も浅いために、祓いや祈禱を行う力も

なければ、そのための作法も身につけていないということは本人たちも自覚するところで

ある。しかし、いざというときには依頼者を寺に送り祈禱を受けさせることによって、事

態に対処することができる。カミサマは依頼者の不幸などの原因を「あらわす」。そして寺

がそれに儀礼的対処を施す。この図式のなかでカミサマによりいっそう求められるのは、

身体的な行の経験よりも、依頼者に納得のいく答えを「あらわす」ことができるか否かと

いう能力であり、本人たちの言葉でいえば「霊感」である。 

 第 1 章では、カミサマの語りと実践を、神的発想群に代表される種々の知識の即興的構

成であると捉えた。金剛寺に集うカミサマたちを通して見えてきたのは、カミサマの能力

の「霊力」から「霊感」への移行であり、少なくとも金剛寺に集うカミサマたちにおいて

は、その役割は、祓いや祈禱といった「力」の行使ではなく、日々の困難に対処するため

の原因の究明、知識の提供に特化していた。つまり、行が後景化したことによって「霊力」

の面でカミサマたちは寺への依存を強めたが、その反面で神的な知識を即興的に繰る専門

家としてのより大きな期待と役割を担うことになったといえる。 

 金剛寺のケースは、一つの事例にすぎないが、行場の衰退から見て取れるようにカミサ

マたちの成巫過程や実践における行の後景化は津軽全体を通して着実に進行している。そ

のため、本章で指摘した霊力から霊感へという移行は金剛寺に集うカミサマに限定される

ものではなく、より広くカミサマ一般の傾向として指摘できると考えている。こうした一

般化に際しては、さらなる検証と事例の蓄積が必要であるが、後の第 6 章と第 7 章で扱う

カミサマの K にもこの特徴がよく表れており、霊力から霊感へという議論を支える事例と

なる。 

本章では、カミサマと金剛寺の知識の交渉過程を、行の内容や役割の変化を通して見て
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きた。両者の交渉関係は、依存と自律の間でそのバランスを保ちながら展開しているとい

える。その一方で、霊力ではなく霊感への比重が高まったことによって、ますます軽視で

きなくなるのが、第 2 部で扱うカミサマと依頼者との間の関係である。 
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写真資料 

 

 

写真 1-1 赤倉にある M の堂 写真 1-2 賽の河原に奉納された N の手拭い 

  （中央と右端にかけられているもの） 

写真1-3 仏具店がNの指示で特別に作成している

絵馬（親子の龍神が描かれている） 

写真 1-4 川倉賽の河原地蔵 

左右上部にあるのが天蓋幡 
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写真 1-5 弘法寺に奉納されている天蓋旗 写真 1-6 オシラサマの衣に押された印 

写真 1-7 焼印が押された百万遍の数珠 写真 1-8 石神神社のご神体 

写真 1-9 石神神社：滝場 写真 1-10 上主教外観 
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写真 1-11 石神神社周囲の修行場を記した地図 写真 1-12 赤倉山神社（弘前市種市）外観 

写真 2-1  K.H が自宅の庭に設けた龍神の祠 写真 2-2 S.E のメモの一例 

 

写真 3-1 赤倉の様子 写真 3-2 赤倉大権現の掛け軸（金剛寺） 
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写真 3-3 左が赤倉大権現、右が山の神の像 写真 3-4 金剛寺外観 

写真 3-5 金剛寺内部（本尊等） 写真 3-6 火性三昧：明松 

 

写真 3-7 火性三昧：鉄鍬 写真 3-8 釜行を行う蒔田照正氏（金剛寺提供） 
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写真 3-9 熱釜の湯をかぶる行者 写真 3-10 行場の角に立つカミサマ 

写真 3-11 行者たちの後方に並ぶカミサマ 写真 3-12 火性三昧終了後（カミサマと信者） 

 

写真 3-13 1980 年代、大祭に参加する 

金剛寺のカミサマ（福士さん所蔵） 
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第 2 部 カミサマと人々 

  



117 
 

第 4 章 カミサマと依頼者 

 

はじめに 

第 1 部はカミサマ個々人の語りを中心としたものであったのに対して、第 2 部では依頼

者の側に視点を移す。依頼者はカミサマに対してどのような期待を抱いているのか。また、

そうした依頼者の期待や姿勢と触れ合うことによって、カミサマの側はどのような変化を

被るのか。本章では依頼者個々人の語り、第 5 章では託宣と集落の関係、第 6 章では春祈

禱の現状を通して、それらの点について考察していく。 

 カミサマの依頼者について、まず既に行われた量的調査の成果を参照してみたい。1984

年に池上良正はカミサマの依頼者の属性と依頼内容について問うアンケートを弘前市Ｘ地

区の全戸を対象として行った。それと同じ項目で 2013 年 12 月から 2014 年 1 月にかけて

安達知郎が、弘前市裾野地区の 1087 人を対象に調査を行い、その成果を発表している179。

調査項目は 4 つあり、それぞれ①カミサマの認知度、②カミサマ訪問経験、③カミサマ初

訪問年齢、④カミサマへの相談内容を問うものとなっている。詳細なデータは安達の研究

ノートに譲るとして、重要な数値だけを参照してみたい。 

 まず、①のカミサマという民間の祈禱者の存在を知っているか否かの設問については、

男性では「知っている」が 61.4％、女性では 71.0％、全体としては 66.4％が「知っている」

と答えている。②のカミサマへの訪問経験については男女差がはっきりと出る。男性では

「経験あり」が 19.5%であるのに対して、女性では 38.0％である。女性のなかで、「経験あ

り」を「1,2 回組」と「常連組」にわけると、前者が 24.1%、後者が 13.9％となる。女性の

なかでも、常連組には 70 代と 80 代が多く、1,2 回組には 60 代と 70 代が多く分布してい

る。全体としては約 3 割の人が、何らかの形でカミサマのもとを訪ねた経験をもつことに

なるが、その中心は 60 歳以上の女性であるということがわかる。相談内容（自由記述）に

ついては、書かれた内容として多かった順に並べると「家族」（34）、「健康・病気」（32）、

「子孫」（24）、「自分」（13）、「仕事・金銭」（9）、「家全般」（9）、「死・供養・霊」（6）、「そ

の他」（10）（括弧内は回答者数）となっている。 

 では、こうした数値で示される「カミサマを知っている」「カミサマのところに相談にい

ったことがある」という人々は具体的にどういった経緯でカミサマのもとに通うことにな

ったのか。巫者の依頼者の側に目を向けた研究成果としては、こうした量的調査の他に、

                                                  
179安達 2015. 
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大橋英寿が、沖縄における精神医療と「土着シャーマニズムの信仰治療」という二重依存

の内実を解明するために、精神科病院の入院患者たちに行った面接調査がある180。この研

究では、「依存深度」を鍵概念として、ユタによる信仰治療への依存の深まりの程度（段階）

が概念化された。また、古家信平の研究では、沖縄のヒヌカン祭祀をめぐって、依頼者が

ユタの判示を不完全な形で受容、あるいは拒否した事例が紹介されている。その原因とし

て古家は、ヒヌカンと位牌祭祀を併行したものとするユタの論理とヒヌカンと位牌祭祀を

区別する依頼者の論理との間の齟齬を指摘している181。こうした「依頼者の論理」への着

目は、本論の目指すところでもある。しかし、こうしたいくつかの成果を除いては、依頼

者の側が直接的な対象として扱われることは少なかった。巫者研究が依頼者の側に与えて

きた対象としての価値は、概して従属的なものであったといえる。それは、巫者研究が依

頼者研究ではなく巫者
．．

研究である限りにおいては当然ではあるが、依頼者や周囲の環境と

の間で展開する知識の相互交渉にカミサマの存立の核をみる本論の立場からすれば、依頼

者の「論理」は巫者の「論理」と等しく注意が払われるべき対象となる。そこで、第 2 部

全体を通して、依頼者側の語りや実践について考察していく。 

まず本章は、第 2 部の導入として 2 名の女性の語りから、カミサマとの具体的な関わり

方を例示することを目的とする。カミサマへの相談内容は家庭の事情や個人の健康状態な

ど、非常に繊細な問題に関わるものであるために、インタビュー調査を通してその詳細に

まで立ち入ることは難しい。そうしたなかでも、本章で扱う 2 名は、人生史を通してのカ

ミサマとの関わりや具体的な相談内容を明確に跡付けることができる貴重な事例である。 

 

1. <事例 4-1> 谷口さん（仮名）（1946 年生、女性、青森市） 

1-1. カミサマとの関わり 

 現在、青森市で夫と次男と共に家族経営の小さなパン屋を営んでいる。津軽平野の中央

に位置する藤崎町の出身である。若い頃は東京へ出稼ぎに出て、政治家の秘書や大手企業

の社長の家政婦などをしていた。そうした経歴や明るく話好きな性格から、幅広い人脈を

もつ。カミサマの評判にも敏感で、人脈を通して多くの情報が常に集まってくる環境にあ

る他、自分でも多くのカミサマをめぐってきた。そのため、悩みを抱えている人があれば、

評判の良いカミサマを紹介することもある。 

                                                  
180大橋 1998、第 8 章「ヘルス・ケア・システムをめぐる病者と家族の対処行動」。 
181古家 1994:146. 
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 幼い頃から母（1912 年生まれ）に連れられてカミサマのところへと行くことがあったが、

彼女自らの意思で、カミサマのもとに熱心に通うようになったのは、長男が 1 歳半の時に

起こった事故がきっかけであった。長男が手にやけどを負ってしまったことから、実家近

くの病院に連れて行こうと、その日谷口さんは長男を連れて実家に帰っていた。その夜、

谷口さんは長男が見当たらないことに気付く。家族総出で探したところ、少し水の張って

あった浴槽でうつ伏せで浮いているのが見つかる。顔の色は変わり、谷口さんは長男の死

を予感して恐怖したが、兄の必死の人工呼吸で一命を取り留めた。この事故は、特に谷口

さんの母には大きな衝撃であった。実はそれまでに、谷口さんの兄弟姉妹の子どもが事故

や病気で既に 3 名亡くなっており、「孫をこれ以上もっていかれたらたまらない」と、母は

谷口さんと姉を連れてカミサマの所へ相談にいった。彼女の生家は 300 年程続いている家

であったというが、病弱な人が多く、兄も小児麻痺で足が悪かった。そして母の孫たちは

次々に亡くなる。母が以前からカミサマのもとに通っていたのは、こうした一族の不幸を

憂いてのことであった。 

 これら家の不幸の原因として、息子の事故以前から複数のカミサマによって指摘されて

いたのが、家にあった祠の存在である。母が通っていた弘前市内のあるカミサマによれば、

この祠にはお稲荷様のお札が祀ってあったという。家ではその祠に水やご飯をお供えして

いたが、それがお稲荷様であるということを誰も知らないままにいたために、「稲荷様の日」

を無視したりと、適切な祭祀が出来ていなかった。そのため、家に不幸が続くとされたの

である。それを聞いた母は、弘前市の稲荷神社に祠を納めた。しかし、祠を納めた後に先

の谷口さんの長男の事故が発生してしまう。この時訪ねたカミサマは、祠に祀られていた

のは「位が高くてわがままな稲荷様」であったため、弘前市の稲荷神社では満足しておら

ず家に戻ってきているとの判断を出した。稲荷様にはランクがあり、この稲荷様にふさわ

しいのは、津軽で も位が高いとされる高山稲荷神社であるとの指摘である。これを受け

て、高山稲荷で稲荷様を納める祈禱を行ってもらい、その後 2 年ほど高山稲荷に通った。

そのおかげで、それ以来大きな事故は生じずに、状況が「落ち着いた」という。ただし、

兄は子を失い、実家にいる姉も結婚しない（婿が来ない）ことから、彼女の生家は「代が

続かない」ことになってしまった。そのため、谷口さんは生家の不幸が完全に払拭された

とは思っていない。しかし、この出来事をきっかけに、姉と谷口さんは神仏に関わること

に「熱心になった」と語る。 

 その後は家族の体調不良の際などにカミサマのもとを訪れてきたが、特にここ 5 年で、
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その回数が格段に増えた。それは谷口さんが、長男の結婚と次男を中心に営むパン屋の移

転という 2 つの問題を抱えており、その解決を求めていたためである。後者については、

新たな店舗兼自宅となる場所が無事見つかり、2013 年に移転、経営も順調で「本当にいい

ところが見つかった」と谷口さんも胸をなでおろす。移転の際には、候補地をさまざまな

カミサマに見てもらい、その土地や建物に問題がないか、移転しても無事に営業を続ける

ことができるか否かを判断してもらった。現在の場所に絞ってからは、本当にその場所で

いいのか、カミサマのみならず黒石市で家相を見ている男性にも意見を求め、お墨付きを

もらった。ただし、引っ越しの際には小さなトラブルに見舞われた。家の前の持ち主が、8

月に契約したにも関わらず、10 月に入っても出ていかないのである。店のオープンが遅れ

ることになるため、融資を受けた銀行からも心配の声が上がった。しかし、彼女が も信

頼を寄せる「カミサマ」の M（後述）が、「この人たち（家の前の持ち主）はいい人たちで、

ちょうどいい時に出ていくから。自分たちにとっても、谷口さんにとっても、いい日をみ

て出ていく人だから、出て行って下さいとかって言っちゃいけないよ」と告げたことから、

谷口さんはその言葉を信じて、ひとまず待つことにした。10 月 8 日、ようやく前の持ち主

の引っ越しが行われ、谷口さんが家に入ると「窓ガラスから、ブラインドの 1 本 1 本から」

すべてがピカピカに磨かれていた。こうして、引っ越しが遅れたのは、2 ヶ月かけて家を掃

除していたためであったことを知った谷口さんは、M の言葉が本当であったと感激したと

いう。 

 こうして店舗の移転は順調に済んだものの、長男の結婚については、谷口さんはいまだ

心を痛めている。長男はある女性との結婚を希望していたが、谷口さんは結婚に猛反対し

た。それにはさまざまな理由があるが、長男は先祖を大切にし、素直に手を合わせる子で

あったが、その女性と出会ったことで「がらっと変わってしまった」ことが理由の一つで

ある。谷口さんは長男とその女性の相性を確かめるために、いろいろなカミサマのところ

へいくが、どこへいってもだめだと言われる。そのことから、一貫して結婚に反対するが、

それに耐えかねて長男は家を出て、「知らないうちに籍入れて何もわからない」という状態

で現在に至っている。 

 長男のこの騒動について、彼女は「子供いっぱい生んで、死んだあとご飯あげてくれる

人がいる。親が一番賭けてるのはそこだよね」と締めくくる。長男の結婚に関して、これ

までにない頻度でカミサマのところをまわったのは、家を継ぐべき長男が先祖を大事にし

ない女性と一緒になることで、彼女の人生における一番の「賭け」が挫折することを危惧
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してのことである。彼女が一時熱心に通っていた五所川原市のカミサマは、霊感によって

その依頼者の家系図を書き、それぞれの先祖の願いや不満を調べ、現在の問題に対処する

という作法をとっていたカミサマであった。長男の結婚相手を「だめだ」と言ったカミサ

マの一人である。現在では、相談料の破格の値上げ等の問題によって、谷口さんはそのカ

ミサマのもとへは行かなくなったが、彼女が下した判断には変わらぬ信頼を寄せている。

こうしたカミサマたちの判断によって、谷口さんの結婚への反対は先祖の意思という後ろ

盾を得ることになった。 

 谷口さんには、カミサマ以外にも信頼を寄せる存在がいる。それが墓相家である。過去

には、芸能人も多くみてきたという墓相家の指示に従い、義父と義母の墓を建てた。墓相

家の話を聞くために東京や京都へ行ったこともある。何か問題を抱えている友人がいれば、

徳風会（墓相家松崎整道を中心に組織された団体）の発行している『基準宝暦』を手に、

人と人との相性や日程の吉凶などについて簡単なアドバイスを与えたりもする。墓相学は、

適切な墓（吉相墓）の建立と供養によって「子孫の繁栄と家系の安寧」が実現されるとい

う、「家永続の強い願い」に基づく論理を展開することに大きな特色がある182。こうした墓

相学の在り方は、「死んだあとご飯をあげてくれる人がいる」ことに賭けているという谷口

さんの言葉と重なる。こうした考えと共通するところがあったために墓相学に惹かれたの

か、墓相学の影響を強く受けているためにそうした考えに至ったのか、結論を出すことは

できないが、おそらく両方であろう。彼女の語りによれば、彼女がカミサマに信頼を寄せ

るようになったのは長男の幼い頃の事故からであり、その事故は生家に続く不幸の一つと

して理解された。個別の不幸な出来事を「家」の問題へと敷衍するその在り方は、母と母

の通っていたカミサマたちに共有されていたものであり、谷口さんも母に従うことでそう

した発想に慣れ親しんでいた。そして、病や事故が続く家の安寧を願う気持ちが、墓相学

へと谷口さんを向かわせた。墓相学に共鳴する素地は既に谷口さんの経験のなかにあった

といえる。 

現在、長男をめぐる問題に直面したことにより、稲荷様を正しく祀らなかったことで生

家の代が続かなくなったことへの彼女の嘆きは、自らの家にも降りかかるかもしれない恐

怖として感じられている。ここでは、墓相学が強調する子孫の繁栄＝家系の安寧という図

式は反転し、「代が続かない」＝家系の不幸として彼女の苦悩の原因となっている。そして、

その解決を求めて谷口さんは必死でカミサマをまわってきた。その過程で、さまざまなカ

                                                  
182川村・対馬・中牧・田主 1996:112. 
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ミサマのなかでも、家系図を書き先祖の声を伝えるカミサマに彼女が信頼を寄せたのは、

その在り方が、墓相学に共鳴することで強化された彼女の「家系」についての発想に も

適うものであったためと考えられる。 

しかし、現在、谷口さんはある「カミサマ」的な人物との出会いによって心の平安を得

ているという。それは、店の移転の際にもアドバイスをくれた M であり、彼女は 2 年ほど

前に出会った M に全幅の信頼を寄せる。M はつがる市に住む 50 歳前後の女性であり、金

銭で依頼者の相談を受けるというカミサマとしての商売はしていない。そのためカミサマ

と呼ぶには微妙な存在であり、谷口さんもカミサマの話題の延長で M のことを語るが、M

のことを直接「カミサマ」とは呼ばない。谷口さんは知人の紹介で M を知った。しかし、

直接会ったことはなく、彼女との交流は電話での会話のみである。M は金銭は一切受け取

らず、人が集まれば近所の迷惑になるからと、電話以外でのコンタクトを頑なに拒む。し

かし、谷口さんの風貌から性格、店や家の様子まで「みんなわかってる」と、彼女は感嘆

する。谷口さんの M に対する信頼は次のような言葉に表れている。「すごく勉強になって、

その人と知り合ってから。なんか安心するんだよね。ほんとのアドバイザーっていうのは、

ほっとする、前向きに。かえってね、悩みを相談しに行って、そこで悩んでくる人いるで

しょ。いっぱい悪いこと言われて。あれはほんとのアドバイザーじゃない」。 

 谷口さんの M への心酔は、カミサマの現状を考える上で興味深い。頻繁にいろいろなカ

ミサマをまわっていた谷口さんは、カミサマ本人や取り巻きの人々による陰口や嫉妬など

を経験してきた。あるカミサマについて語っていわく、「（谷口さんがそのカミサマのこと

を悪く言っていたという）悪口真に受けて（谷口さんのところに）電話よこして、カミサ

マでないじゃない？（笑）そういう人もいるのよ。力あるんでしょうけど。だからいろん

なところに行かない方がいいなって、 近もうね。この M さんとかそういう人いいなって」。

谷口さんは、旧来のカミサマを「昔のおばあちゃんたち」と呼ぶ。そうした人々は減って

いるが、M のような「本当に人助けする若い人たち」は多くなってきていると語る。谷口

さんのこの言葉は、現代のカミサマがかつてのカミサマとは異なるあり方をしているとい

う第 3 章での議論を傍証するものともとれるが、見逃してはならないのは、M への依存は

谷口さん側の変化とも対応しているという点である。長男の結婚をめぐって、望みとは全

く異なる結果に至った現在、「家」や「先祖」といった原理で結婚に反対する理由を与えて

くれるカミサマの言葉は、もはや必要ではない。長男との関係がどうすることもできない

ほどに拗れてしまった今、彼女が求めているのは、現状を肯定し、彼女の傷心を癒してく
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れる存在であるといえる。近年の M への依存は、谷口さんのこうした期待の変化に対応し

ていると考えられる。 

 

1-2. 高山稲荷神社について 

 ここで本章の議論とは少しずれるが、第 1 部との関連で、谷口さんの語りに登場してき

た高山稲荷神社について論じておきたい。つがる市牛潟町にある高山稲荷神社は、津軽の

稲荷様のなかで「 も位の高い」稲荷神社として知られる。広大な駐車場や延べ 100 坪を

超す宿泊施設が、その教勢を物語っている。しかし、神社としての由来は不明で、明治新

政府に提出された『神社明細帳』にはその名が記載されていなかった。つまり、社格のな

い神社であった。こうした状況を憂い、社格獲得のために高山稲荷社を神社として組織し、

嘆願活動を行ったのが、初代宮司の工藤吉右衛門であった。高山稲荷は村人たちを中心と

して 1872（明治 5）年より、5 度にわたって『神社明細帳』への編入を求める嘆願を繰り

返しているが、吉右衛門の名が認められるのは、1884 年の請願書からである183。吉右衛門

は、義理の息子の行省とともに、社格獲得に向けて教勢の拡大を図った。息子の行省は、

神習教の布教者となって布教活動を展開。その過程で地域のカミサマたちに高山稲荷の神

徳を説いて、カミサマたちを組織していった。行省の孫にあたる工藤伊豆が記した『高山

稲荷神社史』には、「ゴミソさん」＝「教祖さん」と呼ばれ、「教祖さん達と共に語って研

鑽につとめた結果が年を追って神社を盛り立てていったのです」184と、カミサマたちの影

響力が記されている。その結果、1916 年に念願叶って『神社明細帳』にその名が記入され

る。 

カミサマとの「研鑽」が教勢拡大の契機となったというが、具体的な方策として、行省

はカミサマたちに神習教の教師免許を斡旋していた。高山稲荷神社に残る「神習教教師及

神教師推薦簿」には、1915 年から 1935 年までで、120 名が記され、その分布は津軽一帯

をはじめとして、八戸、三戸、九戸、秋田、北海道にまで及ぶ185。直江広治の調査によれ

ば「高山稲荷から神習教免許状の斡旋を受けたゴミソの分布は、高山稲荷の信仰圏と完全

に一致している」186という。つまり、神社側の強い働きかけにより教化されたゴミソ（カ

ミサマ）たちが、稲荷の神徳、もしくはそれを粗末にすることの害を信者たちや依頼者に

                                                  
183工藤 1994:108. 
184工藤 1994:127. 
185直江 1970:264. 
186直江 1970:265. 
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広めたと考えられる。現在津軽で広くみられる稲荷を中心とした災因論や、それを治める

ために参照される高山稲荷を頂点とした稲荷信仰のヒエラルキーは、この時期を境に急速

に広まったといえる。先の谷口さんの「稲荷様の祠」をめぐる経験もその延長線上にある。

現在では、高山稲荷を頂点として稲荷を特別に重視、あるいは危険視する言葉はカミサマ

のみならず、一般の人々の口からも聞かれる。それは、第 1 章で用いた言葉で言えば、地

域の神的発想群のひとつとなっている。 

 第 1 章で、神的発想群の一例として「位上げ」について説明する際にオシラサマの位上

げについて触れた。そして、その普及と組織化の裏には、久渡寺の積極的な働きかけがあ

った。つまり、オシラサマの位上げや稲荷の神徳・災厄といった神的発想群の性質につい

て考えるとき、その背後にある教団の影響を軽視できない。オシラサマと高山稲荷の例か

らは、教団側の熱心な働きかけが地域の神的発想群のひとつとして、吸収され、広がって

いく過程がみてとれる。そして、現在それらの知識は、特定の教団に由来するものである

ことが忘れられ、「昔からそういわれている」という形で地域の人々の知識のなかに溶け込

んでいる。カミサマの分布と高山稲荷の信仰圏が重なっていることからもわかるように、

カミサマたちの言葉がそうした知識の普及の過程で大きな役割を果たしたと考えられる。 

 

2. <事例 4-2> 立花さん（仮名）（1937 年生、女性、田舎館村） 

 第 2 の事例である立花さんの場合、先の谷口さんと比べてカミサマとのかかわり方は限

定的である。現在、彼女は自宅近くの直売所で働きながら、脳梗塞で倒れ入院している夫

を見舞ったり、趣味の園芸や裁縫を楽しんだりしながら日々を過ごしている。自宅でオシ

ラサマを大切に祀っており、集落でもその熱心さは知られている。20 歳で結婚し現在の集

落（次章で扱う S 地区）に住むようになった。出身は S 地区に隣接する O 地区である。 

 はじめてカミサマを訪問したのは中学 2 年のときであったという。運動会があった日、

家に帰ってからだるさが取れず、起き上がることができなくなった。具合はよくならず約

10 日にわたって学校を休む。父や祖父に病院に連れていかれるが、検査をしても悪いとこ

ろは見つからず、どこにいっても「運動会の疲れだ」と言われるだけであった。そこで祖

母が、近くに住むカミサマのところに彼女を連れていく。すると「あれ、オシラサマある

な」とカミサマがいう。その言葉通り、彼女の家には母が嫁入りの際にもってきたオシラ

サマが祀られていた。カミサマは続けて「このオシラサマ、男と女とな、後ろサついて、

この子バ守ってけてる」と語り、そして、「同級生の女の子亡くなってるでねか？」と彼女
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に尋ねた。同級生が亡くなっていればすぐにわかるはずだが、彼女には思い当る人物がい

なかった。考えているうちに、ふと学校へ行くとき毎朝すれ違う女の子のことを思い出し

た。その女の子は、目が不自由な父親の手を引いて毎日病院に連れていくために、学校に

通っていなかったという。まさかと思って、祖母とその子の家に行ったところ本当に亡く

なっていたことがわかった。 

 

  知らなかったの。学校サ全然こないの。お父さんの手ひっぱって病院サ連れていくの

と、ほら、オラたち学校サいって、アハハ笑って学校サ行くのとりゃ、自分でなんも

学校サ来ねえで、お父さんサひっぱって病院連れていくの毎朝見てあったのよ。した

とこで、なんぼいいべなっておもうべ、誰でも。なあ。それでわかってもらいたくて、

うん。なんも、恨みもなんもね。ただわかってもらいたくて、オラさたんづまった[掴

まった]べし。 

 

つまり、毎朝すれ違っていた女の子のホトケ（霊）が、自分の存在を知ってもらいたいが

ために立花さんに憑いていたという。そして、カミサマの言葉によれば、母の祀るオシラ

サマの守護により、事態は比較的軽めに収まっていた。女の子の死を知った立花さんは、

祖母と彼女の墓に出向いてジュースやお菓子を大量にお供えした。これを 10 日ほど続ける

と、立花さんの体調もよくなった。彼女はこの経験を、「ほんとにあるんだよ。カミサマは

見えてる」という言葉で締めくくっている。 

 その後も「ホトケに憑かれる」ことが多かった彼女は、体調が悪くなればカミサマのと

ころへ行って、その原因を見てもらった。同じ村内のカミサマ（事例 1-1）や彼女の住まい

から 15km ほど離れた弘前市の南部に住むカミサマ（故人）のもとへ行った。記憶によく

残っているのは、嫁に来た後に集落内の死者が憑いたときのことである。同様の経験は嫁

入り後少なくとも 2 度あったという。体調が悪くなってカミサマのところに行けば、「S（集

落名）で亡くなった人いるなー」と言われ、その死者が「自分に何か知らせたくて」憑い

ていることがわかった。それを聞いた彼女は、中学 2 年の時にしたのと同様に、その故人

の墓に行き、ジュースや菓子をお供えして手を合わせた。すると、早い時には墓所を去る

前に体調が「パッとなる」。こうして村の墓に行くときは、誰にもいわないで、夫にだけ「お

水あげにいってくるべし」と告げ、周囲に見つからないように晩に家を出るようにした。 

 近では、孫の体調不良が続き、娘がカミサマに聞いた方がいいのではないかと指摘し
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たことから、娘と一緒に集落の春祈禱を担当している平川市のカミサマのところへ行った。

孫は 近東京で新しいアパートに引っ越したが、それ以来体調が悪くなっていた。カミサ

マは、以前住んでいた女性（生者）がそこに住み続けたいという強い思いをもっていたの

で、その気持ちがアパートに残り、孫の具合が悪くなったという。カミサマに拝んでもら

い、孫の体調は良くなったが、その後不動産屋に確認したところ、そうした女性が確かに

住んでいたことがわかったという。 

 彼女は自分が「憑かれやすい」性質をもっていると語る。またそれだけではなく、よく

「夢を見ささる[見せられる]」人でもあるという。それはただの夢ではなく、オシラサマに

関するいわゆる「霊夢」である。 

 彼女はオシラサマを非常に大切にしており、次章で扱う集落の信仰行事の際には、オシ

ラサマが自分に見せた夢などについて他の参加者によく語っている。毎朝自宅のオシラサ

マに水、ご飯、おかず（肉類を除く）を供えて手を合わせ、1 日の無事を願うことを欠かさ

ない。オシラサマは仏壇の横の床の間に祀られており、同じ部屋には龍神様（義理の祖父

が授かったもの）を祀る神棚がある。仏壇と神棚にもオシラサマと同じお供えをする。夫

が施設に入り一人暮らしになったため、出かける前には、「お留守番お願いね」とこの部屋

の神仏、先祖に声をかける。 

オシラサマは母が嫁入り前に授かったものである。母は黒石市の出身で、まだ生家にい

たころ、体調を悪くし、オシラサマを授かっているとカミサマに指摘される。家に帰って

見てみたら庭に桑の木が生えていた。家の敷地内に桑の木が生えてくるのは、オシラサマ

を授かった証であり、その木からオシラサマを彫り出して祀るというのは、津軽で広く行

われている実践である。母もその桑の木でオシラサマをつくり、以降大切にしてきた。中

学 2 年の時にカミサマによって立花さんを守っているとされたのもこのオシラサマである。

母の死後、実家にはオシラサマを世話する者がいなかったために、「神信仰のある」立花さ

んの三女が嫁ぎ先の北海道にもっていき祀っていた。大工である三女の夫も、神仏のこと

に熱心な人であり、ガラス張りの立派なケースを作ってそこにオシラサマを迎えた。しか

し、オシラサマを引き取って以来、娘の家ではガタガタという謎の物音が続いた。その頃、

立花さんは夢を見たという。それは、自分が自宅の床の間の前に布団を敷いて寝ている光

景で、床の間にオシラサマがいるというものであった。娘から電話でこの物音について知

らされると、立花さんのなかでそれが夢とつながり、「これきっとあい[あれ]なんだなって、

うちにいるよりも、かえってオラのとこいたほう、かえって神様は幸せなんだな、いいん
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だなって思ったんだびょん」と、オシラサマを自宅に引き取ることを提案する。娘もその

夢の話を聞き、「へばやっぱりそうなのかって。おっかさんのとこにいたくて、うん。そう

してあんなにしたんだな」と納得し、オシラサマを北海道から現在の自宅に連れてきた。

今から 10 年ほど前のことである。その際には、10 万円近くかけてオシラサマの衣やメダル

を新調し、娘と 2 人で久渡寺に祈禱にいった。オシラサマが音を立てて何事がを知らせて

きたのは、娘の夫が祀っていた「大工の神様」（詳細は不明）とオシラサマが合わなかった

ことが原因であると立花さんは考えている。現在では、夢で見た通りの場所にオシラサマ

が祀られ、立花さんは母から受け継いだこのオシラサマを「お母さんだと思って」日々接

しているという。 

こうしてオシラサマを受け継ぐ以前からオシラサマには「不思議な」縁があったと立花

さんは語る。嫁に来てまもなくの頃、ある日、夢にきれいに着飾ったオシラサマが出てき

た。夢を見た日の朝、買い物に出かけたところ集落の女性たちが集まっているのが目に留

まった。何事かと聞いてみたら、オシラサマを連れて猿賀の蓮乗院（旧 3 月 16 日に「おし

ら様御法楽」として祈禱を行っている）に行くところだという。彼女は夢でオシラサマが

「見せて」きたのはこのことであったと確信し、夢中で女性たちについていって、オシラ

サマを遊ばせてきた。オシラサマの祈禱の際には、オシラサマに金襴の衣を着せ、手を付

けて笏や扇をもたせたりすることから、立花さんが夢に見た「着飾った姿」とは、まさし

くオシラサマの祈禱のことを意味していたことになる。 

 中学 2 年の時の出来事で、オシラサマが守ってくれていると教えたのはカミサマであっ

た。このようにカミサマを訪問すれば、立花さんが普段からオシラサマを大切にしている

ことから、そのご利益についての話が出ることは想像に難くない。また、立花さんの母の

経験にもみられるように、オシラサマの授かりやその霊験譚といったものは、カミサマの

知識の範疇にあるものとして扱われ、オシラサマ関連の問題でカミサマのもとを訪ねると

いう人は多い。しかし、オシラサマに関わる選択に際して、立花さんはカミサマの判断を

仰ぐことはないという。その大きな原因は、夢を通して立花さんが直接オシラサマの意思

を知ることができるという点にあるといえる。よくカミサマを訪れるという立花さんであ

るが、オシラサマ祭祀という局面では、カミサマの判断を必要としてこなかったことがわ

かる。 

また、立花さんは人生の も大きな選択に迫られたときにもカミサマの判断を必要とし

なかった。それは、嫁入りの際の出来事である。立花さんは後妻として今の家に入るが、
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嫁に来てから 1 年もしないうちに、姑（当時 42 歳）が恋仲であった男性と家を出ていって

しまう。子供ができてから籍を入れることにしていたために、その時はまだ入籍前で、立

花さんには生家に帰るという選択肢があった。嫁ぎ先には、まだ独り立ちしていない姑の

子供や前妻の子供、計 6 名が残され、留まれば立花さんは彼らの面倒をみなくてはいけな

くなる。実家の両親は「そういうとこにいなくてもいいから戻ってこい」と繰り返し立花

さんに訴えた。しかし、彼女は「私がいなくなれば、ここの家庭どうなるんだろうって思

って」、「私一人が我慢すればいいんだなって」自分に言い聞かせ、悩んだ挙句に嫁ぎ先に

残ることを決意する。そのうち子供ができたが、父親は子供ができた後でも、立花さんの

苦境を憂い、家に帰ってくるよう迫った。しかし、立花さんは決意を貫き、家事をこなす

だけでなく、朝 4 時から夜 11 時頃まで縫製の内職をするなどして、経済的にも家庭を支え

てきた。夫は出稼ぎで家をあけることが多く、家を守るのは立花さんの仕事であった。 

立花さんにカミサマの訪問歴について尋ねると、「そっち（家庭）の悩みでだば行ったこ

とない」という。人生を左右するこの重要な局面では、カミサマのもとに相談にいくこと

はなく、「自分の判断で」心を決めたと語る。この点は、家に関わる問題となると熱心にカ

ミサマをめぐる先の事例の谷口さんとは対比的である。 

 立花さんが自らの意志でカミサマのもとに行くのは、自分の健康についての相談をする

ときのみである。孫の体調不良の際にも、カミサマのところへいっているが、それは娘の

要望であり、彼女が自発的に行ったわけではない。立花さんのカミサマとの関わり方の特

徴は、カミサマの言葉を自分の実践に強く引き付けているところにある。恐らくカミサマ

は立花さんが現在語るよりも遥かに多くのことを彼女に指示しているはずである。しかし、

カミサマの言葉は、彼女の密かな墓参りという個人的な実践に収斂される。中学 2 年の時

の出来事を雛形として、体調不良の原因は死者の霊に求められ、カミサマのもとへはあく

までもそれを確認しにいくに過ぎない。そのため、自分の健康以外の人生の選択において、

カミサマの判断を仰ぐという発想には至らないようである。 

 

3. 小括 

 2 人の事例を比較すると、事例 4-2 の立花さんはカミサマとの関わりが、自分の健康とい

う一点を中心とした非常に限定的なものであるのに対して、事例 4-1 の谷口さんの場合は、

引っ越しや開店の時期、息子の結婚等、多岐にわたる機会でカミサマの指示を仰いでいる

ようにみえる。しかし、谷口さんにおいてもカミサマに判断を委ねる問題には一つの大き
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な核があることがわかる。彼女が頻繁にカミサマのもとに足を運ぶのは、家の存続や安寧

に関わる問題が生じたときである。そして、家の存続という論理の重要性は墓相学を通し

て強固に補強されていた。先に事例 4-2 の立花さんの場合、中学校 2 年の時の出来事が雛

形となり、その後のカミサマとの関係性が方向づけられていることを指摘したが、谷口さ

んにおいても同様の指摘ができる。谷口さんがカミサマといった存在に熱心に関わるよう

になったきっかけとして語るのは、長男の幼い頃の事故である。この事故は、母によって、

それ以前に亡くなった孫たちの死や息子の病気などと結びつけられ、家の不幸として対処

されるに至った。そして、カミサマの指示に従うことで一応の解決がなったというこの経

験は、彼女にとってカミサマがどのような類の問題を解決することに適しているのかを学

び知る機会となった。つまり、家族の不幸、延いては家の存続の危機に対処する存在とし

てカミサマといった存在に期待がかけられるようになったのである。 

 よって、事例 4-1 谷口さんと、事例 4-2 立花さんは、それぞれカミサマを訪れる際の期待

とその言葉の受容の仕方に固有の特徴をもっている。谷口さんの場合は、家の存続を実現

するために必要な手段を提示してくれる存在としてカミサマに期待を寄せ、カミサマの言

葉は墓相学を通して学ばれた知識も参照しながら受容され、「先祖を大切にすれば家が栄え

る」という論理に回収される傾向にある。一方、立花さんの場合、体調不良の原因、さら

に具体的には、自分に今誰の霊がついているのかを明らかにしてもらうことを目的として

カミサマのもとを訪れ、カミサマによってそれが明かされると、密かな墓参りを行う。彼

女の場合、カミサマは、あくまで自分の健康の問題を解決する存在として期待されている。 

 そして、事例を通して明らかなのは、カミサマに対する期待と受容のパターンは個々人

の生活史に裏付けされているということである。依頼者は、「困った時の神頼み」で、悩み

事があるたびにカミサマに頼り、その言葉を鵜呑みにするというような単純な存在ではな

い。 

第 3 章にて、金剛寺に集うカミサマたちの祭神を検討して得られた知見の一つに、カミ

サマの「拝み」の対象がカミサマ個人のそれまでの歩み・経験を総合したものであるとい

う点があった。本章で明らかになったのは、カミサマに向き合う依頼者の側にもまた、そ

の託宣に対する期待と受容の仕方の面で人生史を反映した固有の理解が展開しているとい

うことである。一見当たり前のようにも思われるこの事実は、巫者の権威を考える上で重

要となる。ユタを事例に小田亮が論じるのは、巫者の権威の源泉は、知識の不均衡配分に
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よって形成された権威構造にあるということである187。つまり、巫者が「普通の人」の知

らない知識（小田の言葉では「秘知」）を有しており、それを提供することができる存在で

あるということによって巫者の権威は担保される。カミサマの事例に戻れば、祈禱等の作

法や祭文を知っているという点で、確かにカミサマは「普通の人」よりも知識を有してい

る。しかし、依頼者側の期待と受容に対峙した時、カミサマのそうした知識が絶対的に優

位なものであるかといえば、そうではない。具体的なカミサマと依頼者の対面状況を記録

したものから 後に一例をあげたい。 

 

4. 口寄せの現場から 

 以下の会話は、川倉賽の河原地蔵尊の大祭（2014 年 7 月 18 日）で行われた口寄せの様

子の一部である。カミサマは、第 6 章でも扱う K で、ここ数年は 1 人で大祭の口寄せを担

当している。彼女の口寄せは、イタコのものとは大きく異なる作法でなされるが、それに

ついては、第 6 章で詳しく論じる。依頼者は藤崎町に住む 70 代の女性の O。1977 年に 68

歳で亡くなった実父と 2010 年に 91 歳で亡くなった実母を降ろしてほしいとの依頼であっ

た。先に降りてきた実母とのやりとりが以下になる。死者の口寄せは一人称の語りで行わ

れるために、カミサマ K が発している言葉は、実母の言葉ということになる。 

 

K「地蔵様サお参りしてきたのな？」 

O「んだよ」 

K「んー。おらんとこお参りしてきただびゃ？」 

O「だよ」 

K「んー、ワ[私]、またよ・・・、あれ、今年違う和尚さんサ、おめぇ拝んだんでねえか？

拝んでもらったんでねぇだか？」 

O「なんも。拝んではもらってねぇばたって、ずっとまわってきたよ」 

K「ありゃ、ただまわってきただけなの？」 

O「んだ（苦笑）」 

K「たまには、あのー、ワだとじっちゃんとロー[私と旦那の]、塔婆ッコかけてけばいい

べな、ん？」 

O「あー、はい」 
                                                  
187小田 1987:369. 



131 
 

K「んで、夫婦だばな、同じ塔婆サよ、2 人、ほら名前ッコ書いて・・・」 

O「あー、書いてもらえるの？」 

K「へばな、またロー、階段ッコあがるだね、おらたち」 

O「んだのか」 

K「ただお参りしてくれば、和尚様なんも拝まねぇばや、なっ！拝むはずもねぇべ。だ

はんでよ[それなので]、塔婆ッコ買ってよ、な。んー。ワ、この前、ちょっと来ただね、

こっちさロー」 

O「あー、だの・・・」 

K「ん。なんぼするもんだべなと思ってな」 

O「（笑）。貧乏なとこで、買いにいけねぇと思ったべか（笑）」 

K「お前もまたさ、やりくり大変だべなと思ってな、うん」 

O「うん、そりゃそうだよ」 

K「塔婆ッコよ、あげてくれれば・・・」 

O「あー、はい、はい」 

K「お前の財布の・・・」 

O「だっきゃの」 

K「のな」 

O「だよの」 

K「1,500 円するだね」 

O「あー、アハハ（笑）」 

K「和尚様さまサ拝むてまた、な、なんぼか置いてこねばまいね[だめだ]。おめぇ、そこ、

あの、な、苦しければ来年でもいいはんでよ」 

O「あー、はい、わかったー」 

K「せばの、塔婆ッコいうのはの、それこそロー、（中略＝塔婆の説明）どこにいても、

藤崎にいてもどこにいてでも供養されるもんだはんでな[供養されるものだからな]、お

めぇ、いつか気持ち変わったらよ、ワとじっちゃんサとよ、やってけれないか。せっか

く、ここまで来たはんで[来たので]、おめぇ、いつかな、来年でもいいズ、おめぇ生き

てるうちによ、やってくれないか」 

O「んだんだ。来年も来れるかと思ってたけども（笑）」 

K「だで、おめぇも足たいげ、まいねくなってきたでなぇか？[足がずいぶん悪くなって
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いるのではないか？]」 

O「足腰のー」 

K「ワ、それ見てるんだね。んー」 

O「年いってきたもの」 

K「ま、1 年とは言わないけどな、来るときあってよ、おめぇ、なんぼかゆとりッコあれ

ばよ、ワ、それしゃべっちゅうはんで」 

O「んだか」 

K「なんだかんだ、今日だかやっていけっつーわけではねえけども、ま、そういうこと

もいいんでねぇべかと思ってな」 

O「わかったー」 

K「そしてな、んでねばな、ただ紙ッコさ書いてな、やる人もあるしよ、それだば 500

円だ」 

O「だのか」 

K「それこそ、そっから手拭いッコ買ってよ、つけてもらえれば、な」 

O「（小声で）はい」 

K「なんだかんだ、塔婆ッコでねえへもよ、あそこから 330 円のさらしも売ってるし、

命日ッコと名前ッコ書いてもらえれば、そしたら和尚様拝むはんでよ、ここから聞いた

ってしゃべっていったら、特に待たねぇよ（笑）」 

O「あー、だのか（小笑）」 

K「まー、おめぇもし、今日な、考えッコよ、もったらな、そうしていかないか？ ど

こだかんだやってても、ほかのホトケさま憑かれる人もあるはんで、気ぃつけてロ」 

O「あー、はい」 

 

賽の河原の供養では、塔婆やワラジ、手拭いの奉納を行ってから口寄せに来る参拝者が多

いが、O はそのいずれも行ってはいなかった。はじめ K は、塔婆の奉納を勧めるが、O の

口調は明らかにそれを渋っている。塔婆の有用性を説かれても、O は一向に乗り気でない。

それがどうやら金銭的な理由に由来するとわかると、次は 500 円のお札でもよいと K は語

るが、それも緩やかに拒否され、 後には 330 円のさらし（手拭い）を薦めるが、生返事

が帰ってくるのみであった。口寄せの後、O はぐるっと境内を一周して、結局何も買わず、

僧による供養もすることのないままに帰っていった。K による指示は実行されなかったと
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いうことになる。 

 では O の期待はどこにあったのか。実母に続いて実父が降りてくると、まず降ろしてく

れたことのお礼に始まり、次第に話は O の病気の話になっていった。 

 

O「ワ[私]、いま腎臓悪くてさ、病院サいっちゅうんだけど、いまの病院・・・」 

K「どこの病院よ？」 

O「おらか？ 弘前の E 病院サいちゅうんだけど」 

K「あそだきゃ、ぱっとさねばね」 

O「どこがいいだべかと思ってね、薬ッコはあってるみたいだと思ってるんだけど」 

K「んー、ちょっとな、あそこサいくなら、あそこサいってみねぇか？ M 町の O」 

O「そこ、泌尿器科だの？」 

K「泌尿器科サ、行きてえずな？」 

O「うん、おら腎臓悪くてまいね・・・」 

K「うん。泌尿器科だばな、大学、弘前の大学の通りの、昔○○って店あったのわかる

か？」 

O「わかる」 

K「あそこの通りサ、I 泌尿器科ってあるね。左側だ」 

O「I・・・、左側・・・」 

（その後、大学病院も薦められるが、O は過去に通院した際の対応が気に入らないこと

から、大学病院は行きたくないと K に告げる。） 

K「とりあえず、I（病院の名前）行ってみな」 

O「だのか、わかった。行ってみよう」 

 

ここでは一転、O の口数が多くなり、あれだけ渋った塔婆の際の対応からは考えられない

程に、「だのか、わかった。行ってみよう」という強い言葉で K の提案が受け入れられてい

る。つまり、懐かしい父母との対話という目的もさることながら、O が真に求めていたの

は自分の病についての相談であった。 初に繰り出された塔婆の話は、その期待にそぐわ

ない上、たとえそれが死者の要望であっても金銭のかかる厄介な要求以外のなにものでも

なかった。それを敏感に感じ取った K は、塔婆からお札へ、お札からからより安価な手拭

いへと譲歩をはかるが、それでも O は聞き入れなかった。 
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死者の口寄せという特殊な場面であるが、こうした実際のやり取りにおいては、カミサ

マのもつ「秘知」が提示されても、それを受け流す（事例の下線部では、O は K の言葉に

自分の相槌をかぶせることにより、塔婆についての話題の早期の終了を図っている）こと

により依頼者が自分の期待に添うように会話を方向づけていく様子が見られる。カミサマ

が依頼者よりも多くの知識を有しているとしても、それが有用かどうか、適切かどうかは、

依頼者側の期待と受容の様式に左右される。その意味で、カミサマが依頼者よりも知識を

多く持っているということは、それだけではカミサマの権威とその言葉の妥当性を支える

ものとはならない。重要なのは、依頼者のもつ期待と受容の様式と、カミサマの知識がぶ

つかり合う対面状況において、いかに適切で説得的な知識を提示できるか否かである。こ

うした知識の交渉過程に注目すれば、巫者は知識の配分の点で共同体内で優位な立場にあ

るために、「普通の」人々は半強制的にその指示に従っている、という単純な図式は退けら

れる。そして、本章で指摘してきたような、依頼者側の期待と受容のパターンの存在が、

カミサマをめぐる知識の生成の不可欠な要素となる。依頼者側の知識と共鳴することなし

に、カミサマの言葉が現実になることはない。 

次章以降では、集落を対象として、カミサマの託宣に対する依頼者の受容の仕方につい

てさらに考察を深める。 
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第 5 章 巫者の指示を実践に移すまで 

 

 はじめに 

本章ではカミサマの指示が人々にどのように受け取られ、実践へと結びつき、またその

後、その実践がどのように解釈されているのかに注目する。事例となるのは、津軽地方の

田舎館
い な か だ て

村 S 地区で 2001 年に建てられたオシラサマのお堂（以下「オシラ堂」と記す）であ

る（写真 5-1）。お堂のなかに由緒として残されている書面上の記録（『白神様お堂建築記録』）

と、現在、当時を知る人々がお堂建立の過程を振り返って語る内容を比較することで、ま

ずカミサマの言葉を実践に移す際に立ちはだかった現実的な諸問題とその解決の過程を明

らかにする。その上で、実践が行われたことに対する人々の現在の語りに注目し、カミサ

マの託宣がどのように受容されたのかを考察する。後述するように、オシラ堂の建築で中

心的な役割を果たしたのは、三浦さん（仮名）と田中氏（仮名）であるが、三浦さんは病

床にあり、田中氏は既に故人であることから、直接話を聞くことはできない。そのため、

聞き取りの中心となるのは、当時既に老婦人会のメンバーであり、オシラサマの託宣や落

成式に立ち会い、また寄付金を募るなどしてオシラ堂建立を支えた人々である。引用する

会話は、録音が許可された場面で収集されたもののみを使用している。データは、2014 年

7 月 14 日に行われた「まんじ様の宵宮」と、同 7 月 23 日に行われた「地蔵様の宵宮」と

いう老婦人会の 2 つの行事の際に録音された。書き起こしには個人名を仮名やイニシャル

に変換するなどの処理を加えてある188。 

 

1. S 地区の信仰行事 

 事例の紹介へと入る前に、カミサマと集落との関係について確認しておきたい。通常、

カミサマへの依頼は個人が直接カミサマのもとへ赴く形で行われる。しかし、主として 2

月から 3 月にかけて、集落の神々を遊ばせ、1 年の吉凶を占うために、カミサマが集落に招

かれる機会がある。詳細は次章で扱うが、この集まりは、集落によって「イタコ遊ばせ」「神

様遊ばせ」「村の祈禱」「春祈禱」などと呼ばれている。今回事例となる S 地区においても、

毎年この「イタコ遊ばせ」が開催されており、毎年 20 名以上の参加がある。個人的な相談

                                                  
188会話に注目するということで、エスノメソドロジー的観点からの分析が期待されるかも

しれないが、ここでは会話の内部の構造を明らかにすることを目的としてはいない。会話

の引用は、現在老婦人会メンバーがオシラ堂建立の過程をどういったものとして捉えてい

るのか、それを明らかにするための素材として提示する。 
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でカミサマを訪れることがない人であっても、集落での「イタコ遊ばせ」によって、カミ

サマと関わることとなる。詳しくは次章でも扱うが、その内容は、村で祭っている神仏を

呼び寄せ託宣を下してもらうというもので、担当するカミサマによっては集落内の死者が

降りてくることもある。農作物の出来や天候についての占いのほか、何歳代の人物が何月

に車で事故にあう等、具体的な警告が発せられる。また、ときに神仏からの要求がなされ

ることがあり、今回見ていく「オシラ堂」の建立も、この「イタコ遊ばせ」でカミサマの

口を通して語られた村のオシラサマからの要求によるものである。 

 事例として取り上げる田舎館村189の S 地区は、世帯数 102 を数え、およそ 350 人が暮ら

す190。そのなかで、信仰関連の行事は、普段はバサマ会と呼ばれる老婦人会が担当する。S

地区は全部で 9 班にわかれているが、老婦人会は 1,2 班、3,4 班、5,6 班、7,8,9 班が 1 組と

なっていて、毎年交代で会の運営及び行事の準備を行う。老婦人会への入会は義務ではな

く、60 歳以上の村の女性でこうした行事に興味のある人、または取り仕切りなどが得意な

人が自薦他薦で入会する。ちなみに、2014 年 7 月 14 日に行われた老婦人会の行事「まん

じ様宵宮」の全参加者 20 名の年齢内訳は、60 歳代が 8 名（40％）、70 歳代が 9 名（45％）、

80 歳代が 3 名（15％）であり、60 代 70 代を中心としていることがわかる。正確な会員数

は不明だが、2014 年に老婦人会会長が行事の開催を知らせる案内を、参加が見込まれる計

52 名を選んで手渡ししていることから、その数をもって 2014 年時点の会員の 低数と見

ることができる。大抵の行事の参加者は 15 名から 25 名であるが、イタコ遊ばせ（春祈禱）

は も参加者が多く、例年 30 名近い参加がある。記録が残っている 2001 年からの各行事

の参加者数はグラフ 5-1 の通りである191。 

 

                                                  
189世帯数約 2,600、人口約 8,000。弘前市に隣接した村。 
190世帯数 102、人口 346。2010 年の国勢調査（総務省統計局）による。 
191老婦人会の会長に引き継がれている記録帳から作成。2001 年から毎年、何月何日に行事

を行い、何人集まったか、お供えは何をあげたか、宗教者は誰を呼んだか等の詳細が記さ

れている。担当者はここに記された過去の記録を参考に行事を計画する。 
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 のちに扱うイタコ遊ばせ以外のそれぞれの行事を、2013 年に参加者が多かった順に簡単

に紹介しておく。「地蔵様宵宮」（写真 5-6、7）は 7 月 23 日に集落の地蔵堂の前で行われる

もので、まず個々人が地蔵堂を参拝した後で、百万遍の数珠まわしが行われ、その年の行

事担当の班が用意した昼食が振る舞われる。「まんじ様宵宮」（写真 5-4）は、毎年 7 月 14

日に行われる。まんじ様とは、集落の稲荷神社境内のお堂に祀られている石碑である（写

真 5-3）。この石碑は近世にこの地に居住していた二本柳家の土地から出てきたとされるも

ので192、以前は二本柳家で祀られていたが、祀り手がいなくなったため集落で祀るように

なった。地蔵様の宵宮と同様に食事が振る舞われるが、数珠回しは行わない。 

「無縁仏」は、地蔵堂の脇に石碑（1964 年建立）があり、毎年 4 月 24 日か 25 日に僧を

招いて供養を行う。弘前市撫牛子の高福寺の住職に長らく依頼をしていたが、住職が亡く

なってからは、田舎館村 M 地区に住むカミサマ的な男性職能者を呼ぶようになった。しか

し、その男性も高齢で供養ができなくなり、2013 年からは黒石市の地蔵院の住職に依頼を

している。地蔵院の住職が S 地区の行事に関わるようになったのは、村の百万遍の数珠の

祈禱のために班の代表者が同寺を訪問したことがきっかけであった。数珠の祈禱（「印を押

しに行く」と言われる）は、毎年 3 月の春彼岸の前に担当の班の代表者が行うもので、こ

                                                  
192青森県立郷土館（編） 1997:69. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

イタコ遊ばせ（春祈禱） 30 29 29 27 28 32 25 22 27 31 28 29 29

地蔵様宵宮 23 20 20 21 23 23 22 24 24

まんじ様宵宮 19 18 20 16 19 20 20 17

無縁仏 24 20 21 21 22 21 24 22 23 25 14 15

七ヶ村 25 23 29 23 26 21 18 17 20 13 15 10 13

おしら様（寺院での祈禱） 21 27 18 20 20 18 19 16 7 6 5 6
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の際に寺で数珠に焼印が押され、第 1 章でも触れた数珠の位上げが達成される。 

「七ヶ村」は、その年の一代様193を中心として 1 日で 7 ヶ所の社寺をめぐるものとされ

るが、実際は時間的な都合にあわせて場所は柔軟に決められている。毎年 3 月末に行われ

る。2013 年のルートは、S 地区の稲荷神社からはじまって、新山天満宮（平川市）、生魂神

社（田舎館村）、高樋八幡宮（田舎館村）、黒石神社（黒石市）、尾上七柱神社（平川市）を

めぐり、 後に猿賀神社で祈禱を受け、近所の温泉施設で団欒、その後解散というものだ

った。 

「おしら様（寺院での祈禱）」は寺院に村のオシラサマを連れていき祈禱をしてもらうと

いうもので、毎年 4 月頃に行われる。参加人数が 2009 年を境に大幅に減っているのは、2010

年から参加者の負担を考慮し、班の代表者のみで寺に行くようになったためである。2010

年までは久渡寺で祈禱を行っていたが、久渡寺が遠方であるとの理由から 2011 年からは蓮

乗院（平川市猿賀）の王志羅講の祈禱に参加するようになった。久渡寺が毎週土日にオシ

ラサマの祈禱を行うのに対して、蓮乗院では旧 3 月 16 日のみに行われるため、日程もその

日に合わせるようになった。 

 グラフにあるもの以外に、老婦人会が主催する行事としては、春彼岸と秋（11 月末）に

行われる「カネコ」がある。それぞれ 3 日間、参加者は村の百万遍の数珠をもって鉦をた

たきながら村をまわる。以前は 1 週間行ったが、記録のある 2000 年の時点で既に 3 日間に

短縮されていた。詳細な参加人数の記録は残っていないが、近年では 1 日 15 名ほどの参加

がある。秋のカネコ 終日に、老婦人会の会議が開かれ、次の班へと担当が引き継がれ、1

年の行事の締めくくりとなる。 

 参加者数の移行からわかるのは、行事ごとの参加者数のばらつきが 2010 年あたりから顕

著になってきていることである。つまり、一貫して人気の高いイタコ遊ばせと、それ以外

の行事の参加者数の開きが大きくなっている。特に 1 日とはいえ時間と体力を要する七ヶ

村の参加者数の落ち込みは激しい。高齢になって足腰が弱くなってくると「迷惑になる」

と七ヶ村への参加を控える傾向にあり、同行事は老婦人会メンバー、また村全体の高齢化

の影響を直接に受けている。また、原因は不明であるが、無縁仏供養の参加者の減少も顕

著である。 

                                                  
193干支ごとの守り本尊を祀る津軽の 9 ヶ所の社寺のこと。子は多賀神社、丑寅は求聞寺、

卯は 勝院と天満宮、辰巳は橋雲寺、午は白山姫神社、未申は大円寺、酉は国上寺、戌亥

は弘前八幡宮となる。 
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こうした状況を考慮して、2014 年から老婦人会に入り会長となった村田さん（仮名）は、

2014 年 7 月 14 日のまんじ様の宵宮の際に行事と担当班の再編を提案した。村田さんは誘

われて老婦人会に加入するまで、その活動についてはよく知らなかったが、会長を任され

るようになってからは、村史などを紐解き、地域の信仰行事への理解を深めるよう努めた。

そして、準備などの負担が大きいことが人々を行事から遠ざけていると考え、各行事の存

続のためにも見直しが必要であると考えるようになった。村田さんの具体的な提案は、（1）

7 月には 14 日と 28 日にまんじ様と地蔵様の宵宮があり、担当する班には多大な負担とな

るため、まんじ様を簡略化する。（2）参加者の減少している 4 月の無縁仏供養を 7 月 23 日

の地蔵様の宵宮に組み込む。（3）担い手の減少が深刻になっているため、これまで 2 班 1

組で担当していたのを、3 班 1 組にする。という 3 点である。 

 行事を担当する上で、 も時間と手間を要するのは参加者の「ごちそう」（昼食）の準備

である。赤飯、魚の煮つけ、煮物、サラダ、漬物、酢の物などを前日から調理する必要が

ある（写真 5-6）。担当となった班は、7 月にはこれを 2 回行わなければならない。そのた

め、まんじ様の際は、担当の班の人だけでまんじ様にお供えをして、手を合わせるように

するというのが（1）である。（2）は、4 月の無縁仏の日には担当の班のみで供養を行い、7

月の地蔵様の宵宮に僧侶を呼んで、地蔵様と併せて供養を行うようにするという提案であ

る。地蔵様も無縁仏も「仏教」に関係あることと、地蔵堂と無縁仏の碑が隣り合っている

ことから、こうした案が出された。村田さんはこうした案の補強のため、数珠の祈禱を行

った黒石市の地蔵院の僧にこの件を相談し、賛同が得られたことを参加者たちに説明した。 

 まんじ様の宵宮で参加者たちが食事を食べ終わる頃、村田さんは以上の提案を切り出し

たが、特に反対も賛同もないまま、若干の沈黙が続いた。すると、参加者のなかで 年長

のツネさん（仮名）が「今までよくやってきた」と暗に賛同を示し、その言葉に同意する

ような相槌がいくらか聞こえたことにより、提案は「なんとなく」受け入れられたようで

あった。その後、秋のカネコの際の年 後の集まりで、正式に上記の 3 点が承認され、2015

年からは、新しい班編成で、いくらか簡略化した形での行事が行われるようになった。 

 

2. イタコ遊ばせ（春祈禱）と集落のオシラサマ 

 イタコ遊ばせについては、人々の関心が高いこともあり、先のような行事再編の波はま
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だ届いていない。2014年にまんじ様の宵宮の参加者 20名を対象に行ったアンケート194で、

イタコ遊ばせに参加する理由を自由記述で尋ねたところ、「神様を遊ばせて、みんなと楽し

くすごせるから」「神様をあそばせて 1 年をうらなってもらう」「昔から村に悪病気など入

らないようにお願いしている」「カミサマのおかげさまだから」との回答があった。S 地区

のイタコ遊ばせの会場となるのは、集落の集会所である。当日はここに、普段は神社の境

内のお堂で白い絹の着物姿で祀られているオシラサマを連れてくる。オシラサマには金襴

の衣を着せ、手をつけ、男のほうには笏を、女の方に扇を持たせ、冠をかぶせる。参加者

と向かい合う形で、左側に男のオシラサマ、右側に女のオシラサマが置かれると、その前

に祭壇となる長机が準備される。長机には 2 体のオシラサマに対応する形で、ご飯、切り

干し大根、頭付きの魚、汁、煮豆、煮物、漬物から成るお膳が 2 つ用意され、その左右に

米、塩、ビール、菓子、果物、菓子、するめ、こんぶ、赤飯などが供えられる。カミサマ

がやってきて、12 時ごろから祈禱がはじまり、村で祀っている神々が順に降ろされ、それ

ぞれ託宣を下す。2014 年の記録に従えば、まんじ様、オシラ様、岩木様、猿賀様（猿賀神

社）、庚申様、二十三夜様、百万遍、地蔵様が降ろされている。毎年順序に若干の差がある

ものの、降りてくる神仏は変わらない。2006 年から旧平賀町のカミサマ K.T に依頼をして

いるが、以前は事例 1-1 として扱った田舎館村の M を呼んでいた。しかし、M は高齢のた

め足が不自由で、冬場に集落をめぐるのは大変であるということから K.T に依頼をするよ

うになった。M の前はイタコが来ていたというが、それがいつ頃までであったかは不明で

ある。 

 この集落でカミサマ M が担当していた頃のイタコ遊ばせの様子は、1997 年のものが村誌

に記されている。その時は、「岩木様、赤倉様、高山稲荷様、猿賀様、マンジ様、二十三夜

様、シラカミ様、地蔵様等」195が降ろされたという。そして、オシラサマ（シラカミ様）

の際には「集会所は線香くさくて嫌いだから神社へ祭ってほしい」196という言葉があった

ことが記されている。 

 この言葉が本章での事例となるオシラ堂の建立を導いたものである。実は、この要求は

                                                  
194まんじ様の宵宮の参加者全員に対して、生年、所属する班、1 年の行事の参加状況、それ

ぞれの行事への参加の理由等を聞くアンケートを配布。参加者全員から回答を得たが、高

齢の方が多く、読み書きがつらいとの理由で、自由記入欄にはほとんど記入がなかった。

サンプル数も少なく、有益な調査とは言い難い結果となったために、本論ではその成果の

一部を補助的に用いるのみとする。 
195田舎館村（編） 2000:847. 
196田舎館村（編） 2000:847. 
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この年だけのものではなく、2001 年にお堂が建つまで少なくとも 4 年間繰り返された。 

 「神社へ祭ってほしい」と語ったこの「村のオシラサマ」が、いつごろから、どういっ

た経緯で祀られるようになったのかは定かではない。ただ、この集落で「ダンナサマ」と

呼ばれる三郎氏（仮名）の家が長らく預かっていた。三郎氏の家が「ダンナ」と呼ばれる

のは、昔庄屋であったためで、オシラサマを預かるのもそのためであった。しかし、ダン

ナの家も世代が代わり、青森市に生活の基盤を移すようになった。そのため、集落内で信

仰ごとに熱心であり、自らもオシラサマを持っていたキミコさん（女性）の家でしばらく

預かってもらうことにしたが、キミコさんが高齢であることからほどなく集会所に移され

た。しかし、集会所にいるということが、オシラサマにとっては不満であった。村史に記

録されている「線香くさい」というのは、集会所では葬儀が行われることもあり、その際

にたかれる線香のことである。オシラサマは「カミ」であるために、「ホトケ」すなわち死

者の気配を嫌うとされる。この「線香くさい」というエピソードは、村誌を記した観察者

の興味を引いたようであるが、村ではこの言葉を記憶している人はいない。では、何がオ

シラサマにとっていけないことであったのか、それは、集会所の「押し入れに押し込めて

いた」ことである。 

 現在老婦人会のメンバーのなかで 2 番目に高齢で、老婦人会の過去の活動について「よ

く覚えている」197とされるミツさん（仮名）は、「集会所の、押入れみたいなところがあっ

て、そこサ、押し込めておいたわけ」と言う（写真 5-2）。また、信仰行事に熱心な立花さ

ん（事例 4-2）と中田さん（仮名）は、オシラサマのお堂の由来を聞いた筆者の質問に答え

て以下のように語った。 

 

【会話 1】 

立花「何か所もかわったんだよ。集会所から、キミコさんとこいったの。集会所はさ、

押入れのなかだったんだよ。だから神様遊ばせるとき、いっつも言われたの。うん」 

中田「出たい出たいって」 

立花「押入れのなかじゃな」 

中田「押入れのなかは暗いし」 

立花「なんも、明るいけど」 

                                                  
197この地域では、「覚えている」という語の使用の幅は標準語よりも広い。人やものごとに

ついて知っている、理解していることを意味する語として頻繁に使われる。 
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中田「外さ出たいって、さっぱりしたろーね」 

立花「押入れのなかだったはんで」 

中田「出てさっぱりしたと思うよー」 

立花「今神社サ置いてるもんね。神社の入り口サ、ちゃーんとお堂やって」 

 

ここで、立花さんは、集会所からキミコさんの家に移ったという記憶違いをしている。し

かしここでの立花さんの言葉の強調点は、何度も場所が変わったことにある。オシラサマ

に安定した居場所を与えてあげられなかったこと、そしてこともあろうに押し入れに「押

し込めて」おいたことが、オシラサマがカミサマの口を借りてお堂を欲した理由として考

えられている。 

 押し込めていたことはオシラサマに対して申し訳ないことである。オシラサマは、「遊ば

せる」ものである。オシラサマの前で宴を開いてにぎやかにすることが、オシラサマを祀

る上で重要な点となる。オシラサマ祭祀で有名な弘前市久渡寺の大祭では、以前は夜通し

バサマたちが歌ったり踊ったりして大騒ぎをしていたが、これは、ただ単に普段は家事に

畑に忙しい女性が年に一度ハメを外してはしゃいでいるというだけではなく、そうするこ

とによってオシラサマが喜ぶとされているからである。にぎやかに遊ばせるべきオシラサ

マを、人の寄り付かない物置で孤独にさせておくのは好ましくないことである。 

 また、この集落ではオシラサマは普段白い絹の衣でお堂に納められている。これは、着

物でいうところの襦袢にあたるもので、他の地域では、この上に金襴の衣装を普段でも着

せている場合が多いが、S 地区では敢えて脱がせている。それは、オシラサマが「飛んでい

く神様」であるためである。オシラサマは不幸があるときにその現場へ飛んで行って、身

代わりになって人々を救ってくれるというのが、オシラサマについて語られるなかでも基

本的なモチーフの一つである198。特に火災の際に飛んでいき、朝見たら衣の一部が焦げて

いた、という話はよく聞かれる。S 地区ではこの「飛ぶ」というオシラサマの性質が非常に

重視されているようで、先述の立花さんは家で祀っているオシラサマのケースの天井に「空」

と書いた紙を貼り、飛んでいきやすいようにしている（写真 5-8）。S 地区で金襴を着せな

いのは、少しでも身軽にしてオシラサマが飛んでいきやすいようにするためだという。 

 身軽さを要求するオシラサマを物置で保管していたことは、まさに「押し込めて」いた

のであり、それはオシラサマの本領を発揮させないどころか、普段村を守ってくれている

                                                  
198岩崎 2008 には、オシラサマが「飛ぶ」という語りが多数収集されている。 
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オシラサマに対する不義理にあたる。 

 

3. オシラサマとの駆け引き 

 神社に行きたいと語りはじめて少なくとも 4 年がたったとき、オシラサマはカミサマの

口を借りて、大きな交換条件を切り出す。これが、直接的にオシラサマのお堂の建立へと

人々を向かわせた。 

 オシラサマのお堂を建てるにあたって、その経緯を記した由緒が『白神様お堂建築記録』

である。お堂建立に尽力した田中氏（故人）が書き記した。オシラサマのお堂の下部、衣

の入れてある引き出しに入っているため、人々の目に留まる機会は少ない。 

 それに従えば、約 4 年間の膠着状態が動き出したのは、2001 年のイタコ遊ばせの際にオ

シラサマが発した「T 様どうしてらば？」という言葉であった。正確には、T の部分には T

氏の屋号が入る。それを聞いた参加者にはすぐそれがどういった事態を指しているかがわ

かった。T 氏はこの集落出身の政治家で、農林水産大臣、防衛庁長官等を歴任した人物であ

る。彼は 1996 年に政界を引退した後に村に帰ってきていたものの、がんを患い療養してい

た。そのため、記録によればイタコ遊ばせに参加していた人々は「T 様あまり調子よくない」

と答えたという。それを受け、オシラサマは「T も長い間村の世話になったべ、ご恩返しと

して、できる範囲でバサマ達とお話をし、お堂も建立して下さい。そのことを実行しない

と八月九月大難の月です」と語ったとある。T 氏は気さくな人柄でも知られ、選挙の際には

集落総出で応援した。道を整備し、豪雨の際に集落の外に水が逃げるように工事がなされ

たのは T 氏のおかげであると人々は語る。T 氏と夫人は、直接的に集落の行事に携わるこ

とはなかったが、常に集落のことを気にかけ金銭的援助は惜しまなかった。 

 その T 氏の危機が名指されたのである。バサマたちは、T 氏の妻にこの託宣の内容を手

紙に記して渡した。その手紙を書いたのが、老婦人会の当時の会長の三浦さんで、彼女が

音頭をとってオシラ堂の建設が実行されることになる。 

 三浦さんは「ものができる人」と評判の人物であった。つまり、リーダーシップを発揮

して物事を推し進めることのできる人であった。三浦さんは 2 月 20 日のイタコ遊ばせの後、

6 月 7 日までに「白神様お堂建築委員会」を組織した。その構成員は、部落会長、部落会副

会長、部落会計係、納税組合長、神社長、副神社長兼農業組合長、神社会計係、バサマ会

会長、バサマ会構成員（代表者 2 名）である。神社長とは集落の稲荷神社崇敬会の会長を

指す。崇敬会は村の男性たちの組織であり、入会のための明確な資格はないが、各家の本
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家にあたる家の家長たちを中心に構成されている。また、部落会（自治会）が参加してい

ることからも、村全体が関わる事業として展開したことがわかる。これは三浦さんの力の

みによるものではない。三浦さんと年が近く親しくしていた田中氏が当時の神社長を務め

ており、三浦さんの口から田中氏へと話が伝わり、田中氏が積極的に関与したために、崇

敬会と集落の全体組織である部落会を動員することが可能になった。ここにおいて、カミ

サマの託宣は老婦人会の枠を超え集落全体で共有されることになった。 

 しかし、先立つものがなければ三浦さんのリーダーシップがいかに優れたものであって

もお堂は建たない。お堂を建てるために必要とされたのは、全部で 80 万円。そのうち、病

床の T 氏が 50 万円、T 氏の妻が 10 万円の寄付をし、特別寄進者となっている。残りの 20

万円は、バサマたちが集落内を回って、各家庭より 1 万円から 1,000 円の寄付を受け、目

標額を達成した。つまり、4 年以上催促されても実現にいたらなかったお堂の建立は、直接

的には T 氏の多額の寄進によって実現可能となった。 

 

4. お堂の完成へ 

 白神様お堂建築委員会は、7 月末までのお堂の完成を目標に掲げ、無事 8 月 1 日に落成式

が行われた。 

 お堂建立にはさまざまな障害があったが、当時を知る人の間では、土地の取得にまつわ

る問題について記憶している人が多い。集落の稲荷神社は、隣の Y 地区の神社の宮司が兼

任で管理しており、そちらの許可をもらう必要がある。その点に関しては「村の要望なの

で」と快諾を受けた。この交渉も、神社長を介することによって開かれた道である。しか

し、実際にお堂の建立を予定した敷地は、集落内に暮らす個人所有の土地となっていた。

当時この事業に携わったバサマたちが、お堂を建立する際の苦労として語るのが、この土

地所有者からの許可である。所有者側からすれば、そもそも境内の一部としてみなされて

いるような曖昧な土地である、そこにお堂が建つとなると、その土地の実質的な所有権を

完全に失うこととなるために、容易に土地を貸すわけにはいかなかった。 

そのときの状況を、地蔵様の宵宮の参加者たちは次のように語っている（＊は筆者、聞

き取りが困難な箇所は（空白）で示してある）。先にも登場した老婦人会の古参であるミツ

さん（80 歳代）がここで会話の中心になっている。オシラ堂建立の際に尽力した人々が亡

くなっているなかで、その経緯を知る貴重な存在である。Aさんと Bさんはともに 70歳代。

行事によく参加しており、オシラ堂の建立の際に既に老婦人会に加入していた。C さん（60
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歳代）は 2014 年にはじめて老婦人会に加入し、その年の会計を務めることになった人物で

ある。 

 

【会話 2】 

＊「オシラサマのお堂が建ったときのことについて聞いてもいいですか？」 

ミツ「たいげなるなー」 

＊「10 年くらい前って聞いてます」 

ミツ「10 年だけなったべな」 

周囲「うん。なった」 

ミツ「んだ。よく建てたもんだ」 

A「んだね。これ建てる前に、集会所の隅サいて」 

B「あのとき、大変なもんだって」 

ミツ「んだ」 

B「やめるかっつって言ってべな」 

ミツ「んだ、屋敷の（ ）でな」 

A「苦労したびょん」 

ミツ「苦労した」 

C「屋敷の（ ）って何？」 

ミツ「境内のこれ」 

A「ここ全部、〇〇（人名）の」 

C「個人のものだったんだって」 

＊「ああ、土地の。じゃあ土地の問題が一番大変でした？」 

ミツ「うーん。けど、建てたケ、いいなぁ」 

B「神様喜んでるって感じするっきゃな。ほんとに」 

ミツ「喜んでる。うん。（ ）語って。集会所の、押入れみたいなところがあって、それ

サ、押し込めておいたわけ」 

C「あーあ（笑）」 

ミツ「それで時々出して」 

B「1 年に 1 回な。書いてあるな、さい銭箱のなかの（『白神様お堂建築記録』のこと）」 

ミツ「そんで、みんな協力してな。建てるって」 
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＊「じゃあ、土地持っているひとがだめだって言ったんですか？」 

ミツ「まず、境内が。ここが M のになるびゃ」 

A「個人のもんだとこで、また許可さねで」 

＊「M さんってこの辺の人ですか？」 

ミツ「そこの畑の。そんでも、よく貸してくれた」 

B「だっきゃな。よく貸してくれたびょん」 

ミツ「ちゃんと建てて」 

B「それでも貸したはんでな、すごいっきゃ」 

ミツ「すごい」 

＊「それじゃ、理解してくれて、貸してくれた？」 

ミツ「うん。だよ」 

＊「やっぱ説得は大変だったんですか？」 

B「大変だったびょん？」 

ミツ「だな。たいして苦労した」 

＊「やっぱりそれは自分の土地だから？」 

ミツ「屋敷なくするっていうのが、まいねだべ」 

B「だね。小さくなるもんな。屋敷がね。物作るとこ、少なくなる」 

B「賽銭箱のなか、かかさってあるのある」 

＊「うん。見せてもらって」 

ミツ「毎年、班変わっていくだとこで、また誰かもわからねくなる」 

 

このように、お堂建立の際の苦労として土地の取得についての問題は語られる。しかし、

土地の貸し借りについて具体的にどのようなやりとりがなされたのかは明らかにならなか

った。具体的なことを思い出すというよりも、土地を貸してくれた人の好意、そして、村

が協力してお堂を建てることができたことのありがたさへ話が移行していく。 

 これは、T 氏の役割についてもいえる。T 氏はお堂を建てた年の 12 月に亡くなった。オ

シラサマの託宣にあった 8 月 9 月は乗り切ったものの、お堂が建ってからわずか 4 ヶ月で

世を去ったことになる。オシラ堂を建てたのにも関わらず T 氏はその守護にあずかれなか

ったようにもみえる。この点について、上記の会話に続いて次のように語られる。 
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【会話 3】 

＊「建った年のときに、T さんの調子が悪かったってしゃべってたんですけど」 

A「だべか？」 

ミツ「だべな」 

A「そんだかもしれねぇな」 

B「あんた覚えちゅうの？」 

＊「知らなかったんですけど、調べたらいろいろ出て来て、すごい人なんだなって」 

B「すごい人っだんだいな」 

A「すんごい人」 

ミツ「 後にな、体壊して」 

B「辞めるときはみんなあんななってしまうべ」 

C「あれ？ T さんが辞めてから建ったのか、ここ（オシラサマのお堂）？」 

ミツ「んー、だべな？」 

B「あれ、議員辞めてから？」 

ミツ「うん、辞めてから」 

C「辞めてから建ったんべか？」 

ミツ「だかさわかんね」 

B「あー」 

A「どうだったべな。辞める前だったかもわかんね」 

B「やってるときだか？」 

ミツ「辞めたときだな」 

A「辞めてからだ。なくなってからたいげなるか、12,3 年」 

ミツ「10 何年になるな」 

＊「T さんは村のことにお金を出してくれたりとかしてたんですか？」 

ミツ「うん。なんでもやること（ ）いい人だったいな」 

A「 高だったな」 

ミツ「それこそ、皆で応援したもんな」 

（T 氏が S 地区に帰って来てからの思い出話が続く） 

A「まず、ああいう人柄ってねぇな」 

ミツ「ねぇ」 
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＊「やっぱりあのお堂のときもかなりお金出してて・・・」 

A「出したびょん」 

ミツ「神様もさっぱりしたればの」 

B「さっぱりした。たらいまわしにされてな（笑）」 

ミツ「なー（笑）毎年ながら、神様しゃべりして、」 

C「あれ、出してケって神様しゃべったんだか？」 

ミツ「うん。」 

C「あのー、ここじゃなくて、皆サ見えるとこに、お堂サちゃんと入りてぇって？」 

ミツ「うん。んだ」 

A「まだあの人（カミサマ M）生きてるだか？」 

ミツ「うん。でも足まいねくなって」 

C「誰？」 

ミツ「田舎館の・・・」 

C「いつも来てる K.T さん（現在春祈禱にきているカミサマ）じゃなくて、その人がしゃ

べったの？」 

ミツ「んだ。毎年しゃべった」 

（中略：カミサマ M の現在の健康状態についての噂話） 

C「へば、1 年じゃなくて毎年しゃべったの？」 

ミツ「3 年だかしゃべったよ。それでやっただいな」 

A「毎年また言われれば、気になるよね」 

ミツ「だってよ」 

C「なら、ちょうど三浦さんときで、んだばワの時やるかっていってやったの？」 

ミツ「三浦さん（ ）になってるか、毎年しゃべるでやるかのって」 

A「それはまた、誰か先になっている人がやらねば」 

ミツ「んだ。三浦さんでねば、まいねだべ」 

B「あの人でねば」 

（会話が途切れ、皆それぞれに違う会話を始める） 

 

もう一例あげたい。【会話 1】とした地蔵様の宵宮での立花さんと中田さんの会話の続きで

ある。立花さんは、イタコ遊ばせでオシラ堂建立の願いが発せられた場に立ち会っていた。
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中田さんは、10 年ほど前に定年を期に弘前市内から S 地区に引っ越してきたため、T 氏の

ことは知っていても、オシラ堂建設の詳しい過程は知らない。 

 

【会話 4】 

＊「T さんは集落の行事にもお金とか出していたんですか？」 

立花「うん。だんだびょん」 

中田「われわれは知らないよな」 

＊「なんか、カミサマがしゃべったみたいで、オシラサマの・・・」 

立花「んだ。なんだかサ、しゃべったみたい。・・・ちっちゃいことより、大きい仕事や

ったきゃ、T さん。あの、ほらーそこまで水が上がって」 

中田「だってね、そこまで水がきて」 

立花「それでそこの川、やったんだって」 

（後略：T 氏のおかげで道路工事がなされて、地区の水はけが良くなったという話が続く） 

 

立花さんの「ちっちゃいこと」というのが、オシラ堂建立を指す。しかし、立花さんは T

氏のより大きな貢献である道路工事の話題へと話を広げる。これらの会話で、筆者が確か

めたかったのは、記録に残された T 氏の関与に関して、当時を知る人たちがどのように語

り、認識しているかというかという点であった。しかし、誰に尋ねても、具体的に T 氏が

オシラ堂の建設にどのようにかかわったのかという話は聞かれず、T 氏の人柄や偉大さを称

える話へと移行していく199。 

お堂が建った直接的な原因は、カミサマが発した脅しともとれる T 氏に対する託宣であ

り、それによって T 氏が集落に寄付した多額の金銭である。しかし、現在語られるお堂建

立の経緯には、T 氏は一切登場しない。かつ、お堂の建立と T 氏の病気や死が関連づけら

れて語られることもない。お堂建立の経緯について思い出せない詳細があっても、村の人

のがんばりと、それによって建立が実現したことによってオシラサマが喜んでいるという

                                                  
199【会話 3】では、「すごい人なんだなって」という筆者の言葉によって、続く会話が K 氏

を称える内容へと方向づけられている。そのため、直接的に議論を支える事例ではないと

の指摘が考えられる。しかし、筆者の発言を導いた「あんた（T 氏のこと）覚えちゅうの[知
ってるの]？」という B さんの発言には、他県から来た者でも T 氏のことを知っているとい

う喜びにも似た期待があり、筆者の言葉はそれに応えてのものである。そのため、【会話 3】
は、筆者も巻き込んだ形で K 氏を称える文脈へと展開しているといえる。 



150 
 

結論に落ち着き、会話は次の話題へと移っていく。 

当時を知る人といえども、オシラ堂建立の過程を事細かに記憶しているわけではない。

特に、現在話を聞けるのは、事業を主導した人ではなく、当時も今も老婦人会の一メンバ

ーである女性たちである。しかし、彼女たちのほとんどが、「イタコ遊ばせ」に毎年参加し

ており、T 氏の病状に関する言及を実際に耳にしている。また、特にミツさんは老婦人会と

して集金にも携わり、その過程が書かれた『白神様お堂建築記録』の内容も知っている。

しかし、ミツさんとの会話においても、T 氏の関与や金銭の話という筆者が聞きたかった「事

実関係」は語られることはない。代わりに強調されるのが、【会話 2】や【会話 3】の下線

部で示した部分に代表される、オシラサマの喜びという結論である。 

 お堂が建ってオシラサマが喜んでいることは、村の人々の単なる願望や思い込みである

わけではない。オシラ堂の落成式には、再度カミサマ M が呼ばれて、村人約 40 名の前で

「神遊び」が行われた。『白神様お堂建築記録』には、カミサマの語ったオシラサマの託宣

として以下のことが記されている。 

 

神様あって人間あり、人間あって神様ありで何十年先から今日の喜び。苦しい時くれ

ば楽にしてやる。薬飲む水も吸
マ

み
マ

たての水ゴフ（護符）おろしてやる。神様はわかっ

ているので真心こめてくればゴフおろしてやる。孫子ヤサゴ迄助けてやる。（中略）何

十年先から・・・・今日の喜びで戻ってゆく。 

 

その後は、「喜びの笛の音が聞こえてくるとなんどか申していました」とカミサマの言葉が

要約されている。つまり、オシラサマが喜んでいるというお堂建立の結末はカミサマの託

宣によって裏付けられ、確定したものである。 

 ここでオシラサマのお堂建立を実際に支えた老婦人会のメンバーとの会話の特徴をまと

めると以下のようになる。 

①4 年以上もオシラサマの願いが実現されなかったこと。 

理由は語られることなく、長い間オシラサマを押し込めていたことへの反省として語

られる。 

②オシラサマが T 氏を名指しでお堂を建ててくれるように頼み、事業の大半が T 氏の寄

付でまかなわれたこと。 

T 氏の関与は語られず、村の人々が一致団結して土地の問題を解決し、寄付を集めてお
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堂を建てたという面が強調される。 

③オシラサマのお堂が建ってまもなく T 氏が亡くなったこと。 

そもそも経緯の時点で T 氏の関与が忘れ去られているので、関連性が語られることは

ない。 

 

5. 小括 

 もう一度、4 年以上お堂が建たなかった理由についてまとめてみたい。オシラサマがそこ

に移りたいと語った集落の氏神である稲荷神社は、男性たちによる崇敬会の管理下にあり、

老婦人会とは別組織になっていた。また、隣の Y 地区の八幡宮の宮司が兼任でこの神社の

祭祀を司っており、どこまで村が神社を自由にしていいのか、特に崇敬会の外にいる女性

たちにはわかりにくい状況にある。神社に移りたいといわれたところで、いったい何から

手をつけていいのか、だれに相談したらいいのか、女性たちは当惑したことだろう。さら

に、老婦人会は班ごとで当番制をとっているため、老婦人会の会長は 1 年でその職を終え

ることとなる。短い任期の内で多くの人と金を動員することは容易ではない。ここでは、

有志の女性たちの集まりであり、運営も会計も集落の他の組織から独立して行う老婦人会

の閉鎖的な性格が仇となった。このことは、託宣の効力が及ぶ範囲を考える上でも興味深

い。 

老婦人会の活動、また巫者の託宣は集落の安寧を願うために行われていながらも、直接

的には村全体の活動とは結びつかない。組織的にも断絶があり、閉ざされている。たとえ

ば、イタコ遊ばせで託宣を受けた後の参加者の行動は「気にするようにした」程度のあく

までも内面的なものに留まる。託宣が大規模な実践に結び付くためには、この閉鎖的、私

的性格を超えなければならない。これは言葉を換えれば、託宣の内容が集落全体に関わる

ものとして広く知られること、託宣に公的な性格が付与されることが必要であったことを

意味する。その例外的な段取りを牽引したのが、老婦人会の三浦さんと神社長の田中氏の

協働であった。 

 しかし、両者の働き以上に、託宣が公的な性格を得るにあたって決定的であったのは、T

氏の名がそこに出てきたことである。集落のみならず村内の人なら誰でも知る政界の大御

所は、まさに公人中の公人であり、彼についての言及は老婦人会の内のみに留めておける

ものではない。託宣を下したカミサマの M は、同じ村で生活する者として、T 氏をめぐる

事情に精通していた。当時 T 氏の病状は、村での大きな話題であったし、M が T 氏を屋号
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で呼んでいることも、カミサマ M と S 地区の住民とが同じ文脈を共有していることを示す。

お堂建築の話が全く進展を見せないなかで、カミサマが T 氏への言及という切り札を切っ

たともみることができる。こうして半ばカミサマの誘導で、託宣は公的な性格を獲得する

ことに成功したが、先にまとめた通り、現在オシラ堂建立の過程を振り返る際に T 氏の関

与が言及されることはない。 

実現されなかった 4 年の歳月が何よりも物語るのは、カミサマの託宣がスムーズに実践

へと結びつくことの困難さである。他のあらゆる行為と同じように、現実的な問題が実践

への移行を阻む。そうした困難があっても、S 集落では、T 氏の存在を鍵としてお堂建立を

実現することができた。その現実的な過程に注目すれば、その物語の軸は T 氏とその金銭

的援助ということになる。しかし、老婦人会メンバーはそちらの筋書き（プロット）では

なく、カミサマつまりはオシラサマの意思を主とした筋書きでお堂建築の経緯を語ろうと

する。それはカミサマの託宣を実現し、オシラサマを喜びへ導いたという物語である。そ

こでは、オシラサマに関する発想群が動員され、物語の核となっている。具体的には、オ

シラサマはにぎやかな場所が好きであるということ、オシラサマが飛んで人を助けるとい

うこと、村の成員を守ってくれること、オシラサマを押し込めておくことはよくないとい

うこと、お堂の完成によってオシラサマが喜ぶということ等である。これらの発想群が、「オ

シラサマの喜び」を結論としたプロットにまとめあげられ、納得されている。そこでは、T

氏のエピソードの入る余地はない。T 氏がむしろ、より「大きな仕事」との関係で語られる

べき人物であると考えられていることは、【会話 4】からもうかがえる。 

オシラ堂の建立というカミサマの託宣とその実現は、オシラサマに関するこうした既存

の発想群を活性化するものであったといえる。ここでは、カミサマの託宣が受け入れられ

る素地として、集落側の人々が既にもっているオシラサマについての発想群が必要である

ことがわかる。まず、カミサマの託宣は、オシラサマを押し込めていた地域の人々の罪悪

感を刺激するものであった。そして、T 氏の災難をオシラサマが助けてくれるという言葉も、

集落を守護するというオシラサマについての発想があるために、現実味を持ったと言える。

つまり、老婦人会のメンバーがオシラサマについて既にもっていた知識と、カミサマの言

葉がかみ合うことによって、その託宣が説得的なものとなり現実になった。言葉を換えれ

ば、オシラサマについての知識の社会的ストックに、カミサマと老婦人会のメンバーが共

同で参画し、それを活性化することで、納得を生み出しているといえる。これは前章で、

依頼者の期待と受容のパターンとして示したものと重なる。すなわち、依頼者の側の論理
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や知識との共鳴が託宣の受容にとって不可欠であるという論点である。しかし、本事例は、

託宣が依頼者の知識と共鳴する説得的なものであっても、それを実行するか否かは、現実

的な諸条件に左右されることも示していた。託宣が、通常の生活の範囲を大きく超え出る

無理難題であった場合、それが現実になることは極めて少ない。S 集落で、オシラサマのお

堂の建立が見送られ続けた 4 年間（以上）の年月がそれを物語っている。託宣の受容は、

日常的諸条件との交渉の末に達成されるものであるといえる。S 集落のオシラ堂建立の過程

は、日常生活における託宣の位置を考える上でも示唆的である。 
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第 6 章 春祈禱にみる巫俗の現状 

 

はじめに 

本章では弘前市および周辺地域において近年でも盛んに行われている春祈禱に着目する。

事例とするのは、第 4 章 4 節でも扱った K というカミサマの活動である。K は、長年にわ

たり津軽地方の春祈禱を担ってきたが、彼女の春祈禱は死者の口寄せを中心としたもので

あり、その点でイタコや他のカミサマの儀礼と大きく異なっている。こうした彼女の作法

を良しとしない集落が一部ではあるものの、彼女の祈禱を好み、毎年のように依頼をして

いる集落も存在している。本章では、K の春祈禱の様子と、彼女に春祈禱を依頼している

弘前市内の 3 つの地区について論じながら、なぜ彼女の春祈禱が受け入れられているのか

という点について考察する。そして、春祈禱をめぐる集落（参加者）側の事情とカミサマ

側の変化を対応させながら、両者の関係について考えていく。 

 

1．春祈禱について 

1-1 イタコと春祈禱 

春祈禱は、巫者（イタコ、オガミサマ、ワカ等）によって担われる共同祭祀として東北

地方で広く観察されるものである200。福島県南部の事例を報告している佐治靖によれば、

春祈禱とは「ムラやヤシキなどの村落共同体を一つの単位として、春先という決まった時

節、口寄せ巫女ワカにカミオロシを依頼し、村や村人にかかわる一年の吉凶を尋ねる」も

のとされる201。 

前章でも触れたが、弘前市および周辺地域においては、2 月から 3 月にかけて集落（大字

単位であることが多い）の集会所や代表者の自宅などに巫者を招いて春祈禱が行われる。

現在ではカミサマが担っているが、以前はイタコが行っていた。 

イタコの春祈禱はどのようなものだったのか。弘前市独狐地区におけるイタコの春祈禱

                                                  
200東北地方の春祈禱に関する報告としては、平山 2005（宮城県、山形県）、神田 2001（岩

手県）、佐治 1995（福島県）、高松 1993（下北半島）、桜井徳太郎 1974、1977a（東北各地、

特に青森県）等がある。また、春祈禱の語は巫者を招いての託宣の他にも、僧侶や宮司が

春先に家々を回って祈禱することを指すこともある。この語を使用することは両者の混同

を招きかねないが、巫者を招いての集まりに対しての地域での呼び名は多様であるために、

過去の研究に倣って春祈禱の語を用いる。 
201佐治 1995:155. 
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を観察した福島春那202の報告によれば、約 2 時間の祈禱のなかで、オボスナ様（産土様）、

岩木様、オシラ様、七面様、庚申様、二十三夜様、地蔵様が降ろされ、自然災害や病気等

について託宣が下されている。これらの神々が降ろされる前には、祈禱の会場を提供した

老人クラブの会長の A 家の先祖が降ろされたとある。一方、桜井徳太郎によれば、イタコ

はカミオロシの場でホトケオロシを施行することに忌避感をもっていたという。「カミオロ

シのときにはホトケを寄せてはならない」203のであって、「両者を混同してはならない、厳

重に区別しなければならないとする意識」をイタコは強くもっていた204。しかし、実際に

は春祈禱の折に死者の口寄せを依頼される機会も多く、やむなく同日に場所を変えて口寄

せが行われたこともあったという205。また一部の報告では、人々の要望に応える形で両者

が同じ場で行われていたことが記されているが206、それでもイタコの春祈禱の中心はホト

ケ（死者）ではなく、あくまでもカミであった。 

では、カミサマの場合はどうか。前章の田舎館村 S 地区場合は、まんじ様、オシラ様、

岩木様、猿賀様、庚申様、二十三夜様、百万遍、地蔵様が降ろされていた（2014 年）。それ

ぞれが託宣を下していることはイタコの場合と変わりないが、S 地区の春祈禱を担当してい

る K.T の場合、 後の地蔵様の時に前年集落内で亡くなった死者が降りてきている。よっ

て、春祈禱の際に死者を降ろすことに対しての忌避感はないようだが、一人称の口寄せと

いう形態ではなく、三人称での語りであった。また、事例 1-1 のカミサマ M によって 1997

年に S 地区行われたカミサマの春祈禱では、「岩木様、赤倉様、高山稲荷様、猿賀様、マン

ジ様、二十三夜様、シラカミ様、地蔵様等」が降ろされたのも前章で確認した通りである207。

ここでも死者の口寄せではなく、神仏の託宣が中心となっている。 

 

1-2. イタコからカミサマへ 

津軽地方の一部の市町村史には春祈禱に関する言及がみられ、そこからはその担い手が

イタコから次第にカミサマへと移っていった様子が伺える。『相馬村史』（1982 年）では、

「春彼岸、秋彼岸の行事として、「イタコの口寄せ」がおこなわれた。これは現在も続いて

                                                  
202福島 2007. 
203桜井 1977a:98. 
204桜井 1974:130. 
205桜井 1974:130. 
206篠宮 1967. 内容については次節で扱う。 
207田舎館村（編） 2000:847. 
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いる行事である。イタコを遠い所まで迎えにいって口寄せさせるのも大変な苦労で、近く

のゴミソ（祈禱師）が代わってこの行事をすることもあった」208と記されており、80 年代

にはカミサマが春祈禱へ参入していたことがわかる。1998 年に刊行された『五所川原市史』

には、「ハルギット（春祈禱）」の項目に、「春の彼岸すぎにカミサマを家に呼び、ウジガミ

様を拝んでもらう。神棚の前には魚、野菜、菓子などを供える。カミサマはしめ縄を新し

く取り替え、御幣も新しく切って作る。そのあと家の各部屋も祈禱し、御幣を貼る」209と

の説明が加えられている。ここでは、春祈禱の担い手が「カミサマ」とされている。 

また、篠宮はる子による 1967 年の報告によれば、弘前市では春にウブスナサマをおろし

てもらう機会を「イダコあそばせる」と呼び、「どうしてもイタコを頼めない時には、カミ

サマを頼」んでいたという。イタコは宿を提供した家の仏をおろしたが、カミサマの場合

は仏が降ろされることはなかった。イタコに降ろしてほしい仏がある家は、早くから自分

の家を宿にしてもらうよう立候補していたという210。ここから、少なくとも篠宮の報告す

る地域（弘前市新町）では、1960 年代からカミサマに対しても春祈禱の依頼を出していた

ことがわかるが、それは「どうしても」という場合のみであった。また、春祈禱の場で死

者を降ろしてもらいたい者は自分の家を会場として提供する必要があったこともわかる。

ここでも、春祈禱での死者の口寄せは例外的なものであったことを見て取ることができる。

さらに、篠宮が「カミサマの場合は、仏がおりて来ることはない」211と記していることも

重要である。これまでの巫者研究は、口寄せをするかしないかを も重要な基準としてイ

タコとカミサマを峻別してきた212。つまり、死者の口寄せはイタコの仕事であり、カミサ

マが口寄せをすることはないと考えられてきた。篠宮の調査時にはこの原則が生きていた

といえる。ただし第 1 章でみたように、今日では、カミサマによる口寄せは一般的であり、

イタコとカミサマを区別するための基準とはなりえない。 

以上、春祈禱の「一般的」な姿を描き出すためにいくつかの事例を紹介したが、こうし

て概要をなぞっただけでも、本章で扱う「死者の口寄せを中心としたカミサマによる春祈

禱」は、複数の意味で巫俗の変化を反映させているものであることがわかる。「イタコによ

って神仏の託宣がなされる春祈禱」というのがいわば辞書的な表現であるとすると、まず、

                                                  
208相馬村誌編集委員会（編） 1982:226. 
209五所川原市（編） 1998:848. 
210篠宮 1967:25. 
211篠宮 1967:25. 
212本論第 1 章 1 節を参照。 
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春祈禱の担い手がイタコからカミサマになっているという点、次に、春祈禱でイタコが忌

避していた死者の口寄せが行われているという点、そして、カミサマが口寄せを行うとい

う点で、カミサマ K による春祈禱は従来考えられてきた春祈禱の姿と異なっている。 

 本章で明らかにしたいのは、ここまで形の変わった春祈禱が、それでも春祈禱として人々

に受け入れられている背景には何があるのかという点である。 

 

2. カミサマ K による春祈禱 

2-1. K の仕事 

カミサマ K（1942 年生、女性、弘前市）は 20 代で突然の原因不明の病に苦しみ、それ

を機に、赤倉にいるカミサマや他の数名のカミサマのもとで修行を行い、 終的には弘前

市内に寺院をもつ僧に師事し高野山にて教師資格を得たという来歴をもつ。現在では、自

宅で判断や口寄せの依頼を受けているほか、川倉賽の河原地蔵尊の大祭や県内のホテルに

招かれての口寄せも行っている。イタコが減少している現在、彼女への口寄せの依頼は県

内外から多数舞い込んでくる。この点については次章で再度論じる。 

2 月から 3 月にかけてが春祈禱の時期である。K がこれまで行ってきた春祈禱の数や場所

については、彼女が保存している記録からかなりの程度たどることができる。K は春祈禱

を依頼された際に、集落で拝んでいる神仏の名と集落で必要とされる御幣の数をあらかじ

め尋ねておき、それを半紙に記して祈禱の際に用いる213。現在そうした記録が 102 枚あり、

基本的には一つの集落に 1 枚、同じ集落から新たに依頼を受けた場合は、開催日時と担当

者の氏名・連絡先を書き足すという形をとっている。現存している も古い記録は 1994 年

のものである。そのため彼女の春祈禱のキャリアは実に 20 年近くになることがわかる。そ

して 2015 年までに依頼を受けた集落は、名前が判明しているだけでも 101 ヶ所にのぼる。

彼女が住む弘前市内からの依頼が中心であるが、 も遠いところでは中津軽郡西目屋村か

らも依頼を受けている（地図 6-1）。 

                                                  
213各集落の祭神については、本章末の「資料」にて扱う。 
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【地図 6-1】K がこれまで春祈禱を担当した集落（Google Map を用いて筆者が作成）。 

 

依頼の件数と分布からして、K の春祈禱は津軽全域における春祈禱を考える上でも軽視で

きないものであるといえる。ちなみに、2013 年は 2 月 15 日から 3 月 11 日にかけて、週末

を中心に計 7 件の依頼があった。近年では何年も連続して依頼する集落も増えており、K

の巫儀はそれなりの評価と人気を得ている。 

以下で具体的な事例として報告するのは、2013 年に K が担当した春祈禱のうち規模の異

なる 3 つの集落で行われた祈禱である。それぞれ、O 地区、N 地区、KT 地区としておく。

それぞれの地区は、集落組織や春祈禱への参加形態等の点で異なる特徴を有しており、比

較の価値があると思われる。 

まず、カミサマ K による春祈禱の様子を概観し、その後各地区の詳細を紹介、分析へと

進む。 
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2-2. K による春祈禱の次第 

K の春祈禱の開始時間はほとんどの場合、午前 10 時となっている。これは祈禱後の直会

（昼食）の時間に合わせているためである。会場には、燭台、塩、米、酒、野菜、果実、

鱒、スルメ、菓子等を配した祭壇が準備され、K の到着を待って祈禱が開始される。地区

内でオシラサマを授かっている家がある場合は、そのオシラサマも祭壇の横に置かれ祀ら

れる214。 

K は到着するとまず、集まった人々と雑談をしながら依頼のあった数だけ御幣を作成す

る。そして祭壇に向かって腰かけると、目を閉じ、手で四方から空気を集めるような所作

をする。次に、立ちあがって用意してあった塩を祭壇全体にまく。その後、席に着き再び

空気を自らのもとに集めるような動作を繰り返し、錫杖を大きく円を描くように振り鳴ら

す。表白、懺悔文、発菩提心真言、三摩耶戒真言、開経偈、集落の神仏の名を唱えてリン

を 1 度鳴らすと、すぐに託宣や死者の口寄せ（死者の一人称の語り）がはじまる。 

彼女が行う祈禱で も特徴的なのは、カミ（神仏）とホトケ（死者）を全く区別するこ

となくその言葉を伝えるところである。この独自性は彼女自身も認めるところであり、「す

べて霊感」に任せているが故に生じる事態であるという。これは、カミを降ろす場でホト

ケを降ろすことを忌避するイタコの場合とは全く対照的である。1 時間半ほどの祈禱のなか

で、30 ほどの神仏の託宣や死者の口寄せが行われる（表 6-1）。 

死者の口寄せの場合は、降りてきた死者が語る「酒が好きだ」「心臓が悪かった」等のエ

ピソードから、参加者たちによってその死者が誰であるのか絞り込みが行われる。 終的

に「○○さんか？」という確認の呼びかけがなされ、死者が肯定すれば、縁者が前に出て K

の横に座り、会話をし、水や酒を注いで供える。 

以下に、死者の口寄せの導入部の一例を紹介したい。K の口を通して死者は、その日の

お供えを準備したのが自分の妻であると語る。そのヒントに集落の中心人物である F が反

応し、憑依したのが参加している M という女性の亡夫であることを突き止める。そして、

F に促されて M が歩み出て故人と対面する（KT 地区にて）。 

                                                  
214オシラサマを遊ばせる際に用いられてきたオシラ祭文は、イタコたちが修行の過程で身

につけるものであり、カミサマたちには習得の機会が与えられていない。そのため、カミ

サマたちは各々独自の作法でオシラサマを遊ばせる。K の場合は、オシラサマの前で塩を

まき、印を結ぶような所作をするが、その作法や手の動きは霊感により体得されたもので

あると語る。イタコの消失に伴い、オシラサマの祭祀もカミサマの手に委ねられる機会が

多くなっているが、概してその祭祀方法はイタコのものと比べて簡素なものとなる傾向に

あるように見受けられる。 



160 
 

 

K（死者の憑依がはじまっている）「かっさん[母さん]！ おめぇ、なーんぼ（お供えを指

して）これやってきて。おめぇんちでこれ作ってきたでば。そりゃ。」 

F（町内の中心人物）「あー、やった。」（お供え準備した参加者、M の方を指す） 

他の参加者たち（M の方を見る）「んだんだ」 

K「町内のことおれの母さんやってきたから、たいした喜ばれてたんだって」 

F「あー、んだんだ、（M を指して）M さんやってきたんだいな。うんうん。ほんとだ、

ほんとだ。父さんだか？」 

K「だの」 

F「あー、父さん、よぐきたな」（M に前に出るように促す） 

参加者 M（K の隣に移動しながら）「父さんだか、よぐきたの」（コップに水を注ぎ祭壇

に供える） 

 

その後、M の亡夫は、M にもう少し化粧をしてほしいこと（参加者たちからは大きな笑

いがおこった）、また仏壇に花を供えてほしいこと等を伝え、感謝の言葉を述べて「帰って」

いった。 

一方、神仏が降ろされた場合は、K が三人称の語りをすることが多い。たとえば、「オシ

ラサマが衣を新しくしてもらって喜んでいる」「○月に事故があるが、守ってくれるといっ

ている」という風に、その言葉が伝えられる。参加者たちは 1 年の吉凶を予言するその言

葉に耳を傾けながら、近くに用意されている箱や皿に賽銭を入れていく。ビニール袋に多

くの小銭を用意している参加者もいる。ちなみに、死者の場合に賽銭を出すことはない。 

こうして、昼ごろには K が時間を見計らい、光明真言、大師宝号、廻向文を唱え祈禱を

終える。会場には机が用意され、仕出しの弁当や持ち寄った漬物等を食しながらの直会と

なる。その際にも、K は自らが他の集落や日々の依頼で体験した神仏に関わるエピソード

や自分の来歴を語り、参加者たちもまた、K に神棚の祀り方や死者の供養の仕方などにつ

いてアドバイスを求める。日常の他愛ない話題が大半を占めるが、K によって祭祀や供養

の作法、もしくは神仏の力に関する知識が伝授される場でもあることは無視できない。 
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3. 各地区の特徴 

3-1. O 地区 

ここからは 2013 年に K が春祈禱を行った集落のうちの 3 ヶ所について、それぞれ具体

的にみていきたい。 

まず、O 地区である。弘前市の西南に位置するこの地区は 35 世帯 128 人215が暮らす、ご

く小さな山間の集落であり、ほぼすべての家が米やリンゴの生産に携わっている。村の人

から「イタコの集まり」と呼ばれる春祈禱は公民館で開催され、2013 年には 22 名の参加

があった。60 代から 70 代が中心となることの多い春祈禱であるが、ここでは 50 代の比較

的若い世代の参加が見られ、終始笑いあり涙ありの盛り上がりをみせた。 

どこの地域でも春祈禱は女性の集まりである。O 地区には、こうした女性の集まりとし

て春祈禱以外に、オボシナ（産土）講と呼ばれている講活動がある（写真 6-5）。この地区

の春祈禱では、公民館に収めてある掛け軸が掲げられるが、オボシナ講でもこれらの掛け

軸が祀られる。掛け軸には、青面金剛、二十三夜、馬頭観音、不動明王、山の神、大黒・

恵比寿等があるが、ほとんどのものの由来は不明である。掛け軸の種類と、この地区では

現在このオボシナ講以外の講活動がないことからして、かつては庚申講や二十三夜講とし

て別々に行っていたものが簡略化されて、オボシナ講に一元化されたとも考えられる。 

オボシナ講は、神仏を遊ばせるためのものであり、毎月旧暦の 17 日と 28 日に開催され

る。O 地区のなかの 30 軒から毎回 2 軒が持ち回りで担当することになっている。参加者の

減少に悩み、少ないときでは担当者の 2 名のみで行うこともあるが、農閑期には 10 名程度

の参加がある。参加者は掛け軸に手を合わせた後、持参した弁当を食しながら他の参加者

たちと歓談する。「担当でまわってくるものなので、自分の時だけやらないわけにはいかな

い」と言われるように、担当者には強い義務感と強制力が働いているのは当事者たちも認

める点である。 

春祈禱の開催もこのオボシナ講のネットワークが基本となっている。毎年担当者はオボ

シナ講のメンバーから話し合いで選出され、選ばれた者は周囲の意見を聞きながらどの巫

者に依頼を出すかを決める。死者と対面し、ときに涙し、ときに大笑いをする春祈禱の時

間は娯楽の時間としても優れたものであり、参加者のなかでも毎年この機会を楽しみにし

ている者も多い。しかし、なぜ O 地区で春祈禱が継続しているのかという点を考えると、

                                                  
215以下、本章での人口統計に関しては、青森県弘前市住民基本台帳（2013 年 7 月 31 日）

を参照している。 
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春祈禱の継続は個人の意志というよりは、「自分だけやらないわけにはいかない」という感

覚を人々に抱かせるオボシナ講ネットワークが生み出す強制力によって担われていことが

わかる。 

そしてもう 1 点、この地区で春祈禱を存続させ、かつ若い世代を動員することを可能に

しているものがある。それは「代替わり」という発想である。オボシナ講の当番には、家

を単位として代表の女性 1 名を出すことになっているが、春祈禱も同様に、家から誰か 1

名が代表して参加するということが暗黙の前提になっている。そのため、これまで参加し

ていた家族が高齢で来られなくなった場合、その家の嫁や娘が代替わりをして参加するこ

ととなる。新規の参加者に参加の理由を尋ねると、「代替わりで」という言葉が返ってくる

のがこの地区の特徴である。また、O 地区では K の言葉をメモする参加者が数名見られた

が、それは家に帰って春祈禱の内容を家族に報告するためのものだという。家を代表して

の参加という意識はこうした行為にも見受けられる。 

O 地区のこのような状況は、岩手県陸中沿岸地域の巫儀に関する神田より子の報告と重

なるものがある。神田は巫者（神子）によるオシラ遊ばせや春祈禱に集まった女性たちの

様子を観察し、「いったいなぜ女たちは、このように真剣に託宣やヒイミ（家族についての

運勢占い：筆者註）を聞くのだろうか」との問いを立てる216。そしてその問いに対する一

つの回答として、女性が担う家庭の安全管理という役割をあげる。女性たちは「神子を通

じて神の声を聞き、自分の守るべき責任の一端として、夫や子供や孫の未来を予測し、そ

れに対処すべき手段を講じる。（中略）それが家庭を任された者の責任であると自覚してい

る」217。その役割を全うするために、熱心に巫者の言葉に耳を傾けるというのである。神

田の報告は、家を代表して祈禱に参加する女性たちという O 地区とも共通する状況を描き

出している。O 地区において、参加者が直接「家庭を守るため」、乃至「家族のため」とい

う言葉を口にすることはないが、巫者によって語られた言葉を紙に書き留めて持ち帰るの

はやはり「家族のため」である。 

このように、O 地区において春祈禱に参加することは個人の気分で決定されるようなも

のではなく、講組織との関係性のなかで半ば強制されるものである。また、そこでの参加

者は特定の個人である以上に、家を代表する存在である。参加の単位は、個人ではなく家

なのである。これらの点は後に扱う地区との比較の上で強調しておくべき点である。 

                                                  
216神田 2001:348. 
217神田 2001:349. 
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3-2. N 地区 

 次に扱う N 地区は岩木山の東側に位置しており、165 世帯 495 名が暮らし、内約半数の

家が農業を営む。O 地区と同様に山に囲まれた地域であるが、世帯数からもわかるように、

O 地区よりは住宅が密集しており、春祈禱が行われる公民館の周辺がささやかながらも集

落の中心となっている。現在、この地域では春祈禱の参加に対して O 地区のような強制力

が働くことはほとんどない。春祈禱に参加しなかった住民にその理由を尋ねると、「足が悪

いので長時間座れない」「お金がかかる」「あまりそういったことに興味がない」等々の返

答がある。そもそも春祈禱の開催の詳細は住民全員に周知されてはいない。祈禱の日程や

呼ぶ巫者を決定し、費用の集金に回る世話人（2 名）が集金と共に開催日時を知らせて回る

ことになっているが、その対象は地区の女性のなかでも春祈禱といった行事に熱心な家々

のみであり、春祈禱に「興味のない」人々や関心の低い若い世代に積極的に声をかけるこ

とはない。そのため地区のなかでは春祈禱の存在は知っていても、その詳細を知らない女

性がほとんどである。集落内の全戸をほぼ網羅していた O 地区とは人の集め方が異なる。 

 しかし、2013 年に N 地区で行われた春祈禱では、参加を表明した者が 30 名近く（実際

に参加したのは 21 名）であり、且つ 3 名の新規参加者がいた。これは例年よりも多いとい

う。増加の理由を世話人の 1 人は、前年に集落内で生じた殺人事件と結び付けて考えてい

る。いわく、「昨年いろいろあったから、それで増えたのではないか」とのことである。そ

の言葉通り、今年はじめて参加したという女性は、参加した理由として「昨年あったこと

が気がかり」であると述べた。集落に住む老婆が何者かに殺害され、その後に判明した犯

人はその孫であったというこの事件が、N 地区というのどかな村に与えたインパクトは計

り知れない。春祈禱の際には、 初にこの老婆が降りてきて「騒がせてしまってもうしわ

けない」と伝えたが、おそらく参加者たちはこの老婆の言葉を不安と期待をもって待ち望

んでいたことだろう。 

 このような N 地区の事例からは、以下のようなことがいえる。すなわち、O 地区とは異

なり春祈禱の出欠の判断に周囲の強制力や家を代表するという義務感が働きにくい N 地区

のような環境において、参加は個人の任意となる。毎年参加している春祈禱の中心人物た

ちの間では、義理の問題もあり参加にはある種の義務感も伴うが、その周辺の人々は興味

関心の有無で参加を決定することができる。そして、集落で生じた不幸な事件は祈禱への

参加者の増加を招いた。N 地区での今回の春祈禱は、殺人事件という集落の特定の危機に
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対処するものとしての役割を期待されていたといえよう。そして、殺害された老婆が真っ

先に降りてきて村民に対する配慮の言葉を発したことは、参加者の目的にかなうものであ

った。集落の老婆の不幸な死とそこから生じた混乱が、春祈禱への関心を高めたと見て取

ることができる。参加が個人の意思にゆだねられる環境においては、不幸な事件や死とい

った参加への動機づけが必要になるといえる。 

 

3-3. KT 地区 

 後に扱う KT 地区は弘前駅にも近く、新興住宅地や団地が多い場所である。KT の名を

冠した地域は一丁目から五丁目まで存在し、総世帯数は 912 戸、人口は 2,149 人となって

いるものの、春祈禱の単位となるのは地区のなかでも「古いところ」と称される三丁目と

四丁目の一部の地域である。ただし、その境界は宅地造成等により曖昧になっている。ど

この地区でも、春祈禱の際に巫者が作る御幣は、祈禱の終了後に村境を示す 4、5 か所に配

され、その配置からその集落の境界を確認することができる。しかし、KT 地区のように開

発が進んでいる地域では、御幣が描き出す「昔から」の境界は必ずしも現在の町内といっ

た括りや人々の交流圏とは一致していない。集落の境界の確定が困難であり、人の出入り

が多い KT 地区は、今回比較対象として取り上げた 3 つの地区のなかで、 も「都市的」

な性格を有した場所であるといえる。O 地区のように定式化された講の活動も存在してい

ない。 

では、こうした集落において春祈禱という習俗はどのように維持されているのか。それ

は、ひとえにこの地域の信仰行事を担っている F（70 歳代、女性）という人物の貢献によ

るものである。KT 地区で商店を営む F は、10 年以上にわたって春祈禱の企画から集金ま

でのすべてを担当している。現在では地区の集会所が会場となっている春祈禱であるが、

今から 20 年ほど前、集会所ができる以前は、集落内の各家が持ち回りで会場を提供してい

た。しかし、担当となった家の負担が大きいことや参加者側も人の家では気を使うとの理

由から、新しく完成した集会所に会場を移すこととなった。そのころから次第に F が中心

となって春祈禱が行われるようになっていった。O 地区で見たように、行事の当番制はそ

の開催や参加への強制力となるが、それが解除されたことによって参加は任意のものとな

り、また、担当者の選出方法も曖昧になったために、以前から積極的に関与していた F と

いう個人に委ねられるようになっていったことが推察される。 

 春祈禱の詳細を管理するのが F という個人であるために、その開催を集落のなかで広く
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知らせるということはない。そのため、毎年固定されている 10 名程度のメンバー以外で春

祈禱の開催を知る者は少ない。KT 地区での春祈禱は、集落を守護するための御幣を巫者に

作成してもらうという意味で、集落の共同祭祀としての公的役割を若干は有しているもの

の、実際には、F とその周辺の「興味のある」人々のものである。さらにいえば、御幣を設

置する場所は現在では既に集落の境界としての役割を果たしていないこともあり、御幣を

立てるという行為も形骸化したものとなっている。F 以外に御幣を置く位置をはっきり記憶

している者はほとんどいない上、春祈禱に参加しない大多数の住民は、御幣があることに

すら気づいていない。また、1 名ではあるが KT 地区に隣接する W 地区からの参加者がみ

られることも注目に値する。このことは、KT 地区の春祈禱が集落単位の地縁に基づくもの

から、F との個人的なつながりに基づく集まりへと変化していることを示唆する。 

この地区の参加者について一例をあげると、今年はじめて参加したという KT 地区の女性

は、30 年以上前、この集落で嫁入りして間もないころに春祈禱に参加した記憶があるが、

それ以降は全く参加する機会はなく、現在でも継続されていることを知らなかった。しか

し、前年に夫を亡くした彼女は、F の営む商店を訪れた際に春祈禱の参加者名簿が張られて

いるのを見、偶然その開催を知り参加を希望した。N 地区の事例で報告したように、参加

が個人の意思に委ねられるようになると、参加の動機が必要となる。特に新規の参加者に

とっては、明確な動機づけがない限り、KT 地区のように限られたメンバーで行っている行

事には参入しにくい。N 地区の場合は、それが集落内での殺人事件であったが、KT 地区の

この女性の場合は夫の死であった。 

 

3-4. 小括 

 以上、3 つの集落についてまとめると次のようになる。 

O 地区においては、春祈禱への参加は半ば強制的なものであり、家を代表するという意

識、すなわち「代替わり」という発想が若手の参加を促していた。同地区においては、オ

ボシナ講の当番制というネットワークの存在が、こうした強制力を生じさせ春祈禱の存続

を支えているといえる。N 地区では、春祈禱以外の講活動はすでになく、春祈禱への参加

も任意のものとなっていた。そのため、個人の参加には何らかの動機づけが必要であるこ

とを確認した。KT 地区は、N 地区の状況をさらに加速させたものであるといえ、F という

個人によって担われた春祈禱には、形骸化した御幣の設置以外には集落単位で行う必然性

は全く伴っておらず、むしろ現在では F の個人的なつながりによって集まりが形成されて
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いる。そのため、ここでは新規参加者を春祈禱へと向かわせる動機が N 地区よりも必要と

され、具体的にいえばそれは人（夫）の死であった。 

では、こうした村々の状況は春祈禱にどのような変化をもたらすのか、以下で考察して

いきたい。 

 

4. 巫俗と集落 

 まず、本稿の前半でも触れたようにイタコからカミサマへと春祈禱の担い手が変化して

いることについて、その影響を指摘しておく。 

イタコは祭文・経文や作法等、師匠から学んだ堅固な型を受け継ぎ実践するものであっ

た。南部イタコの修行の教科目には春の祈禱の際に氏神をおろすための祭文も含まれてお

り218、このような特殊な祭文が儀礼の中心であったことがうかがえる。そのため、イタコ

の評価に関しては、当たる当たらないという問題もさることながら、形式を重んじ、どれ

だけ多くの祭文を知っているか、また、どれだけ美しい声で祭文を唱えるか等の技能の習

熟度を重視する面も強かった219。 

カミサマたちの成巫過程や巫儀にもある種のパターンは認められるものの、イタコと比

すれば定型が存在しないと言っても過言ではない。独特の節回しをもったイタコの祭文は

カミサマには受け継がれていない。つまり、春祈禱の次第にはカミサマ個人の好みや才能

による差がはっきりと出ることになる。集落のなかでは、以前に祈禱を依頼したカミサマ

に対して、「あのカミサマは話が長いばかりであきてしまった」などという批判が聞かれる

ことがあるが、自由度が高いカミサマの巫儀においては巫儀のスタイルや娯楽性が中心的

な判断基準となり評価が下され、翌年の巫者を選定する際にはそうした評判が反映される。

毎年依頼する巫者を変えることは一般的であり、集落と巫者の関係は非常にドライである。

一方、イタコが非常に多かった時期には、津軽イタコは組合をもち、互いの縄張りを侵害

することのないように活動の場を調整していた事も報告されている220。こうしたイタコが

春祈禱を担っていた時代に比べれば、どれだけ参加者を満足させることができるかという

ことが直接的に依頼数に反映される一種の「市場原理」が春祈禱をめぐる巫俗のなかで台

頭しているといえるだろう。ただし、「市場原理」といっても、それは非常に限定的である

                                                  
218小井川 1989(=1953). 
219桜井徳太郎 1974:242. 
220桜井徳太郎 1974:206. 
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ことも記しておかなければならない。春祈禱を行うために津軽地方の各地をまわる巫者の

絶対数が少ないためである。筆者の確認する限り弘前市とその周辺で活発に様々な集落の

祈禱を担っているのは、現在 K を含めて 3 名である。その他のカミサマたちは、春祈禱を

行っていても自分の住む集落やごく近隣の集落にとどまり、雪の多く残る不便な時期に遠

くに出かけていくことをしない。その点、K は自家用車を運転して自分で遠くまで出かけ

ていく。K のスタイルが好みでなくとも、ほかのカミサマとの予定の兼ね合いで、K に依

頼をせざるを得ない場合もある。たとえば、K が以前に 1 度赴いたある集落では、参加者

の一部から K の祈禱は「違う」との声が出た221。その後 10 数年間、K が春祈禱に呼ばれ

ることはなかったが、その集落の春祈禱を担当していたイタコの H が現役を退いたことか

ら、2014 年、改めて K が呼ばれることとなった。 

こうしてやむなく K に依頼を出す集落とは異なり、本章で扱った 3 つの集落は、K の春

祈禱に高い評価を与え、3 集落とも K の予定を他の集落に埋められないようにと競って次

の年の予約を入れる。2014 年までに、KT 地区では 8 年連続（2014 年は F 氏の怪我のため

中止）、N 地区では 4 年連続、O 地区では 3 年連続で依頼をしている。 

そして、カミサマ K による巫儀がこれらの集落で人気を博していることにはある種の必

然性が伴っているとみることができる。K の巫儀の 大の特徴は、神仏と死者を分けない

ところにあり、死者の口寄せが重視されていることにある。 

 表 6-1 は、それぞれの集落での春祈禱の内容を表にしたものである。区分には「死者」と

「神仏」としたが、死者の方は一人称の死者の口寄せ、「神仏」のほうは三人称の形で語ら

れる託宣を指す。「神仏」においては、どの神仏の言葉であるか、言及があった場合には、

「内容」の列に書き加えてある。表からは、死者と神仏を分けないという K の作法や、口

寄せからはじまり、後に神仏の託宣へと移る大まかなまとまりが見て取れる。冒頭から死

者の口寄せを行うというのは、他のカミサマの春祈禱を見てみても類例がない。 

また、単純に数だけを見れば、「神仏」のほうが多いが、個々のトピックに割かれる時間

は死者の口寄せのほうが格段に長い。死者の口寄せでは、縁者が K の横に歩み出て、死者

と思い出話に花を咲かせ、その後、出てきてくれたお礼と供養のために水を供えるという

動作が行われるため、必然的に時間がかかる。そのため、春祈禱全体としては、口寄せの

比重のほうが大きくなっている。一方、託宣の一部で、この死者の口寄せの際の作法を引

き継ぐような場面がみられる。たとえば「腰が悪い人いないか」との呼びかけに、自覚症

                                                  
221 K 本人による証言。 
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状のある参加者が前に歩み出て、K の横に座って個別に相談が行われるといったものであ

る。O 地区では表 6-1 の 14 番、N 地区では、5 番、9 番、11 番、KT 地区では 18 番が、こ

うした形で展開した。託宣は通常一方向的で、参加者はそれにうなずいたりメモをとった

りする程度である。しかし、K の春祈禱の場では、託宣が個別相談の場ともなる。 

以上をまとめると、死者の口寄せに割かれる時間が長いこと、そして、口寄せのみなら

ず託宣においても個々の参加者に直接カミサマ（が体現する死者ないしは神仏）と対話す

る機会が与えられることが、K の春祈禱を特徴づけているといえる。 

集落側の事情からすれば N 地区にその萌芽が、そして KT 地区に極端な形が認められた

ように、春祈禱はもはや大人数で行われる個人祈禱と化しつつある。O 地区の春祈禱は集

落の講活動の延長としての性格が強かったが、他の 2 つの集落についてはむしろ巫者への

個人的依頼の延長として考える方が参加者たちの意識に近いものであろう。春祈禱への参

加に伴う義務感が減少し、参加が任意のものとなるにつれ、集落の行事としての性格は背

景に退き、春祈禱は死者の声を聞きたいというパーソナルな欲求に動機づけられていく。

これらの集落で求められているのは、イタコが披露してきたような定型の祭文ではなく、

それぞれ個別性をもった死者の声である。まさに K のスタイルはその期待に応えるもので

あるといえる。 

一方で、参加への強制度が高い O 地区では少し異なる事情が働いているように思われる。

ここでは、代替わりによって「若い世代」に春祈禱の決定権が委譲されていることが、K

の祈禱が好まれる理由の一つとして考えられる。 近になって春祈禱に参加しはじめた彼

女たちは、イタコによって担われてきた古いスタイルの春祈禱になじみがない。それは K

の祈禱のやり方が、イタコによるものとは「違う」と評価できるような判断基準をもたな

いことを意味する。イタコの言葉を理解しその世界に入り込むためには、イタコの独特な

祭文の型に慣れ親しみ、それを読み解く姿勢が求められる。それに比べて、K の儀礼は非

常にわかりやすく、故人と楽しく会話をする機会が新参者にも平等に与えられている。過

去の春祈禱を知らない世代の目には、形式よりもわかりやすさや娯楽性の際立つ K の祈禱

が魅力的に映っているようである。 
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【表 6-1】 

番
号

区
分

内
容

番
号

区
分

内
容

番
号

区
分

内
容

1
死

者
通
り
す
が
り
の

犬
の
霊

1
死

者
集
落
で
殺
さ
れ
た
老
婆

1
死
者

通
り
す
が
り
の
死

者
2
死

者
参
加

者
の

夫
2
死

者
子
供
（
詳

細
わ

か
ら
ず
）

2
神
仏

お
地

蔵
様
、
御
詠

歌
を
あ
げ
て
ほ

し
い

3
死

者
参
加

者
の

夫
3
神

仏
黒
い
石
を
祀

っ
て
る
人

、
岩

木
山
で
拝

ん
だ
方
が

よ
い

3
神
仏

オ
シ
ラ
サ

マ
、
祭
祀

の
こ
と
で
悩

み
す
ぎ
る
な

4
死

者
集
落

の
男

性
4
神

仏
気
候
に
つ
い
て
の
注

意
4
死
者

参
加
者

の
母

か
？

5
死

者
参
加

者
の

夫
5
神

仏
首
の
後

ろ
が
重

い
人

、
観

音
様
を
拝
め

5
死
者

集
落
の

男
性

6
死

者
参
加

者
の

夫
6
死

者
参
加
者

の
夫

6
死
者

参
加
者

の
夫

7
死

者
参
加

者
の

夫
7
神

仏
自
転
車

の
人

、
坂

に
気

を
付
け
ろ

7
神
仏

白
い
馬
、
喜
ん
で
い
る

8
死

者
参
加

者
の

夫
8
神

仏
軽
ト
ラ
の
人

、
気

を
付
け
ろ

8
神
仏

1
月
の
け
が
人

は
、
こ
の
白

い
馬

が
守

っ
た

9
死

者
男
性

（
詳
細

不
明

）
9
神

仏
龍
神
様

を
祀
っ
て
い
る
人
、
卵
を
供

え
る
よ
う
に

9
死
者

集
落
の

女
性

1
0
神

仏
男
性

、
足
を
気
を
付
け
ろ
（
村
の
神

様
）

1
0
神

仏
守
っ
て
く
れ
て
い
る
（
オ
シ
ラ
サ

マ
）

1
0
死
者

集
落
の

女
性

1
1
神

仏
馬
頭

観
音

の
加

護
が
あ
る

1
1
神

仏
膝
が
悪

い
人

気
を
付

け
ろ

1
1
死
者

参
加
者

の
夫

1
2
神

仏
免
許

取
り
た
て
の
人

は
気

を
付
け
ろ

1
2
死

者
参
加
者

の
母

親
1
2
死
者

参
加
者

の
息

子
1
3
神

仏
天
候

に
つ
い
て
の

注
意

1
3
神

仏
大
黒
様

祀
る
人

、
お
腹
を
丁

寧
に
拭
け

1
3
死
者

集
落
の

男
性

1
4
神

仏
右
の

肩
痛

い
人

は
気

を
付
け
ろ

1
4
神

仏
頭
痛
い
人
気

を
付
け
ろ

1
4
死
者

集
落
の

男
性

1
5
神

仏
腰
痛

持
ち
の

人
へ
の

注
意

1
5
神

仏
は
し
ご
か

ら
落
ち
た
人
が

い
る

1
5
神
仏

二
度
あ
る
こ
と
は

三
度

あ
る

1
6
神

仏
頭
痛

持
ち
の

人
へ
の

注
意

1
6
神

仏
小
学
生

、
用

水
路

に
気

を
付
け
ろ

1
6
神
仏

ガ
ス
に
気

を
付
け
ろ

1
7
神

仏
山
菜

取
り
の
人
、
袋
は

大
き
す
ぎ
る
と
い
け
な
い

1
7
神

仏
山
に
入
る
人
、
迷
わ

な
い
よ
う

1
7
神
仏

7
0
代
女

性
で
悪
寒
の

あ
る
人

、
用

心
せ

よ
1
8
神

仏
畑
の

蛇
は

殺
す
な

1
8
神

仏
春
先
に
亡
く
な
る
女
性

が
あ
る

1
8
神
仏

手
足
痺

れ
る
ひ
と
、
気
を
付

け
ろ

1
9
神

仏
お
不
動

を
祀
っ
て
い
る
人

。
長

生
き
す
る
。

1
9
神

仏
羽
黒
様

を
拝
ん
で
い
る
人

、
神

様
が
喜

ん
で
い
る

1
9
神
仏

天
候
に
つ
い
て

2
0
神

仏
男
の

人
、
機
械

に
油

断
す
る
な

2
0
死

者
男
性
（
詳

細
わ

か
ら
ず
）

2
0
神
仏

用
水
路

の
雪

を
片
づ
け
て
く
れ

2
1
神

仏
屋
根

が
落

ち
て
く
る
こ
と
が

あ
る
か

も
し
れ

な
い

2
1
神

仏
が
ま
口
の

財
布

の
人
、
落
と
さ
な
い
よ
う

2
1
神
仏

3
0
代
か

ら
4
0
代
男

性
、
ト
ラ
ッ
ク
に
荷
を
積

む
と
き
気
を
付
け
ろ

2
2
神

仏
バ
ス
に
乗
る
際
足

元
に
気
を
付

け
ろ

2
2
神

仏
旅
行
に
行
く
人

、
忘

れ
物

に
気

を
付
け
ろ

2
2
神
仏

2
歳
の
男

児
、
車
に
気
を
付

け
ろ

2
3
神

仏
眩
暈

の
症

状
の

あ
る
男
性

、
ト
イ
レ
で
倒
れ

な
い
よ
う
に

2
3
神

仏
お
産

の
人
、
少
し
苦
し
む

2
3
神
仏

軽
自
動

車
の

わ
き
見
が

危
な
い

2
4
神

仏
病
院

に
早
く
い
く
よ
う
に

2
4
神

仏
恵
比
須

か
大

黒
が
い
る
が
、
助
け
ら
れ

な
い
こ
と
が

あ
る

2
4
神
仏

は
し
ご
か

け
る
と
き
、
気
を
付
け
ろ

2
5
神

仏
ガ
ス
の

穴
が

詰
ま
っ
て
い
な
い
か
（
お
不
動

様
）

2
5
死

者
参
加
者

の
親

戚
2
5
神
仏

肺
が
悪

い
4
0
代
か
ら
5
0
代
男
性

、
気

を
付
け
ろ

2
6
神

仏
草
刈

は
焦

っ
て
や

ら
ず
用
心
せ

よ
2
7
神

仏
軽
ト
ラ
を
運
転
す
る
女
性

、
気

を
付
け
ろ

2
8
神

仏
大
き
い
ト
ラ
ッ
ク
、
バ
ッ
ク
の
際

に
気

を
付
け
ろ

2
9
神

仏
小
さ
い
男
の
子

、
飛

び
出

さ
な
い
よ
う
に

3
0
神

仏
心
臓

の
悪

い
女

性
、
Ｓ
病

院
へ
行

け
3
1
神

仏
た
か
が

魚
の
ト
ゲ
で
も
気

を
付
け
ろ
（
村
の

神
様

）
3
2
死

者
集
落

の
女

性

Ｏ
地
区

Ｋ
Ｔ
地

区
Ｎ
地

区
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5. 結びにかえて 

KT 地区のように集落の境界が曖昧になり、「集落のため」の祈禱という主旨が名目上の

ものとなっていくとき、村の安寧を願う神仏の託宣が背景に退き、かつては付随的な位置

しか与えられてこなかった死者の口寄せが春祈禱の中心となっていく。カミサマ K による

革新的な春祈禱が受け入れている背景には、こうした人々の口寄せに対する、しかも、定

式化していない、個性をもった故人の語りに対するニーズの高まりがあると考えられる。

また、本文中では、K のやり方に納得していなくても、他のカミサマの都合や交通手段な

どの現実的な理由から K の祈禱を受け入れざるを得ない人々がいることにも触れた。そう

した人々も春祈禱の継続を望む限り、K のスタイルと折り合いをつけていかなければなら

ない。さらに、O 地区のように K の祈禱しか知らない世代が、集落の行事の中心的担い手

になるにつれ、イタコの祈禱をモデルとした「本来の」春祈禱像は霧散していくことだろ

う。 

イタコの減少・消滅によって津軽地方の巫俗はカミサマたちによって担われる時代に入

った。それはすなわち、イタコの継承してきた型222にとらわれない、多様性をもった春祈

禱の時代の到来を意味する。そうした傾向は、人々のニーズに即した新しい形式によって

春祈禱の習俗を活性化させるかもしれないが、同時に春祈禱の輪郭を曖昧にし、 終的に

は春祈禱を解体、消失させてしまうかもしれない。こうしたなかにあって、イタコの定型

を完全に無視した K の「対話型」の口寄せが象徴するのは、巫儀の場面において依頼者と

の活発な交渉の重要性が増しているということである。第 3 章では、カミサマの能力につ

いて、祓い等の力に代表される「霊力」から、事態に対処するための適切なアドバイスを

与えてくれる「霊感」への移行がみられることを指摘したが、類似の事態が春祈禱でも認

められる。つまり、種々の祭文に代表されるイタコの定式的な知識と対比すると、個々の

事情に即したいわばオーダーメイドの知識の構成が春祈禱の中心を占めるようになってい

る。そうした傾向は、イタコからカミサマへと儀礼の担い手が変わっていくにつれて増し

ていったが、「すべて霊感」であるという K においては、他のカミサマよりも顕著にみられ

る。定型文ではない個性をもった死者の声を聞きたいという依頼者側の欲求と、第 3 章で

                                                  
222イタコの口寄せや他の祭文に関しては、小井川 1989(=1953)などによる書き起こし資料

が残されているが、近年音声と映像を加えた資料が発刊された（イタコ中村タケを記録す

る会 2013）。これらの資料は、イタコの祭文・経文の定式性と音楽性、またイタコの巫儀が

芸能的側面を強く有していたことを物語る。イタコの儀礼の様式性については、第 7 章で

再度詳しく扱う。 
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みたような修行場の衰退等の原因により定式的な作法を身に着けることのなくなったカミ

サマ側の変化、その双方が合わさって成り立った「津軽の巫俗」の現在の姿をここに認め

ることができる。 
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資料――各集落の祭神について 

 カミサマ K が記した全 103 ヶ所の集落の記録に基づき、複数の集落で祀られている祭神

を書き出したのが以下の表である。「数」の列は、その神仏が何ヶ所の集落で祀られている

かを示している。庚申様や二十三夜様は、行事としては衰退してしまっている場合が多い

が、掛け軸や石碑が残っていることもあり、祭神に名を連ねている。オシラサマは集落の

ものの他、個人で祀っているものが春祈禱に持ってこられることがあり、そうした場合に

は祭神に加えられる。特定の社寺として名が挙がっているものとしては、岩木神社（31）

に続いて、高山（稲荷）神社（14）が多い。第 4 章でも論じた高山稲荷神社の布教戦略が

強い影響力をもっていたことがうかがえる。こうした集落の祭神のレパートリーは、人々

がどういった神仏に日ごろから慣れ親しんでいるかを知る上での参考となる。 

 

 

神名 別称1 別称2 数
地蔵様 地蔵ボサツ 71
庚申様 更しん様 71
二十三夜様 さんや様 67
おしら様 白神様 54
百万遍 百ペン 39
岩木神社 岩木様 岩木大権現 31
稲荷様 いなり大明神 30
神明様 おしめん様 神明宮 27
八幡様 八幡菩薩 26
山の神様 山神様 25
馬頭観音様 23
龍神様 竜神様 19
赤倉大明神 赤倉様 17
お不動様 不動明王様 16
高山神社 高山様 高山稲荷様 14
十三仏 12
猿賀様 猿賀大権現 12
羽黒神社 羽黒様 12
弘法大師様 10
熊野様 熊の宮様 熊野神社 10
あたご様 あたご神社 9
淡島神社 淡島様 8
薬師様 薬師如来 8
観音様 7
権現様 ごんげ様 7
天照様 天照大神 6
十和田神社 十和田様 5
オオヤマツミカミ 4
石神様 石上様 4
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※神明様は天照大神と同一であるが、特定の神社など異なるものが想定されている可

能性があるため、別に計上した。山の神とオオヤマツミも同様である。 

  

鬼神様 3
産土様 オボシナ様 ウブシナ様 3
白山神社 白山様 3
春日様 春日神社 3
しらはた神明様 白旗権現 3
大石様 3
オコシ様 2
今年の一代様 2
ごいんきょ様 いんきょうの神様 2
ヤマヒメノ神様 山姫様 2
諏訪神社 すわ神社 2
高照神社 2
うけの大神 2
白龍様 2
白山木 2
野田神社 2
ときわ神社 2
とがぐし様 2
聖徳太子様 2



 

 

 

写真資料 

 

写真 5-1 S

写真 5-3 ま

S 地区のオシ

まんじ様 

シラ堂 

174 

写真

写真

真 5-2 オシラ

集会

真 5-4 まんじ

ラサマが「押

場の物置 

じ様の宵宮の

押し込められ

の様子 

れていた」
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写真 5-5  S 地区の地蔵様 写真 5-6 地蔵様の宵宮：食事の準備 

 

写真 5-7 地蔵様の宵宮：数珠回し 

 この日は雨のため集会所内での開催となった。

写真 5-8 立花さん宅のオシラサマ 

     天井に「空」の字が書かれている。 

写真 6-1 O 地区の春祈禱の様子 写真 6-2 N 地区：春祈禱の会場に向かう K 
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写真 6-3 N 地区の春祈禱の様子 写真 6-4 KT 地区の春祈禱の様子 

  カミサマに憑依した故人と握手をする参加者 

 

写真 6-5 O 地区オボシナ講の様子  
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第 3 部 現代社会と巫者 
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第 7 章 消えゆく巫俗と生き延びる巫者 

 

はじめに 

 第 1 部と第 2 部では、カミサマをめぐって現在展開している、修行の後景化、人々のニ

ーズの変化、また「霊力」から「霊感」へといった変化を指摘してきた。第 3 部では、そ

れらどちらかと言えばローカルな文脈内部での変化ではなく、情報化や観光化といったよ

り外的な要因の影響を直接的に受けている事例を扱う。まず本章では、全国的な「ブラン

ド」となったイタコという呼称をめぐる現状に着目する。 初に、地域に存在するさまざ

まな巫者の呼称がその巫者の来歴と職能を物語るものであることを確認した上で、2 名の

「イタコ」を事例として、変わりゆくイタコの実情について論じる。 

 

1. 呼称の意義 

 第 2 章ではカミサマの境界的事例を扱いながら、カミサマという呼称がどういった人物

に付与されるものであるのかをみた。同章で記したように、周囲の人々、もしくは本人か

ら「カミサマとはちょっと違う」という言葉が出てくるのは、人々の間である一定のカミ

サマ観が存在していることを裏付ける。もちろん、そうしたカミサマ観は個人によっても

差がある上、時代や地域によっても変化するものである。そうした動的側面は無視できな

いが、地域でカミサマという言葉が一般名称として浸透していることを考慮に入れれば、

そこには何らかの共通理解があると考えられる。第 2 章ではその内容として商売の有無と

地域的知識への依拠という点を指摘した。カミサマという呼称には、こうした地域のカミ

サマ観が凝縮されている。 

巫者に対する呼称は、東北地方のみをみても、イタコ、ゴミソ、カミサマ、エジコ、オ

ガミサマ、ワカ等とそのヴァリエーションはさまざまである。それぞれの語には、カミサ

マの語がそうであるように、その職能や成巫過程に関しての地域固有の含意がある。その

ため、その呼称で呼ばれるようになるということは、巫者の存立にとって大きな意味をも

つものである。 

入巫式をもって成巫の完了を認定するイタコやオガミサマ、ワカといった巫者とは異な

り、カミサマや沖縄のユタなどのいわゆる「召命型」の巫者においては、形式的・制度的

に担保された明確な成巫の契機が存在していない。そのため、巫者となる、乃至は巫者で

あり続けるためには、制度的承認とは別の要件が必要となる。 
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たとえば、沖縄のユタの場合、突然の心身の異常（巫病）に見舞われた個人が、苦悩し

ながらもそれをもたらした超自然的存在と向き合い、神々の求めに応じてユタとなる決意

を固めていくというのが典型的な成巫の物語として提示できる。その際、一連の過程を締

めくくるものとしてよく語られるのが、夢に先祖や神があらわれ「帳簿」を渡されたとい

うエピソードである。その具体的な様子については、池上の報告に詳しい。すなわち、 

 

末の子供が中学に入った昭和 34 年のある日、神からの「さあ、もうよいだろう」とい

う声が聞こえた。いわゆる「セーズク（催促）」である。長年のターリィ状態に苦しん

できた T は、神からの 後の催促と覚悟を決めて、ついに「はい、承ります」と答え

た。すると「では、ムニチョウ（胸帳）シンチョウ（心帳）の七チョウブ（帳簿）を

受け取れ」という声とともに、目の前で巻物をパラパラと見せられた223。 

 

ユタにとって、この帳簿の授与が成巫の契機となることが多いとされる。しかしながら、

この帳簿はあくまでも夢や神との対話のなかで渡されたものであり、本人以外には見えな

いものである。カミサマの場合、「帳簿」のような定式的な表現はないが、第 1 章の事例 1-2

にあるような「1 人でできるので、やりなさい」といった神仏からの呼びかけの経験をもつ

者もいる。ただ、この帳簿や神仏からの呼びかけがその個人の内面においてユタやカミサ

マとなったことを裏付けるものであったとしても、それだけでは不十分である。 

これまでの研究を振り返ってみると、社会心理学の立場からユタの成巫過程と巫儀を分

析した大橋英寿は、成巫過程を地域社会やクライアントとの関わりのなかで達成される一

種の治癒システムとして示し224、成巫過程における他者との相互作用を強調している。ま

た、川島秀一は、巫者が発する成巫過程の体験譚や神霊に関わる語りが、地域社会のなか

で共有され一つの物語として型を得ることの重要性を指摘している225。さらに、アンヌ・

ブッシィは、「巫のアイデンティティの基礎となる巫儀活動は巫儀依頼に依存している。す

なわち、儀礼言説の有効性を第三者が認めることに依存している」226とする。これらは巫

者の存立における社会的側面に着目した議論であり、神仏から「帳簿」が渡されるといっ

た内的契機とは別に、成巫には他者からの認定が必要であることを物語っている。そして、

                                                  
223池上 1999:349. 
224大橋 1998:290. 
225川島 1999:109. 
226ブッシィ 2000:112. 



 

180 
 

「カミサマ」等のローカルな巫者の呼称が、その地域の巫者観を反映するものであること

を鑑みると、そうした呼称がその個人に与えられることは「第三者による認定」の証とし

て位置づけられる。 

カミサマの場合、成巫の過程として、修行等をしているうちにその能力の噂を聞きつけ

た人が相談のために集まってくることにより、漸次的に周囲の評価が定着していくという

過程が認められる。そのなかで、次第にその人物が「カミサマ」と呼ばれるようになり、

本人にもカミサマとしての自覚が生じる。つまりそれは、その個人の能力がカミサマとし

ての職能として認められたことを意味する。このように呼称には、ローカルな文脈での巫

者をめぐる知識が組み込まれており、呼び名としてそれが用いられることは、巫者の存立

を支える役割を果たしていると考えられる。 

しかし、現在、ローカルな文脈を超え出ての巫者の呼称の使用が見受けられる。それが、

「イタコ」の語である。 

 

2. 「イタコ」の現状 

イタコという語は、日本のシャーマンの代名詞といっても過言でないほどに定着をみせ

ている227。しかし実際には、その知名度に反して、イタコの数は減っていく一方である。

現在では弟子をとっているイタコはほとんどおらず、イタコが集まる場としてよく知られ

ている恐山においても 2012 年の大祭に参加していたイタコはたったの 2 名と、その衰退は

明らかである。津軽地方についていえば、イタコの祭文を用いて死者の口寄せを行う晴眼

のイタコが 1 名確認できるものの、彼女はかつてのイタコたちのように春祈禱やオシラサ

マアソバセを担うことはなく、自宅での口寄せと恐山の大祭への出張を行うのみである。 

一方で、人々のニーズが衰えたかというとそうではない。恐山の大祭では、現在でも地

元はもとより全国各地からやってきた観光客が口寄せを求めてイタコの前に列をつくり、

何時間も順番を待つ（写真 7-1）。また、2012 年には都内の大手旅行会社が「待たずにイタ

コの口寄せ体験」というツアー（東京駅発）を企画し、以降、毎年複数回開催される人気

のコースとなっている（2015 年現在）。1 泊 2 日のこのツアーは、初日に宿泊する旅館でイ

タコの口寄せを体験し、2 日目に恐山や他の青森県内の観光地をめぐって東京に帰るという

                                                  
227イタコの名が全国に知られるようになっていく際のマスメディアの影響に関しては、大

道による論考が詳しい（大道 2013）。また、マスメディアで広がる前段階として、学知が果

たした役割を軽視することはできないだろう。 
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内容になっている。筆者は 2012 年 6 月に開催されたツアーに参加したが、参加者の大半が

中・高年齢の女性で、1 人での参加が大半を占めていた。「誰を降ろしてもらうんですか？」

という問いかけから会話が始まり、死者に対する思いと後悔を自己紹介代わりに共有しあ

うという光景がツアーを特徴付けていた。参加者から話を聞く限りでは、イタコの口寄せ

に対して満足したとする者もいれば、何を言っていたのかわからなかった、当たり障りの

ないことだけを言われた等の批判的な意見、さらには「息子は絶対あんなことは言わない」

という憤りを表明する者もみられた。しかし、口寄せに不満を感じた人であっても、故人

に対する思いを何のしがらみもなく発露させることができる他の参加者（全くの他人であ

りながらも共感的な人々）との会話によってある種の満足を得ていたように見受けられる。

こうした場面は、恐山の大祭でイタコの口寄せを待って並ぶ人々にも共通して認められる

ものである。長い待ち時間は、列の前後の人々と死者について心置きなく語ることができ

る貴重な時間である。死者に思いを馳せるこうした時間は、イタコの口寄せというイベン

トから派生的に生じるものではあるが、口寄せの場面を彩る不可欠な要素であるといえよ

う。 

 しかしながら、極端なイタコ不足は、青森や恐山に来ればイタコに会えるという人々の

期待に十分に応えることができないという事態を招いている。これを補っているのがカミ

サマたちであり、なかでも第 6 章でも扱ったカミサマ K の活動が目覚ましい。 

 

写真 7-1 恐山大祭にて口寄せを待つ人々（2012 年 7 月 23 日撮影）。 
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3. 「イタコ」になる人々 

3-1. K の場合 

 第 6 章でも論じた通り、カミサマ K は晴眼で、イタコの習俗のなかで口承されてきた作

法や祭文を身につけていない。高野山で得度、教師資格をもっており、口寄せや祈禱の際

にもイタコの祭文ではなく真言を唱える。その在り方は津軽の人々から見れば明らかにカ

ミサマの部類に入る。しかし、先述の東京からのイタコ体験ツアーや川倉賽の河原地蔵尊

の大祭など、イタコが必要とされるイベントに彼女が登場する機会は極めて多い。 

K は普段自宅にて判断や口寄せなどの依頼を受けているが、ツアー客が多い 7 月や 8 月

は自宅を離れホテルへ出張して口寄せを行う。2014 年 7 月の K の出張のスケジュールは以

下のようなものである。 

 

7 月 4 日（金）M 温泉ホテル（上北郡）にて口寄せ、山形県より（人数不明）、 

企画：S 観光（山形県） 

  10 日（金）M 温泉ホテルにて口寄せ、山形県より（11 人）、企画：同上 

  11 日（土）M 温泉ホテルにて口寄せ、山形県より（14 人）、企画：同上 

  12 日（日）M 温泉ホテルにて口寄せ、宮城県宮古市より（16 人）、 

企画：以前 K に口寄せを依頼した客の有志 

  15 日（火）A 旅館（青森市）にて口寄せ、宮城県気仙沼より（26 人）、 

       企画：S ツーリスト（宮城県） 

  16 日（水）M ホテル（むつ市）にて口寄せ、宮城県気仙沼より（14 人）、 

       企画：H ツーリスト 

  18 日（金）川倉賽の河原地蔵尊大祭 

  19 日（土）川倉賽の河原地蔵尊大祭 

  27 日（日）M 温泉ホテルにて口寄せ、山形県より（人数不明）、企画：S 観光（山形県） 

  28 日（月）Y 温泉（むつ市）にて口寄せ、東京より、企画：K ツーリズム（東京都） 

  29 日（火）M 温泉ホテルにて口寄せ、ホテルから依頼の 2 名 

 

彼女がこのように多くの旅行会社からの依頼を受けるようになったのは、M 温泉ホテルと

の関係者とのつながりから、同ホテルで口寄せを行うようになったことをきっかけとして

いる。現在でも 29 日のケースのように、ホテルの宿泊客から「イタコを紹介してほしい」



 

183 
 

と言われれば、K が紹介される。そうしたホテルとのつながりから、次第に旅行会社にも

その存在が知られるようになり、旅行会社が「口寄せツアー」を企画する際に依頼を受け

るようになった。このうち 28 日の依頼は、先の東京からの「待たずにイタコの口寄せ体験」

ツアーである。予定が許す範囲で K は同ツアーに「イタコ」として参加する。ツアー参加

者は 30 名で、K ともう 1 人のイタコで口寄せを行う。K 以外のイタコとしては、近年『

後のイタコ』と題した書籍を出版した若手の M や、恐山の大祭や八戸駅（八戸観光コンベ

ンション協会主催）でも口寄せを行っている O が参加することがある。 

また、ツアーのなかには、東日本大震災の被災地からの依頼も見受けられる。宮城県か

ら岩手県にかけては巫俗の濃厚な地域として知られてきたが、同地域のカミサンやオガミ

サマと呼ばれる巫者も減少の一途をたどっていることが報告されている228。わざわざ青森

にまで口寄せの依頼に来るのは、宮城県内の巫者の減少の影響を感じさせると同時に、青

森のイタコが口寄せにおいて有している強いブランド力をうかがわせる。 

 7 月 18 日と 19 日には川倉賽の河原地蔵尊（以下、川倉と表記）の大祭（毎年旧 6 月 22

日から 24 日に開催）に参加しているが、これは毎年の恒例となっている。K は例年、大祭

の開催される 3 日間すべてに参加しているが、この年は彼女の「師匠」にあたる人物の寺

での祭りと日程が重なったために、3 日目は参加しなかった。川倉の大祭には周辺地域や津

軽地方全域から供養のために多くの人々が集まる。その知名度が全国区となった恐山に比

べればローカルな霊場という色彩が濃い。そのため、K がイタコではなくカミサマである

ことは、多くの人が承知の上で口寄せを依頼する。K が川倉の大祭に参加するようになっ

たのは 30 年ほど前のことである。自分も川倉で供養を依頼していたつながりで、住職と懇

意になり口寄せを行うようになった。当初はまだ多くのイタコが現役で、イタコの作法と

大きく異なる K のもとには、1 日座っても 2、3 組しか客が来ないこともあり悩んだという。

毎年通っているうちに、彼女の口寄せも次第に受け入れられていくようになり、イタコが

来なくなった現在では、彼女が唯一の「イタコ」となった。ちなみに楠の調査によれば、

川倉の大祭に参加していたイタコの数は、1952 年に 23 名、1956 年に 26 名、1966 年に 26

名、1970 年に 21 名と報告されているので229、その劇的な減少は明らかである。 

 観光地化の観点からいえば、恐山には遠く及ばないものの、川倉の大祭もイタコが集ま

る場として観光雑誌等に紹介されてきた。その影響で、県外からの口寄せの依頼者も時に

                                                  
228佐藤憲昭 2011. 
229楠 1973:44. 
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見受けられる。筆者は、2013 年 7 月 29 日、30 日、31 日及び 2014 年 7 月 18 日の計 4 日

間、川倉の大祭で行われた K の口寄せを観察したが、依頼をした全 61 組230のうち、県外

からの依頼者は 4 組で、埼玉県 2 組、岩手県 2 組であった231。 

 県外から参加した人々にとって、K は一応は「イタコ」であったようである。埼玉県か

ら 1 人でやって来た N（60 歳代の女性）は、彼女が生後 6 ヶ月の時に亡くなった母の口寄

せの依頼に来た。その動機を、K に次のように語っている。 

 

8 年前に次男を 35 で亡くしたんですよ、病気で。私。で、そのあとで、なんかすごく、

いろいろ葛藤はあったんですけど、なんか（母が）恋しくなって。それでこういう、

ちょっと、言葉でも降ろして頂ければ、少し私も心が安心するし、このまま死んでっ

てもいいかなということで。 

 

息子を亡くして、母であることの苦労に思いをはせた彼女は、口寄せに興味をもったとい

う。そして、知人から「恐山よりこちら（川倉）のほうが古いから、こっちのほうが霊が

つきやすい」との話を聞いて、川倉のことを知った。彼女は 2010 年に、川倉に FAX で「巫

女について」という問い合わせを行っており、僧より以下のような返信を受け取った。そ

れを頼りして今回の訪問が叶った。 

 

巫女（イタコ？）について 

 

過日は、巫女（イタコの事と拝察いたしました。）についてお問い合わせ頂きまして、

ありがとうございました。 

（略） 

                                                  
230日毎の内訳は、それぞれ 21 組、19 組、7 組（半日）、14 組であった。口寄せの際には、

K がノートを回して、呼び出したい人物の名前、亡くなった時の年、依頼者の氏名をあら

かじめ記すよう指示される。一緒に来た家族などは同じページにまとめて書くようになっ

ているので、それをもって 1 組とカウントした。複数の死者を呼び出す場合でも、依頼者

が同じであれば同じページに記されるため、ここでの組数は降りてきた死者の数を意味し

ない。1 グループにつき 1 名から多くて 3 名ほどの死者が降ろされる。料金は、2014 年時

点で 1 霊 3,000 円。 
231 2013 年 7 月 31 日には、八戸市出身で現在関東に在住の研究者からの口寄せの依頼があ

ったが、それが彼女の調査の一環だったこともあり、県外からの依頼者にはカウントして

いない。 
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当山において、毎年旧暦 6 月 22 日～24 日に開催されます例大祭に、津軽地方のイタ

コが数名参りまして「口おろし」をしております。 

有名な恐山は 7 月 20 日（新暦）～25 日が例大祭となっており、そちらは沢山のイタ

コが集まり、「口おろし」をしております。 

（略） 

また、いずれも祭り期間以外は、イタコの御自宅にて「口おろし」をされる方もいら

っしゃいます。厳密に言うところのイタコではありませんが、津軽地方では通称「カ

ミサマ」と呼ばれる霊能者的な方で、お世話になっている方をご紹介いたしますので、

○○様より直接御連絡していただき、ご了解が得られれば訪ねてみては如何でしょう

か。 

 （カミサマ K の連絡先が掲載されている） 

（後略） 

 

川倉賽の河原地蔵尊側の配慮として、県外の人からの問い合わせということで基本的には

「イタコ」のことを前提として書かれているが、「カミサマ」についても「霊能者的な方」

として紹介されている。N はこうした FAX を受け取ったこともあって、K を指して「イタ

コ？っていうんですかね、会いに来たんですよ」と少し言葉を濁らせていた。しかし、母

の声を聞くのが目的である彼女にとっては、イタコかカミサマかというのはあまり大きな

問題ではないようで、念願叶って母の声が聞けることを頻りに喜んでいた。 

 一方、県外からのツアー客に対応することに慣れている K は、県外からの依頼者とわか

ると、津軽弁を抑え、標準語で口寄せをする。また、口寄せがはじめてで、見るからに緊

張していた N には、口寄せを始める前に次のようなアドバイスも与えている。 

 

K「（数珠をこすり合わせながら）それじゃあ、やっていきます。お話ししてね」 

N「はい。どういう風に話したらいいか（笑）」 

K「あのね、お母さん私の体借りてきて、あなたとお話ししますから」 

N「はい。それに応えれば」 

 

この会話の後、N が録音用に持ってきたテープレコーダーを動かそうとするが、使い方が

わからず、一旦口寄せが中断する。ちなみに、K は依頼者に口寄せの録音等を自由に行わ
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せている。筆者が頼まれてテープのセッティングをしている間、N の家が真言宗であると

いう話になり、仏壇に光明真言を唱えるとよい等のアドバイスが K からあった。筆者がテ

ープレコーダーをセットしたところで再度口寄せがはじまる。冒頭部分だけ引用したい。 

 

 K「じゃあやってくわね（光明真言を 2 回、大師法号を 2 回唱える）」 

 K（＝N の母）「〇〇子（N の下の名前）、○〇子、今日な、お前と会えることを、指おり

数えて待ってたんや。〇〇子、聞こえてる？」 

 N「はい。聞こえてます」 

 K「お前が来るのを、何度何度待ったかわからんよ。な？ お前の顔見るたびに、何度お

前の前に母さん立ったかわからんよ」 

 N「はい」 

 K「それでな、おめえな、やっと立てる頃」 

 N「はい」 

 K「お前には見えないけど、母さんはいつも後ろでお前を支えてやったんや。な？ うん。

もー、逝った当時は、悲しくて悲しくて、だんだんとな、年重ねるごとに、私に似てき

たんや」 

 N「（ハンカチで目頭を押さえながら）はい（笑）」 

 K「お前、そう思ってない？ 写真見て。性格も似てるんや、お前と」 

 N「言われたことあります。おじさんに」 

 K「そうでしょ。だから、すべて、私の生まれ変わりかなと、そう思ったわけやな。な。

だから、父さんもきつい言葉言うでしょ、○○子？ そのたんび、庇う人ないから、お

前もつらい目にあったよね。でも。何年たっても、お前はわが子や」 

 N「ありがとうございます」 

 K「な。だから、お前が母になって、私の気持ちもわかったやろ？」 

 N「はい」 

 K「だから、この今生の別れ、誰の別れでも悲しいことやけど、お前と別れるときは、な

かなかなかなか、三途の川にたどり着くまでは、時間かかったんや。な。何度振り返っ

てもお前がすやすや寝てる姿、あのくらいかわいい姿、見たことないやな」 

 N「うっ（すすり泣き）」 
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N の側に緊張と戸惑いがあったのか、返答には若干の硬さがあった。しかし、 初のアド

バイスのかいもあり、故人との会話はスムーズにいったように思われる。その後の会話と

しては、母の死後父を支えてくれたことへの感謝、桔梗が好きだから毎年供えてくれとい

うお願い、呼んでくれたことへの礼、N の健康を気遣う言葉、N には竹久夢二の絵が描か

れたハンカチをもって女らしくしてほしい、そのことが心の余裕につながるというアドバ

イス等があった。また、N の息子を助けられなくて申し訳なかったと母が涙ながらに謝る

と、N も一緒に涙を流した。口寄せは 10 分ほどで、以下のような会話で締めくくられた。 

 

K「じゃあね。○○子、なんか母さんに言うことない？」 

N「いや・・・、（声を少し震わせながら）いままで守ってもらってありがとうございま

す。でもやっと会えてよかったです」 

K「そう。じゃあまたね。またいつか会える日を楽しみにしてます。お前と性格から、顔

から、似てるわよ。わかった？」 

N「はい（笑）」 

K「わかった？」 

N「はい、わかりました」 

 

 

3-2. イタコの口寄せ、K の口寄せ 

川倉の大祭では、依頼者が長く順番を待っていることもあり、K の口寄せの導入は非常

に簡潔である。数珠をすり合わせながら光明真言を唱え、霊を乗り移らせる。その後は、

上記のように始終「普通の」会話の形での口寄せが繰り広げられる。以下では、イタコの

口寄せとの比較から、K 独自の口寄せの様式について考えていきたい。 

従来のイタコの口寄せとはどのようなものなのか。恐山のように社寺の祭り等に出向い

ての口寄せは、依頼者の数の多さもあり、イタコの場合でも省略した形で行われる。省略

しない場合は、イタコによって差はあるものの、津軽地方のイタコに多いのが、「神寄セ」

（20 分ほど）、「ホトケ呼ビ」（2 分ほど、死者の属性ごとに内容は異なる232）という旋律的

                                                  
232ホトケ呼ビの内容には、3 つの型が指摘されている。すなわち（1）お産で死んだ人を降

ろす場合、（2）花降ろし（結婚しないで死亡したもの）の場合、（3）普通に死亡した人の

場合。（3）は、（ア）若い人（イ）年寄りで異なる（高松 1993:170-171）。 
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な祭文（経文）が唱えられた後に、「口説
く ど き

」が行われるというものである233。口説の部分が

死者の言葉であり、呼んでくれたことへの礼、ホトケの現状、家族を残して死んでいった

ことへの無念、近い未来についての予言、別れの言葉等が述べられる。口説きが終わると

口調が変わって「ホトケ送リ」「神送リ」の祭文が唱えられ、口寄せが完了する。 

口説は 15 分から 20 分にわたることが多く、そのすべてを記すことはできないが、1986

年の報告から、イタコ・笠井キヨによる口説の冒頭と末尾の部分を一例として引用してお

く。 

 

 降りたるは、つゆかんな、月日の浄土へ、呼んでくれたるところは千万かたじけない、

比処はどこよと急いで運んでみたんならば、思いもよらぬ裟婆の浄土に降りて、よう

こそお前は惟神の心で、今日はこの尊い神のお座敷において、仏の供養である、さー

てさーて我ならば一目は会いたい、便りも聞いてみたいという信念から、お前かたが

た、こうして、顔の対面なされてくれようとは、何より嬉しい、珍しい、何からどう

いたせば良いやら、あまりの嬉しさ、懐しさに胸もいっばい
マ マ

涙もいっぱいだ、よくよ

く、こうして若い道ながら神仏の心を持ちおいて、本当にうれしいことだ、ありがた

いお経の中から声をかけられたところ、やっぱり親子である、本当に手にかけて可愛

い孫で育てた、あの時のこと思えば、何とお前達を捨てて、この世発たねばならない

と思えば、何程願われるより、つらい次第であた。年のせいである、必ず子供や孫の

先に発つとーは、思いもあきらめているし、順序の道だけれどーも、人間というもの

ー、いざという時だも、必ず本当にこの世発つのは、何より情けないものだ。 

（中略） 

やっぱり夫婦であればこそ、今は夫婦もろともに、りっぱな仏さんとなって、おもい

もいだされているし、また何も心に残す事はございません。今日は、思いもよらない

ところーで、お前に顔の対面するとーは、これもやっぱり神の引き合わせであるとく

れぐれも本当にありがたいと思ている。必ず、これからもまた来年、さ来年、どこに

いても、チャンスあたら、神の社、仏の社までもいい、必ずひと声でも声をかけて欲

しいものだ。何としても、この世に血のつながる子供や孫でないば、できないものだ。

本当に、今日は、ひとことの仰せだけれどもお前に呼ばわれたこの世でしさ、七日七

夜の供養をいただいたよりも、嬉しい事だ、しみじみ、また届かんけれども粗末な占

                                                  
233文化庁文化財保護部 1986. 
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いで、申しわけないが、お前の親や、兄弟、必ず、まずよろしく伝えて、元気でいつ

までも、（不明）してほがらかに楽しく暮らして行くように頼む。今日は神の前に、は

なばなしいお経の中から、こうして呼ばわれてみたところは234 

 

先に引用した、依頼者 N を相手に K が行った口寄せのなかでも、呼んでくれたことへの礼、

家族を残して死んでいったことへの無念等の内容は語られていた。しかし、イタコの口説

に比べると、K の口寄せでは、より死者の個性が表れ、生前の状況や依頼者との関係を反

映した語りが行われていることがわかる。K の口寄せの革新性は明らかであろう。 

さて、カーメン・ブラッカーは上述のような祭文と口説から成るイタコの口寄せを以下

のように評している。 

 

明らかにイタコは、訓練の過程で暗唱した定まった形の朗唱の蓄えの中から、 も適

当なものを死者から来たお告げとして単に唱えているだけであった。彼女たちの行為

は、芸能の範疇に属するものであり、同時に死者を慰める供養として機能するもので

あった。 

 しかしながら、聴衆の上にこれらの陳腐な感情の発露が与える効果は、感動を招く

ものがあった。235 

 

ブラッカーのこうした見方は、シャーマンの本質をトランスに見る立場からなされたもの

である。イタコの口寄せにトランス状態が認められないことが、その技を「陳腐な感情の

発露(hackneyed effusions)」と評する根拠となっている。こうした否定的な評価は別とし

ても、ブラッカーの指摘は、イタコの口寄せの定式的な性格をよく表している236。それは

一つの技なのである。しかし、なぜ人々はそれに涙するのか。ブラッカーは続ける。「その

                                                  
234文化庁文化財保護部 1986:88-95 に全文が掲載されている。 
235ブラッカー 1979:155, Blacker 1975:160-161. 
236楠は、イタコの語りの様式性について次のように論じている。「語りの内容は至って抽象

的なもので、これを具体化するためには、供養者が、これに具体的な人間や事件を組みい

れなければならない。供養者の参加がない場合、この予言は無意味である」（楠 1973:61）。
こうした指摘は、口寄せを聞くためには供養者（依頼者）の側にも熟練が求められること

を意味する。同様の指摘は、佐治 2000 にもみられる。また、酒向伸行によれば、イタコの

口寄せの形式には中世の梓巫女の「巫語」との類似がみられる。中世以降、「口寄せという

巫儀は個々の巫女が自由に語れるというわけのものではなく、定まった型にしたがって語

るべきものであった」ことが指摘されている（酒向 2000:133）。 
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ようなつぶやきが、死者からの信服させるに足る連絡として、今でもすすり泣く聴衆を感

動させるということは、聖なる演劇や、儀礼の仮面や、神話の吟唱の背後に見えざる世界

を見るのと同じ道理の疑惑の一時停止を示している」237。 

こうしたブラッカーによる指摘に対して、Marilyn Ivy が、恐山での口寄せを観察した上

で提出した反論は傾聴に値する。いわく、ブラッカーのこの視点に立てば、イタコの口寄

せに客が泣くのは、演劇的幻想に捕らわれた一種の演技に過ぎないことになる。そして、

その背後には、死者の声を聞いていると人が真に「信じた」時にのみに真実の涙が流され

るという、「信仰についてのステレオタイプ」的な理解があるという238。Ivy が代わりに強

調するのが、「慣習」の存在である。ブラッカーの批判した口寄せの「型 (the patterns―the 

kata－)」の存在は、人々の不信をあおるものではなく、むしろイタコの儀礼的言葉の呪術

的性格を高めるものである。儀礼的言語においては、理解不可能性と形式性がその異質性

を高め、効力が引き出される。そして、そうした儀礼的言語においては言語の慣習的性格

が重要となる。呪術への信仰がもつ集合的で準義務的な性格を強調したマルセル・モース239

に従って、Ivy はトランスではなく、「社会的な力のみがその慣習を信じるに足るものにす

ることができる」とする240。ブラッカーも Ivy も、口寄せに対峙する人々の反応を「信仰」

という問題に帰結させようとしている点で、両者はともに「信仰についてのステレオタイ

プ」の枠に収まるものであるといわざるを得ない。つまり、信仰があるからこそ真の涙を

流すという点は両者ともに共有している。しかしここで注目すべきは、Ivy が口寄せを、イ

タコのもつ「型」と依頼者のもつ慣習が共鳴することで成り立つものとみている点である。

そして、Ivy の議論は、口寄せの型や慣習を共有していない、都会からの口寄せ依頼者に目

を向けた議論へ展開する。 

 Ivy は、イタコの口寄せに存在している「型」には、死者が死者としてあるべき作法で語

ることによって、死者を真に「死者」とする効果があると論じる。つまり、口寄せによっ

て、死者には死者としての「ここではない」場所が与えられる。定式的な表現は、死者が

死者になった証である。それと同時に、口寄せとは死者を「ここ」へと呼び出そうとする

試みでもある241。Ivy によれば、口寄せの「型」に慣れ親しんでいる人々にとって、口寄せ

                                                  
237ブラッカー 1979:157, Blacker 1975:163. 
238 Ivy 1995:176. 
239 Mauss 2001=1950:115. 
240 Ivy 1995:178. 
241 Ivy 1995:179. 
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にはこうした 2 つ側面が同時に存在し、成り立っている。「ここではない」場所を与える前

者は供養を保証するものとなり、「ここ」へと呼び出す後者は「カタルシス的な死者の追想」

をもたらす242。また、口寄せには死者による予言や占いも含まれるため、死者がまだ生き

ていた時という過去への方向と、死者が見通す未来への方向という 2 方向が含まれること

になる243。 

 イタコの口寄せに慣習的に慣れ親しんでいる者にとって、イタコの口寄せの機能と構造

は、供養と追想、過去と未来という複数の面をもつ。これと対比して Ivy が取り上げるのが、

都会（他地域）からの訪問客である。都会から恐山に口寄せの依頼に来る客が唯一心に抱

いているのは、死者の声を聞きたいという切実な思いのみである244。彼らにとって、イタ

コの言葉の理解度によってその有効性がはかられる。具体的に何が語られるかが問題なの

である。つまり彼らにとって、理解ができないがゆえに信憑性を獲得するという儀礼的言

語の作法は通用しない。そのため、彼らにとって、口寄せは二重に難解なものである245。

まず、儀礼的言語の作用と力を理解することができない。そして、それに加えて、大きく

立ちはだかる方言の壁によって死者からのメッセージさえも満足に理解することができな

い246。 

 Ivy の議論は、依頼者にとって口寄せとは何なのか、またそれが、その習俗のなかで生き

る人々と、都会からの訪問者ではどのように異なるかを明らかにしている点で貴重なもの

である。筆者が参加した東京からの口寄せ体験ツアーでも、口寄せに対する反応は Ivy の指

摘する通りである。まず、参加者はイタコの言葉が理解できるかどうかを一番に気にする。

ホテルに向かうバスのなかでは、津軽弁より南部弁の方が標準語に近いため、南部弁で話

すイタコに当たればいいと参加者の 1 人が語り、参加者の方言に対する不安は高まった。

同乗していた地元のバスガイドは、「わからなかったら聞き返してもいいんですよ」と、こ

の不安を和らげようとしていた。彼らにとって、祭文の儀礼性よりも、直接的なメッセー

ジが問題なのであり、それが方言によって聞き取れないということは、遠路遥々やってき

た価値を無にすることである。つまり、Ivy が指摘した重層的なイタコの口寄せの作用と構

造のなかで、彼らが求めているのは、死者が生きていた過去に向けられた「カタルシス的

                                                  
242 Ivy 1995:163. 本文中では、恐山という場所の特性としてこれらの点が指摘されている。 
243 Ivy 1995:169. 
244 Ivy 1995:184. 
245 Ivy 1995:186. 
246こうしたイタコの難解さは「伝統」として名付けられ、口寄せは理解から も遠いもの

として位置づけられると Ivy は結論付ける。 
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な死者の追想」のみである。 

 ここで、第 4 章と第 6 章及び本節で扱ってきたカミサマ K による口寄せが、いかに他地

域の人々（つまり、イタコによる口寄せの習俗を共有していない人々）のニーズと合致し

ているかがわかるだろう。K の口寄せは光明真言のみではじまり、儀礼的言語がほとんど

省略されている。そのため、イタコの口説にあたる部分が残りの全てを占める。口説にお

いても独特のリズムと定式的な内容をもち、ほとんどが死者から生者への一方向的な語り

に費やされるイタコに比べて247、K の場合はすべて死者と依頼者の双方向的な会話で成り

立っている。かつ、県外からの依頼者には標準語が用いられることで、死者のメッセージ

を理解できないという恐れも払拭される。イタコの慣習を共有していない者が経験するこ

とになる、口寄せの際の二重の困難が両方共解消されているのである。そのことにより他

地域からの依頼者が求める「カタルシス的な死者への追想」に特化した口寄せが可能にな

っている。 

 

3-3. K と呼称 

 K はこのように様々な機会で「イタコ」と呼ばれているが、彼女自身が積極的に「イタ

コ」を名乗るわけではない。彼女は、自分は霊感にもとづいて仕事をするだけであり、イ

タコやカミサマ、ゴミソ、先生などと呼ばれているけれども、何と呼ばれようと気にして

いないと語る。彼女は、否定はしないという消極的立場によって「イタコ」になっている

のである。また、彼女は自らに与えられている「イタコ」の名が、他地域の人々へのわか

りやすさを優先した、戦略的で形式的なものにすぎないことをよく知っている。そのため、

彼女がむしろ好んで用いるのは、高野山真言宗の教師としての肩書きである248。彼女の名

刺にもそれが記されており、「イタコ」や「カミサマ」の語は記されていない。複数の先輩

カミサマのもとで学んだ経験をもつ彼女であるが、儀礼的作法は高野山での修行の際に習

得されたものが基本となっている。そのため、真言宗への帰属意識は高い。呼称が曖昧で

                                                  
247イタコの口寄せの際の依頼者からの問いかけは「問い口」と呼ばれる。これを受けるか

否かは、地域や師弟関係によっても、またイタコ個々人によっても差があったようである

（石津 1970 等）。 
248巫者的性格をもつ宗教的職能者が僧籍を取得することの理由について、法仁道と呼ばれ

る集団（米沢市）の主催者 T の生活史を分析した徳野は、「正統性の確保、仏教への親近感、

「オガミヤサン」という呼称を回避し、乗り越えようとする指向性」の 3 つをあげている

（徳野 2005:145）。沖縄においてもユタの僧侶化の事例（長谷部 1997）が報告されるなど、

本事例を含め巫者と仏教（教団）や僧籍との関係については、さらに議論を深めることが

できる点であると思われる。 
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あっても、こうした宗派への高い帰属意識が彼女の「霊感」を支える一つの根拠となって

いる。 

 

3-4. N の場合 

次に扱う人物は K のような例とは逆に、積極的に「イタコ」を名乗り、発信していくこ

とによって自らのイタコとしての正統性を証明していこうという事例である。 

元祖イタコを名乗る N は、1933 年生まれ、晴眼の男性であり、恐山の近くやむつ市内の

ホテルに「イタコの館」を設けて口寄せを行っている。K と同様にホテルに招かれての口

寄せを行うなど、その活動は主として観光客や他地域からの依頼者に向けたものとなって

いる。彼は自分がイタコを名乗るようになった経緯を次のように語る。 

彼の生家は「大百姓」であり、旅の芸人やイタコを数多く宿泊させていた。イタコと生

活を共にし、菓子や小遣い目当てでイタコの手引きをしているうちに祭文を覚えるように

なり、8 歳から修行を開始し、13 歳のときに「ダイジオロシ」（入巫儀礼）を経て一人前に

なったという。彼が師匠として名指すのは、地域でも、また研究者たちにもよく知られた

イタコたちである。しかし、彼はイタコになることを選ばずに一般の職に就く。それは、

当時イタコは「ホイド」（乞食）として蔑視されており、自らも馬糞を投げつけられるなど

の苦い思いをしたためだという。ところが、昭和 50 年代、当時の県知事から「民俗文化で

あるイタコの保存に協力して欲しい」との要請を受けたことをきっかけに、イタコとして

の活動を開始する。ホテルとの提携や講演活動など、その活躍の幅は広い。また、個々の

イタコの師弟関係や祭文と経文の内容についても独自に研究を進めている。ただし、その

身体的特徴や経歴は従来のイタコ像とは大きく外れるものであり、地元でも彼をイタコと

呼ぶことに対して疑義を呈する者もいる。 

しかし、彼は自分こそが本当のイタコであると主張する。彼が依頼者に度々語って聞か

せるのは、NHK などのテレビの全国放送でイタコとして出演したことや、大学の教授が自

分を対象に研究をおこなっていること、また県からイタコの民俗の保存依頼を受けている

ことである。「ダイジオロシ」を経てイタコと認められたこと、また、口寄せやオシラサマ

アソバセ等の多様な祭文を暗記していることは彼がイタコであることの重要な根拠である

と考えられる。しかし、全国各地から訪れる依頼者を前にする時、彼はそうした地域的な

要素を正統性の根拠として用いることはなく、いわば「世俗」の権威を頻繁にもち出す。 

全国から口寄せを求めてやってくる人々にとって、「イタコ」の肩書は何よりも強力なブ
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ランドである。それは「口寄せ」の代名詞でもある。また、1979（昭和 54）年に「津軽の

イタコの習俗」が、1983 年に「羽後のイタコの習俗」が、選択無形民俗文化財（記録作成

等の措置を講ずべき無形の民俗文化財）の指定を受けていることからもわかるように、イ

タコは「民俗文化」としても評価されている。昭和 50 年代に県知事からイタコの保存の協

力依頼を受けたという N の言葉は、この動きに対応している。N は地域に存在するイタコ

をめぐる習俗の名残を汲み取りながら、全国的な期待に見合うようにその語りと、イタコ

としての自己像を構築しているといえる。消極的に「イタコ」のラベルを受け入れていた K

に比べて、N の在り方は、遙かに意図的で戦略的である。そして、N において「イタコ」

の名は、周囲から与えられるものである以上に、自らによる名づけである。彼は、現在恐

山に来ているのは全員「ゴミソ」であると批判し、自らが真のイタコであると強く主張す

る。それが彼の「元祖イタコ」という自称につながっている。なぜ彼が「元祖イタコ」な

のか。それは、彼の言う「ゴミソ」たちが、口寄せの一部の祭文しか知らないのに対して、

彼はイタコに受け継がれるべき祭文や経文すべてを知っているためであるという。そして、

調査に来た筆者のような研究者に対して、自分の正統性を主張して止まない。イタコにつ

いての研究成果にも一通り目を通していると語る彼は、学界の権威も巧みに使って、「イタ

コ」であり続けようとしている。 

地域社会からの認知の代わりに、（またはそれを補う形で）世俗的な権威を導入し自らの

正統性を担保している N のような事例は、「イタコ」という名をめぐる議論が今後さらに複

雑になるであろうことを予感させる。具体的にいえば、「誰が真のイタコであるのか」とい

う問題が、巫者と顧客のみならず、学界や文化財行政、観光産業をも巻き込んで展開して

いくと考えられる。 

 

4. 巫者の戦略――現代的側面 

桜井徳太郎が昭和 40 年代に行った調査の報告に、イタコの変化について非常に示唆的な

ものがある。彼によれば、明治以降の官憲による弾圧や、学校教育の普及・啓蒙活動の浸

透によってイタコの巫術を迷信とする見方が広まり、当時のイタコの身分評価は「漸次低

下」していった。そして、その状況を受けて「イタコじしんの側からも、その影響をうけ

て世間的風潮に敏感に対応し、自らイタコたる身分を秘匿し、カミサマに擬装するものも
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出現」249したという。こうした事例は決して多数ではなく、桜井もカミサマへの擬装を一

般的な傾向としているわけではない。しかし、イタコ／カミサマの境界を意図的に横断し

ようとする事例が過去にも存在し、またそれが現代とは逆の方向、つまりイタコのカミサ

マ化を目指すものであった点は興味深い。この点から、イタコ／カミサマの戦略的な名乗

りの変更は、現在に固有なものではないことがわかる。しかし、K や N の在り方は、いく

つかの点で過去とは異なる様相を呈している。 

K の場合、「イタコ」とラベリングする主体のなかに、大手旅行会社という全国規模のエ

ージェントが介入している点が特徴的である。旅行会社を介して集まってくる人々は、イ

タコやカミサマに関する「評判」を全く共有することのない他地域の人々である。旅行雑

誌などで恐山や賽の河原のことを知ってやってくる観光客についても同様のことが言える。

巫者の呼称が含意していたはずの地域の巫者観はそこでは共有されていない。そればかり

ではなく、マスメディアの影響によって、「イタコ」の語には、「大衆的」イメージが付与

されてきた250。広く流通しているのは、イタコが恐山に常駐して口寄せをしているという

イメージである251。そのほかにも「盲目」といった身体的特徴もよく知られている。人に

よっては、オカルト的関心からイタコに興味を抱く者もいる。2013 年の川倉の大祭にもイ

ンターネット動画サイトでオカルト番組を作成・配信しているグループが取材にやってき

ていた。その際には、おどろおどろしさや、不気味さが過度に強調される。 

そうした大衆イメージにうまく対応しようとしているのが N である。しかし、彼が強調

するのはオカルト的イメージではなく、伝統文化としてイタコ像と、癒しをもたらすカウ

ンセラーとしてのイタコ像である。彼は、イタコの癒し効果に着目して研究を行っている

青森県内の大学教授の調査対象の 1 人となっている。大学教授が科学研究費補助金を取得

してその研究がメディアで取り上げられるようになった 2004 年以降、彼も「イタコ」とし

てテレビや新聞に登場するようになった。そこで彼が操作し自らのものとしているのは、

学界やメディアという、地域的コンテクストの外にある「イタコ」イメージである。 

上述の事例からわかるのは、イタコの語が、もはやローカルな一呼称ではなく、先にも

記したように学界や文化財行政、観光産業といった複数の超地域的な主体の意図がぶつか

                                                  
249桜井徳太郎 1974:205. 
250大道 2013. 
251 1974 年から一時、円通寺の働きかけで恐山が開山している間、観光客向けにイタコが

毎日口寄せをしていた時期はあったが（高松 1993:111）、現在イタコがいるのは大祭のと

きのみである。 
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り合う場となっているということである。そのなかでイタコとして生きていくためには、

イタコとしての生を再帰的に捉える必要がある252。しかし、現代の「イタコ」たちは、単

に大衆イメージの奴隷となっているわけではない。K の革新的な口寄せが、他地域の人々

にとって、また、地域の人々にとってさえも許容可能なものとなっているように（第 6 章

を参照）、むしろ、自らの「イタコ」としての在り方をもって、イメージの方を書き換えて

いく方向も認められる。春祈禱および、川倉での K の活躍を見る限り、それは、メディア

を介した表層的なイタコイメージのみならず、地域のイタコ観をも揺るがし、変容させて

いくものである253。 

また、大衆的なイタコイメージの影響のなかで自己を語るということは、カミサマ個人

のレベルからみれば、彼らの行う即興的構成において利用される知識のリソースが拡大し

ただけとも考えられる。ローカルな知識を共有していない他地域の依頼者たちに接してい

る「イタコ」は、依頼者が共鳴可能な象徴を先読みし、そこに自らの語りや実践の一部を

同調させているといえる。 

 

5. 結びにかえて 

師資相承のイタコの習俗が急速に消失へと向かっているのに反して、現代では情報化社

会のなかでイタコという語のみが生き残り広まっている。かつては巫者としての評判や生

い立ちといった豊富な情報を含みこんでいたイタコという語は、地域の文脈を離れ、各人

によってさまざまに解釈されることが可能なものとなった。そのために、イタコという名

を名乗ることは容易くなり、現在では従来のイタコ像から大きく外れる者であっても、ま

た、修行や入巫儀礼を経ない者であっても、イタコを名乗ることが可能である。インター

ネット上では、「イタコの電話占い」等のサイトも乱立している。そのなかで、さまざまな

呼称を受け入れていた 初の K の事例のように、もはや呼称のもつ正当化の作用に頼るこ

とのない巫者の在り方があり、また他方で、第 2 の N の事例のように、より「世俗的」な

さまざまな権威を用いて、自らの「イタコ」としての正統性を発信していこうという能動

                                                  
252 N の「イタコ」としてのイメージの操作は、民俗文化的要素の「流用」ともとれる。こ

うした民俗事象の流用の問題は、フォークロリズムの議論によって焦点化されてきた。フ

ォークロリズム論が種々の問題を抱えていることは既に指摘されているが（日本民俗学会 
2003）、一つの視点としてそれが示唆する民俗文化の再帰的性格は注目に値する。 
253この点は、ギデンズの「脱埋め込み」と「再埋め込み」という言葉でもって説明するこ

とも可能である（ギデンズ 1993=1990）。しかし、ここではそうしたマクロな視点ではな

く、あくまでもカミサマや依頼者個人のレベルに焦点を合わせる。 
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的な動きも見られる。また、現在イタコを名乗ることは、メディアを介した大衆イメージ

や種々の超地域的な主体との関わりのなかで展開する、再帰的な営みであることも指摘し

た。 

現在では、イタコの語が自称として広く使われるようになるにつれ、さまざまな「イタ

コ」が現れ、イタコ像の輪郭を描くことが以前にもまして困難になっている。また、口寄

せを行う者を指す語として「イタコ」の語が使用され、それが従来カミサマと呼ばれてい

た K のような人物に冠されることによって、ただでさえ曖昧であったカミサマの輪郭もさ

らに不明瞭となっている。こうした呼称の揺らぎが示すのは、イタコ観、カミサマ観の多

様化であり、換言すれば成巫や巫儀に備わっていた地域的な型の曖昧化、消失である。次

章からは、こうした地域的な型の消失のなかで生きる「現代」の巫者的職能者について見

ていきたい。 
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第 8 章 巫者の鎖をたどって 

 

はじめに 

 テレビや雑誌を通して、「スピリチュアル」の語が急速に広まり、「スピリチュアルブー

ム」として世間を賑わせていたことは記憶に新しい。今となっては、以前ほどメディアで

騒がれることも少なくなったが、女性誌を始めとして「スピリチュアル」の語を冠した特

集は断続的に見られ、一時の熱狂を過ぎた現在にあっては、むしろ「スピリチュアル」の

語が一般的な用語として浸透、定着したように思われる。 

そのブームと歩調を合わせて、またそのブームの一翼を担う形で「スピリチュアルカウ

ンセラー」や「スピリチュアルセラピスト」を名乗る人々が誕生してきた。本章で取り上

げるのは、こうしたスピリチュアルカウンセラーとして活躍している 1 人の女性 S の語り

である。 

スピリチュアルカウンセラーとはどういった人々を指すのであろうか。それを名乗るた

めの特定の資格があるわけでもなく、また個人による開業がほとんどであるため、明確な

定義を下すのは困難であるが、その一般的な様相としては、ソファーや座り心地の良い椅

子が向き合って配置された小奇麗な「カウンセリングルーム」で、依頼者は自らが抱える

問題を打ち明け、「カウンセラー」はオーラや前世、守護霊等を見ることで、その問題に対

して何らかのアドバイスを与える、といった記述が許されるだろう。30 分から 1 時間で、

5,000 円から 2 万円といった料金設定がなされており、多くの場合、その個人が開設するホ

ームページでその詳細を見ることができる。依頼者は口コミやインターネット検索によっ

て、好みのカウンセラー、好みのコースを事前に選ぶことができる。 

こう記すと、その形態や部屋の様子からしてメンタルクリニックのカウンセリングルー

ムと大差がないようにも見えてくる。しかし、根本的に異なるのが、そこでのカウンセリ

ングが、霊や神、オーラや前世といった超自然的な存在や概念を前提として繰り広げられ

ていることである。スピリチュアルカウンセラーは、普通の人には見えないものが見え、

そこから何らかの情報を得ることができるという特殊な「能力」を看板として依頼者を集

めているのである。 

彼／彼女のような「現代的」254な事例をどう捉えるか。たとえば佐々木宏幹は「チャネ

                                                  
254ここでスピリチュアルカウンセラーたちを指して「現代的」という言葉を使うことは、

第 1 部と第 2 部での津軽の事例が、現代的ではないということを意味するものではない。
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ラー考」として次のように記している。 

 

氏族社会や部族社会のシャーマンが、その社会に伝承された世界観や神霊観を社会の

人びとの現実の生活に絡ませて、幸・不幸を説明したように、現代文明社会のチャネ

ラーは、ソフィスティケイトされた現代人が納得する形において、大宗教や哲学が説

く思想と科学時代の世界観を接合させ、しかも神ならぬ超人間的存在（バシャール）

自身として人びとに語りかけるのである255。 

 

多くのシャーマンをみてきた佐々木によるこの指摘は説得的なものである。佐々木は、「超

自然的存在（神、精霊、死霊など）と直接接触、交流し、この過程で予言、託宣、卜占、

治病行為などの役割をはたす」宗教的職能者256という自身のシャーマン定義によって、新

しい現象であるチャネラー等もシャーマンとして包括する。本論でも、その視座を佐々木

と共有している。しかし、序論でも論じたようにここではシャーマニズムの語を、本質主

義的な探求のためではなく、「現代的」事例に対する理解を深めるための「発見的用語

(heuristic term)」257としてのみ用いる。そのことによって、超自然的な存在との交流を核

として、スピリチュアルカウンセラーをシャーマニズムの伝統と比較するための回路が開

かれる。その際に重要になるのが、地域的な巫者の在り方のどのような側面が引き継がれ

ているのか（あるいは類似しているのか）、そして反対に、何が失われ、何が新しく加わっ

ているのか、それを見極めることである。 

アンヌ・ブッシィはその著書『神と人のはざまで生きる』において、関西のオダイと呼

ばれる 1 人の巫者の語りを記録し、その生涯を再現してみせた。その著書の 後で、ブッ

シィは、「オダイと名乗らず、小祠やお塚も祀らず、狐や狸という語を用いない新世代の巫」、

「山も森もない大都市に生きる人々の要請によりいっそう順応した巫覡の新しい形態」、そ

                                                                                                                                                  
両者は等しく同時代の現象である。そして、以下では、「現代」や「現代的」という言葉を、

あくまで括弧付きの表現として使用する。従来の研究によって、スピリチュアルな環境に

生きる彼らのような在り方は、現代（後期近代）に固有の宗教的個人主義を体現している

と考えられてきた。しかし、次章で論じるように、本論ではそうした立場に懐疑的である。

彼らの見せる「現代性」とは、表面的な態度の違いに過ぎない。本論で「現代」の語を括

弧で括るのは、スピリチュアルな環境に生きる人々をめぐる従来の視座への懐疑からであ

る。 
255佐々木宏幹 1995:169. 
256佐々木宏幹 1980:41. 
257Walter and Fridman 2004: xxi. 
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うした存在が「巫者の今後の鎖の環に連なる」258と記している。 

本章では、近年誕生したスピリチュアルカウンセラーが、この「巫者の鎖」に連なるも

のであるという立場から、1 人のスピリチュアルカウンセラーの語りを中心に扱っていく。

彼女の語りを手掛かりに、章の後半では彼女が生まれ育った小さな農村に存在していた巫

者の伝統を探っていくことになる。そして、そこで明らかになった地域の巫者伝統と、ス

ピリチュアルカウンセラーである彼女との比較を通して、巫者伝統との連続性を探り、ま

た同時に断絶面もみていきたい。 

 

1. 事例：S（スピリチュアルカウンセラー） 

S（女性）は 1962 年に茨城県北部の旧 S 村（現在は市町村合併により常陸太田市の一部

となっている）に生まれ、高校卒業まで同村で育つ。現在は、出身地に程近い常陸大宮市

中心部にて、カウンセリングルームを開き、「スピリチュアルカウンセラー」として、カウ

ンセリングとレイキ259を行っている。 

 以前は「スピリチュアルなことは否定しない」ものの、「現実的に見たものしか信じない

性格」であったために、まさか自分が「そういうものと関係して、そこに行くっていうこ

と」はまったく考えられなかったと語る。そうした彼女の生活に変化が訪れたのは、彼女

が 29 歳のときであった。その年、父親の死に直面した彼女は「死とかあの世とか」に興味

を抱き始めたという。「真実を追究するタイプ」である彼女は、「死んだらどうなるんだろ

うか」といった問いについて深く考えるようになった。 

そのうちに、「突然のように」「いろんなことが見えるようになった」という。 初の体

験は、知人の経営する喫茶店にいた時、別の席に座っている男性について、その人が川原

に座って首を切り落とされる「映像が浮かんできた」というものだった。それを本人に確

かめると「いつもその夢見るんですよ」という返事が返ってきたという。けれども、「自分

の事あんま信じてなかった」彼女は、自分が「ちょっと頭おかしくなったんじゃないか」

という不安にさいなまれた。 

「そしたらそのうち、頭のなかで声がするように」なった。こうした事態に、「これはま

                                                  
258ブッシィ 2009:221. 
259レイキに関しては、その概要が端的にまとめられている島薗進の以下の記述を参照。「レ

イキというのは、日本人・臼井甕雄が始めた触手による癒しの技法で、日本では継承され

なかったが、アメリカ合衆国で受け継がれ、（中略）80 年代後半になって、再度、日本でも

広がりを見せるようになったものである」（島薗 2007a:117-118）。 
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すますきちゃったな」と彼女の不安は増した。また、20 日間ほど、物が食べられなくなっ

たりもした。けれども、「好奇心の強い」彼女は、「頭のなかでいろいろ言ってるから、と

りあえず従ってみるのもいいんじゃないかな」と思い、その「声」に言われるまま 1 年以

上、県内の社寺を訪ねて歩き、時には「声」の指示に従って、「清め」を行ったという。彼

女の言葉を引用する。 

 

たまたまその時は、なんか、あの、にちりんという風に聞こえたんで、にちりんって

たぶん、こう、ね、太陽のこと日輪って、日輪のことなのかなって思ったけど、大子

（茨城県久慈郡大子町）に日輪寺っていうのがあるってことを、なんかちょっと、人

づてにまた聞いて、じゃあ、日輪寺にでも行ってみようかなって思って、大子の方に

行こうかなって、ま、大子、八溝山っていうのがあるんですけど、そこがなんか坂東

三十三カ寺って、よくこう、巡礼のお寺の一つの札所になってるんでよすね。そこに

行ってみて、特に何かってわけじゃないけど、その時一緒に行ってくれた人がいて、

で、そこにその、日輪寺に行ってみたら、日輪寺にまたそのー、いまはいないんです

けど、日輪寺に詳しいお兄さんっていうんですかね、土産物屋のお兄さんがいたんで

すよ。で、日輪寺の話よーくしてくれて、実は日輪寺の奥にはね、尼寺があるんです

よ、焼き討ちされた尼寺があってね、って言ったら、尼寺があって、尼寺を訪ねて行

ったりとか。しましたね。なんか、いろんなところを訪ねて行ったというか。それで、

あのー、自分でも狂ったような、自分でもまたおかしいなって思ったんですけど、で

も、のちのち聞いてみると誰もそうなんだってことがわかったんで、ああおかしくは

なかったってことはわかったんですけど、なんかたとえば、そのー、ここの神社に来

てくれって呼ばれたり、それでそこを清めてくれないかって。そういうことを 1 年以

上ただ、こう、茨城県内を繰り回ってたっていうか。 

 

S のこうした体験は、シャーマニズム研究の成果と比較可能な性質を持つ。 

池上良正は、巫者の成巫過程で多くみられる、「何らかの神的存在の命令や意志に従って

行動させられる体験」（「神律的行動」）の存在を指摘している。それは、具体的には「言わ

される」「見させられる」「拝まされる」等の受動態の表現をもって当事者たちによって語

られる体験であり、そのなかでもとりわけ沖縄のユタでは、「祖先や神の命令によって「歩
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かされた」と証言する例」が多いという260。ユタなどの「シャーマン」そして、「神がかり」

を契機としてその能力に目覚めた民衆宗教の教祖なども、こうした「歩かされる」等の体

験を繰り返すことによって、制御することが困難であった激しい「神律的行動」を次第に

コントロール可能なものとしていく過程が見られる。エリアーデはこうした過程を経るシ

ャーマン、すなわち突然の「神がかり」といった「上からの「選び」」261による成巫過程を

経るシャーマンを「召命型」として、「修行型」や「世襲型」と併せて成巫過程の 3 類型を

指摘した262。 

ここでは、その類型の妥当性や有用性について詳しく検討することはしない。ただし、

以上のように S が「頭のなかの声」に従って「茨城県内を繰り回った」という体験が「神

律的行動」と解釈されうるものであり、S がスピリチュアルカウンセラーとなるまでに経て

きた体験が、従来「召命型」と呼ばれてきたシャーマンの成巫過程と類似していることを

指摘しておきたい。 

もう一度 S の語りに戻りたい。S がそうした一種の「神律的行動」を繰り返していた間

にも、「見える人がいる」という噂が先の喫茶店を中心にして広まっていき、次第に彼女の

もとには相談者が集まるようになった。いまから 20 年ほど前のことであったという。 

 その後、2005 年頃に当時結婚して住まいを構えていた日立市で 初のカウンセリングル

ームをオープンさせ、スピリチュアルカウンセラーを専業として行っていくことを決意す

る。依頼者が増えてきたことと、子供が小学校に入り手がかからなくなったことが、カウ

ンセリングに専念する動機になったという。同時期にホームページも作成しており、この

ホームページを通して、それまで知り合いを中心とした口コミで集まっていた依頼者が、

全国に及ぶようになった。在外邦人からの電話相談なども受けている。 

カウンセリングルームは、その後 2 回場所を変えて、現在の場所に落ち着いている。カ

ウンセリングルームを開く場所については、特に強いこだわりがあるわけではなく、賃料

や駅に近いなどの利便性が重視されている。 

では、彼女の日々の活動内容はいかなるものだろうか。 

                                                  
260池上 1999:364. 
261エリアーデ 2004a=1968:88. 
262エリアーデ 2004a=1968. エリアーデは、（1）シャーマン職能者の世襲伝達、（2）自然

的な神のお召し、（3）自己の自由意志という区分をしている（エリアーデ 2004a=1968:53）。
そうした分類が、桜井や佐々木によって国内で検討、展開され「世襲型」「召命型」「修行

型」の名でシャーマニズム研究に定着した。 
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儀礼的なものとしては、依頼によって土地や家の「浄化」や「清め」を行っている。儀

礼に臨む際の特に決まった装束は無い。清め方は、霊能者の祖母をもつ霊感の強い友人か

ら教わった。その霊能者が「神様から教わった」という清め方を友人を介して知り、それ

を実践している彼女であるが、後に、その作法が、「物部のやり方」や虫きり、またレイキ

とも共通していることを発見し、確信を深めたという。 

また、日々の実践（カウンセリングや浄化）における、「勉強」の重要さを彼女は強調す

る。父の死後も多くの本を読むことで、「死」について「真実を追究」しようとしたと語る

彼女であるが、日々のカウンセリングにおいても「勉強」は重要であるという。それは、「た

だ見えてる映像でその人の相談をするっていうだけじゃ浅」く、より「科学的」に、そし

て、より「分析的」に語る必要性を感じているためである263。そのために、スピリチュア

ルや前世、チャクラなどに関する本はもちろん、見えた前世を裏付けるために歴史を勉強

したり、依頼者の相談に応えるために心理学を学んだり、また、多くの雑学も本を通して

学んでいる。 

こうして彼女が勉強の必要性を強調すること、またスピリチュアルカウンセラーという

名で自らを規定することには、少なからず、前世代の「霊能者」との差異が意識されてい

る。 

たとえば彼女は、自分の生まれ育った村にも「結構有名な霊能者」が何人かいたという

が、「そういうのとは、今はちょっと違った時代」であるために、「同じようなものが見え

ても、時代によって、違った位置づけ」がなされる必要があるという。「前の霊能者ってい

われる人たちは、あなたの先祖は人を殺したからこうなってるんだよ」といった恐怖を与

えるような言い方なので、それを「もうちょっと肉付けする」ことが求められていると語

る。 

彼女自身、頭のなかの声に悩んでいた 30 代の頃、自分の今後を尋ねるために霊能者のも

とに赴いたというが、そこで受けた「霊の祟り」といった説明は、「私の感覚とは違って」

「納得いきにくい」ものであった。そこで当時、テレビで注目を集めはじめていた江原啓

之が「スピリチュアルカウンセリング」という語を用いているのを見て、「霊能者よりは、

霊能、そういうのを使ったカウンセリングっていうか、それは確かにいいかも」と思い、

自らの能力を生かしてのカウンセリングを始めることを決めたという。 

つまり、彼女は「前の霊能者っていわれる人たち」の存在や、その言葉を否定している

                                                  
263「」で示しているのは、S 自身による表現。 
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わけではないが、「ちょっと違った時代」に生きる自らの思考にあった表現方法を模索し、

その結果、「スピリチュアル」と呼ばれるような範疇に含まれる語彙（「オーラ」や「前世」）

を動員し、「科学的」「心理学的」な「肉付け」を行うという現在の語り方となった。たと

えば、従来「祖霊の祟り」などと呼ばれてきたものは、先祖の叶わなかった願望や恨みが

遺伝子に組み込まれているために起こる現象だという。そして、そうした説明は現代の多

くの人々にとって、単なる「祟り」などという語りも「わかりやす」く、また「納得」し

やすいものであると彼女は考えている。 

ここで、彼女の語りにも頻出するスピリチュアルという語について考えておきたい。彼

女をはじめ、現在多くの人が用いているスピリチュアルという語は、明確な境界を持つも

のではない。伊藤雅之らはスピリチュアリティの語に「自己を超えた何ものかとつながっ

ており、その何ものかが自己の中、および自己と他者との間で働いている感覚（の質）」264

という定義を与えているが、それは裏を返せば当の本人が「自己を越えたものとつながっ

ている」と感じることができるものであれば、何でもスピリチュアリティもしくはスピリ

チュアルの範疇に入り得ることを意味する。実際に書店にならぶ本やスピリチュアルを謳

うイベント等では、美容や農業、子育てなど、数多くのものにスピリチュアルの語が冠さ

れているのを目にすることができる。S がスピリチュアルの語を用いる際にも、この語のも

つ柔軟で包括的な性格が存分に発揮されているといえる。彼女がこれまでの人生で体験し

てきた不思議な出来事やオーラや前世といった考え方、また伝統宗教の神々や民俗信仰、

それらすべてがスピリチュアルの語のもとに互いに結び付けられ、相反することなく受け

入れられている。 

 

2. 茨城県旧 S 村・民間巫者の歴史 

そうして彼女は、スピリチュアルな語を好んで用い、「わかりやすさ」や「科学的」とい

う側面において、前世代の霊能者との差異を強調するが、「清め」の作法を習得したり、ま

た自らがそうした能力を開花させたりできたのは、「環境的に恵まれていた」からだと語る。

具体的には霊能者の祖母をもつ友人や「霊感の強い」地元の知り合いと交流することによ

って、彼女は現在の地位を築くにいたっている。この点に注目すれば、インターネットを

用いたり、スピリチュアルやオーラ等という新しい言葉を採用したりする革新的側面の陰

で、彼女の成巫過程においては、前世代の「霊能者」の存在や、地域社会の巫者に対する

                                                  
264伊藤・樫尾・弓山（編） 2004:i. 
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認識や要請が影響していると考えられる。 

そこで、彼女が生まれ育った旧 S 村（以下 S 村）の巫者の歴史を大まかであるがたどっ

てみたい。S 村は 2004 年に常陸太田市に編入合併された谷間の小さな村であり、合併時の

人口は約 6，000 人ほどであった。山に囲まれているために、広い農地を得ることは難しく、

かつて盛んであったタバコ栽培が衰退してからは、特に産業もなく過疎化の一途をたどっ

ている。こうした地域に暮らしていた彼女自身と、彼女を取り巻く人々の間では、巫者を

めぐるどのような認識や知識が存在していたのだろうか。 

この地域の巫者伝統の中心的存在は、ワカと呼ばれる人々であった265。ワカ、もしくは

ワカサマとは、福島県南部で活躍している巫者の名称として知られてきたが、S 村を始めと

して茨城県北部でもワカの分布がみられる。S 村と周辺地域（常陸太田市内）では、ワカを

「考える人」とも呼び「ワカサマに考えてもらう」「ワカサマ寄せる」といった表現が用い

られていた。 

菅原寿清による福島県南部での調査報告によれば、ワカとは「ホトケオロシ」（死者の口

寄せ）や、「カミオロシ」（病気・結婚・人捜しのために行う）を行う盲目の「呪術・宗教

的職能者」であり、先輩ワカのもとに弟子入りし、修行を行い、「カミツケ」の儀礼を経て

一人前となる。これらの過程は、イタコと共通している266。ワカサマという呼称の由来に

関しては、柳田国男が「会津のイタカは口寄せの業をなさざるがごとし、これを業とする

者は別にこれを「ワカ」といえり。今日にても福島県にてはこれをワカと称す。ワカはす

なわち若神子なり。若神子は若宮という語と同じく、巫覡は神の血統上の子孫なるゆえに、

常人よりは一段神に近く神意を仲介するに適すと信ぜし思想に基づきたる名称なり」267と

記している。ただし、その真偽のほどは確かではない。 

常陸太田市内のワカサマの様子としては、1979 年発行の『常陸太田市史民俗編』に以下

のように記されている。 

 

死霊をよび出して口寄せする者を、当市域では一般にワカさまとよぶ。ワカさま

は、ほとんど盲の女性で、人々の求めに応じて口寄せをおこなって生計をたててい

る。（中略） 

                                                  
265茨城県北部のワカについては、村上晶 2012 において詳しく報告した。 
266菅原 1979. 
267柳田 1989(=1912):457. 
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    谷河原町ではワカさまともユミヨセともいった。新ボトケを寄せるのが普通であ

ったが、だれとだれを寄せてもらいたいとワカさまに頼むと、その晩ワカさまはそ

の霊をよび出し、死者のことばを伝えてくれた。ワカさまは、青竹と麻で作った弓

をたたいて口寄せをする。西金砂山に参寵して修業したというワカさまもあり、お

墓に寝て修業したという者もある。人々は、死霊がワカさまの持つ竹弓の上に降り、

ワカさまの口を通じて語るものと信じた。こうしたワカさまがムラに来たのは、春

友町では昭和初年ごろまでといい、田渡町では太平洋戦後までという。 近では、

当市域でワカさまによる口寄せはほとんどみられない268。 

 

また、1982 年の国学院大学文学会民俗学研究会による那珂郡美和村（現常陸大宮市旧絵

沢村）の調査には以下のような報告が見られる。 

 

 クチヨセはワカサマという主に眼の不自由な人がやっていた。オオユミといって六

尺ぐらいの竹をあさづなで張った弓をもってきた。カミオロシとってそのオオユミを

ぶんぶんたたいて亡くなった人をおろす。カミオロシは夜にかぎるという。「何年にい

つ亡くなったおやじをおろしてくれ」というと、死んだ人がワカサマにのって、しゃ

べりはじめる。ふつうではききとれないような理解しにくいことをしゃべりだす。し

かし次第に人の口調になったり、うたいのようになったりする。その中では女のこと

をヘラトリ、男のことをユミトリといい、ユミトリが○○だ、といって何月のいつご

ろどういうことがあるから注意しろとさしずをしてくれたり、非業な死に方をした人

はおんねんを語ったりもした269。 

 

同報告書の別の箇所では、こうしたクチヨセは「戦争のときは、特に多かった」270という

話も記録されている。 

常陸太田市内の 70 代から 80 代の人々の一部には、実際にワカサマを自宅に呼んだこと

を記憶している人がいる271。ワカサマが住んでいた S 村 N 地区の A.M（女性、1926 年生）

                                                  
268常陸太田市史編さん委員会（編） 1979:680-681. 
269國學院大學文學會民俗學研究會（編）1982:133-134. 
270國學院大學文學會民俗學研究會（編）1982:169. 
271聞き取り調査は 2013 年に行われたものである。S 村の中心部では筆者が個々の家に訪問

してインタビューを行い、それ以外の地区と常陸大宮市の一部については、常陸太田市郷
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は以下のように語る。 

 

  昔ワカサマってよくあったけど、まー、目の見えない人が、やっぱりね、何も仕事が

できないので、まあね、仏様を寄せて、で、霊を自分に乗せて、まー、拝むってっい

うか、信心するっていうか、ねー、よくやったことがありますね。あたしらの子供の

頃は。でもずっと古い話で、ほっんとあたしらの子供の頃で、まー、大人になってか

らはあんまり聞かないけどね。 

 

彼女が語っているのは、近所に住んでいたワカサマ A のことである。明治 10 年代の生まれ

と推察されるが、亡くなってから既に 50 年近くたっている人物であるために、今となって

は具体的なことはわからない。このように、多くの古老にとって、ワカサマの記憶は子ど

もの頃にさかのぼる。そこでよく耳にするのが、夜に行われるワカサマヨセ（ワカサマに

よる口寄せ）が「なんだかおっかなかった」（同地区、女性、1934 年生）という印象と、ワ

カサマヨセがある日は、みんなで誘い合ってその家に行ったという思い出である。 

S 村 A 地区で生まれ育った N.M（女性、1930 年生）はワカサマを呼んだときのことも記

憶しており、以下のように語っている。 

 

  亡くなった人の、なんて言うの、年忌、それをやってねぇところがあったの。それで、

何かあったらいけねって思って、ワカサマ頼んで、ここらの人だと思うけど。そした

ら、ワカサマが供養をやってもらえない、で、仏様が障ったとかそういうで、で、今

度はそれ頼んで、そういう言葉で言われて、あの、やったんだよね。そしたら、ほん

とに医者じゃなくてもぴったり無くなっちゃった。 

 

N.M が周囲でワカサマを呼んだと聞いたのは、1950 年頃が 後であったという。 

 先の A 地区のワカサマ以外では、S 村 H 地区と N 地区の女性がワカサマとして、昭和

30 年頃まで活躍していたことが確認された。現在では 2 名とも亡くなっている。ただ、A

地区のワカが盲目であったのに対し、この 2 名は晴眼であったという。彼女たちの系譜を

たどると、S 村に隣接する ST 村に別のワカサマが居り、その人物が、S 村の 2 名のワカサ

マの「師匠」のような存在だったという。 
                                                                                                                                                  
土資料館の協力のもとインタビューを行った。 
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S 村のワカサマについての人々の記憶をたどると、昭和 30 年代まで活躍していたとの証

言はいくつかあったが、それ以降にワカサマ寄せが行われたとの話は聞かれない。当該地

域におけるワカサマの習俗はその時期をもって消え去ったものとみなすことができるだろ

う。 

しかし、ワカサマと呼ばれる人物がいなくなっても、巫者の伝統は途切れることはなか

ったようである。 

S 村 W 地区には、 近まで「マルシテンサマ」と呼ばれる女性がいた。ワカサマに関す

る聞き取り調査を行うと、ワカサマと並べてこのマルシテンサマに言及する人も多く、ワ

カサマではないがそれに近いものとして人々に認識されていることがわかる。 

彼女は 1990 年代後半に 72 歳で亡くなったが、彼女の甥にあたる人物の話によれば、幼

い頃から病弱だった彼女は、父の助言により 10 代の頃、静岡県に修行に出され、摩利支天

を信奉するようになったという。20 代の頃から、人の相談に応えるようになり、その評判

は口コミで広がり、全国から依頼者が訪れるようになった。彼女の家の前には広い駐車場

が設けられているが、そこに車がとまり切れないほどであったという。 

 S 村の人々のなかにも、家の普請の際や、不幸が続いた際などは、マルシテンサマに見て

もらったという人が多い。同 W 地区の 80 代の女性は、家の建て替えの際のお祓いを頼ん

だというが、その際、マルシテンサマに、流産した子供の供養が十分でないことを指摘さ

れたという。また、マルシテンサマに関する逸話としては、前妻の霊に悩まされている後

妻が、マルシテンサマに「考えて」もらったら、それ以来前妻の霊が出なくなったという

話や、体調不良に悩む人物が、マルシテンサマに相談したら、 近釘を打ったのではない

かと指摘され、その釘を抜いたら体調が良くなった等の話が S 村内では聞かれる。そのな

かで、ワカサマに対して用いられていた、「考えてもらう」という表現が、マルシテンサマ

に対しても使われていることは、両者の職能の類似を物語る。 

 

3. ワカサマ・マルシテンサマ・スピリチュアルカウンセラー 

マルシテンサマが 20 代で相談依頼を受け始めたということであれば、彼女は昭和 20 年

代から活躍してきたことなる。この地域で暮らすワカサマと呼ばれた人々の伝統が途絶え

た時期が昭和 30 年代であるとすると、マルシテンサマは、多少の重なりはあるものの、ワ

カサマなき後の S 村住民の巫儀へのニーズを受け継いだといえる。 

この流れのなかで、先に事例として扱った S という存在に注目するならば、マルシテン
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サマという一つ前の世代の（彼女の言うところの）「霊能者」の時代が終わった後に、同村

の巫者の伝統に何らかの形で影響を受けながら、S のようなスピリチュアルカウンセラーが

誕生したと考えることができるだろう。ここからは、3 者それぞれの特徴についてもう少し

詳しく見てみたい。 

S 村の 70 代のある女性は、ワカサマ寄せを「宗教とかそういうのじゃない」と強調する。

また、ワカサマ寄せがある日には、「今夜ワカサマがあるっていうから、いって聞いてきっ

けー」と近所の人を誘い合って見にいったという記憶を語る人も多い。それらの言葉に代

表されるように、ワカサマ寄せは親族や付近住民が集まって行う死者供養の「行事」や「慣

習」としての性格が強かったと考えられる。そこで「寄せ」られていた「先祖さま」や「ホ

トケサマ」は、依頼者である遺族のみならず、ワカサマ寄せの噂を聞きつけてやってきた

付近住民にとっても、生前によく見知った人物であった。地域社会で行われるワカサマ寄

せは、付近住民にとって全くの他人事ではなかったと言えるだろう。 

それに比べて、マルシテンサマの場合では、こうしたワカサマ寄せが持っていた地域共

同体における行事や慣習としての側面が薄れ、個々人がそれぞれの悩みをマルシテンサマ

の自宅に赴き個別に相談するという形態を取っていた。また同時に、その依頼者が全国各

地に及んでいたことから、マルシテンサマを訪れるという行為は一地域の民俗という範疇

にとどまらないものであったことがわかる。 

そして、S の「カウンセリング」においては、もはや行事という感覚は完全になくなり、

S と依頼者個人の関係だけで成り立つようになる。さらに、インターネットの使用によって、

マルシテンサマに見られた全国的な活動は、さらに加速していくことになる。 

こうした巫者をめぐる環境や巫者のあり方の変化は、S の使用する語彙の変化、すなわち

旧世代の霊能者たちとは異なる語彙を用いているという点にも反映されているといえる。 

人々の巫儀へのニーズは、地域や時代に沿って移り変わっていく。S の場合、地域的な制

約を逃れ、多岐にわたる人々のニーズに応えようとするとき、その語りは、多くの人に受

け入れられるように、より「わかりやすく」「科学的」な色彩を帯びていった。彼女の「カ

ウンセリング」で下されるアドバイスは、基本的には彼女の見るヴィジョンや、死者の声、

守護霊の声といったものに基づいているものの、同時に、依頼者やその相談内容に対して

「心理学的」な分析がなされ、「遺伝子」などといったこれまで巫者の伝統にはあまり見ら

れなかった用語が持ち出される。これは恐らく、先述のように、そうした表現の方が多く

の人にとって「わかりやすい」ものであると彼女が認識しているためだと思われる。 
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さらにまた、彼女が使用する語彙は彼女自身の人生史を通しても変化している。現在多

くの人々がそうであるように、彼女は進学、就職、結婚等の際に、転居を経験している。

そうした移動によって、新たな人間関係が築かれていく。彼女の場合、移動とそれに伴う

新しい人間関係が、スピリチュアルカウンセラーとしての自己形成や実践内容に果たす役

割は大きかった。つまり、S 村という高校まで暮らした世界と人間関係は、彼女の「超自然

的」な経験を意味づける際に、また「清め」の作法を習得する際に重要な役割を果たして

いたが、彼女が転居によって、さらにはインターネットのコミュニティーサイトなどで、

新たな出会いをするたびに、彼女は新たな意味づけや技法を獲得し、自らの実践に加えて

いった。たとえば、S が近年になってレイキを「カウンセリング」のプログラムに加えたと

いう事実は、そうした新たな（レイキの師匠との）出会いの結果であった。 

 

4. 巫者の変容と社会 

後に、社会環境の変化という比較的マクロな視点から巫者の変容について論じつつ、

これまでの議論をまとめてみたい。ただし、社会環境や社会構造の変化を綿密に論じてい

くことは本論の射程を超えるものであるために、以下では S 村の人々によって語られる一

つのエピソードを中心として、人々の移動性（モビリティ）の増大という観点から、ワカ

サマ、マリシテンサマ、スピリチュアルカウンセラーという 3 者の差異について見ていき

たい。 

事例となった S の語りやその実践の在り方が、「移動」に伴う生活環境の変化と関連して

いることは先ほど記した通りである。ライフステージに応じた「移動」は、現代社会では

半ば当然のものとなっている。また S 村では、人々の「移動」によって過疎化という重大

な問題が引き起こされている。 

一方、ワカサマ寄せが衰退した昭和 30 年代という時代も、人々が村を離れ移動すること

によって地域社会のあり方が大きく変化した時代であった。 

S 村はタバコの栽培や林業を生業としている人々が多い地域であったが、高度経済成長期

に突入すると、この谷間の小さな村にも新しい時代が訪れた。地域の人々が「ニッセイ」

と呼ぶ日立製作所がこの農村に労働力を求めてくるようになったのである。朝になると、S

村を南北に縦断する県道をニッセイのバスが通過し、地区ごとに停車しては男性たちを職

場へと運んで行く光景が当たり前となった。1 年に 1 度しか収穫、換金の機会のないタバコ

栽培に対して、毎月安定した収入が得られる会社勤めは非常に魅力的であったという。残
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された女性のみでタバコの管理をするのは大変なことであり、これを機にタバコの栽培か

ら手を引く家庭も多かった。 

 こうして、村の一部の人々は S 村以外の場所に職場を持つこととなり、また、畑の管理

に追われる必要もなくなっていった。それはつまり、S 村という土地や農家といった家業に

縛られることなく、人々が空間的移動や職業選択に関してより自由になっていったことを

意味する。ニッセイのバスが村を通過していく光景は、そうした時代の一つの象徴的なエ

ピソードとして捉えることが可能であろう。 

 こうした従来の農村社会の崩壊と、ワカサマの伝統が途切れたことの間の直接的な因果

関係を立証することは容易いことではない。しかし、先に行事という語で表したように、

ワカサマへの依頼は家単位で行われ、その巫儀は同じ地域に暮らす人々がそれを見に集ま

ることによって成り立っていた。それはすなわち、ワカサマの活動が、家や地域社会の強

い結束の上に成り立っていたことを意味する。地域社会の構成員の出入りが激しくなれば、

その強い結束を保持していくことは難しくなる。ワカサマが継承されなかったという事実

は、こうした社会の変化、それに伴う民俗の変容という大きな時代の流れのなかの一事例

であるといえる。 

 他方で、マルシテンサマは、こうした時代背景により順応したタイプの巫者であった。

マルシテンサマが「考えた」のは、主として流産の悲しみや、前妻のしがらみといった、

プライベートなことであり、その依頼はマルシテンサマの家で個人的に行われていた。す

なわち、マルシテンサマの活動は、同じように超自然的存在との交流をその基礎としなが

らも、ワカサマとは異なり共同体の強い結束を前提としなくとも成り立つ形態を有してい

た。マルシテンサマのもとに全国各地から依頼者がやってきたという事実は、こうした彼

女の巫儀の形態に起因するものであろう。 

 スピリチュアルカウンセラーである S の場合、その活動の形態としてはこうしたマルシ

テンサマに見られる特徴を引き継いでいるといえる。しかし、使用する語彙の面に関して

は、マルシテンサマは彼女が批判的なまなざしを向ける「前の世代の霊能者」の 1 人であ

り、彼女は意図的にそうした存在との差異を強調し、「わかりやすい」言葉を用いていると

自負していた。そうした言葉は、彼女が書籍やインターネットを通してさまざまな情報に

接することで獲得されたものであり、一般的に情報化社会といわれる現代の状況と歩調を

合わせた傾向であるといえる。 

ただし、マルシテンサマという存在によって示されるように、S が育った環境においては
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巫者の活躍が近年まで途切れることなく続いていたことを忘れてはならない。そうした環

境のなかで、S が「頭のなかの声」が聞こえたり「見える」ようになったということを、ひ

とつの能力として職業に結びつけることは、身近で有力な選択肢として、彼女や友人たち

に認識されていた。この点において、彼女という存在は S 村という地域の巫者伝統と密接

な関わりを持っている。 

しかし、どのようにして巫者となればよいのか。かつてのワカサマの継承がそうであっ

たような、師匠となるような人物との直接的な関係性もなければ、成巫に至るまでの修行

の作法があるわけでもない。彼女にとって、能力を生かすことができる道があることはわ

かっていても、その具体的な方法についての知識は不十分なものであった。彼女が多くの

書籍を通して「勉強」してきたという事実は、この不足を補うものであったと考えられる。

彼女の周囲には、巫者伝統との断絶によって生じた不足を補って余りあるほどの無数の情

報がアクセス可能なものとして存在していたのである。 

伝統との断絶面を、インターネットや書籍といったものから得られる情報で補うという

状況。こうした状況に際して、S の巫者としての知識の構成はスピリチュアルな環境に多く

を依拠して行われた。では、このスピリチュアルな環境では何が起こっているのか、次章

で論じていきたい。 
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第 9 章 現代社会を生きる「巫者」 

 

はじめに 

 前章では 1 人のスピリチュアルカウンセラーを事例として、地域の巫者伝統との結びつ

きを見た。本章では、量的な面も意識しながら「スピリチュアルカウンセラー」や「ヒー

ラー」等を自称する巫者的職能者たち（以下ではまとめてスピリチュアルセラピストと呼

ぶことにする）の成巫過程を分析の対象とする。第 1 部、第 2 部で検討してきたカミサマ

とは一見して明らかに異なるスピリチュアルセラピストの語りや実践であるが、その違い

は何に由来するものであるのか、彼らの成巫過程の語りを通して検討していく272。 

分析にあたっては、スピリチュアルセラピストたちが知識のリソースとしているニュー

エイジ運動をめぐる議論も参照する。彼／彼女たちのような存在は、島薗進が「新霊性運

動」と命名したような、グローバルな現象のなかに在る。島薗は、世界各地で起こってい

る「精神世界」や「スピリチュアル」への関心の高まりを「ニューエイジ」という言葉で

呼ぶことは、「その語が含んでいるローカルな色合いを、知らず知らずのうちに他の地域の

現象の描写に持ち込んでしまうことにもなりかねない」273として、慎重な態度を示す。本

論においても、スピリチュアルセラピストの成巫の背後に地域固有の巫俗の文脈が存在す

ることは、既に前章で示した。そのため、日本のスピリチュアルセラピストたちを「ニュ

ーエイジャー」であると結論付けるつもりはない。しかし、彼らは書籍や講演会、スクー

ル等を通して欧米の「ニューエイジ運動」の影響を非常に強く受けている。そのため、ニ

ューエイジ運動についての既存の分析のうち、彼らにも適用可能な議論を参照することは

有益なことであろう。 

 また、「ア・ラ・カルト宗教」274や「寄せ集め宗教 pick-and-mix religion」275と呼ばれる

                                                  
272本章は、2014 年に発表した Ioannis Gaitanidis との共著、”From miko to spiritual 
therapist: shamanistic initiations in contemporary Japan,”(Gaitanidis and Murakami 
2014)に基本的なデータとアイデアを負いながら、それを大幅に改稿、加筆したものである。

同論文では、Gaitanidis が収集したスピリチュアルセラピストたちの事例に対してどのよ

うな分析が可能か、村上が日本のシャーマニズム研究史を批判的に振り返り、Gaitanidis
がそれらの事例を研究史上に位置づける作業を行い、両者でその意義について論じた。本

章の執筆にあたり、事例の引用を許可していただいた Gaitanidis 氏に感謝したい。また、

同論文は國學院大學デジタルミュージアム双方向論文翻訳プロジェクトに採択され、黒田

純一郎氏によって日本語へ翻訳された（近刊）。優れた翻訳であるため、本章でも一部黒田

訳を参照している。 
273島薗 2007b:48. 
274ヴェレーム 2007=2005:110-111. 
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現代の「拡散的」276宗教（性）や精神性、スピリチュアリティについては、主体や自己の

在り方の変化に注目した優れた成果が提出されている。たとえば、日本の「セラピー文化」

で取り上げられるようになった「弱い自己」像に注目した小池靖や、サンティアゴ・デ・

コンポステーラやテゼといった聖地をめぐる人々の在り方を「強い宗教者」から「弱い宗

教者」へのシフトという観点から捉えようとする岡本亮輔の議論がある。小池によれば、「弱

い自己」とは 1990 年代以降のセラピー文化で新たに台頭してきた論理であり、「セラピー

によって親や社会システムの呪縛から解放され、主権・人権を 大限に与えられた自己で

ある」277という。また、岡本の論じる「弱い信仰者」とは、「自らの意味体系を決定的・一

回的に正当化してくれる高位の審級をもたないため、自らの信仰を他者や他集団との相互

作用の中で不断に問い直して再構築し続けなければならない」278存在であり、岡本はこう

した弱い信仰者たちによって形作られる「ポスト世俗化」社会の新たな紐帯、共同性の形

を描き出している。分析の際には、こうした議論も射程に入れる。 

 本章は、Gaitanidis & Murakami（2014）で扱った 63 名のスピリチュアルセラピストの

事例をもとにしている279。同論文では、シャーマニズム研究史への貢献を念頭に置いた上

で、従来のシャーマニズム研究で展開してきた成巫の分類である「世襲型」「召命型」「探

求（修行）型」にスピリチュアルセラピストの事例を分類し、分析をおこなった（図 9-1）。

論文では、シャーマニズム研究の成果を踏まえて、より「現代的」事例を分析するために

はどのようなアプローチが可能であるかを追求することを目的としていたため、あえてこ

の 3 類型を用いて事例を分析した。しかし、そうした目的を本論では共有していないこと

や、純粋に世襲型を示すセラピストがごく少数（1 名）であること、そして分類の基準の曖

昧さへの批判が免れないことから、本章ではこの 3 類型を用いない。一方で、分類を行う

                                                                                                                                                  
275 Hamilton 2000. 
276 Bruce2002. 
277小池靖 2007a:205. 
278岡本 2012:110. 
279事例は、ヤニス・ガイタニディスの博士論文のプロジェクトで収集されたものである。

インフォーマントの大多数を占める 42 名は、スピリチュアルビジネスの専門家の間で も

有名な 2 つのウェブ・ポータルサイトを通して探し出されている。テディエンジェル

（www.teddyangel.com）とヒーリング Net（http://www.alkjapan.net/healing/tokyo.htm）

である。残りのインフォーマントについては以下の 3 つの方法によってコンタクトをとっ

た。Google 社のサーチ・エンジン。2 つの書籍における目録（心とからだの悩み解消プロ

ジェクト（編） 2009a、2009b）、第三者（たいていの場合は他のスピリチュアルセラピス

ト）による紹介である。スピリチュアルセラピストとしての各人の人生と仕事の見取り図

を描くために、90 分から 4 時間にわたる自由回答形式のインタビューが行われた。 
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際の鍵となった、超常的な体験（召命体験）の語りの有無という基準は引き継ぐ。それは、

召命体験の語りの有無によって、成巫過程全体についての語り方に大きな差が出るためで

ある。召命体験を語っている事例については、カミサマやユタなどの召命体験と比較して

いく。また、召命体験の語りがない事例については、その職能がどのように獲得されてい

るのかを詳しくみていく。体験の語りをもつ事例ともたない事例の双方をみていくことで、

スピリチュアルセラピストの成巫過程の全体像を明らかにしていく。 

 

 

【図 9-1】Gaitanidis& Murakami 2014:18 より 

 

1. 召命体験の語り 

1-1. 召命体験の語られ方 

まず、スピリチュアルセラピストとしての職能を得る過程で、召命体験を語る事例につ

いてみていきたい。63 の事例のうち、ほぼ半数近いスピリチュアルセラピストたちは、自

身の能力を呼び覚ますことになった契機、またはスピリチュアルセラピーについて学ぶこ

とへの興味を抱くきっかけとして、ある種の異常な状況について言及している。成巫の契

機として、こうした超常的な経験をもつ者はシャーマニズム研究の文脈では、「召命型」と

して分類されてきた。 
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召命型は、自身の意思如何にかかわらず、神霊や精霊に促され、時に「強制的」な入巫の

契機をもつ事例である。突発的な、また多くの場合原因不明な異常状態（ユタの場合、「自

律神経症状、行動の異常・朦朧状態、人格変換（憑依）、心身の衰弱、食欲不振、痺れ、目

眩、徘徊、不眠、幻覚、幻聴、妄想など」280が報告されている）として現れることが多い。

成巫過程におけるこの初期段階は個人の心身を疲弊させるものであり、前章でも論じた池

上良正が「神律的行動」281と呼んだ状態が見受けられる。これを抑制することができた時、

後に巫者となる人物は自己制御を取り戻して、自身の超自然的能力を発展させることがで

きる。 

スピリチュアルセラピストたちにおいても、類似の体験の語りが見受けられるが、彼らの

召命体験の語りにはある特徴が認められる。 

前章の S も召命体験を語る事例の一つである。彼女は、父の死をきっかけに死後の世界に

ついて探求をはじめ、次第に「頭のなかの声」に従って霊場をめぐるようになり、職能を

切り開いていった。さらに筆者が行ったインタビューからもう一例をあげたい。図 9-1 では

［16］にあたる島村さん（仮名）である。島村さんは 1955 年生まれの女性、「ライトボデ

ィ・ワーカー」を名乗り、東京都内で「スピリチュアル・ヒーリング」を提供する「セッ

ションルーム」を開いている。彼女は、精神世界に目を向けるようになった契機を次のよ

うに語る。 

 

幽霊も見たことないし、じゃんけんでは相手の出す手はわからない（笑）、普通の、も

う目に見えるものしか信じてないっていう状態でずっときましたね。でーーー、う

ん・・・。で、20 代の終わりに、当時愛していた人が死にました。それが、癌だった

のね。で、ただその中で、結局でその当時、 初に死んだ直後から、ものすごく、人

間の生と死とか、この物理世界ってなんだろうとかを、全精力かけて考えるっていう

か、当時は考えたんですね。そのときに、なんていうか、宇宙の物理世界だけが意味

があるとしたら、人間は生まれて、生きて、死んだらおしまいだと考えたとしたら、

私はこの世界はいらないと思いました。いますぐ、あのー、死んでしまってもかまわ

ないと思った。でも、どうも絶対これは違うぞって思ったんですね。うーん。それは

違うって。あのー、ま、魂っていうんでしょうかね。魂は永遠で、それで愛も永遠で、

                                                  
280塩月・名嘉 2002:109-110. 
281池上 1999:364. 
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決してなくならないって確信しました。その確信が一番 初にあって、それで、えー、

亡くなった人と交信したりとか、そういうんじゃないですけど、魂として、この宇宙

のどこかに絶対いるから、自分は、なにか、こう、この世界で感じたこととか、自分

は、これはこういう風なことが初めてわかったっていう時は、いつも語りかけたんで

すね。私、こういうことがわかったよ、って。シェアしたかったんです。私が気づい

たことを、遠くにいて、私が経験したことを経験できない魂と一緒に、私が知ってる

分、あなたもわかって欲しいって、ずっとこう話しかけてるような感じでしたね。 

で、体を悪くしたので、それで、時々不思議なことがあって、ま、体を悪くして痛

みで苦しむようなことがあったんですけど、そのとき光が現れて、一瞬にして激痛が

なくなったりだとか、一度は、その死んだ人の顔が、ばって浮かんでその瞬間に痛み

が消えてしまったりとか。えー、仕事を当時して、出張先の新幹線のホームの端に人

型の光が見えて、それが死んだ人だとわかったりとか。ぽつぽつって感じで、ちょっ

と不思議な体験をすることは、つまり、この物理世界以外の世界がある「らしき」（強

調）体験をするようになったんです。そういうのが、その人が死んでしまったってこ

とで、私は精神世界に対して、あのー、目を向けるようになった。それまでは、そん

なのを全く気にしない生活をしていました。目を向けるようになったという、その引

き金をその人がしてくれたっていうことですね。で、そうやっているうちに、7 年くら

いたったあとに、ペルーに行くことになりました。 

（中略） 

で、ペルーにいったのがターニングポイントでしたね。それまでは、頭のなかだけの

世界だったのが、体験に変わってきた。旅行のなかで。とてもびっくりしましたし、

すごい、混乱もしたし、プレッシャーも感じましたけど、夢で、たとえば、ペルーに

行く前に、夢のなかに、まだ会った事もなかったけど、そのなかの 1 人が天使になっ

て私を呼んできて、一緒に銀のコードをつけて、雲の上まで上がって、飛んで行って、

雲間から下に見たのがペルーのパッチワークみたいな畑で、ペルーに行って飛行機の

上から見た時はじめて気付きましたね。その景色はここだ！って。そういう経験をし

たりとか、ペルーに行くときにマイアミから飛行機で飛ぶんですけど、その飛行機の

なかで、自分がインカで女性で、インカがスペインに征服された時、その進展をかな

り間近でずーっと見る立場にあったっていうことを、こう、映画でも見てるように思

い出しましたね、飛行機のなかでは。あーっていうかんじ。私は、インカで、どうも
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太陽の巫女だったらしくて、下っ端で（笑）。でも、スペイン人がきて、いろいろなも

のを、 初は贈り物だったのがだんだん掠奪になってきたりとか、人を殺したりとか、

そういったことを、ずーっと見てたんですね。 

（中略） 

その体験で何か変わったんだと思う。何か確信ではないんだけど、それがそのまま「か

もしれない」っていうのがとれちゃったってことですね。「こうなのかもしれない」「あ

あなのかもしれない」っていうのがとれちゃって、そのまんま「ある」っていう、気

づきっていうか、あるっていう、前提がもうそうなっちゃった。だからすごくそれで

変わった。 

 

彼女は婚約者の死を精神世界への探求の契機として語るが、それが直接召命体験につなが

るわけではない。婚約者の死後、彼女はシャーリー・マックレーン、バシャール、ルドル

フ・シュタイナーといった日本でも広く知られている精神世界の著作を読み始めた。その

後、あるアメリカ人チャネラーの引率で南米へのツアーに参加した。そこで上述のような

神秘的な体験に繰り返し出会う。そして、帰国後の 1992 年に、ホームページの彼女の言葉

を借りれば「夢の啓示により、エネルギー・ワークを使ったヒーリングを始める。マイト

レーヤが訪れる。過去生においてマイトレーヤのチャネルであったこと、将来またマイト

レーヤの仕事をするであろうことを知らされる」という一種の召命によって、「ライトボデ

ィ・ワーカー」としての仕事を始めるようになる。 

前章の S と島村さんは、自身の召命体験の前段階として、それぞれ「父の死」と「恋人の

死」をあげている。その体験の心的なプレッシャーやストレスが、スピリチュアルな世界

に彼女たちを向かわせ、召命体験へとつながったという。これは彼女たちだけの特徴では

ない。召命体験をもつスピリチュアルセラピストたちのほとんどが、「スピリチュアルな変

化」の始まりとして生活におけるある種の困難を語る。たとえば、貧困、胃の手術、ペッ

トの死、娘の大学受験失敗［3］、破産と離婚［6］、体の痛み［10］、職場における性差別［18］、

当初は治癒不可能と診断された乳がん［29］、離婚［31］、ボーイフレンドと破局した後の

抑鬱［36］、長期入院後の職場解雇［37］、背中の痛みと自殺未遂［42］、父親に非嫡出子が

いたことの発覚とボーイフレンドとの破局［52］、劣悪な職場環境からくる抑鬱［53］、漫

画家として家族を養っていたあいだに服用していた抗鬱剤の副作用［54］、ボーイフレンド

の自殺未遂［60］、軽度の自律神経障害の発症［67］等の体験が語られ、それが召命体験に
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つながったという。 

こうして神の声が聞こえるなどの召命体験は、それ以前の生活で体験されてきた精神

的・身体的重圧とセットで語られる。そこでは、超常的な体験は、彼・彼女たちに突然降

りかかったのではなく、自身の変化を促した（と彼らが考える）社会・心理的あるいは医

学的要因が事前にあり、それによって導かれたものであるとされる。日常生活での極度の

ストレスが召命体験という自己の変化（異変）を招いたという、一種の心理学的な解釈を

伴った語りであるといえる。 

このような特徴は、ロビン・ウーフィットが『人は不思議な体験をどう語るか』におい

て明らかにした「不思議な体験」の語りの筋書きに類似している。ウーフィットによれば、

個人は自らの不思議な体験を報告する際に、その体験の超常性を強調しながらも、「話し手

は超常体験を報告することの不都合についての一般の社会的通念や超常体験に関連した文

化的通念を念頭においている」という。その文化的通念とは、「それによって科学的世界観

がゆるがされ」るために、超常現象を「奇妙」なものとして考えるような通念である。個

人は不思議な体験を語る際に、さまざまな文法を駆使する事によって、そうした文化的通

念を自らも共有していることをほのめかし、自身の「正常性」、また「普通の」人としての

アイデンティティが脅かされる事のないように語りを構成しているという282。 

これに従えば、スピリチュアルセラピストの語りもまた、「普通の」人が「不思議な体験」

を語る際と同様の「文法」に則っているように見える。つまり、「不思議な体験」に先立つ

極度のストレスという原因を指摘するという心理学的な解釈によって、「科学的世界観」に

も通用する語りを構成している。 

しかし、ウーフィットの事例とスピリチュアルセラピストたちの語りには決定的な差が

ある。前者では、「不思議な体験」を語りながらも、個人は「科学的世界観」の圧倒的な影

響を受けた文化の内部に留まろうとする。しかし、後者では、個人はもはやそうした主流

文化の内部に戻ろうとはしない。むしろ、強調点は、そうした体験を通して、「正常性」や

「普通」さを逆転させ、スピリチュアルセラピストへの道を切り開いたことにある。そし

て、主流文化と、それに染まっていた過去の自分は、「軽薄」で「虚」のものとして批判さ

れることになる。先の島村さんは、「不思議な体験」を通して、「物理世界」のみから成る

「ロボットのような」世界を抜け出したと語る。 

この点は、ニューエイジ的ディスコースの種々の特徴的の一つとして論じられてきた主

                                                  
282ウーフィット 1998=1992. 
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流文化への批判に接続することができる。ニューエイジ運動における文化批判について、

Hanegraaff は以下のように簡潔にまとめている。 

 

全てのニューエイジ宗教は、（近代の）西洋文化にみられる二分法的で還元主義的傾向

への批判をもって特徴づけることができる。その事例として、一方ではドグマ的なキリ

スト教（であるとイーミックに感じられているもの）があり、他方では合理主義的／科

学的イデオロギーがある。そこでは、宗教とスピリチュアリティではなく、また科学と

合理性でもなく、それらをより高次の総合体として結び合わせる「第 3 の選択肢」があ

ると信じられている。これまで西洋文化を支配してきた 2 つの潮流（ドグマ的なキリス

ト教と同様にドグマ的な合理主義的／科学的イデオロギー）が昨今の世界の危機の原因

であり、これはもし第 3 の選択肢が社会において支配的になったとすれば、もしくは支

配的になった時のみ解決されるものであると主張される283。 

 

その後の召命体験で、「第 3 の選択肢」の存在を実感し、それを核として生きることを決め

たスピリチュアルセラピストたちにおいては、「職場における性差別」や「長期入院後の職

場解雇」などの初発の心身の苦痛は、主流文化に深々と漬かって、そこでの思考方法のみ

しか知らなかったために生じたものとされる284。個々の内容に差はあれど、ある苦難を体

験することで主流文化的なものの見方の限界を感じ、より「高次」の視点を獲得するに至

る、もしくは気づかされる、というプロットが共通して認められる。 

 このように、召命体験を語るスピリチュアルセラピストたちの成巫過程の語りには、共

通の「型」が存在している。その「型」とは、主流文化のなかでの挫折や苦難の経験に、

召命体験の原因を求める心理学的で分析的な語り口であり、それは主流文化の超克という

プロットに裏打ちされている。それを通して、個々のスピリチュアルセラピストの人生そ

のものが、文化批判というニューエイジ的ディスコースを体現するものとして提示されて

いる。 

 

                                                  
283Hanegraaff 1998:517. 
2842000 年代の「スピリチュアル・ブーム」を牽引し、スピリチュアルセラピストの興隆の

立役者でもある江原啓之の言葉や著作にも、こうした文化批判的側面が読み取れる。ニュ

ーエイジ運動と江原の主張の類似点については、小池靖 2007b、及び Gaitanidis 2012:361
で触れられている。 
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1-2. 召命体験を語ることの意味 

そうした語りの在り方は、依頼者との関係のなかでどのような意味、意義をもつのであ

ろうか。 

スピリチュアルセラピストたちのもとを訪れる依頼者たちの多くは、自らもスピリチュ

アルな世界に関心を抱き、本や雑誌を通してある程度の知識を得ている。つまり、主流文

化に限界を感じ、より「高次」な心身や世界のあり方に（彼らの言葉でいえば）「気づいて

いる」人々である。その意味では、スピリチュアルセラピストの成巫過程の語りの前半部

分、つまり、生活のなかでのつまずきから探求へという経緯は、理解可能なものであるも

の以上に、依頼者自身の現在の姿でもある285。しかし、依頼者がスピリチュアルセラピス

トのセッションに対して金銭を支払うという「商売」が成立するためには、スピリチュア

ルセラピストの能力と権威にそれなりの根拠がなければならない。その個人やその能力が

信頼に足るものであることを保証するものは何であるのか。 

そこで一つの権威の根拠となるのが召命体験の語りであると考えられる。神や霊、高次

の存在等、何であれ、彼らはそういった存在に選ばれたことにより、普通の依頼者にはな

い力を手に入れることができた人物である。スピリチュアルセラピストたちの成巫過程の

語りのプロットが、主流文化への疑念を生じさせた出来事から始まることには、大きな意

味がある。それは、スピリチュアルな世界に関心をもつ多くの依頼者が共感可能なもので

あり、依頼者とセラピストが同じ地盤を共有していることを示す。そして、彼らがそれに

続く探求の結果、現在の職能を得たという召命の体験は、セラピストたちが、依頼者たち

と同じ路上にありながらも、その一歩先を行っているということを、暗に、しかし決定的

に物語るものとなる。 

川島秀一は、召命型のシャーマンについて「成巫譚は時間を経るごとにシャーマン自身

によって意味づけをされ、 後まで手放すことなく、自身の宗教的職能の根拠としている」

と論じる。そこでは、成巫譚が地域社会のなかで共有され一つの物語として型を得ること

が重要であるという286。ユタやカミサマの巫病とその克服の物語が彼女（彼）の超自然的

能力の妥当性を担保するとするならば、現代のスピリチュアルセラピストの語りもまた同

                                                  
285依頼者の中には、自身にも人を癒す力が備わっているとする者もいるが、一部に過ぎな

い。そうした人々の主な依頼動機としては、他人をみる力はあっても、自己を診断したり

癒したりすることができないために、他のセラピストの力が必要である場合と、単にその

セラピストの力量を量りに来ている場合とがある。 
286川島 1999:108-109. 
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じ効力と重要性をもっているといえる。彼らの語りは、科学的世界観が優勢な主流文化の

通念に深く浸かっていたために生じた苦難を、探究と召命体験によって逆転させるという、

ニューエイジ的な文化批判を引き継いだ彼らなりの型に則っている。そして、その語りに

見られる召命に至るまでの段階的な語りは、まずセラピストたちの過去が依頼者の現状に

近いものであったということを示すことで、両者が同じ方向を目指していることを確認す

る。その上で召命体験という多くの依頼者が未到達な次元が示されることで、セラピスト

の職能の特別さが説得的なものとして提示される。そして、そうした語りは、「プロフィー

ル」として必ずウェブページ等に記載されている。そのことによって、依頼者や他のセラ

ピストたちに共有されるものとなっている。 

スピリチュアルセラピストたちは変化に敏感である。たとえば、スピリチュアルカウン

セラーの火付け役であった江原啓之のテレビ出演が減り、スピリチュアルカウンセラーと

いう語の流行が去るにつれて、スピリチュアルカウンセラーを名乗っていた前章のSは、「ヒ

ーラー」とその自称を改めた。トーマス・ルックマンは、宗教の私事化を論じるなかで、「私

の領域」で構築される意味世界を「流動的かつ不安定」287であると評価しているが、スピ

リチュアルセラピストたちの在り方が「流動的」であるという指摘は確かに当てはまる。

しかし、いかにそれが「流動的」なものであろうと、依頼者との関係のなかで納得を生み

出すための「型」は、スピリチュアルセラピストが紡ぐ言葉や実践のうちにも存在してい

るのである。 

 

2. スピリチュアルセラピストの履歴書 

では次に、そうした召命体験をもたないスピリチュアルセラピストたちについてみていき

たい。彼らの多くは、召命体験の代わりに、書籍を通して、あるいはスクールに通って、

ニューエイジ的な知識やセラピーの作法を学習、取得し、スクール等で得られたライセン

スを自身の能力の根拠としている。Gaitanidis は、1 人のスピリチュアルセラピスト佐枝さ

ん（仮名）の教育遍歴を次のような表にまとめている。 

 

 

 

                                                  
287ルックマン 1980=1967:157. 
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 教育  実務経験 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

1998-2000 

武蔵野アロマセラピープラク

ティショナーズソサエティに

おいてアロマテラピーを学ぶ。

マーサズ・ボディフォーメーシ

ョンにて「フェイシャルウェル

ネスセラピスト」の認証を受け

る。 

 

サンタフェにて、ジェーンア

ン・ドウ(1936-2008)からクリ

スタル・ヒーリングを指導され

る。 

1997-1998

 

 

1998-2006

 

 

 

2005-現在 

精神科医 O.K のメンタル・ク

リニックにて事務員を務める。

 

クリスタル・ショップ「KC

JONES」にてマネージャーを

務め、後にマネージャー・ディ

レクターも務める。 

自宅を「ヒーリング・ルーム」

に改装し、ウェブサイトを通じ

て「ヒーリング・ジュエリー」

を販売する。 

2000 

2003-2005 

 

2004 

2007 

 

2008 

 

 

 

2009-2012 

 

 

 

 

 

レイキ初級・中級・上級・マスターの資格を得る。 

多種の「エナジー・ヒーリング」テクニック、除霊、カバラー、タロット、

シャーマニズム、エジプト魔術などの教師／指導ライセンスを得る。 

ローリー・グドナソン・チャネリングスクールを卒業。 

国際コミュニオン学会にて、「アクティブリスニング」、「エニアグラム」その

他のテクニックを学ぶ。 

京都のヴィパッサナーセンターにて瞑想を学ぶ。 

友人が運営するセラピー・サロン「ECLIPSE」にて、「シャーマン講座」、「封

印解除」、「能力開発講座」、「サイキックプロテクション講座」などを修了す

る。 

リーブスインスティチュートに入会し、「マニフェステーションヒーリング」、

「サイキックサージャリー」、「気功鍼」、「宇宙鍼」、「カウンセリングスキル」、

「スーパーバイザー・トレーニング」、「シャーマン・トレーニング」、「コン

プリート・シンセシス」＝「パーソナル・コンプリート・インテンシヴ・ヒ

ーリング」、基礎および上級「錬金術」、「レムリアングリッド」、「除霊」など

を学ぶ。 
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表 9-1 1997 年以降の佐枝さんの活動 

（Gaitanidis&Murakami 2014 より翻訳、一部修正の上転載） 

 

彼女の経歴が片仮名語であふれているように、彼女が触れている知識のほとんどが国外に

その由来をもつものであり、多くがニューエイジ的土壌で培われてきたものである。スピ

リチュアルセラピストたちが世界的なニューエイジ運動の流れを汲む存在であることを、

彼女の具体的な経歴が物語っている。また、こうした明らかな学歴偏重主義は、ニューエ

イジ的環境では珍しくない288。前章で論じたように、地域に共有されていた巫者伝統の喪

失は、巫者候補者たちの教育の場や成巫の経路を失わせるものであった。それを補うもの

として、こうした知識の学びは位置づけられる。 

彼女は、さまざまなキャリアを自ら主体的に選び取って、自分なりの成巫過程を形成し

ている代表例であるようにも見える。ニューエイジャーや SBNR（Spiritual, but not 

Religious）289を自称する人々に対して Spiritual Seeker という言葉が頻繁に用いられるが、

彼女の来歴を、そうした熱心な「探求者」の一事例として位置づけることも可能である。

しかし、スピリチュアルな環境において主体的、自律的、個人主義的な探求は、どこまで

可能なものなのか、もう少し議論を深めたい。 

 

3. 個人主義的探求者という視点 

「探求」という言葉は当事者たちの自称であると同時に、研究者たちによっても現代の宗

教性や精神性を論じる用語として用いられてきた。Wuthnow は、1950 年代以降のアメリ

カの宗教的風景における「住まうスピリチュアリティ」から「探究のスピリチュアリティ」

への変化を指摘している。Wuthnow によれば探究的スピリチュアリティは、アイデンティ

ティが探索と選択によるものであるという人々の感覚の高まりと密接に結びついていると

                                                  
288Bowman1999:186. 
289Fuller 2001. 

2012 リーブスインスティチュートイギリス支部（ロンドン南部に所在）に移り、

「創造療法」、「レムリアンサージャリー」、「創造療法トレーナー講座」、「創

造療法スーパーバイザー講座」、「光の錬金術」、「カリスマシャーマン・トレ

ーナー」などを学ぶ。また、「統合的箱庭療法協会 Association of Integrative 

Sandplay Therapists」より箱庭療法士の認定も受けている。 
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いう290。また、Roy Wallis はカルト（通常の意味ではなく、教団類型論としての）の特徴

として「認識論的個人主義」を指摘291したが、Heelas はこれを、脱伝統、反権威主義と並

ぶニューエイジ運動の特徴として論じた。ニューエイジにおいては自律と自由に価値が置

かれ、権威は「自己」の「経験」におかれる。外部の権威ではなく自己の内なる声に耳を

傾ける、その傾向が強いほどにニューエイジ的であるという292。しかし、Heelas の議論に

は、ニューエイジに関わる者たちにみられるこうした特徴は、あくまでも彼ら自身が主張

するところの態度であるという含意がある。 

 

ニューエイジャーたちは、自分たちは己の内なる声に耳を傾けている、乃至は自己の

直感的な智に頼っていると考えているかもしれない。しかし実際には、彼らはブッダや

グルジエフについて彼らが学んだところのものを（社会化という過程によって）内面化

した表現に耳を傾けているのである。（中略）ニューエイジャーたちは、自身に固有の価

値に到達したと考えているかもしれない。しかし実際には、「自己スピリチュアリティ」

という主題のもとに、すでに確立されているものを借用しているのである293。 

 

Heelas のこうした指摘には、後の議論で再度戻ってくることになる。 

しかし、いわゆる「コミュニタリアン」たちにとって、こうした宗教的領域における「個

人主義」は非難されるべき事態として受け止められた。ベラーら『心の習慣』の筆者たち

は、シーラという女性が語る「シーライズム」を事例として取り上げる。シーラは次のよ

うに語る。「私は神を信じています。でも狂信的なものとは違います。教会に行かなくなっ

てからどのくらいたったのかもう憶えていませんね。自分の信仰を持つようになってから、

私、ずいぶんと変わりました。それ、シーライズムってよんでいます。私自身のささやか

な内なる声なのです」294。こうしたシーライズムは宗教的個人主義の典型例であり、「宗教

的個人主義者は、共同体なしの独立独歩は孤独でしかないことを学ばなければならない」295

と厳しく非難される296。 

                                                  
290 Wuthnow 1998:10. 
291 Wallis 1977. 
292 Heelas 1996:34. 
293 Heelas 1996:206-207. 
294ベラー他 1991:268. 
295ベラー他 1991:300. 
296ベラーらのみならず、ニューエイジ運動やスピリチュアリティの興隆には、無意味で、
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こうしたベラーらの批判に対して、McGuire はベラーらの価値判断が「教義」と「救済」

によって定義される非常に狭いプロテスタント的宗教定義に拠っていることを指摘する。

そして、シーライズムのような折衷主義は、「苦しむ個人が、制限的でジェンダー的な自ら

の役割（在り方）を、他者、自分自身、聖なるものとの関係性を再構成していく事によっ

て、変化させていこうとする、適切で創造的な方法」297であると、その評価を肯定的なも

のへと読み替える。 

しかし、McGuire のこうした見解以前に、ベラーたちの批判する宗教的個人主義は、当

事者の自称であるという点についてよく検討する必要があるだろう。ベラーらは、内なる

声に従って、主体的に信仰を選び取っているというシーラの「個人主義者」としての主張

を、分析概念としてそのまま採用しているが、その実情については検討の余地がある。宗

教的個人主義が、真に個人の共同体からの「孤立」を指すのか、個人がそうしたポーズを

とりたがる傾向を指すのかという点は、現代社会における「個人」をどのように捉えるか

という大きな問いにつながるものだろう。 

ここで、先の Heelas の指摘に戻りたい。Olav Hammer の論考では、ニューエイジに代

表される現代の「折衷主義的宗教」を主観的で個人的なものとして論じてきた論者として、

Thomas Luckmann、Paul Heelas、Steve Bruce の名が挙げられている298。しかし、先の

Heelas からの引用部分に認められるように、Heelas はニューエイジにみられる「自己宗教

(Self-Religion)」を、「自己スピリチュアリティ」というニューエイジ的環境で醸成された

ものへの社会化の結果と見ている。Heelas の論じた「自己宗教」は、当事者たちの主張を

名指したにすぎず、その具体的な過程を見る際において、Heelas は当事者の個人主義的な

主張に完全に与しているわけではない。Hammer は「ニューエイジにおける個人主義とは

言葉上のものにすぎない」と断言するが、Heelas の議論はそれとさほど遠くないところに

ある。Hammer は、ニューエイジ的宗教の個人主義的装いをはがしていく過程で、次の 2

つの重要な指摘をしている。 

 

                                                                                                                                                  
不安定で、道徳性に欠くものであるというという評価が常につきまとっていた（Woodhead 
2010）。 
297 McGuire 2008:156. 
298Hammer 2010:51.米国のベビーブーマーたちにみられる宗教意識を、自律的で探求的

な”reflexive spirituality”と名付けた Wade Clark Roof などもここに含まれてよいだろう

（Roof 2001）。 
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（1）ニューエイジ宗教の言い回しが、これほどまでに制限される傾向にあることは注

目に値する。（中略）書籍では読者が創造的で選り好みするよう推奨されているかもし

れない。個々のニューエイジャーは、完全な霊的自由に満たないものは全く許容できな

いかのように反応するかもしれない。にもかかわらず、相当数のセラピーと他の儀礼シ

ステムが、形式化された教育システムを通して伝達され、著作権と登録商標によって保

護されている299。 

 

（2）（ニューエイジャーにとって）理想的には、知識と真実は直接的な個人的体験に由

来するものとして解釈される。しかし実際には、心象
メンタル

地図
マ ッ プ

のほとんどは、他者の（特に

他の女性の300）の体験を信頼することによって構成されている。主観主義者は権威を移

行させたのだ。つまり、彼らは制度的専門家のもつ脅迫的で否定的な知識ではなく、近

くの女性の親族や友人の洞察の方を信頼するようになったのである301。 

 

（1）は、先の節でもすでに見てきたニューエイジ的な「型」の存在についての言及と言い

換えることができる。「著作権と登録商標」とは、誇張した表現に思われるかもしれないが、

欧米のみならず国内でもスピリチュアルな商品や体験は大きな市場を形成しており（たと

えば、国内のスピリチュアルの見本市「すぴこん」（スピリチュアルコンベンションの略）

は毎月どこかの都市で開催されている）、そこではその市場で成功した「有名人」や「大手」

が著作権と商標に守られた新たな権威となっている。（2）は、ニューエイジャー（本論の

文脈で言えば、スピリチュアルセラピスト）が、権威をどこに認めているのか、また、何

を参照枠として自己を形成しているのかという点に関わる議論である。従来のニューエイ

ジをめぐる議論では、脱伝統化し、制度的なものから離れた個人は、自己の内にその権威

を認めるとされてきた。しかし、Hammer は信頼の対象が制度的に担保された知識から、

近くの友人の語りといったものに移ったにすぎないとみる。 

こうした Hammer の指摘を念頭に置きながら、再度佐枝さんの経歴に戻ると、彼女の選

                                                  
299 Hammer 2010:52. 
300ここで女性であることが強調されるのは、女性はニューエイジ的パースペクティブとの

親和性が高いという調査結果から、Hammer がジェンダーの問題も踏まえながら議論を行

っているためである。ここではジェンダーの議論には踏み込まないが、事例となったスピ

リチュアルセラピストのほとんどが女性であることも、Hammer の議論が適用可能である

理由の一つとなろう。 
301 Hammer 2010:57. 
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択やそれによる自己形成も、直接に知己を持ったか、あるいは友人や顧客に薦められた講

習・書籍を介して接触した少数の仲間たちによって形作られたものであることがわかる。 

具体的に見ていくと彼女の歩みは、以下の 4 名の人物との出会いによって形成されている。

①精神科医 O.K（佐枝さんが 1990 年代の求職中に妹から紹介された人物である。佐枝さん

にクリスタル・ヒーリングとアロマテラピーを試してみるよう薦めた）、②ジェーンアン・

ドウ（O.K の薦めで彼女の本を読み、感銘を受けた佐枝さんはアメリカまで会いに行った。

彼女が佐枝さんに自身のサロンを開くよう説得した。）、③ローリー・グドナソン（チャネ

ラー、ローリーの夫が経営する東京の教室にて顧客を通して出会った人物）、④N.Y（生徒

を通して出会ったサロン ECLIPSE のオーナー）。彼らは、佐枝さんにとって信頼に足る身

近な他者であり、佐枝さんは、彼らを通して「形式化された教育システム」に身を投じ、「著

作権と登録商標によって保護されている」種々のテクニックを学んだ。つまり、佐枝さん

の成巫過程はこれらの人物との交流を通して深まっていったスピリチュアル・ビジネスへ

の社会化の過程としてみることができる。 

佐枝さんの歩みは「探求」の体を成しているが、それは少数の知人の意見に大きく左右さ

れてきたものであり、「探求者」像で描かれてきたような自律的な選択であるとは言い難い。

彼らが個人主義者であるのは、ニューエイジ的環境から大きな影響を受けて成り立ってい

る日本のスピリチュアルな環境に社会化し、そうした語り方を学び取ったからに過ぎない。

実際には、同じ環境に住まう少数の友人たちの言葉と、市場で台頭してきた新たな権威（「先

生」や「スクール」）に強く依存しながら、スピリチュアルセラピストとしての自己を形成、

保持している302。 

ここまでで、スピリチュアルセラピストたちを、その職能を得る契機として、召命体験を

語る者と、召命体験をもたないが多くの書籍やスクールでの学びを通して現在の地位を獲

得した者の 2 つに分けて、その成巫過程を検討してきた。前者では、スピリチュアルセラ

ピストたちの語りが、日常生活のストレスから、より「高次」なスピリチュアルなものへ

の気づきが生じ、召命体験に至るという段階的な語りを成していること、また、そうした

                                                  
302ここでは、「精神世界」がばらばらな個人や集団からなるという通念に対し、「精神世界」

を支える「ゆるやかな共同性」の存在を指摘している葛西賢太の議論が参考になる（葛西

1998。また、後述する Aupers & Houtman は、ニューエイジや「スピリチュアリティ」に

は、「自己スピリチュアリティ」という一貫した「教義」が見いだせることを論じているが、

こうした議論も、「スピリチュアル」な環境が帰属可能な共同性とそれなりの「一貫性」を

成していることを論証するものである（Aupers and Houtman 2006）。 



 

229 
 

過程には主流文化批判というメッセージが含意されていることを共通した型として見出す

ことができた。そして、そうした型の存在は、当人にとっても、また依頼者との関係にお

いても、スピリチュアルセラピストとしての個人の能力を納得可能なものとするものであ

る。一方、後者のような、スクール等を渡り歩いてその職能を得ている事例の場合、従来

の研究では自律的な「探求者」として位置づけられることが多かったが、探求的であった

り個人主義的であったりする個人像は、彼らが社会化された先であるところのスピリチュ

アルな環境が要請する態度に過ぎないことを論じた。これらの論点は、彼らの固有性を、「後

期近代」に独特な自己の在り方や自己形成の仕方に求めるのではなく、彼らがどのような

環境に社会化され、そうした態度を学び取っているのかという、社会環境の側の問題とし

て捉える必要性を提示するものといえるだろう。 

 

4. 環境的差異 

 序論で論じたように、本論では、主体、共同体、象徴の 3 項間の相互関係から巫者をめ

ぐる知識の交渉を捉えることを基本的視座としていた。本章のこれまでの議論では、「後期

近代」の主体の在り方が個人主義的、自律主体的なものに変化したという、従来の Spiritual 

Seeker モデルとは距離を置いてきた。つまり、彼らのような「寄せ集め宗教」にみられる、

自己を絶対的な権威の源泉とする「自己宗教」は、根本的な主体
．．

の変容であるというより

は、彼らに生きるスピリチュアルな環境が要請する振る舞いに過ぎない。実際には、彼ら

も既存の言説と権威とに依拠しながら、自己を形成している。では、彼らの呈する一見し

て独自で「現代的」な様相は何に由来するものなのか、残る象徴
．．

と共同体
．．．

の性質について

カミサマとの比較も踏まえながら検討していきたい。 

まず象徴についてみていく。彼らの独自性を決定づけるのは、使用されるモノや言葉の

豊富さである。櫻井義秀が「第 2 回札幌すぴこん」で目にした用語の数々を記しているの

で引用したい。 

  

  ヒーラー、チャネラー、アロマテラピスト、リフレクソロジー、スローライフ、マク

ロビオティック、ボディーワーカー、サイキックヒーラー、気功、波動、代替療法、

芸術家、環境 NPO、地域通貨、スピリチュアル SHOP、占星術、易学、イルカ、天使、

風水、自然食品、宇宙、コーチング、ハワイ、パワーストーン、ヨガ、オーラソーマ、

ヒプノセラピー、スリーインワン、クリスタル、各種セラピー、ホメオパシー、フラ



 

230 
 

ワーエッセンス、ネイティブスピリット、ヒーリング等々303 

 

スピリチュアルな環境が、「寄せ集め宗教」とも評されるのは、こうした一見してとりとめ

もない諸要素から成ることに由来する。しかし、Aupers&Houtman は、こうした象徴たち

一つにまとめあげて、スピリチュアルな環境の輪郭を形成している「自己スピリチュアリ

ティ」という一貫した「教義」の存在を指摘している304。本章では、スピリチュアルセラ

ピストにみられる成巫過程の語りに共通する主流文化の克服という物語を、彼らの「型」

としたが、そうした点も、スピリチュアルな環境に存在する一貫した「教義」の存在を主

張する Aupers&Houtman の議論を補強するものである。こうした「教義」は、ベラーら

が『心の習慣』で「表現的個人主義」と呼んだように、個人に個性的で表現的であるよう

に迫る。しかし、本章で Hammer の議論を参照しながら論じたように、各々別個な出自を

持つ「寄せ集め」の諸象徴は、実際には、スピリチュアル市場において著作権と登録商標

で保護され、権威づけられたものである。そのため、個人が個性を語っていても、知識の

組み合わされ方、その表出の仕方は、スピリチュアルな環境に身を投じる人々の間で驚く

ほど類似している305。そして、それら諸象徴をまとめあげているのが、主体的な自己実現

というスピリチュアルな環境における「教義」である。 

次に、共同体についてはどのような特徴があるか。Hammer はニューエイジャーを「宗

教的愛好家たち」としているが、まさにスピリチュアルセラピストたちは、それを専業に

しているという意味で、愛好家の極地にある。こうした愛好家たちの在り方を、ベラーら

は「ライフスタイルの飛び地」として巧みに論じている。いわく、 

 

共同体というのは、公共的な生活と私的な生活の間の、またあらゆる種類の異なるコ

ーリング間の相互依存関係を良しとしつつ、包括的な全体であろうとするものである。

それに対して、ライフスタイルというのは根本的に断片的なものであり、類似した者

どうしのナルシシズムを良しとするものである。 

（中略） 

この飛び地は、二つの意味で断片的である。まずそれは私的な生活、とくに余暇と消

                                                  
303櫻井義秀 2009:152. 
304 Aupers and Houtman 2006. 
305Heelas 1996:2. 
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費をめぐる生活にしか関わらないので、個々人のなかのある断片しか含み込んでいな

い。また、そこにはライフスタイルを共有する者しか含まれないので、社会的に見て

断片的なのである。違った人間、違ったライフスタイルをもっている人間はつねに軽

蔑されるわけではない。彼らは進んで大目に見てもらえるかもしれない。しかしライ

フスタイルの飛び地の内部の人間にとっては、彼らのやっていることは無意味であり、

さらには目に見えさえしないのである306。 

 

そして「今日のライフスタイルの飛び地は、かなりの程度、個人的選択にもとづいている」

307と続けられる。 

スピリチュアルセラピストたちは、主流文化の限界に気づき、より高次の次元に触れる

ようになったことを自称する人々である。彼らにとっては、地縁や血縁による親戚・友人

関係よりも、同様の「気づき」をもった人々（類似した者）こそが「仲間」である。その

つながり方は、ライフスタイルの飛び地と呼ぶにふさわしい。しかし、これまで行ってき

た議論を振り返れば、ベラーらが「ライフスタイルの飛び地」の特徴として論じるうちの

いくつかを修正しなければならないだろう。 

 まず、ベラーらの指摘する二重の断片化のうち、余暇と消費にしか当てはまらないため

に、個々人において断片的であるという点には、留保が必要である。それは、スピリチュ

アルセラピストたちの「真剣さ」を軽視する恐れがあるためである。彼らの探求は、時に

莫大な時間と金銭をかけて行われる。また、専業であるということも、スピリチュアルな

環境への順応とそれを核にしたライフスタイルが、彼らの人生においていかに大きな比重

を占めるかを物語る。彼らにとって、スピリチュアルな環境への没入は、余暇であり、消

費であり、職業である。ベラーらが想定していたよりも、個人の生においてはるかに大き

な比重を占めるものとなっている308。 

 また、ライフスタイルの飛び地が、個人的選択にもとづくという指摘も、スピリチュア

ルセラピストに関して言えば、本章で見て来た通り、非常に限定的なものである。第 1 に、

「選択的である」という態度は、スピリチュアルな環境に要求された語りの性質である。

                                                  
306ベラー他 1991:85. 
307ベラー他 1991:86. 
308Lived Religion として McGuire は、個人の折衷主義的な宗教がいかに生活全般に溶けこ

み、それを支えるものであるかを示しているが、ここでの議論も、そうした指摘につなが

る。先の引用部を参照のこと（McGuire2008:156）。 
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実際には、彼らの選択は少数の身近で信頼できる人々の言葉や、「商標や著作権」といった

権威に拠るものであり、ベラーらが想定しているほどに「選択的」とはいえない。 

 つまり、ベラーが指摘した「ライフスタイルの飛び地」は、社会的に断片的であるとい

う意味でのみ、ここでの議論に当てはまる。スピリチュアルセラピストたちは、スピリチ

ュアルな環境に生きるもの同士の狭いネットワークのなかでその職能の承認を得て、活動

をしている。このライフスタイルの飛び地の内部の人間は、より「高次」の存在や生き方

に気づいた人であるとされ、他の大多数（違った人間、違ったライフスタイルをもってい

る人間）の「やっていることは無意味であり、さらには目に見えさえしない」。「違った人

間、違ったライフスタイルをもっている人間」にとって、彼らの用いる象徴や発想はほと

んど意味をなさないか、「オーラ」のようにメディアの影響で一般的に広がったとしても、

彼らがそうするような深刻さをもって取り扱われることはない。櫻井義秀がスピリチュア

ル・ビジネスを痛烈に批判した『霊と金』の謝辞のなかで、調査に同行した学生たちへの

感謝を述べる際、「スピリチュアルな世界はちょっとした異文化体験だったかもしれない」

309と記しているが、この言葉の通り、大多数の人にとってスピリチュアルセラピストの世

界とは「異文化」である。 

 

5. 津軽のカミサマとの比較から 

 津軽地方のカミサマの「世界」も、それを知らない地元住民にとっては「異文化」と受

け取られることもある。津軽地方に住んでいるからといって、全員がその「世界」に慣れ

親しんでいるわけではない。しかし、物質的象徴や神的発想群は個々人を取り巻く環境の

一部として存在していることから、カミサマとの接触は可能性として常に開かれている。

たとえば、それまでは全く関心がなくても、人生の危機をきっかけにカミサマと関わるよ

うになるというのは、依頼者のみならず、カミサマ本人たちからも聞かれる（事例 1-4 など）。

また、不幸が続く個人に対してカミサマのもとに行くようにアドバイスする事例 3-1 のよう

な仲介者の存在や、カミサマを呼んで行われる集落の行事もカミサマを取り巻く関係性へ

の個人の参入を容易なものにする。そして何より、カミサマの操る諸象徴は、神的発想群

の特徴として第 1 章で論じたように、地域の人々に分有されている。第 5 章では、カミサ

マの託宣が受容されるにあたって、依頼者の側が既に有しているオシラサマについての発

想群が活性化されたことを指摘したが、これは、依頼者とカミサマが知識の社会的ストッ

                                                  
309櫻井義秀 2009:251. 
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クに共同で参画し、それぞれに納得を得ていく過程であるともいえる。そして、その知識

の社会的ストックは、社寺や霊場といった場所、オシラサマや祭壇といったモノ、数々の

霊験譚といった形で流布している発想群、それらすべてが有機的に結びついて形成されて

いる。 

さらに、カミサマの社寺や霊場での実践は宗教者の関与を招き、またカミサマやその依

頼者が祭具を購入する際には仏具屋の関与が必要である。たとえば、一部の地域の社寺は、

カミサマの依頼者たちの要望を受け入れ、新たな祈禱等を行うことがある。事例 1-2 の N

の指示で、猿賀神社では蛇を殺した際の絵馬の奉納を行うための祈願が行われ、第 3 章の

金剛寺では、家の外で亡くなった人の霊がまだ家に帰ってきていないというカミサマの指

示を受けて、追加の供養が行われることがある。こうして、社寺の側も、自らの日々の実

践や教義理解を大きく出ない範囲でカミサマの言葉に対応する。また、カミサマの指示で

神像や絵馬を買いに来る客の要望に応えて、弘前市内のほとんどの仏具屋には、地元の仏

師が作成した「神明様」や「山の神様」等の像が取り揃えてある。特定のカミサマの指示

で、独自の絵柄の絵馬を用意している店もある。カミサマの発する一つの指示は、こうし

た種々の主体を巻き込み、その上で可能になるものである。 

したがって、見かけにも明らかなスピリチュアルセラピストとカミサマの差は、個々の

象徴の奥行きと社会関係の広がりの差に求められる。本章で繰り返し述べてきたように、

スピリチュアルセラピストたちの操る象徴は、全く無造作に集められているものではない。

そこには、権威があり、「型」がある。そしてそれらは、「自己スピリチュアリティ」とい

う「教義」によってまとまっていた。しかし、一つ一つの象徴が他の象徴と有機的に結び

ついていることもなければ、それが広くスピリチュアルな環境の外に生きる人にも知識の

社会的ストックとして共有されているわけではない。スピリチュアルセラピストたちは、

「ライフスタイルの飛び地」を生きている。カミサマの実践が基づいている社会関係の広

さに比べれば、スピリチュアルセラピストのもつネットワークは限定的で閉鎖的なもので

ある。そのため、スピリチュアルセラピストたちの「外（超越的次元）」についての想像は、

少数の「愛好家」たちの限定されたサークルのなかで生成され、強化されていくものであ

るといえる。 

「寄せ集め宗教」を体現しているようにも見えるスピリチュアルセラピストたちである

が、本章では、その特徴を「後期近代」に固有の自己の在り方に求めるという立場を取ら

なかった。本章の議論を振り返れば、スピリチュアルセラピストの在り方は、たとえばカ
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ミサマと同じように主体・共同体・象徴の 3 項の間の相互関係の上で成り立っているとい

える。主体には、スピリチュアルセラピストが、共同体には、葛西賢太が「ゆるやかな共

同体」310と呼んだ「愛好家」同士の結びつきや、知識を提供するスクール等、象徴には、

先の櫻井からの引用にみられるような、無数の実践や思想が当てはまる。そして、3 項間の

知識の相互交渉が彼らにとっての「外」についての想像を生み出し、支えていることにも

変わりがない。ただ、そのリソースや影響力は「飛び地」のなかに限定されているために、

スピリチュアルセラピストたちは、「飛び地」内部での再生産に従事することとなる。その

結果、「スピリチュアル」な環境に強固にコミットした彼らの「飛び地」は閉じられたシェ

ルターとなっていく可能性が高い。今後、その閉鎖性を打開し、新たな「巫俗」として根

付いていくのか、それとも引き続きスピリチュアルな「愛好家」たちの「飛び地」として

留まるのか、その予測は不可能だが、注視していく価値のある問題であると思われる。 

 

  

                                                  
310葛西 1998. 
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結章 

 

 本論では、人々との日常的な知識の交渉過程が、巫者たちが語る超越的次元についての

語りや実践を現実のものとしていくという立場から、津軽のカミサマとその周囲の人々、

超地域的な存在となった「イタコ」、またスピリチュアルな環境に生きるスピリチュアルセ

ラピストたちについて論じてきた。本章では、各章での議論を振り返り、今後の展望を示

したい。 

 津軽のカミサマを対象とした第 1 部と第 2 部では、第 1 部でカミサマ個人について、第 2

部で、依頼者や集落といったカミサマに関わる人々に焦点を合わせた。カミサマではない

人々について多くの紙幅を割いたのは、本論が巫者と周囲（他の主体や共同体、象徴）と

の関係性のなかで、その語りと実践を捉えることを目的としていたためである。巫者の語

りと実践は、依頼者たちとの相互交渉のなかで生み出される。その具体的な過程を論じる

ために、本論にとって、依頼者の在りようは巫者個人の在りようと同等の重みをもって論

じられるべきものとなる。 

まず、第 1 章では 5 名のカミサマを事例として、カミサマの語りと実践にみられる知識

の構成の即興的性格を指摘した。即興性という言葉を用いることによって、依頼者という

他者の存在がその構成にとって不可欠な役割を果たすことを示した。また、カミサマと依

頼者が共同で参入し、語りや実践が引き出されるところの知識の社会的ストックにも言及

し、そうしたストックに含まれる神仏に関する種々の知識を、神的発想群と名付けた。そ

れは発想という語を用いることで、「信仰」や「観念」という言葉との対比から、その不均

衡で可塑的、可変性的な性格を取り逃がさないことを目的とした名付けである。第 2 章で

は、カミサマとはどういった人物のことを指すのか、その輪郭を描くために、カミサマの

境界的事例に着目した。事例を通して、商売の有無とローカルな知識の共有と利用が、カ

ミサマをカミサマたらしめる主要な要素であることを確認した。第 3 章では、カミサマと

しての学びの機会であった修行の後景化について論じた。同時に、第 3 章はカミサマの存

在がその活動に重要な役割を果たしている金剛寺という寺院とそこに集うカミサマたちの

詳細なモノグラフとなっている。津軽地方に限らず、寺院と巫者的宗教的職能者が密接に

結びつき、宗教的・経済的に相互に支え合っている事例は全国的に数多くみられる。そう

した日本の宗教的景観の一事例としても価値のあるものとなっていると思われる。そして、

霊場赤倉の衰退と、カミサマの行離れが、「霊力」から「霊感」の強調へという変化を招い
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ていることを指摘した。例示したカミサマとその依頼者たちにとって、カミサマの役割と

は修行によって得た力で、悪霊や怨念を祓うことにはなく、依頼者に納得のいく答えを「あ

らわす」ことにある。霊場が栄え、行が盛んに行われていた時代に比べて、現代のカミサ

マにおいては、知識を即興的に構成する能力、すなわち知識を操る能力が、一層重視され

るようになったといえる。 

 第 4 章では、第 2 部の導入として 2 名の依頼者の語りを扱った。そこから、依頼者の側

にはカミサマに接する際の期待と受容のパターンが存在し、カミサマの言葉（託宣）はそ

うした依頼者の期待を汲み取ることなしには成り立たない、または受容されないことを論

じた。これは、カミサマが超越的次元についての独占的な知識を有しているために、その

言葉がそうした知識をもたない「普通の」人々に説得的に受け入れられるという知識の配

分論に基づく議論への反証となるものであった。第 5 章では、S 地区でのオシラ堂建立の過

程から、カミサマの託宣の受容について議論を深めた。「オシラ堂を建てよ」というカミサ

マの託宣は、カミサマと集落の人々がオシラサマをめぐる発想群を共有していることで、

妥当性をもち、現実となった。オシラ堂が建った現在、その建立の過程は「オシラサマの

喜び」を実現させた経験として語られている。こうした語りは、カミサマのオシラサマに

ついての託宣を支持し強化するものとなっている。しかし、金銭的理由等から少なくとも 4

年間はその託宣が放置されていたことを鑑みれば、託宣の効力は現実的諸条件に左右され

るということも見逃すことのできない事実として浮かび上がってくる。第 6 章では、従来

イタコが担っていた春祈禱がカミサマによって担われるようになっている現状を扱った。

口寄せを中心とするカミサマ K の春祈禱は、イタコの作法とは大きく異なる。それにもか

かわらず、現在 K の祈禱は多くの集落で受け入れられている。その背景として、集落の側

の変化も視野に入れた議論を行った。具体的には、行事の参加が任意のものとなることに

よって、春祈禱の共同祭祀としての性格が薄くなり、「死者の声を聞きたい」という参加者

の個人的な欲求が場を支配することになった。K の祈禱はそのニーズに合致したものであ

るといえる。K の非定式的で対話的な口寄せは、まさに即興的な実践である。カミサマ側

の変化と、依頼者側のニーズの変化が絡み合いながら、現在の春祈禱は展開している。 

 第 3 部では、津軽地方を出て全国へと視野を広げた。第 7 章では、「イタコ」の呼称をめ

ぐって展開している一種のポリティクスとも呼べる事態に注目した。現在、その知名度に

反して、イタコの数は減っていく一方である。そのため、前章のカミサマ K がイタコとし

て東京からのツアー客に対して口寄せを行ったり、「元祖イタコ」を名乗る男性がテレビに
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出演するなど、イタコの存立は、地域社会を超えて、旅行会社や行政、学界などを巻き込

んだ全国的な知識の交渉に晒されている。全国から来る依頼者にとって、師資相承の定式

的なイタコの口寄せは理解が困難なものであり、カミサマ K が行うような個性をもった死

者の語りが好まれる。異なる期待をもった他地域からの依頼者と接することによりカミサ

マの側もまた変化を免れない。地域的な「型」にしばられない K の活躍は、必然といえる

だろう。第 8 章では、成巫過程や巫儀の「型」が喪失したようにも見える社会で、その能

力を職能に結び付けたスピリチュアルカウンセラーの S を事例として、彼女の生まれた村

の巫者伝統をさかのぼった。彼女の生まれ育った旧 S 村には、ワカサマと呼ばれる口寄せ

巫女の伝統があり、それが途切れた後には著名な「霊能者」の活躍も見られた。世代的に

は、ワカサマから霊能者、そしてスピリチュアルカウンセラーの S へという変遷が認めら

れる。彼女は、自身の霊的な能力を職業に結び付ける道があることは知っていたが、成巫

に至る具体的な知識を提供してくれる地域の巫者伝統が途切れていた。その代替として、

「スピリチュアル」を語る書籍やテレビ番組が機能したといえる。第 9 章では、前章の事

例 S のような存在を「スピリチュアルセラピスト」として括り、63 名の事例を参照しなが

ら、彼らの成巫過程の語りを、召命体験をもつものともたないものにわけて論じた。そし

て、「寄せ集め宗教」としてその個人主義的、自律選択的な性格が強調される彼らのような

事例においても、成巫過程の語りには共通した型が見い出せることを明らかにした。また

そうした個人主義的な性格も彼らの属するスピリチュアルな環境が要請する態度に過ぎず、

実際には身近な人々やスピリチュアルな市場の権威に依存して、スピリチュアルセラピス

トとしての語りや実践を構成していることを指摘した。同章の 後には、彼らのような在

り方を津軽のカミサマと比較し、両者の差異は、巫者としての自己形成の仕方にあるとい

うよりは、それぞれの属する環境の性格に求められるという考察を導いた。具体的には、

さまざまな主体・共同体・象徴間の活発な交渉により地域全体を巻き込み得るカミサマた

ちの語りや実践に比べれば、スピリチュアルセラピストたちの生きる環境は、「ライフスタ

イルの飛び地」と呼ぶことが可能な「愛好家」たちによる限定的なものであり、その内部

での知識の交渉から超越的次元に関わる想像を再生産しているといえる。 

 こうして、本論は津軽の集落から、「カウンセリングルーム」などと呼ばれる都心のアパ

ートの一室に至るまで、各地で展開している「巫俗」について論じてきた。本論の立場か

らすれば、「巫俗」とは、巫者とその周囲との間で繰り広げられる知識の交渉過程を意味す

ることになる。その交渉過程が超越的次元についての想像を生み出し、それを現実のもの
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としていく。動員されるイディオムは異なれど、超越的次元についての想像は、津軽のよ

うに「民間信仰が濃厚な」土地311においても、都心のアパートの一室においても、今日も

変わることなく生み出され続けている。 

 日常的な知識の交渉過程を核として関係論的に巫者を論じる本論の視座は、第一に常に

変化するフィールドの現実をより的確に捉えるために要請されたものであった。しかし、

こうした視座は宗教研究全体をめぐるより大きな問いのなかに位置づけることが可能であ

ると思われる。具体的には、宗教概念批判以降の宗教研究の方向性を模索する上で一定の

貢献を成しうるものであると考えている。 

宗教概念批判312によって、宗教の特権的な地位の自明性が掘り崩されている現在、トラ

ンスという体験やシャーマンといった存在に付与されてきた非日常性や特権性もまた不問

のままであり続けることはできない。つまり、その特権性を前提とすることなく宗教やシ

ャーマンについて論じるための視座が求められている。そこで重要となってくるのは、「宗

教的」なるものが、日常生活のなかで占める位置と、それが具体的に生み出されていく過

程への着目である。日常生活のレベルからその存在を詳しく論じていく本論の試みは、シ

ャーマンが非日常を司る「神秘的エリート」313であるという学問上の覆いを取り払うため

に有益なものであったと思われる。その上で、敢えて本論の立場から巫者を定義するとす

れば、巫者とは超越的次元についてのイディオムに慣れ親しみ、それを巧みに操る能力を

身に着けた存在として位置づけられる。日常的な知識の交渉を中心とした巫者についての

こうしたミクロな洞察が、これからの巫者研究およびポスト宗教概念批判の宗教研究にど

のような理論的貢献が果たせるのか、今後の課題となるだろう。 

 

  

                                                  
311和歌森 1970:3. 
312アサド 2004=1993、Fitzgerald 2000 等。 
313エリアーデ（2004a=1968）が用いた表現であるが、近年でもこうした立場からシャーマ

ニズムが論じられることは多い（岡部他 2001）。 
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